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ǶǟȈǲ 

 

 ὑǵ  

   ₳ ₴ ▌ ᶮ ὕ ᶫ

ᶮᶽ▌ ӓḨ ̊ʤ Ḩ Џ⁹  

   Ḩ Ḩ ᶮᶽ▌ ӓ᷂Ḣ ₳ ₴ Ћᶮ ϼ

Ή ▌ ӓ ὑ ♥ ̉ᴇ ₴ ₳ ₴ ὑ

Ẇ ₡ ӓ ὡ ρ ʝ῁▌ӓ Ή ▌ ӓ

̊ʤ  

   ὡ ʥЋ Ϸ

▌ Ή ̸ ʣ ѝ ֝  

   Ѽ ̉ᴇ ₴↓ Ή ▌ ӓ ̊ʤ

► ₴ ὡ ♬ ̝ һ Ẁӓ ̉

ᴇ ₴ Ẁ ᶮᶽ▌ ӓḨ Кὦ ὑ̊

ὡ қ ʺ ᾋ ẉ

┴ Ώṥ ẕ ẉ ἴ ֿ ẉ ὲ

ԝ ̏ ◕ ̉ᴇ ₴ ӭῬ᷂ ֞

ӭῬ᷂ ἶ ỡһ 

    ἴ ӓ ᾍ ▌ӓ 

 ┴ ӓ ͝  

 ṑ  ᵎ

 ὡᾍꜘ ⁸ ▌ӓ 

ᾍ Ḹף ֝

ᶽ ▌ ӓ ׄ  ֚

 

 ǵר  

   ▌ ӓ ֻ

ᶮ ҍ ֻ רֻ ᶫ ὑ  

   ▌ ӓ ѝ  
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   ˗ ₴ ˔

Е̱ӓ ֝  

   ֺ ѝ

 

※Sustainable Development Goals の略、2015年の国連サミットで採択された2030年を期限とする先進国を含む国際社

会全体の17の開発目標。全ての関係者（先進国、途上国、民間企業、NGO、有識者等）の役割を重視し、「誰一人取り

残さない」社会の実現を目指して、経済・社会・環境をめぐる広範な課題に統合的に取り組むもの。 

▌ ӓ ѝ  

Ή ᷂Ḣ  Ή ᷂ Ҳ  

Ή  Ή ṑḨ  

Ή ᷂ ӓ ΒẀҲ ꜘ  Ή ∕ ы  

Ή П  Ή  

Ή ͪβӣ  
Ή ὄⱲ  
˺ ͪ ˗ ˲  

Ή ֻ  Ή ᷂Ḣ  

Ḩ  Ή Ḩ  

Ή ЏВ ֻ Ḩ  Ή ל ρ  

Ή  Ή ′ ᾎᴁӓ  

Ή ͜ ᾎᴁӓ  Ή ˜ Ḣ ֻ ᾍ  

Ή Ўῇ ֻ ρ  ⁸ ӢḢ  

Ή ʴẔ ℅  ᶮᶽѫ Ή  

Ή ʹ͝  Ή ᵣ  

Ή ̮ Ḩ  Ή ἶ ӓ֗ Ẏ 

Ή Ḩ Ή  Ή ӓ  

Ή ἶ  Ή ό ὡ ρ  

 

  

   ᾍ ̉ᴇ ₴↓ ̉ᴇ ₴↓ 

₴   
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 ▌ ӓǵḨ Ǐ  

 

 ▌ ӓǵ ꜠ ▌ǖǭƲǞǱȋǒǱƼ ǵᶮǕǼƽș ʫ̈ǲ╠ǔ ǗǦȈǲ  

   ӧ ῇῗ᷂ₑ ᷂ₑ Ẁӓ ὰ

᷂◐ ′ ̈ ӓ

ʝ ֦ ὡ ϼ˲

ῇ ҟҘ אל ̟ ᶮ ʣ  

   ˹ ˲֥ ᾜ ᷂Ḣ Ҙ ҲҘ ̭ʤ ꜠ ʴ

ὡ ▌ Ҙ ᶮ ʫ̈ ╠

ὡ ⁄Ẏ᷂ Ӿ ₡ ꜠ ₳

ρ ה  

 

ὑẆǵ₡ ӓǯȉǋǏȒ ὡǲρǏƲ▌ ӓǵ֝ Ȇș▌ӓǠȒ  

   ʰ ֺѝ ▌ ӓ ֝

₴ ΒẀҲ ◙ Ћᶮֺ᷂ ὡ ӓ ӓ

қ Ẏ ↓ К ₴ ▌ ↓ ▀

̉ᴇ ₴ ӭῬ᷂ ̉ᴇ ₴ ׄ

Ẏ ↓ ▀ ᷂ Ћᶮֺ᷂ Ẏ ᷂

ׄ ᷂ ⅍ ӳ ᷂

ὑ Ḣ Ẏ ᷂ ֯ ר ₳₡ ᾍ

̉ᴇϷ₴ Ѱ↓ ̊ ѧ ӳ ᷂ Ḹ ʴ ӳ

᷂ Ḹ ⁄Ẏ᷂ ⅍  

   қ ̉ᴇ ₴ ӭῬ᷂ ̉ᴇ ₴

᷂ Ẏ ⱥ ḹ ᶽ   ̌ ̮ὁ ὡ ᷂

ⱥ ʴ ὡ Ẏ ֻ ὡ ֿ ֕

̊ʣ ὡ ◙ ֻӓ ὡ ѵӓ

ὡꜘלᾍꜘ ᶩ ˗ ֯ ר ⱳ

ҧ ֝ ὕ ⱳ  

   ὑẆ ₡ ӓ ˹

Ⱳ ˹♥ ▌ ӓ ֝ ⱳ  
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   ᶮ Ẏἶ ἶ ἶ ΒẀҲ ֝ Њ

ὡ ὑ ֒ Ẏ ὡ

ὡᾍ ᵎ ᶫ ὡ ᾛӓ ᾽ ⱳ  

 

ҞƲВҞ֗ǺЏҞǲȏȑᴁșὃȑƲᴁșǫǱǗ  

   ᾜἧ ӓ ᷂ ֝ ⁵ ṑ ԝ Ṕ ʴ ὡ

Ṕқϊׄ ̉ᴇ ₴ ӭῬ᷂ ͜ ᶮ ʺ

᷂Ḣ ẉ Ἥ᷀ ὡ

ᾍꜘʣ ʝ  

   ʴ Ẏ ὡ ᴁ ὃ ᴁ

ὑ ֗ ˗ Ѽ

Ҟ ВҞ Ҙ Ẏ ʥ֯ Е̱

ʝ˲ ὡ ρ ὡ ў Ҳ

Ҟ ὕ ᷂Ḣ

ᾚ ᵣ ВҞ Ҙ ʝ῁▌ӓ ⱳ  

   ̀ ЏҞ ҵ Ẏ ₳

ᾍ қ қ Ҟ ВҞ Ҙ

Ẏ ╠ ї ˲ ֝ ▌ӓ

ҧ ᾽ ʣ ὡ

ό ֺ ˲ᴁ ї Ҟ Ϯϼ Ҙ Ҳᴣ

ὡ ᾛ ʝ˲ Ὣ

ⱥ ⱥ ЋҘ ► ҵ  

 

Ƽ ǵᶮƽƼ ǵᶮɵῇǵᶮƽǵ ǮǉȒ ῇ Ʋʴῇ ᷂ḢșὃȒ  

   ᶮ ᶮ ῇ ᶮ ᶮᶽͪЋ ẉ

᷂ ў ͪЋ ῇ ʴῇ ᷂Ḣ

ᵣ ☻Ҋ ᶮ ̟ ᷂Ḣ ӓ

ῇ ʴῇ ᷂Ḣ Ϸ ᷂Ḣ Ҙ ὡᾍꜘҘ
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ǵ ȚʴƲ ɵӳӔ˧ ǵ ǵ᷂ḢǯǞǭᶮЋ̱ǵ▌ ӓǲ ǠȒ  

   ʴ ӳӔ˧ Ὶ ℅

ρ ̈ ͪ ᶷ ̔

ѝ ᷂ ☻Ҋ ᶮЋ̱ ▌ ӓ

╠ ♅  

   ꜠ ▌ ӓ ֝ Ḍ ᾍ

▌ᶭ ⁸ ͜ Ή ̱Ѱ ʝ

῁▌Ҙ ᷂Ḣ ᾽  

 

 Ḩ  

   Ḩ ᶮᶽ▌ ӓ᷂Ḣ ᶮᶽ▌ ӓḨ

ᴇ ͪ ὑ  

   ὑ ► ᶮᶽ▌ ӓḨ Ḩ

̊ʤ Ḩ ᶽ ▌ ӓ  

 

  ᴁ ͪ Ẏ ᶫ  

  ᴁ ὡ ֞  

  ֗ ЏВ ͜ ὡ ᾛӓ 

  ⱥ ⱥ  

 

 ▌ ӓș ǠȒʣǮǵḨ Ǳ  

   ᶮᶽ▌ ӓḨ ᶮᶽ▌ ӓ ʣ Ḩ

▌ ӓ ꜠ ̊ʤ Ḩ Ḩ  

 

 ǵ᷂Ḣ șר ȅǏǦ֝  

    ӳӔ˧ ̬ ᷂ ר ὡ

ⅎḢ ֝  

    Ћᶮ ΒẀҲ ̢ ᾯ᷂ Ṕқϊׄ ᷂ ӓ

̢ ▌↓ ↓ Ṕқ ꜠ ΒẀҲ

ʣ ᾍ ֝  
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    ֒ ὡ ♬ Ẏ ὑ

˗ ₡ ӓ ̉ᴇ ₴ ӭῬ᷂

ᾍ ꜠ ֝  

    ˲֥ ᾜ ӓ ὑ̊

֝ ⁵ ̝ һ Ẁӓ ֝  

    ᷂Ḣ ˲ ᷀Ҙ Ẏ ᶧ ᶧ

ᴣ ┴ ӣ ˺ ˲ ᷂Ḣ ὄЋ ὄⱲ ˲ ͪ

₳ ▌ ᷂Ḣ ̝ ֝ ►

 

 

 ҧ ɵҧ Ǳ֝  

    ᶮ ⁸ ˗ ̮ ͜ ˛ ֝  

    ♣ ѝ Ӳ Ḍ ᶮᶽ ὕ ׄ ֝ ᶮЋ̱ ʴ

᷂Ḣ ⅎḢ ֝ ►  

    ν ᷂ ЏВᶧ̱ ֿ ᷂ ЏВᶧ̱ ὡ ꜘ

Ӳὑ ӲὑКὦ Ϲὕ ᷂Ḣ ֝

᷂ Ҳ ὧ ṑ ρ ᶫ ὡ ҧ

ҧ ֞ ̱Ѱ ρ ▌ӓ ֝  

    ₡ ₡ ὄЋ ὄⱲ ӓר ᶮ ⁸

˕ ᾍ ›ẑ  

    ʴ ᶮ ͝ ᶫ ▌

ӓ ׄ ρ ► ᾓ ʫ̈ Ẏ

ד ˗ ҧ ר ͪ  

    ᶮᶽ▌ ӓ ₴қ ӓᾍ ̉ᴇ ₴↓ ̉ᴇ ₴↓

ᶫ ₴қ ӓᾍ ̉ᴇ ₴ Ḩ

ᶮ ὑ ὑӓ ᶮᶽ▌ ӓὕ ʴ

╠ ⱳ ˔ ὄὑ ͪ ֝ ▌

ᶽ ▌Ҙ  

 

 ɵ˲ ƲὍ ǲȏȒ᷂Ḣǵ Ҙ▌ӓǲׄǘǦ֝  

    ▌ ӓ ʝ˲ ὡ

Ḹ Ḹ ˗ ᴁ ὃ ᴁ
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Ϯϼ ὃ Ҳ ἶ ḹ ̝

ʺ Ҳ ₦ⅎ ₴ ῁ ᾍ

᷂Ḣ ֝  

    ₳ ὡ ᾚ

ᵣ ᷂Ḣ Ҙ ᶧᴣ ᶧᴣ

˲ ặВֿ֓ Ẇᶮ˲  

    ̉ᴇ ₴ ӭῬ᷂ ′ К ὡ ὑ

ʣᶥ ֒ ὡ ♬

ὡ Ẏ ꜠ Ḩ ˲

˲ ̭Ḩ ṑ ᵎ

Ⱳ ֝  

    ᶽ ▌ ӓ ὕҧר ⁸ ̔ ᶧ̱

˗ ˲ ֺ ֝

ὡ ὑ ꜘ Ӳὑ Ὅ ʝʸ ̱Ѱ

▌ӓ ׄ ֝  

 

 ɅȶȽɩ ǵ ǲȏȒ▌ ӓ ǵ ↓ӓ 

    ᾜἧ ӓ ʴ ˲ᴣ ҧ ӓ ӓ ὡ ᾍ

ꜘ ὡ Ḹ֛ ἴ ᷂Ḣᾍ ṑ ᵎ

ḹ ᶮᶽ▌

ӓ ↓ӓ ׄ ֝  

    ὡᾍꜘʣ ҧ

ḹ ҧ Ѽׄ ₦ⅎ

ὕ ὡ ў ₳ ᴣ ̸ Ҙ ׄʣ

ͪ ͜ᶧ̱ ˗ ▌ӓ ᶫ  

    ω ⱨ ► ᾎᴁӓ ˔ ͪЋ

ӓᾍ

ҧ ӓ ↓ӓ ᶫ  

    

ӓ אלרּ ֞ ˲ ֝

ʝ̱  



 

8 

 ⌐⅔↑╢₈ ─ ₉  

≤ ╩ ╢ ▬fiⱨꜝ─ ה  

╩ ⌐ ⅎ⁸ ╩ ⅎ╢ ▬fiⱨꜝ─  

ⱷfi♥♫fi☻┼─ ⌂≥ ▬fiⱨꜝ ─  

─ ▬fiⱨꜝ⌐⅔↑╢ ─ ה  

≤⇔≡╙ ↕╣╢ ─ ה ─  

⅜ ∆╢ ⌂ ꜝfi▬fiⱨכꜞ◓ ─  

⌐ ╦╢№╠╝╢ ─ ⁸ ה ─ ה  

─ ≤⌂╢ ה ─ⱨꜝ▬fi▬ꜝ≤⌂כ◑ꜟⱠ◄ה  

⌂ ╩ ↑⌂™ ─ ™  

─ ה ─ ה ─ ה ─  

ⱷfi♥♫fi☻┼─ ⌂≥ꜝ▬ⱨꜝ▬fi ─  

⌐╙ ⌂ ╩☻ⱦכ◘ ⌂ ╡  

╛ ─ ⌐╙ ⌂◄Ⱡꜟ◑הכ ─ ≤ ─  

♦☺♃ꜟ ─ ⌐╟╢ ─  

─ ⌐╟╡ ─ ╩♦☺♃ꜟ≢  

ה ⌐ ⌂ ─ ה ─≢ꜟ♃☺♦ה  

─ ╛ ─ ≤─ ⌐♦☺♃ꜟ╩  

⌐⅔↑╢ ─ ה  

♦☺♃ꜟ╩ ⇔√ ─ ה ─  

╩♃כ♦╙⌐ ℮↓≤⅜⌂™╟℮  

♦☺♃ꜟ╩ ⇔√ ה Ⱡ♇♩꞉כ◒─  

∕─ ₁⌂ ─ ╩♦☺♃ꜟ≢  

⌐⅔↑╢ ╩ ╘≤⇔√  

⌐⅔↑╢◘ⱪꜝ▬♅▼כfi─ ╛ ─ ⌂≥ ⌐ ™  

≢╙ ⌐ ⌂ ┼ ⅜ ⌂  

⌐⅔™≡╙ ⌂ ≤ ⅜ ⌂  

╩ ╘ ─ꜝ▬ⱨꜝ▬fi ┼  

╛ ה ─ ™ ▬fiⱨꜝ─ ⌂≥ ─  

≤⇔≡─ ⌐ ∆╢ ─  

─ ─  

⌐⅔↑╢ ─ ─ ─  

⌐⅔↑╢ ─ ─  

⌐⅔↑╢ ─  

≤⌂∫√ ≤◖Ⱶꜙ♬♥▫─꜠☺ꜞ◄fi☻─  

╛NPO ─ ⌂ ─כ♃◒☿ ⌐╟╢ ─  

DEI ה ה ─ ╩ ╕ⅎ√SDGs≤─  

ה ─ ⌐ ∫√ ה ה ─  

ה ╙≤↓ה ─ ┼─♦☺♃ꜟ ╩ ╘√  

™ ⌐⅔↑╢ ה ≤ ╩ ╘√ ─◖Ⱶꜙ♬◔כ◦ꜛfi 

╙ ╘√ ─⌂™ ה  

─ ⌂ ╩ ╢ ≤ ─ ╛ ─  

10 ╩ ╕ⅎ√ ╛ ≤─  

11 ≤─ ⌐╟╢ ─ ≤₈ 2015- 2030₉⌐ ≠ↄ ┼─  

12 ─ ─ ╩ ∂√ ─  

13 ─ ♅▼♇◒≤Ɫה♪כ♁ⱨ♩ ─ ─  
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 ǵ᷂Ḣ  ר

 

 ᷂ ɵ᷂◐  ר

ǵᶮɵ ǵᶮῇǵᶮ  

   ᶮ ᶮ ῇ ᶮ Ẑ₳ ѝ

† Ẏ ʢ′ ̈ ˲ ̂ ẉ אל

ӧ ῇῗ᷂ₑ ᷂ₑ ̭⁪

Ẏ ᷂◐  

   ʢ′ ◐ ̭₳᷂ ₳ ˲֥ ʴ ᷂ ▀

 

   ῇ ′ ˲֥ ˧ ʴ ʝ

ᶽ ὡ ӢḢ ẉ Ἥ᷀  

ה  

ה   

   ῇ ἴ ᷂Ḣ ᷀  

ה ⌐⅔↑╢ ⌐  

 

ǵ Țʴǲ̬ ǠȒК  

   ʴẔ ̬ ᶷ ᶷ ӳӔ Ӕ ˧

ᶪק ᶪ К  

 

ӳ Ɇɧɓ᷂ ȋК ʤ᷂ ǵ Ǔ ꜠  

   ӳ ᷂ ˹♥ ₴̊К

ЋḢ ↓ ▌̊ʣ ӳ ʴⱲ ↓ ▀ ˔

 

   Ћᶮ ῁ ẉ ᷂Ḣ ʝ К

῁  
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 ƤΉ ǵ ῁ 

 

 

Ᵽ‌ șʴⱲǯǠȒʴ ɵ ᷂Ḣǲˡ ∕ḀǓἭ᷀  

   Ή ʢ ˡ ᷂ʤⅎ ѝ⁹ Ή ʴ ′⁸

⁸ ֯Ѓ⁸ Ᵽ‌ ד ʴ ᷂Ḣ ѧ ᴇ ₴̈

ѹ ∕Ḁ Ἥ᷂Ḣ ḛ

Ӧѝ Ἥ ˹♥ ὑ ⁄Ẏ᷂

◙ Ḁ ẏ ⅎ ᶪ  ṥ ˲ᴁ Ẏ

ẕ ʦ ꜠  
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Кǵ ɵ ′ ├ ǶЋᶮɆɁɕȭɧȷ  

   ′ ├ Ћᶮ ӓ ὄ

┴ ♥ ₴ Ҋֻ ˹♥

ʹ  

 Ƥ ǵ  

─         ╩ ∆╢ ─   

 Ћᶮ ̬    ₴↓  10 ₴♥ 20 ₴♥ 

ǵ├  Ħ  4,108 ʙ (11 ̬)  15 ̊ʣǵ ȑȎǍ  26.1  45.2  69.6  

Ɇɱɋɩ  Ħ  176  ( ̬)  Ɇɱɋɩ  17.2  32.8  57.2  

15 ̊ʣǵ ȑȎǍ  Ħ  1,716  ( ̬)  Ẏ ′  Ħ  37.3  52.5  78.0  

′├  Ħ  2,987 ʙ ( ̬)  

Ħ  ₴Ḹ2023 ̉ᴇ ₴ 31 ᷀  

Ħ  ʝ ′ ὑӢ ǵֻ ̉ᴇ ₴ ᷀  

Ħ  Ẏ ′ Ƕ40 ₴ș ǠȒ ǵҊֻ 

 

 Β  ר

ẉ ᷂ḢǮǉȑƲ ₴Ʋ ɵᾯ᷂ ǓṔқϊׄ  

   ʢ′ Ḣ ₳᷈₴ mm Ћᶮ₳᷈ mm

Ẏ ʣᶥ ῇ mm ᷂Ḣ ₴

ᾯ᷂ Ṕқ ὡ ʥד

 

   ʝ ᾜ ₡ ͈ ₳ ₴  

   Ӕ Ή Ӕ ʣ ẉ ᷂Ḣ Ẏ ἴ

┴  ṥ ʣ Ẏ ʰ ꜠  
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 ƤΉ ǵ₴ ǵ₳₴Ιѝ⁹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ₒ ⱱכⱶⱭ₈☺כ ─ ≤ ₉  ₓ♃כ♦

    β ⱷ♇◦ꜙ 1991 2020 ╟╡  
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 ̝  ר

ș ǏȒʴ ᶷ ǵʝ  

   ʴ ̔

ὡ К ̔ ὡ Ћᶮ ◙  ꜠

 Ƥ К ǵ ɵ К ǵ  

     ─        ─  

 

 

 

 

 

 

 

 

   ₒ ₈ ₉ ₓ 

    β ⌐≈™≡│  

Ҳ ͒Ἥ↓ǵ ǜ  

   К Ἥ᷀ Ҳ

Ẏ ͒Ἥ ̝  

   ˧ ὄЋר ͪ ẎẀ

 

 

ǲȖǦȒ˲֥ ᾜɵᾜἧ ӓǵ ᾽  

   ˲֥ ₴ ᾜ ₴ ʠ˲ ₴

ʠ˲ Ẏ₦  

   ̊ʣ Ӵ ʫₑ Ṕқ ʝ ̝

☻ʫ̈ - ᾜ ᷂Ḣ ̝  ṥ ꜠  

˲֥ ̝ ֯ ר ̱ ̉ᴇ ₴  

Ћᶮ ̱ Ή К ̊ʤ ⁸ ► 

⁸ ⁸ אל ⁸ ῇ ⁸ ⁸ ʣ⁸ ʤ⁸ן ⁸ ԍ 

′ ʟὌ Ў ′ ′ 

₴ ₴ ̈ặר˲֥ ᾜ ̊ʣ ̱ 

⅜ 
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 ƤΉ ǵ˲֥ǵ ǯᾓ ǵ Ǟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ₒ ₈ (1945 │₈ ₉)₉⁸ ₈ ( ⌐╟╢ )₉╩╙≤⌐ ₓ 

    β 2050 │ ╩ ⇔≡ ⇔≡™╢√╘⁸ ⅜ ⇔⌂™ ⅜№╢⁹ 

 Ƥ₴ Ӣѝѩ˲֥ǵ  

 

 

 

 

 

 

 

   ₒ ₈ ₉╩╙≤⌐ ₓ 

 ƤΉ ǵ Ӵ ֗Ǻ ẑỷǵȆǵʫₑ ǵ  

 

 

 

 

 

 

 

 

   ₒ ₈ ₉╩╙≤⌐ ₓ 

    βH27⁸R2│ ⁹R7 │ ה ₈ ─ ─ ₉ H31.4  

    β₈ ─╖ ₉ ⅜ 65 ≢№╢ ╩   
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ὡ ǲ ș ǠȒ ȋ ǓǋǵǉȒ ǶṔқ  

   ʴ ᷀ὁ˺ ֞ ὁ Ṕ

қ ὡ Ẏ  

 Ƥ Кǵ ˺ ὑ ǵ Ǟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ₒ ₈ ₉╩╙≤⌐ ₓ 

    βH12 R3│ ⁸R6 │ ⅜ ⇔√ ─ → R6.3  

    β ⁸ ╩ ╗ 

 Ƥ Кǵ Ǔǋ ὡ ₓ ǵ ǵ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ₒ ₈ ⅜™ ⱪꜝfi₉╩╙≤⌐ ₓ 

    β │⁸ ⌐ ≠ↄ H20╕≢│ 31 ⁸H25 │  
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ӣ ɵ˺ ˲ ǵ  

   ӣ₉̝ Ή Ẏἶӣἶ ӣ₉ ͪᾍ К ӣ

♫˗ ӣ₉ ♦ Ṕқ ˲֥ ʠ˲►

Ћᶮ ̭ ʝ Ή ᶷḢ Ћᶮ₳᷈ ʣᶥ

Ṕқ ᷂Ḣά᷀ ⱳ 

   К ˺ ᴣ ♦ Ṕқ ̉ᴇ ₴ ʠ ӧ˲

ʝ ͑ ֯ ᴣ ʠ ӧ˲  

   ӣ ˺ ˲ ͪ ₳ ὡ

ӣ ˺ ᾍ ʥ ὡ Ẏ ⱳ

 

 Ƥ КǵᶷḢѩ˲֥10 ʠ˲►Ǧȑӣ ♫˗ӣ₉ ǵ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ₒ ₈ ה ה ₉╩╙≤⌐ ₓ 

    βH28 │₈ ה ה ₉ 
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 ƤΉ ǵ˺ ᴣ ǵ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ₒ ₈ ₉ ⌐≥╙╩♃כ♦ ╩ ₓ 

 ƤΉ ǵ˺ ˲ ǵᾓ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ₒ ₈ ₉x  

    β ─₈ ꞉₉♩כ◦◒כ╩ ⇔√ ⌐╟╢  
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᷂ḢǵὄЋɵὄⱲș Ǎ˲ Ǔ ᾜϊׄ  

   ᷂Ḣ ᶧᴣ ᶧқЊ̠͝ ˧̂ Ѱ↓

ᶧӲҘ˗ Ѱ↓ ᶧᴣ ͪᾍ

ᾜϊׄ ᾐ̑ ᶧᴣ ₴ ᶧᴣ

ӓ ᶧᴣ  

   ⱥ ⱥ ̝ ┴ ₴

ᾜ ᷂Ḣ ὄЋ ὄⱲ ˲ ʥ ꜠  

   ʝ ⁸ ᷂Ḣ ̉ᴇ

₴ ˲֥ ʠ˲► Ṳ Ћᶮ ̬

˲ ᷂Ḣ Ҙ ֝ ♅ 

 Ƥ Кǵ ᶧᴣ ɵϹ ǵ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ₒ ₈ ה ₉⁸ ₈ ─ ⌐ ∆╢ ─ ₉╩╙≤⌐ ₓ 

    βR3─ │⁸ ⌐⅔↑╢ ─ ⌐ ℮╙─ 
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 Ƥ Кǵ┴ ♫˗ ǵ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ₒ ₈ ₉╩╙≤⌐ ₓ 

 

 Ƥ Ṳ  

ₒ 10 √╡─ ₓ 

10   

ₒ ⌐⅔↑╢  x

10  

   
10  

√╡─  
 

   

 ἃ  23,397  1812.3    Ή ⁸ 1,046  

 ′  9,954  1250.5    ẎḐ⁸ 991  

 Ẏѝ  13,688  1248.9    ʴ ′⁸ 653  

  6,511  977.6 אל    ⁸ 556  

 ⱩῬ  6,383  918.4    ֯Ѓ⁸ 535  

 Ὗῴ  7,271  697.8    ῇ⁸ 452  

  6,409  577.9    ˀК  437  

 Ή  9,393  486.4    Ῥ⁸ 373  

 ′  3,880  419.0    ʤ367 ⁸ן  

10   4,180  415.1   10  ⁸ 330  

   ₒ ⱱכⱶⱭכ☺ ⌐≥╙╩♃כ♦ ₓ 

    β ─  

    β 10 √╡─ ─ ⌐│⁸ ₈ 2023 10 1 ₉╩  
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К̮᷀Ẇᶮ˲ȋẆᶮ˲ ϽὖǵṔқ  

   ̮᷀Ẇᶮ˲ Ẏ ̢ їЊᶮѰ Ҳׄ

ʥ ὑ ̉ᴇ ₴ ֒ ʠ ӧ˲  

   К Ẇᶮ˲ Ͻὖ Ḍ Ẏ ʝ

ᾜ ♥ ל ᶥⱥϊׄ  

   ὡ ̮᷀Ẇᶮ˲ Ẇᶮ˲ Ͻὖ ⱳ Ḹ

♬ ẉ Ḹ ͬ

ⱳ  

 Ƥ К̮᷀Ẇᶮ˲ǵ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ₒ ₈ ₉╩╙≤⌐ ₓ 

    β 12 ─  

 Ƥ КǵẆᶮ˲├Ȁὧ ǵ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ₒ ₈ ₉╩╙≤⌐ ₓ 
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 ὑǲ Ǟǭ ὑǠȒɨȷȭ 

   ↓ ὡ Ḍ ὡ

Ẏ ὡ ⁄Ẏ᷂ ῇ ὡ Ẏ ὡ ᾍ  

   ֻ ὡ ֯ ר ʣ ⱳ ҧ ֝

Ӧѝ  

 

 ὡ ὡƲᶽ ὡ Ʋ ƲẎ  

   ֒ ׀ ї ̗һ ְ ὡ ′

˗ ӳאל ὡ ְ ֵ

ὡ ὡ ₳ ₴ ὡ

ὡ К ֺ᷂Ḣ  

   ὑ̊ Ẏ ̉ᴇ ₴ ὡ

̉ᴇ ₴ Ẏ Ẏ ὡ ╠ ᾍ Ϲὕ

ⱳ  

ₒ ≢ ⇔√ ⌂ ₓ 

 ủ S34.9  

  ・全国の死者・行方不明者は5,098名にのぼり、明治以降最大の被害をもたらし

た台風災害。県内の死者・行方不明者は104名となった 

 ủ Ᵽ☻ S43.8  

  ・豪雨に伴う土砂に巻き込まれ増水した飛騨川にバス２台が転落。104名が死亡

し、日本のバス事故史上最悪の事故となった 

 ủ9.12 S51.9  

  ・台風第17号の影響を受け、安八町において長良川堤防が決壊。そのほか県内

の広範囲で水害が発生した。死者・行方不明者は９名 

 ủ 11  .15 H11.9  

  ・郡上、飛騨地域を中心に死者・行方不明者８名、自衛隊要請 

 ủ 12  H12.9  

  ・県下全域（特に恵那郡上矢作町）、死者１名、自衛隊要請 

 ủ 14  ⁸ H14.7  

  ・県下全域（特に西濃地域）、死者１名 

 ủ 16  23 H16.10  

  ・県下全域（特に飛騨北部地域）、死者・行方不明者８名、自衛隊要請 
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 ủ 22  .15 H22.7  

  ・可児市、八百津町を中心に死者・行方不明者６名、自衛隊要請 

 ủ 23  15 H23.9  

  ・岐阜、中濃、東濃地域を中心に死者・行方不明者３名 

 ủ 30  H30.6 7  

  ・県下全域（特に中濃・飛騨南部地域）、死者１名 

 ủ 30  21 H30.9  

  ・郡上・飛騨地域を中心に延べ21万７千戸が停電、全復旧まで６日半 

 ủ  R2.7  

  ・県下全域（特に中濃・飛騨地域）、新型コロナウイルス感染症まん延下におけ

る初めての大規模災害 

 ủ  11 ⅛╠─ R3.8  

  ・県下全域（特に東濃・飛騨南部地域）、令和３年５月の災害対策基本法改正で

新設された警戒レベル５「緊急安全確保」が県内で初めて発令 

 ủ  10 R6.8 9  

  ・西濃地域を中心に大雨となり、大垣市から警戒レベル５「緊急安全確保」が

発令されたほか、河川の氾濫、住家の浸水などが発生 

 

ₒ ≢ ⇔√ ⌂ ₓ 

 ủ  H6.6  

  ・最大ダム節水率 上水35％、工水65％、農水70％ 

 ủ  H7.8 H8.3  

  ・最大ダム節水率 上水25％、工水50％、農水60％ 

 ủ 17  H17.5⁸H17.11 H18.2  

  ・最大ダム節水率 上水25％、工水45％、農水78％ 

 

ₒ ≢ ⇔√ ⌂ ₓ 

 ủ 38  S38.1  

  ・死者・行方不明者６名 

 ủ 56  S56.1  

  ・死者・行方不明者４名 

 ủ 18  18 H17.12 H18.2  

  ・死者４名 

 ủ 26  H26.12  

  ・飛騨地域では倒木による電線の切断に伴う停電が発生、復旧までに9日 

 ủ  23 ⅛╠─ R6.1  

  ・名神高速道路において最大1,200台の車両滞留が発生、自衛隊要請 
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   Ẇ ὑ̊ ᷂ ᷂ ӳ ʴⱲ Ẏ

῎ ⁸ ᶽ Ẏ ̉ᴇ ₴ ӭῬ᷂ ⱥ

ʣ ′ ᷂ ʴⱲ Ẏ Ẏ ὡ  

ₒ ─ ≢ ⇔√ ⌂ ₓ 

 ủ  R2.7  

  ・熊本県を中心に被害が発生、死者・行方不明者88名 

 ủ  12 16 ⅛╠─ R2.12  

  ・関越自動車道で多数の車両滞留が発生、倒木等による孤立も発生 

 ủ  ⅛╠─ R3.1  

  ・北陸自動車道等で多数の車両滞留が発生、積雪等による孤立も発生 

   （岐阜県郡上市含む） 

 ủ  ⅛╠─ R3.7  

  ・静岡県熱海市で大雨による土石流が発生、死者・行方不明者29名 

 ủ  11 ⅛╠─ R3.8  

  ・西日本から東日本の広い範囲で被害が発生、死者13名 

 ủ  29 ⅛╠─ R5.6 7  

  ・九州北部地方を中心に被害が発生、死者・行方不明者14名 

   北日本から西日本の所々で突風による被害も発生 

 ủ  25 ⅛╠─ R6.7  

  ・山形県や秋田県を中心に被害が発生、死者５名 

 ủ  20 ⅛╠─ R6.9  

  ・令和６年能登半島地震からの復興途上であった石川県能登地方を中心に被害

が発生、死者・行方不明者16名 

  β ─ │ ⱱכⱶⱭ₈☺כ ₉ ╩  
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 Ƥ КǮ ǞǦ ὡǵ ἧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H14 

14 7 10  
 

16 10 20  
 

H16 

H22 

 

22 7 15  
 

30 7 8  
 

H30 

R2 

2 7 8  
 

R3 

3 8 15  
 

6 1 24  
◔  

( )  

R5 

6 8 31  
 

R6 
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ɵᾯ᷂  

   ₴ Ћᶮ ᾯ᷂ ̊ʣ 

  ̊ʣ ▌↓ ▌ ₴Ѽ Ί ↓Ṕқ 

   ˹♥ ὑ ᶽ ὡ ᷀ ′ ὄЋ↓ ʣᶥ ї

꜠ ὡ ᾍ ₳ ρ  

   қ ⅍ ₑ˔ ↓ӓ Ḹ ў

ⱳ  

 

 Ƥ ɵᾯ᷂ ǵ  

 ₒ 50 ─ ₓ 1,300 №√╡  

 

 

 

 

 

 

 

 

   ₒ ⱱכⱶⱭ₈☺כ ╛ ⌂≥ ─↓╣╕≢─ ₉ ⌐≥╙╩♃כ♦ ₓ 

 ₒ 80 ─ ₓ 1,300 №√╡  

 

 

 

 

 

 

 

 

   ₒ ⱱכⱶⱭ₈☺כ ╛ ⌂≥ ─↓╣╕≢─ ₉ ⌐≥╙╩♃כ♦ ₓ 
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 ₒ 100 ─ ₓ 1,300 №√╡  

 

 

 

 

 

 

 

 

   ₒ ⱱכⱶⱭ₈☺כ ╛ ⌂≥ ─↓╣╕≢─ ₉ ⌐≥╙╩♃כ♦ ₓ 

 

ₒ ─ 80mm ₓ ⌂╙─  ₒ ─ 300mm ₓ ⌂╙─  

 
 

 
 

 

 
( )  

H20.9.2 
23 24  

107 mm/h  

 
( )  

H21.7.25 
14 15  

139 mm/h  

 
( )  

H25.9.4 
14 15  

108 mm/h  

 

 
 

  

 
( )  

H23.9.20  383.5 mm/24h 

└╢⅜─ 
( )  

H30.7.7  350.0 mm/24h 

 
( )  

H30.7.7  346.0 mm/24h 

 

 Ƥ ⅍ǲȏȒ ₑǵ˔ ↓ׄʣǲׄǘǦ֝ Ȇ ̉ᴇ ₴↓  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ₒ ⱱכⱶⱭ₈☺כ ─ ₉  ₓ♃כ♦
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   ▌ Ẏ ʝ ₴ ᾜ

֝ Ѱ ₳ ₴ ѦῬ

ԝ ▌ ʝ ᷂Ḣ ʝ ◙ ֗

 

   ᾓ Ṕқ ᾜ Ṕқ ˔

Ἥ Ҙ ʣᶥ Ẏ ὡ ꜠

ḹֻ Ӿ ὡ ᾍ

 

 Ƥ 1.0mm ̊ʣǵ₴ ǵ ₴Ẁӓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ₒ ⱱכⱶⱭ₈☺כ ╛ ⌂≥ ─↓╣╕≢─ ₉  ₓ♃כ♦

 

Ẏ  

   ₴ Ẏ ẎḌ ᶦ Ẏ ʰ ֺ᷂

̉ᴇ ₴ ׀ ԍ ̂

ʣʤ ֻ Ẏ ְ ʰ ὡ

ὡ Ҟ ὑ ֺ ᾍꜘ ►  

   ˗ Ẏ ᾍ ▌ӓ ⱳ  
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 ⁄Ẏ᷂ К ʤ᷂ Ʋӳ Ɇɧɓ᷂  

   ֲʣ Ẏ К ʤ᷂ ᾭ᷂ ₴

ṥ ὡ ֞  

   ᾭ᷂ ᷂ ˹♥ ḹֻ ► ̮ὁ ר ׄʣ

˲֥ Ὥ ┴ ῁ӓ ӳ ▀ ᷂

┴ Ώṥ ӓ ὡ ► Ẏ

꜠  

   ʴ К ẉ ῁ ᶦ К ʤ᷂

ׄ ṑ Ḣ ӳ ᷂ ὑ

КЋḢ ᾍ Ϲὕ ⱳ ̉ᴇ ₴

ӭῬ᷂ ᾍ Ӧѝ ʣ ֝

ⱳ  

   Ẏ᷂ Ẏ ˲ᴁ ὡ ꜠ ˡ

∕Ḁ ᾍ ʥ֯  

 Ƥ КǮ ẎǱ ὡǓ ǞǦ᷂ ὡ 

 

(1858 )  
 

≤ ╩ ≤⇔√ ⁹ 

─ 203 ⁹ 

24  

(1891 )  
 ─ ה 7,273 ⁸ 142,177 ⁹ 

19  

(1944 )  
 

╩ ≤⇔√ ⁹ 

─ ה │1,223 ⁹ ─ 13 ⁹ 

21  

(1946 )  
 

╩ ≤⇔√ ⁹ 

─ ה │1,330 ⁹ ─ 14 ⁹ 
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 Ƥ ₴ǵ ẆǮ ẎǱ ὡǓ ǞǦ᷂ ὡ 

 

(2021 )  
 

╩ ≤⇔√ 7.3⁸ ⁹ 

⁸ ╩ ⌐ ⅜ ⁹ 

┘ ≢ 95 ─ ⅜ ⁹ 

 

(2022 )  
 

╩ ≤⇔√ 7.4⁸ ⁹ 

⁸ ╩ ⌐ ⅜ ⁹ 

─ ⁸ ─ ⅜ ⁹ 

 

(2023 )  
 

╩ ≤⇔√ 6.5⁸ ⁹ 

╩ ⌐ ⅜ ⁹ 

⌐⅔™≡ ╩ ⇔√ ⌐ ─

⅜  

 

(2024 )  

 

 

╩ ≤⇔√ 7.6⁸ ⁹ 
≢╙55 ┬╡─ ↕≤⌂╢ ╩  

463 ℮∟ 235 ה  

   β₈ ₉│⁸ ⅜ ╩ ╘√  

   β₈ ₉─ ה │ 11 28  14 00  

 Ƥ̉ᴇ ₴ ӭῬ᷂ ǵ ἧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

⇔√ⱦꜟ 

─  

⇔√  

─  
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 Ƥӳ Ɇɧɓ᷂ ǵ ὑ Ḣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ₒ ⱱכⱶⱭ₈☺כ ♩ꜝⱨ ≢ ↕╣╢ ╛ ─ ↕₉  ₓ♃כ♦

    β ⌐ ╠╣√ │ ♩ꜝⱨ ⁸ ≢ ╕╣√ │ ♩ꜝⱨ ─  

 Ƥӳ Ɇɧɓ᷂ ǵ ὡ ὑ 

 ( )  ( )  
( )  

     

♩ꜝⱨ  

9.0⁸  
35,000 100,000 470 13,000 161,000 

 

7.7⁸  
68,000 113,000 3,100 26,000 240,000 

 

7.7⁸  
77,000 130,000 3,700 30,500 272,000 

 

7.3⁸  
26,500 58,600 1,100 11,700 87,000 

ה ┘  

7.7⁸  
31,000 52,000 1,700 13,200 85,000 

 

7.9⁸  
20,500 42,400 1,100 9,700 53,000 

 

7.8⁸  
20,000 39,000 980 9,000 56,000 

ה  

7.6⁸  
17,000 32,000 870 7,800 45,000 

   β ה │ ─ 5 ╩ ⇔√   
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 Ƥӳ Ɇɧɓ᷂ Ǯǵ ӓ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ƥӳ Ɇɧɓ᷂ Ḹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PL ≤ ─ ─  

PL  ─  

PL>15.0 ⅜ ™ 

5.0<PL֔ 15.0 ⅜№╢ 

0.0<PL֔ 5.0 ⅜ ™ 

PL=0.0 

(╕√│ )  
⅜ ╘≡ ™ 
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 ῇ ὡ 

   ₳ ₴ Ᵽ•ῇᶉ ẉ ♥ ῇ

ὡ Ᵽ•ῇ ד ῇ Ᵽ•ῇ ῗ ˆ ῗ ῇ

ῇ Ἥ᷀ ╠ ῇ ᾍ ⱳ  

 Ƥ ῇᶉ ˔ ̝ǲȏȒ ῇǵӢѝ 

    

 

 

ᵑ ⁸ ╩ ╡ ⇔≡™╢   ⁸  

ᵒ 100 ⌐ ─ ╕╡⅜ ╘╠

╣≡™╢  
 ⁸  

ᵓ │╖╠╣⌂™⅜ ─ ⅛╠

╖≡ ─ ⅜ ⅎ╠╣╢ 
 Ί 

ᵔ ⌂ ⌂ ─ ⌐

≢ ⅜ ∂╢ ⅜ ⅎ╠╣╢ 
 Ί 

    

   ▪◌fi♄♫  

   

   β ⌡ ⌐ ⇔√ │ ⌂ ─№╢ H15 ⁸H23 ⁸H29  

   β ─℮∟⁸ ה ─ ─ ⅜№╢ H21 ⁸H26  

 Ƥᶉ ɪɗɩ 

꜠ⱬꜟ≤ 

 ♪כ꞉כ◐
⌂ ─  

ה ה ┼─  

─ ה  ┼─  

꜠
ⱬ
ꜟ

 
≢№╢ 

↓≤⌐  

│ ⁹ 

─ ⌐╟∫≡⁸

≢ ─ ⅜ ╠╣╢⁹ 

─ ⁹ 

⌐⌂⇔ ⌐ ∂≡

┼─ ⁹ 

꜠
ⱬ
ꜟ

 

 

⌐ ╩ ╓∆ ⅜

⁸№╢™│ ∆╢≤ ↕

╣╢⁹ 

┼─ ⁹ 

꜠
ⱬ
ꜟ

 

 

─ ↄ╕≢ ⌂

╩ ╓∆ ⅜ ⁸№╢™│

∆╢≤ ↕╣╢⁹ 

─ ⁹ 

⌐ ∂≡ ─

─ ─ ⁹ 

ה ⁸ ⌂

┼─ ⁹ 

꜠
ⱬ
ꜟ

 

 
⌐ ⌂ ╩ ╓∆

⅜ ∆╢≤ ↕╣╢⁹ 

⅜ ⌂ ≢─

─ ─ ⁸

─ ─ ⅜ ⁹ 

 
꜠
ⱬ
ꜟ

 

 

⌐ ⌂ ╩ ╓∆

⅜ ⁸№╢™│ ⇔≡™

╢ ⌐№╢⁹ 

⌂ ⅛╠─

⅜ ⁹ 
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 Ƥ КǵʺǱ ῇ Ҳ 

 54   

 ↔ↄ  

19   

26  
≢ ─ 58 ⁸ 

 

 40 45  

 

 

 
⁸ ⌐╟╢ ─∑⅝ ╘⁸ ⁸

⁹  

⁸ ⁸11⁸15  

⁸ ⁸10⁸14  

 

37 38  ⁸  

 
♩fiⱠꜟ ⌐ ℮

─  

   

23  M3.1  

 10  100  

23   

  ⁸ ⌐ ╢ ⌂⇔ 

 ƤӲ ̝ǵ  

  26 12 ⁸ 28  

    22 ⁸ 28  

  27 ⁸ 28  

    25 ⁸ 28  

 Ƥ ῇ ɜɁɕ Ᵽ•ῇ  
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ר▀  ͔ 

ר▀  ͔ǵ Ǐ  

   ▌ ▌ װ ᶮᶽ▌ ӓ ᶮᶽ

ὡ ˗ ᴁ ὡ ֞ ▌ ᶥⱥ

 

   ᶮᶽ▌ ӓḨ ▌ ר ֚ᾍ ר▀ ѝ ͔ ▀

ר Ͽ ᾍ ▌ ᾍꜘ

 

   ὑ ᶮ ὕ ̊ʤ ֗

ר▀ ͔ ᾍꜘ  
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ǀƼ˗ѼǲρǏȒȀǔ ƽǯƼ ǔǭǶǱȐǱǋ ǵ˗ ƽǁ 

 ⌐ ⅎ╢═⅝  ⅝≡│⌂╠⌂™ ─  

1 
あらゆる自然災害に対し、直接死を最
大限防ぐ 

1 
巨大地震による住宅・建築物の複合的・大規模倒壊や密集市街地等の大規模火災に伴う甚大
な人的被害の発生 

2 
集中豪雨による市街地や地域等の大規模かつ長期にわたる浸水被害の発生（ため池の損壊
によるものや、防災インフラの損壊・機能不全等による洪水・高潮等に対する脆弱な防災能
力の長期化に伴うものを含む） 

3 
大規模な土砂災害（深層崩壊、土砂・洪水氾濫、天然ダムの決壊など）や火山噴火（火山噴
出物の流出等を含む）による地域等の壊滅や甚大な人的被害の発生 

4 亜炭鉱廃坑跡の大規模陥没による市街地崩壊に伴う死傷者の発生 

5 
避難行動に必要な情報が適切に住民及び観光客等に提供されないことや情報伝達の不備、
悪質な虚偽情報の発信等による人的被害の発生 

6 暴風雪や豪雪等に伴う災害（孤立、大規模車両滞留など）による多数の死傷者の発生 

2 

救助・救急、医療活動等が迅速に行われ
るとともに、被災者等の健康・避難生活
環境を確実に確保することにより、関
連死を最大限防ぐ 

7 被災地での食料・飲料水等、電力、燃料等、生命に関わる物資・エネルギー供給の停止 

8 道路寸断等による多数かつ長期にわたる孤立地域の同時発生 

9 
自衛隊、警察、消防等の被災や救援ルートの寸断等による救助･救急活動等の遅れ及び重大
な不足 

10 
医療・福祉施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶、エネルギー供給の途絶
による医療機能の麻痺 

11 
長期にわたる劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理による多数の被災者の健康・心理状態
の悪化による災害関連死の発生 

12 想定を超える大量の避難者や帰宅困難者の発生、混乱 

13 大規模な自然災害と感染症との同時発生 

3 必要不可欠な行政機能を確保する 
14 県庁及び市町村役場の職員･施設等の被災、受援体制の不備による行政機能の大幅な低下 

15 被災による警察機能の大幅な低下による治安の悪化、社会の混乱 

4 
生活・経済活動を機能不全に陥らせな
い 

16 
サプライチェーンの寸断等による経済活動の麻痺や風評被害などによる観光経済等への影
響 

17 高圧ガス施設等の重要な産業施設の火災、爆発に伴う有害物質等の大規模拡散・流出 

18 
食料や物資の供給の途絶、分配体制の不備等に伴う、県民生活・社会経済活動への甚大な影
響 

19 異常渇水等による用水の供給の途絶に伴う、生産活動への甚大な影響 

20 農地・森林や生態系等の被害に伴う県土の荒廃・多面的機能の低下 

5 

情報通信サービス、電力・燃料等ライフ
ライン、交通ネットワーク等の被害を
最小限に留めるとともに、早期に復旧
させる 

21 ライフライン（電気、ガス、石油、上下水道等）の長期間・大規模にわたる機能停止 

22 
幹線道路・鉄道が分断する等、基幹的交通ネットワークの長期間にわたる機能停止による物
流・人流への甚大な影響 

6 
地域社会・経済が迅速かつ従前より強
靱な姿で復興できる条件を整備する 

23 災害廃棄物の処理の停滞等による復旧・復興の大幅な遅れ 

24 
災害対応・復旧復興を支える人材等（消防団員、専門家、コーディネーター、ボランティ
ア、ＮＰＯ、企業、労働者、地域に精通した技術者等）の不足等による復旧･復興の大幅
な遅れ 

25 公共施設の損壊や広域的地盤沈下等による復旧･復興の大幅な遅れ 

26 
貴重な文化財や環境的資産の喪失、地域コミュニティの崩壊、地域産業の担い手の長期避
難等による有形・無形の文化の衰退・喪失 

27 事業用地の確保、仮設住宅・仮店舗・仮事業所等の整備が進まず復興が大幅に遅れる事態 

28 
自然災害後の地域のより良い復興に向けた事前復興ビジョンや地域合意の欠如等により、
復興が大幅に遅れ地域が衰退する事態 

7 

孤立の長期化、救助・救急活動の遅れ、
物資の供給途絶等の事象が広域的かつ
同時に発生した場合や複合災害が発生
した場合でも被害を最小限に抑える 

29 
孤立の長期化、救助・救急活動の遅れ、物資の供給途絶等の事象の複数かつ同時の発生に
より、対応が後手に回り、防げる被害が防げない事態 

30 
地震後の豪雨災害や地震後の原子力災害といった複合災害により、多数の逃げ遅れや死傷
者の発生、対応する職員や物資等の不足、生活基盤となるインフラ復旧の大幅な遅れなどの
被害が甚大化・拡大化する事態 
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˧ ɵ   ˧ ɋɁɆɭɶȭǵ▌ӓ  

 

 

─ Ⱡ♇♩꞉כ◒─  

○ 東海環状自動車道、東海北陸自動車道及び中部縦貫自動車道といった災害直後から有効に機能

する緊急輸送道路の整備を進め、広域的な代替ルートとしての機能を確保する。 

ₒ ₓ  

 ・救助・救急・医療・消火活動及び避難者への緊急物資の供給等に必要な人員及び物資の輸送を円滑

かつ確実に実施するための道路 

○ 日本の真ん中に位置し、７県と接する交通の結節点であるという本県の特性に鑑み、災害時、

他県からの支援の受け入れや他県への支援を中継するため、引き続き県境道路の整備により道路

ネットワークの強化を図る。 

○ 医療施設や広域防災拠点、県庁、市町村役場等の防災拠点への通行が確保できるよう、緊急輸

送道路の整備、橋梁耐震・段差対策、斜面対策及び盛土対策等の整備を進めていく。 

○ 災害時に車道部の通行が困難になった場合においても、避難所等への通行を確保することがで

きるよう、歩道整備、自転車通行空間の整備及び防護柵設置といった交通安全対策を含め、道路

ネットワークを着実に整備する。 

○ 豪雨時における道路の機能維持を図るため、冠水の恐れがあるアンダーパスにおいて、冠水時

には表示板・回転灯・遮断施設により確実に車両の侵入防止を実施するとともに、排水設備の補

修や排水能力向上のための排水ポンプ増強を進めていく。また、河川からの溢水による道路冠水

等の情報をリアルタイムに把握し、速やかに規制等の対応を行うため、道路監視カメラ等を整備

する。 

○ 災害時の電力供給の制約により、道路照明を消灯することのないよう、消費電力を削減できる

道路照明のＬＥＤ化を推進する。 

 

ה ─  

○ 孤立地域対策として、道路整備、橋梁耐震・段差対策及び斜面対策等を実施するとともに、道

路沿いの民有地樹木の伐採を引き続き推進する。 

   

     

※上記のアイコンは、ＳＤＧｓ（国連サミットで採択された国際社会全体の17の開発目標）のうち、本項目に関連の

あるものを示しています。（以下、同じ。17の開発目標一覧は98頁を参照） 
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○ 発災時の道路の早期の応急復旧に向け、災害時応急対策用資機材備蓄拠点の増強や、道の駅等

への備蓄倉庫を整備する。また、関係機関と連携した訓練を継続的に実施し、発災時に道路啓開

計画に基づく対応を確実かつ迅速に実施する体制を確保する。 

○ 災害により道路が通行不能となった際には、建設関連団体との災害時応援協定や、道路管理者

である県でも倒壊した電柱を撤去できる旨を定めた電線管理者との協定を活用し、関係機関と連

携して迅速な啓開作業を実施する。 

○ 大雪等の際、早期に通行の確保を図るため、引き続き除雪作業に使用する除雪機や除雪基地の

増強、カメラ等の観測機器の整備や積雪・凍結センサー等による路面状況等の監視体制の強化を

図る。また、関係機関と連携し、予防的通行止めを確実に実施し、車両の滞留防止を図るととも

に、車両の滞留が発生した際には、市町村、警察など関係機関と連携し、早期解消を図る。 

○ 大雪等による大規模な車両滞留の発生や長時間の通行止めによる死傷者の発生を防ぐため、

「岐阜県雪害タイムライン」に基づき、不要不急の外出抑制など行動変容を促すための県民への

呼びかけ、各種防災情報や避難情報を一元的に分かりやすく提供する「岐阜県総合防災ポータル」

やＳＮＳの効果的な活用、災害時応援協定の締結事業者との連携対応といった取組みを進めてい

く。また、ＡＩ等の活用により、車両のスタック情報を迅速に収集するとともに、車両滞留の兆

候が見られた際には、関係機関と速やかに情報を共有し、応急対応を行う。 

ₒ ₓ ⱳכ♃ꜟ 

 ・県内の警報・注意報や避難情報の発令状況、避難所開設情報をはじめ防災・災害に関連する情報等

を掲載するポータルサイト 

 

─  

○ 緊急輸送道路や避難路を確保するため、駅前や市街地の幹線道路で無電柱化を計画的に進める

とともに、緊急輸送道路における新設電柱の占用を制限していく。 

 

ꜞ♬▪ ─  

○ 大規模災害により交通の大動脈が分断する事態に備え、広域的な代替輸送ルート確保の観点

から、リニア中央新幹線の整備を促進するため、工事が円滑に進むように関係機関等と調整を

図る。 
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─ ה ─  

○ 第三セクター鉄道等の県内地方鉄道について、老朽化した鉄道施設の長寿命化に資する補強・

改修を実施し、予防保全による防災・減災対策の強化を図るとともに、安全性向上に向けた設備

投資の実施など、安全・安定輸送の確保に向けた取組みを推進する。 

 

─  

○ 大規模災害時においては、運輸事業者による緊急・救援輸送や早急な運行再開が図られるよう

取組みを進める。また、物流分野では、人材不足が顕著化するなど、事業者を取り巻く環境も変

化していることから、平時から様々な面において支援を図る。 

 

─  

○ 暴風雪や豪雪等に対し、交通機関の運行中止の的確な判断と、早い段階からの利用者への情報

提供により、鉄道の車内などに多数の旅客が取り残される事態を回避するため、国土交通省が取

りまとめた「鉄道の計画運休のあり方」を踏まえつつ、県内事業者及び沿線市町村との情報共有

や連絡体制の確認を引き続き行う。 

○ 地域交通事業者が被災し、地域交通網の確保等への影響が想定されるため、情報共有をより密

に行い、関係事業者間の協力・連携強化を図る。 

 

  

 β  
( )  

─ 
ₒ  x

─ Ⱡ♇♩꞉כ◒─     

 東海環状自動車道の県内供用率 
84％ 

（R6） 
100％ 

（R11） 
― 

 
「高速道路における安全・安心基本計画」で４車線化優
先整備区間に位置付けられた区間の事業着手率 

38％ 
（R6） 

62％ 
（R11） 

― 

 緊急輸送道路における要整備延長 
486㎞ 
（R6） 

463㎞ 
（R11） 

― 

 
県管理緊急輸送道路上の震度６強以上の地震が想定さ
れる地域内における橋梁耐震対策の未対策箇所数 

278箇所 
（R6） 

275箇所 
（R11） 

― 

 
緊急輸送道路以外で利用状況等から重要性の高い県管
理橋梁のうち、震度６強以上の地震が想定される地域
内における耐震対策の未対策箇所数 

7箇所 
（R6） 

6箇所 
（R11） 

― 

 
県管理緊急輸送道路上の震度６強以上の地震が想定さ
れる地域内における斜面の要対策箇所数 

66箇所 
（R6） 

0箇所 
（R11） 

― 

 
県管理緊急輸送道路上の震度６強以上の地震が想定さ
れる地域内における橋梁段差対策の未対策箇所数 

346箇所 
（R6） 

317箇所 
（R11） 

― 

 
県管理緊急輸送道路上の雨量規制区間における斜面の
要対策箇所数 

48箇所 
（R6） 

0箇所 
（R11） 

― 
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 β  
( )  

─ 
ₒ  x

 
県管理道路のアンダーパスにおける排水設備補修の要
対策箇所数 

6 
（R6） 

0 
（R11） 

― 

 
孤立予想地域に接続する県管理緊急輸送道路上の斜面
の要対策箇所数 

7箇所 
（R6） 

0箇所 
（R11） 

― 

 県管理道路上のトンネルＬＥＤ化の要対策箇所数 
12箇所 
（R6） 

0箇所 
（R11） 

― 

ה ─     

 県有除雪機械の保有台数 
156台 
（R6） 

185台 
（R11） 

― 

 県管理道路上における道路監視カメラの設置箇所数 
121箇所 
（R6） 

140箇所 
（R11） 

― 

─     

 県管理道路における無電柱化整備延長 
39㎞ 

（R6） 
42㎞ 

（R11） 
― 

 ※「現状値」の数値は見込み値を含む 
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ᶮᶽͪЋ  ′Ʋ Ʋ ῇƲ ῇ ᾍ  

 

⌂ ה ─  

○ 近年の気候変動による降雨の激甚化・頻発化傾向に伴い、治水安全度が低い県管理中小河川に

おける水害が頻発していることから、河川改修やダムの建設などの対策をより一層加速するとと

もに、流域のあらゆる関係者が協働して水災害対策を行う「流域治水」を推進する。 

ₒ ₓ  

 ・気候変動の影響による水災害の激甚化・頻発化等を踏まえ、堤防の整備、ダムの建設・再生などの

対策をより一層加速するとともに、集水域（雨水が河川に流入する地域）から氾濫域（河川等の氾

濫により浸水が想定される地域）にわたる流域に関わるあらゆる関係者が協働して水災害対策を行

う考え方 

○ 水害の発生頻度を低下させ、生命はもとより財産や暮らしを守り、社会経済活動を安心して営

めるようにするため、新丸山ダムや長良川遊水地等の直轄事業を促進するほか、「岐阜県新五流

域総合治水対策プラン」に基づき、河川改修や内ケ谷ダムの整備等を推進し、ハード対策を迅速

に進めていく。加えて、河川管理施設等のハード施設では防ぎきれない水害に対しては、要配慮

者利用施設に義務付けられた避難確保計画の作成や避難訓練の実施に係る支援など、命を守るた

めの避難行動につながるソフト対策を推進する。 

ₒ ₓ ⱪꜝfi 

 ・県内の主要な流域である長良川、揖斐川、木曽・飛騨川、土岐川、宮川の五流域における、中長期

的な視点に基づく総合的な治水対策プラン 

ₒ ₓ  

 ・施設利用者の円滑かつ迅速な避難を確保するため、「防災体制に関する事項」、「避難誘導に関する事

項」、「避難訓練及び防災教育に関する事項」等を定めた計画 

○ 県が保有する排水ポンプ車の操作技術及び実施体制を確保するための定期的な訓練を継続し、

浸水被害を防止・軽減する体制を確保する。 

○ 中小河川の危機管理型水位計や河川監視カメラを適切に維持管理するとともに、出水時に避難

判断の参考となる情報を市町村に確実に伝えるための情報伝達等に係る定期的な訓練を継続し

て実施する。また、洪水時の円滑な避難のため、各市町村において整備した洪水ハザードマップ

の周知・啓発を促進し、住民の防災意識を向上させるなど、避難体制の整備を支援する。 
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○ 「重要インフラの緊急点検」結果等を踏まえ、洪水時の流下阻害となる箇所の河道の掘削や樹

木伐採、ダムの堆積土砂の浚せつ等を進め、流下能力の向上を図る。 

○ ダムの緊急放流に関する事前通知について、実績降雨に基づき予測システムの検証を行い、予

測精度の向上を図るとともに、必要に応じてシステムを改修し、早期の事前通知を検討する。 

○ 県内ダムの事前放流に係る情報伝達などの定期的な訓練を継続し、台風などの大雨による洪水

に備える態勢の確保を図る。 

○ 小学校の「総合学習の時間」を活用した防災に関する学習や、水辺でのイベントを通じた防災

啓発などの防災教育を進め、水害･防災への意識を深めていく。 

○ 高齢化や過疎化が進む地域を中心に、「自助」、「共助」の意識の醸成を図り、要配慮者への避難

支援等、地域の防災力の向上に取り組むほか、地域の住民が互いに支え合って避難行動をとるこ

とができるよう、住民による地区防災計画の作成など、住民の自発的な防災活動に対して、積極

的に支援する。 

ₒ ₓ  

 ・地域コミュニティにおける共助による防災活動の推進の観点から、市町村内の一定の地区の居住者

及び事業者（地区居住者等）が行う自発的な防災活動に関する計画 

○ 各市町村において、自然的社会的状況に応じた気候変動適応計画の策定が進むようにするため、

引き続き助言等を実施する。 

○ 岐阜県気候変動適応センターにおいて、防災分野を含めた気候変動の影響及び適応に係る共同

研究や情報収集等に引き続き取り組むとともに、その成果については、県及び市町村の地域気候

変動適応計画や地域防災計画等にも必要に応じ位置付けた上で、気候変動に適応した防災・減災

対策を包括的に実施していく。 

ₒ ₓ ☿fi♃כ 

 ・気候変動の影響及び適応に関する情報の収集、整理、分析及び提供や、共同研究、普及啓発等を行

い、県内各地での気候変動の適応策を推進するため、県と岐阜大学が共同で設置する機関 

○ 大規模な地震等による河川構造物の機能不全に伴う二次災害の発生に備えるため、施設の耐震

化を進めるとともに、地震被害発生の際には、緊急点検や応急対策を速やかに行うための盛土拠

点の整備を図る。 

○ 県内で発生した過去の大災害等を教訓に木曽川水系、庄内川水系及び神通川水系の上流域で実

施している直轄砂防事業を促進するとともに、「八山系砂防総合整備計画」に基づき、土砂災害に

より人命等に危害が及ぶおそれがある箇所においてハード対策を推進する。また、土砂や流木等

を確実に補足できるよう砂防堰堤裏の土砂撤去を計画的に実施する。 
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ₒ ₓ  

 ・土砂災害から住民の生命・身体を守るため、ソフト対策とハード対策の両面から、今後の土砂災害

対策の整備プログラムを示すための計画 

 ・県内の地形条件や地域条件及び行政区域の境界等を参考に県内を８つの山系に分けて策定 

○ これまでの要配慮者利用施設や避難所への土砂災害対策に加え、重要な防災拠点となる市町村

役場等への対策にも取り組むほか、緊急輸送道路や孤立が予想される地域等を保全する施設整備

を推進する。また、土砂と洪水が重なり被害が拡大する恐れのある流域を調査・把握する。 

○ 土砂災害の恐れのある区域を明らかにし、警戒避難体制の整備を図るため、今後も土砂災害警

戒区域等を指定するとともに、既指定区域の定期調査や地形の改変等があった区域の随時調査を

実施する。また、ポータルサイトや周知看板により土砂災害警戒区域の指定状況を周知すること

に加え、これまでに蓄積した災害等の情報を活用してより精度の高い土砂災害警戒情報を提供し

ていく。さらに、市町村の防災訓練やハザードマップ作成の支援をするとともに、平成２９年の

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の改正により要配慮者利用

施設に義務付けられた「避難確保計画」の作成及び避難訓練の実施を支援する。 

○ 土砂災害特別警戒区域など、がけ地の崩壊などの恐れのある区域内の住民に対し、市町村と協

働して、「がけ地近接等危険住宅移転事業」の周知を行うとともに、市町村に対しては、この制度

が災害による被害を未然に防止する有効な手法の一つであることを改めて説明し、活用を促す。 

ₒ ₓ⅜↑  

 ・がけ崩れ、土石流、雪崩、地すべり、津波、高潮、出水等の危険から住民の生命の安全を確保する

ため、災害危険区域等の区域内にある既存不適格住宅等の移転に対する支援制度 

○ 地震発生後、ドローンを活用し天然ダム等を早期に発見するとともに、土砂災害の恐れがある

場合には、土石流センサーを活用した監視・計測による緊急避難体制を確保する。また、大規模

土砂災害に備えて、日頃より市町村や関係機関と連携した防災訓練を実施する。 

○ 県内には石積砂防堰堤など数多くの伝統的砂防施設が残っており、先人たちが古くから土砂災

害と闘ってきた歴史について、小学校の「総合学習の時間」などを活用し、次世代へ語りつなぎ、

土砂災害・防災への意識を深めていく。 

 

♄ⱶ ─ ה  

○ 林野庁が山地災害の激甚化や流木災害等を踏まえて改定した「山地災害危険地区調査要領」に

基づき、令和６年度から７年度にかけて実施する山地災害危険地区の再評価結果を踏まえ、山地
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災害発生の危険度が高く、かつ、人家等の保全対象への影響が大きい地区を抽出し、治山対策を

進める。また、流域内の森林整備と合わせた面的な山地防災力の向上を図る。 

 

─  

○ 登山届の提出の更なる促進を図るため、登山届の作成・提出がスマートフォンから可能となる

登山アプリ等を用いたオンラインによる登山届の提出について、ホームページ、雑誌、ポスター、

チラシなどの様々な広報媒体を用いて周知する。 

○ 関係機関と連携を図りながら、情報伝達訓練や実動訓練の検証結果を踏まえた、より実践的な

訓練を継続的に実施していく。また、退避壕などの防災設備の設置を検討する自治体に対して支

援を行い、実効性のある対策を推進する。 

○ 国が中心となって策定している「火山噴火緊急減災対策砂防計画」に基づき、火山噴火に伴い

発生する土砂災害に対応するため、緊急ハード対策に向けた大型土のうなどの資機材等を整備す

る。また、対策工事の従事者の安全確保や周辺住民の避難対策の支援を目的とした情報提供等を

実施していく。 

ₒ ₓ  

 ・いつどこで起こるか予測が難しい火山噴火等に起因する土砂災害に対して、緊急対策を迅速かつ効

果的に実施し、被害をできる限り軽減（減災）するための計画 

○ 火山噴火災害の影響は、火山を取り巻く複数の自治体に及ぶことから、各自治体が参加する火

山防災協議会において、火山防災避難計画に基づく実動訓練、図上訓練、情報伝達訓練を連携し

て実施することで、当該避難計画の見直しを行い、実効性のある計画としてその充実を図る。ま

た、令和６年の活動火山対策特別措置法の改正により、各市町村長は、避難確保計画の作成等に

援助を行うに際し必要と認めるときは、火山防災協議会に対して意見を求めることができる旨規

定されたことから、関係市町村において整合性のとれた避難確保計画の作成等を行うため、市町

村長から計画策定等に当たって火山防災協議会に意見が求められた際には、助言指導を行う。 

 

─  

○ 南海トラフ地震の発生が懸念される中、依然として広範に亜炭鉱廃坑が存在し予防事業を推進

する必要があることから、対策を要する地域が存在する市町の意向を踏まえながら、今後の対策

を進める。 
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ה ─  

○ 地盤沈下の状況を把握し、その未然防止を図るため、「濃尾平野地盤沈下防止等対策要綱」に基

づき地盤沈下状況の調査・観測を引き続き実施する。 

○ 液状化が発生する危険性がある地域や液状化対策工法などについて、防災イベント等の機会を

通じて、広く県民に啓発する。 

 
  

 β  
( )  

─ 
ₒ  x

⌂ ה ─     

 
岐阜県新五流域総合治水対策プランに基づく河川改修
延長 

54㎞ 
（R5） 

64㎞ 
（R11） 

― 

 河川構造物の要耐震化施設数 
1箇所 
（R5） 

0箇所 
（R11） 

― 

 
岐阜県新五流域総合治水対策プランに基づく横断工作
物（堰、橋梁）の改良箇所 

0箇所 
（R5） 

7箇所 
（R11） 

― 

 「ぎふ川と道のアラームメール」登録者数 
18,507人 
（R6） 

20,500人 
（R11） 

― 

 
総合学習等を活用した児童に対する河川防災・水難事
故防止等の啓発活動実施率 

0％ 
（R5） 

100％ 
（R11） 

― 

 土砂災害から保全される人家戸数 
約23.8千戸 

（R5） 
約24.9千戸 

（R11） 
― 

 
土砂災害を想定した防災訓練を実施した市町村数 
［単年度］ 

31市町村 
（R5） 

34市町村 
（毎年度） 

― 

 
洪水浸水想定区域内や土砂災害警戒区域内の要配慮者
利用施設等における避難確保計画の作成に向けた講習
会への参加施設数［累計］ 

1,040施設 
（R5） 

2,600施設 
（R11） 

― 

 
要配慮者利用施設・避難所・防災拠点を含む土砂災害特
別警戒区域の施設整備の完了数 

112箇所 
（R5） 

128箇所 
（R11） 

― 

 土砂災害警戒区域看板の設置数 
1,451基 
（R5） 

1,767基 
（R11） 

― 

 盛土拠点整備事業によって確保される盛土備蓄量 
0㎥ 

（R6） 
12,060㎥ 
（R11） 

― 

♄ⱶ ─ ה     

 
地域森林計画の「保安林の整備及び治山事業に関する
計画」に掲載されている治山事業の実施地区数 

1,387地区 
（R6） 

2,419地区 
（R11） 

― 

 
市町村等との連携により治山事業と森林整備を組み合
わせた事前防災対策を実施する地区の新規着手数 

― 
（R2） 

10 
（R8） 

算定中 

─     

 亜炭鉱跡防災対策における防災工事面積 
97.54ha 
（R6） 

156.66ha 
（R11） 

― 

 ※「現状値」の数値は見込み値を含む 
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  ὡǲ▌ǋ ᷂ɵ Ǭǖȑ  

 

─  

○ 農業用排水機場の多くが、周辺農地の宅地化などによる流出量の増加、地盤沈下のほか、「想定

外の常態化」ともいうべき豪雨の頻発化などによる排水機の能力不足が懸念されており、施設の

老朽化や地震、集中豪雨等に起因する災害を未然に防止するため、長期的な施設機能の確保に向

けた機能保全対策を実施する。 

○ 地震が発生した際の農業用排水機場における緊急点検要領について周知徹底を図る。 

 

√╘ ─ ─  

○ 農業用ため池の多くは、近代的な技術基準に基づき設置されておらず、地震又は豪雨による決

壊の危険性があることから、決壊した場合の影響度を踏まえ、地震・豪雨耐性評価を実施し、必

要な防災工事を計画的に実施する。また、市町村に対し、ハザードマップの周知を促すなど、引

き続きハード・ソフトを組み合わせた取組みを継続する。 

○ 地震、豪雨が発生した際の農業用ため池等における緊急点検要領について周知徹底を図るとと

もに、ため池保全管理研修や災害復旧技術研修を実施し、ため池の管理・復旧に係る技術力向上

を図る。 

 

ה ─ ⌂  

○ 安定した食料供給に向け、引き続き基幹的農業水利施設の長期的な施設機能の確保に向けた保

全対策を推進する。 

○ 農村地域において、農地が有する保水効果など国土保全機能を維持するため、集落や組織が協

力して行う農地や農業水利施設等を保全管理する取組みに対して、引き続き支援する。 

○ 耕作放棄地の新たな発生を防止する地域共同活動が、過疎化や高齢化により困難となるため、

地域共同活動を引き続き支援する。 

○ 災害時においても地域防災力を発揮できるよう、相互扶助など集落機能を維持するため、日常

的に地域ぐるみで農地や農村環境などの保全に取り組む農村の共同活動に対して支援する。 
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○ 各市町村の地域防災計画において、大規模災害の発生時に病害虫防除が遅滞なく実施できるよ

う農薬等資材の準備等が位置付けられていることから、引き続きその体制を維持する。 

 

─  

○ 農業集落排水施設については、汚水処理施設の機能確保のため、計画に基づき施設の機能保全

対策を実施しており、引き続き計画的に推進する。 

 

─  

○ 地域交通ネットワークの強化及び孤立地域の発生防止のため、計画的に農道の整備や農道橋の

耐震対策を実施しており、避難路や代替輸送路機能を確保するため、引き続き整備を推進する。 

○ 地域交通ネットワークの補完や災害に強い森林づくりのため、市町村と連携して計画的に林道

整備を推進する。 

 

⌐ ™ ≠ↄ╡  

○ 豪雨による山地災害等を防止するため、森林の公益的機能の持続的な発揮に向け、引き続き人

工林の針広混交林へ誘導するための間伐等の森林整備を計画的に推進する。また、重要インフラ

施設周辺の森林等のうち特に緊要度の高い区域については、森林の整備と治山事業等の土木的手

法を適切に組み合わせて、防災・減災対策につなげる取組みを推進する。 

○ 適切な経営管理が行われていない森林について、森林環境譲与税の導入とあわせて施行された

森林経営管理制度を活用し、市町村主体の森林整備を促進する。また、令和５年度に策定した市

町村が主体となった間伐実施計画の実行に向けた指導や支援を行っていく。 

○ ＣＬＴ（直交集成板）等の木製品、新工法及び新規用途の開発・普及によって、県産材需要を

拡大し、県内の森林整備の促進を図る。 

○ 適切な森林整備を継続的に実施するため、引き続き「森のジョブステーションぎふ」を核とし

て、林業の担い手確保・育成・定着を図るとともに、森林技術者の育成に必要な指導体制の強化

を図る。 

ₒ ₓ ─☺ꜛⱩ☻♥כ◦ꜛfi⅞┤ 

 ・林業の就業相談から技術習得、定着までを一貫して支援し、担い手の確保・育成、事業者の就労環

境の改善強化の取組みを実施するための機関 

○ 適正な鳥獣保護管理を推進するため、調査の実施により生息数や分布状況を把握するとともに、

ニホンジカ等野生鳥獣による食害等の森林被害を軽減させるための防除対策を推進する。 
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○ 自然災害への暴露の回避及び脆弱性の低減の両面から、治山対策におけるEco- DRRの取組みを

更に進めていくため、荒廃地の生態系に配慮した植生回復や樹林化を推進する。 

ₒ ₓEco- DRR 

 ・土地の生き物や環境を保護して、自然の持つ力によって災害による被害を防止又は軽減させる取組

み・考え方 

○ 山地災害防止等の森林の公益的機能の低下を防ぐため、治山対策を推進する流域内において、

地域住民、森林所有者及び地域外関係者等が一体となり、森林の保全管理の取組みや、境界・権

利者の明確化を通じた施業の集約化が図れるよう、制度や技術の活用に係る研修会や、所有権整

理に関する法的な検討会により、流域内の森林整備を推進する。また、リモートセンシング技術

等を活用した森林境界明確化の手法の普及を図る。 

○ 災害時にも必要となる森林・林業に係る専門的技術の継承に向けた取組みを推進する。また、

災害時に迅速に被災状況を調査するため、林道災害研修の実施や倒木処理、折損木処理等の技術

の取得、手引きの作成等の取組みを推進する。 

 

  

 β  
( )  

─ 
ₒ  x

√╘ ─ ─     

 地域防災力の向上に取り組むため池数［累計］ 
152箇所 
（R5） 

270箇所 
（R7） 

算定中 

ה ─ ⌂     

 基幹的農業用水路の健全度割合［単年度］ 
93％ 

（R5） 
90％ 

（毎年度） 
― 

 
農業用ため池や排水機場の改修等により、計画期間内
で優先的に湛水被害等のリスクを軽減する農地面積の
割合 

61％ 
（R5） 

100％ 
（R7） 

― 

 農地を守る地域共同活動を支援する面積［単年度］ 
28,531ha 
（R4） 

28,900ha 
（毎年度） 

― 

─     

 農業集落排水施設の機能強化対策地区数［累計］ 
― 

（R1） 
10地区 
（R7） 

算定中 

─     

 耐震対策を実施する農道橋の数［累計］ 
3橋 

（R5） 
8橋 

（R7） 
算定中 

 基幹的農道の整備率 
39％ 

（R5） 
65％ 

（R7） 
算定中 

 
地域森林計画の「林道の開設及び拡張に関する計画」に
掲載されている林道にある橋梁など林道施設の保全整
備数［累計］ 

62箇所 
（R6） 

87箇所 
（R11） 

― 
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 β  
( )  

─ 
ₒ  x

⌐ ™ ≠ↄ╡    

 
水源林、渓畔林、奥山林等における公益的機能の発揮に
向けた、間伐実施面積 

1,713ha 
（R2） 

2,100ha 
（R8） 

算定中 

 市町村による間伐面積 
161ha 
（R2） 

3,500ha 
（R8） 

算定中 

 ※「現状値」の数値は見込み値を含む 
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⁸ɵ̮ὁ ᶽ᷂ѫ   ὡǲ▌ǋȅǨǬǖȑ  

 

ה ─ ה ─  

○ 住宅・建築物の耐震化を推進するため、耐震診断、耐震改修工事等に対する、国、県及び市町

村による支援を行うとともに、部分的な耐震補強（耐震シェルターなど）に対する支援策を検討

するほか、戸別訪問、建築物耐震改修説明会、リフォーム事業者に対する講習会など、普及啓発

を実施する。また、耐震診断義務化対象建築物のうち、耐震性が不十分な建築物の耐震化を促進

する。加えて、倒壊の危険がある民間ブロック塀の除去や、既存天井（吊り天井）の耐震改修が

進むよう支援する。 

○ 住宅・建築物の耐震化については、老朽化したマンションの再生･除却の促進についても重要

となることから、マンションの建替え等の円滑化に関する法律の改正内容等も踏まえ、必要に応

じて、管理組合への助言等を行う。 

○ 地震発生時には、火災の発見・通報・初期段階での消火の遅れや、災害の同時発生による消防

力の不足などが生じる恐れがあることから、住宅用火災警報器や住宅用消火器などの普及を推進

する。また、近年の大規模地震においては、電気に起因する火災が多く発生していることから、

電気火災防止に効果的な感震ブレーカーの普及に向けた取組みも推進する。 

ₒ ₓ Ⱪ꜠כ◌כ 

 ・地震による設定値以上の揺れを感知した際に、ブレーカーやコンセントなどの電気を自動的に止め

る器具 

○ まちぐるみでの消火器等を用いた初期消火の訓練、シミュレーションやＤＩＧを用いた防災訓

練など、地域における防災教育を通じ、県民の意識向上を図るとともに、消防設備の充実を図る

ため、市町村に対し、国の補助金の活用を促していく。また、大規模火災発生時等の消防水利を

確保するため、関係機関と連携し、ミキサー車からの給水訓練及びその水を水利とした放水訓練

を引き続き実施する。 

ₒ ₓ  

 ・Ｄｉｓａｓｔｅｒ（災害）Ｉｍａｇｉｎａｔｉｏｎ（想像力）Ｇａｍｅ（ゲーム）の頭文字を取っ

て名付けられた、参加者が地図を使って防災対策を検討する訓練 
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○ 既存不適格建築物等の安全性向上のため、当該建築物における適切な退避・避難行動の方法に

加え、避難経路等の確保を目的とした改修の必要性について周知する。 

○ 地震や洪水による機能不全を防ぐため、防災拠点等建築物の建築主や設計者、管理者など関係

者に広く「防災拠点等となる建築物に係る機能継続ガイドライン」及び「建築物における電気設

備の浸水対策ガイドライン」を周知する。 

○ 南海トラフ地震は、震源域が広範囲にわたる海溝型地震であり、地震が発生した場所から数百

キロメートル離れた場所でも揺れ続ける「長周期地震動」の発生も予測されていることから、「長

周期地震動」の認知度の向上に向けた取組みとともに、家具や什器などの転倒等防止対策の啓発

を推進する。 

ₒ ₓ  

 ・大規模地震で生じる周期（揺れが１往復するのにかかる時間）が長い大きな揺れのことであり、高

層ビル等を長時間にわたって大きく揺らす特徴がある 

 ・長周期地震動による揺れの大きさは、４つの階級に区分されて発表 

 

⅝ ─  

○ 大規模災害発生時の空き家の倒壊による道路の閉塞などを防止するため、市町村等と連携して

空き家の活用や除却を進めるとともに、空き家所有者への意識啓発や市町村に対する優良事例の

情報提供等、総合的な空き家対策を推進する。 

 

─  

○ 盛土等に伴う災害から人命を守るため、盛土規制法に基づき既存盛土等調査を実施する。また、

盛土規制法の施行前に抽出された大規模盛土造成地について、市町村と連携して変動予測調査等

を実施する。 

 

─  

○ 関係自治体や経済団体などの多様な主体と連携しながら、平時から企業の従業員等に対し、大

規模災害時には「むやみに移動を開始しない」ことについて周知するとともに、ＢＣＰ策定支援

等を通じて、企業等に対し、帰宅困難になった場合に従業員等を一定期間事業所等内に留めてお

くことの必要性や、物資の備蓄等について周知する。また、帰宅困難者が、「水道水の提供」や

「トイレの使用」などを受けることができるよう、県内のコンビニエンスストア等と締結した災

害時応援協定に基づく帰宅困難者支援を引き続き推進する。 
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ₒ ₓ  

 ・災害による業務中断の防止や早期復旧を図るための事業継続計画 

○ 帰宅困難者対策の実効性を確保するためには、多様な主体との連携が不可欠であることから、

県、警察、消防、関係自治体、交通事業者、経済団体などによる意見交換会を継続して実施する。 

 

┼─  

〇 被災住宅からの土砂撤去や屋根等の応急修理について、災害ボランティア等との連携を強化す

るとともに、被害の状況に応じて、災害救助法、被災者生活再建支援法、県の被災者生活・住宅

再建支援制度を速やかに適用することで、被災者の生活再建を支援する。また、市町村における

罹災証明書発行業務が迅速に行われるよう、被害認定調査について、県・市町村相互による職員

応援体制に基づく支援を行う。 

○ 被災住宅から撤去された土砂を含んだ災害廃棄物や市街地から撤去された土砂等について、国

の助成制度の活用による円滑な運搬、分別処理体制が確保できるよう市町村を支援する。 

 

─ ⅛≈ ⌂  

〇 建設型応急仮設住宅については、引き続き市町村と連携し、建設可能用地の確保及び用地ごと

の災害リスク等の情報充実に努めるとともに、災害時応援協定締結団体による供給能力等の把握

に努める。また、賃貸型応急仮設住宅については、災害時に円滑に提供できるようにするため、

市町村や協定締結団体への災害救助法に基づく供与制度の周知など連携強化を図る。 

 

─  

○ 気候変動の影響もあり、異常渇水等の発生頻度が高まる可能性があることから、木曽川水系連

絡導水路など水資源関連施設の整備・機能強化、ダム群連携等の既存ストックを活用した水資源

の有効利用を推進する。 

○ 「渇水対応タイムライン」を活用して、渇水時の情報共有を引き続き緊密に行うことにより、

渇水による被害の軽減を図る。 

○ 災害時や異常渇水時において必要な用水を確保するため、雨水・地下水等の有効活用を推進す

る。 

 

 

 



 

55 

─  

○ 大規模火災のリスクが高く、地震時等に危険な密集市街地については、都市の防災機能の向上

を図るため、市町と連携して市街地再開発事業など密集市街地の面的整備を促進する。 

 

─  

〇 防災機能強化の観点から、災害リスクの低い地域に医療・福祉施設、商業施設や住居等がまと

まって立地し、住民が公共交通によりこれらの施設にアクセスできるまちづくりを進めるため、

市町村の立地適正化計画の策定及び防災指針の作成を促進する。 

 

─  

○ 土地の所有者や境界等を明確にすることで、災害復旧の迅速化や境界トラブルの未然防止を図

るため、計画的な地籍調査の実施を促進する。 

 

─ ─  

〇 地域の文化財を適切に保存し後世へ継承するため、防災・防犯対策の徹底、大規模災害に備え

た老朽化対策や、防災設備・耐震調査・耐震補強等への支援を推進する。また、文化財に係る資

料等の後世への継承や一元管理を図るため、資料・写真などをデジタルデータとして収集し、ア

ーカイブ化する取組みについても、継続して実施する。 

○ 生活・民俗文化を継承するためには、地域コミュニティの維持・活性化が重要となることから、

地域の活性化に向けた効果的な取組みを推進する。 

○ 被災地における地場産業の早期復興を支援するための取組みを検討する。 

 

─  

○ 本県の豊かで美しい自然環境の持つ多面的機能が持続的に発揮されるよう、災害に強い森林づ

くりや自然公園等の保全を推進する。 

○ 各地域で優れた森林景観の形成を図るため、観光道路等から眺望でき、景観として価値が高く、

観光客を呼び込み地域活性化等に資することができる森林について、公的関与の高い管理・整備

を推進する。 

○ 農村地域において、農地が有する保水効果など国土保全機能を維持するため、集落や組織が協

力して行う農地や農業水利施設等を保全管理する取組みに対して、引き続き支援する。【再掲】 
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 β  
( )  

─ 
ₒ  x

ה ─ ה ─     

 住宅の耐震化率 算定中 算定中 ― 

 建築物耐震改修説明会等への参加者数［累計］ 
15,000人 
（R6） 

20,000人 
（R11） 

― 

─     

 
立地適正化計画を策定した（策定予定を含む）１９市町
における防災指針作成市町割合 

15.8% 
（R6） 

100％ 
（R11） 

― 

─     

 地籍調査進捗率 
18.5% 
（R5） 

23％ 
（R11） 

― 

─     

 
水源林、渓畔林、奥山林等における公益的機能の発揮に
向けた、間伐実施面積【再掲】 

1,713ha 
（R2） 

2,100ha 
（R8） 

算定中 

 ※「現状値」の数値は見込み値を含む 

  



 

57 

ͪβӣ ɵ   ӣ ̱Ѱ ͪ֗Ǻ ǿǵ  

 

─  

○ 二次医療圏内の災害拠点病院の複数化は達成したものの、他にも災害拠点病院の候補となる病

院が存在することから、その指定について検討を進める。 

○ 研修・訓練等により、各災害拠点病院の災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の機能維持・向上を

図る。 

○ 災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）の活動に必要な知識や技術を有する人材の育成、資機材

の整備を通じて、被災時に円滑に活動できる体制の構築を進めるとともに、本県が被災した場合

における受援体制の方針等を含むマニュアルなどを整備する。 

○ 大規模災害時に、保健医療福祉活動の総合調整が困難である場合には、災害時健康危機管理支

援チーム（ＤＨＥＡＴ）を他都道府県に要請することとなるため、厚生労働省への応援要請手順

を確認するとともに、保健医療福祉調整本部のマネジメントが円滑に進むよう統括ＤＨＥＡＴを

サポートする構成員の確保及び人材育成を推進するなど、平時から受援体制を整備する。 

ₒ ₓ ⱶכ♅  

 ・健康危機管理に必要な情報収集・分析や全体調整などの専門的研修・訓練を受けた都道府県及び指

定都市の職員によって組織されたチーム 

 ・被災都道府県等の保健医療福祉調整本部及び保健所における指揮調整機能等に係る業務を補佐 

○ 県内２箇所に整備した航空搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ）の運用訓練等を実施するなど、航

空搬送に係る体制の強化を図る。 

○ 市町村において、災害のフェーズに応じた保健活動が実践できるよう、各市町村の保健活動マ

ニュアル策定を支援する。また、「岐阜県災害時保健活動マニュアル」内に、受援体制やメンタル

ケアを含めた健康管理に関する規定について定めるとともに、保健所を通じて、市町村における

同項目に関する規定の整備について助言・支援することで、関係機関と連携した健康管理体制を

整備する。 

○ 病院におけるＢＣＰ策定を進めるため、厚生労働省によるＢＣＰ策定研修への参加を促進する

ともに、定期的に策定状況の調査を行う。 
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○ 災害医療コーディネーターの養成のため、厚生労働省による災害医療コーディネーター研修へ

の参加を促進する。 

ₒ ₓ  כ♃כⱠ▫♦כ◖

 ・災害時に、都道府県並びに保健所及び市町村が保健医療活動の総合調整等を適切かつ円滑に行える

よう、保健医療調整本部並びに保健所及び市町村における保健医療活動の調整等を担う本部におい

て、被災地の保健医療ニーズの把握、保健医療活動チームの派遣調整等に係る助言及び支援を行う

ことを目的として、都道府県が任命する者 

○ 災害時やイベント時の事故等への備えにおいて、課題を踏まえながら医療コンテナの効果的な

活用方法を検討する。 

○ 県内医療機関等に勤務する看護職員を災害支援ナースとして派遣する体制を整備する。 

 

─ ─  

○ 県内の災害拠点病院については、全て耐震化されているため、その状況を維持していく。 

○ 病院や社会福祉施設は、災害時に必要な施設であることから、助成制度の周知を図り、引き続

き更なる耐震化、防火体制の強化を推進する。 

○ 災害拠点病院等の非常用通信手段を確保するため、補助制度の周知を図るとともに、その活用

を促進する。また、災害時に被害状況や医療活動の状況を適切に把握するためには、安定的な通

信の確保が求められることから、民間の衛星通信機器をはじめとするデジタル等新技術を用いた

通信手段の確保についても検討する。 

 

⌐⅔↑╢◄Ⱡꜟ◑הכ ─  

○ 災害時にエネルギー供給が長期途絶することを回避するため、災害拠点病院以外の医療施設が

行う非常用自家発電設備や給水設備等の整備に対する支援を推進する。 

○ 社会福祉施設等に対し、各種助成制度の周知を図り、防災体制の強化や非常用自家発電設備等

の整備を促進するとともに、最低３日間分の食料、飲料水、その他生活必需品の備蓄を行うよう、

引き続き指導する。 

 

─  

○ 災害時において救急医療が実施できる体制を確保するため、平時から他県との連携を図る。 

○ ドクターヘリの出動件数が増加する中、重複要請時などの未出動案件の減、活動範囲の拡大の

ため、基地病院に戻ることなく給油可能となる県北部への給油拠点を維持する。 

 



 

59 

─  

○ 要配慮者を含む避難者が、安心して避難生活を送ることができるようにするため、「避難所に

おける良好な生活環境の確保に向けた取組指針」や「スフィア基準」の考え方に加え、大規模災

害時の教訓等も踏まえ、「岐阜県避難所運営ガイドライン」を適宜改定する。また、避難所での生

活が長期化することを見据え、トイレトラック、キッチンカーといった移動型車両や、循環式シ

ャワールームなどの機器の活用に向けた取組みを進めるとともに、被災者の生活支援・再建を担

うＮＰＯなどの多様な民間団体と連携した取組みを強化する。加えて、各市町村において、「岐阜

県避難所運営ガイドライン」の内容を踏まえた「避難所運営マニュアル」の策定・見直しが適切

に進むよう、引き続き支援を行う。 

ₒ ₓ☻ⱨ▫▪  

 ・紛争や災害の被害者が尊厳のある生活を送ることを目的に定められた基準 

 ・ＮＧＯグループと国際赤十字・赤新月運動が開始したスフィアプロジェクトにおいて策定 

ₒ ₓ ●▬♪ꜝ▬fi 

 ・市町村や地域における避難所ごとのマニュアル作成の指針となるよう、避難所の具体的な運営方法

の例などを記載したガイドライン 

○ 避難所における防犯体制の確保や、感染症の発生・蔓延を防ぐための衛生・防疫体制の整備が

図られるよう引き続き市町村への支援を行う。 

○ 避難所の開設・運営が円滑に行われるよう、市町村などが開催する避難所運営に関する研修等

へ「清流の国ぎふ防災・減災センター」から講師を派遣するなど、避難所の開設及び運営を担う

ことができる地域人材の育成を図るとともに、育成した人材が地域で活躍できる体制を構築し、

「共助」の取組みを強化・推進する。 

ₒ ₓ ─ ⅞┤ ה ☿fi♃כ 

 ・防災・減災にかかる人材育成や行政・企業等への技術支援に加えて、地震被害想定の調査研究等、

防災・減災にかかる実践的シンクタンク機能を担うため、県と岐阜大学が共同で設置する機関 

○ 女性が防災の意思決定過程に主体的に参画し、女性と男性が災害から受ける影響の違いなどに

十分配慮された災害対応が行われるよう、県防災会議の委員における女性の占める割合の向上を

図るとともに、市町村防災会議における委員への女性の登用を促進する。また、防災施策に係る

男女共同参画の視点を持った県・市町村職員の養成を進めるため、避難所運営支援をはじめとし

た災害対応等に当たっては、女性職員の参画も図る。 



 

60 

○ 環境の整ったホテル・旅館を活用した２次避難について、令和６年能登半島地震での事例も踏

まえながら検討を進める。また、市町村と宿泊施設との災害時応援協定の締結を促進するため、

引き続き市町村の取組みを支援する。 

 

─ ─  

○ 避難所での災害関連死の発生を最大限防止することを念頭に置き、災害特性に応じた資機材の

配置状況の点検、耐震対策、非常用電源設備や備蓄倉庫の整備など防災機能の強化を促進する。

また、可能な限り良好な生活環境を確保する観点から、バリアフリー化、暑さ・寒さ対策、プラ

イバシー配慮対策をはじめ、乳幼児のいる世帯や女性、障がい者、高齢者等の多様な利用者に配

慮した環境改善や、避難生活の長期化に即した食事の提供体制の整備、新型コロナウイルスなど

感染症まん延下の避難を想定した避難所の収容力の確保などを引き続き促進する。その上で、災

害時には、業界団体と締結した災害時応援協定により、可動式空調機器や非常用発電機などの資

機材や専門技術者を機動的に確保する。 

○ 浸水想定区域内にある県立学校については、受変電設備のかさ上げや、災害対策の窓口となる

事務室及び個人情報の保管場所となる職員室の２階への配置など、各種浸水対策を推進する。ま

た、市町村に対し、国からの通知や国庫補助制度の周知を図ることで、市町村立小・中学校等施

設における受変電設備のかさ上げ等の浸水対策を促進する。 

○ 災害時に避難所となる学校では、多くの避難者が避難生活を送ることとなるため、浸水被害に

より良好な生活環境の確保・維持に支障を来すことがないよう、浸水対策に必要となる設備や備

品の整備について支援する。 

○ 避難所に指定されている県立学校の体育館の館内トイレ及び附属する屋外トイレの洋式化、バ

リアフリートイレの整備、体育館等への空調設置を推進し、避難生活の環境改善に資する防災機

能を強化する。また、市町村に対し、国からの通知や国庫補助制度の周知を図ることで、市町村

立小・中学校等施設における非構造部材の耐震化、バリアフリー化、空調設置等を促進する。 

○ 自然災害発生時の避難所は、武力攻撃等事態等における避難施設や指定暑熱避難施設（クーリ

ングシェルター）としての活用も想定されていることから、その整備・機能強化に際しては、自

然災害以外の有事の際の活用についても、可能な限り配慮する。 

○ 平時から、災害時における熱中症の危険性や避難生活・片付け作業時の注意点に関する普及啓

発を進めるとともに、非常用電源や冷却器具等の熱中症対策に資する設備・備品の確保を図る。

また、災害時には、冷房設備の整った場所への避難の推奨も含め、避難生活における熱中症対策

に取り組む。 
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─  

〇 全市町村において福祉避難所が指定されているが、地域における指定箇所、福祉避難所運営マ

ニュアル等の策定や訓練の実施状況については各市町村で差が生じているため、市町村担当者向

けの研修会開催などを通じて、福祉避難所の充実・強化に向け市町村への支援を行う。 

 

─  

〇 発災初動における保健所と市町村の役割分担や連携体制について、具体的な対応の共有・イメ

ージ化など、引き続き市町村の活動体制を把握し、平時から関係機関等と連携した健康管理体制

を構築する。また、発災時に連携を要する応援派遣者や関係機関の役割についての理解を深め、

受援体制を整備する。 

 

ה ─ ה  

○ 高齢化が進展する中、災害時に医療や介護の絶対的不足による被害の拡大が生じないようにす

るため、引き続き計画的な育成・確保策に平時から取り組むとともに、災害に備えた訓練の実施

や広域支援体制の整備等により、医療・介護人材の災害対応力の強化を図る。 

 

┼─  

○ 災害時の福祉・介護分野における人材派遣等、広域的な緊急支援について、県内の福祉団体、

有識者、行政関係者からなる「岐阜県災害福祉広域支援ネットワーク協議会」において引き続き

検討し、岐阜県災害派遣福祉チーム「岐阜ＤＷＡＴ」派遣体制の強化や研修、訓練の充実等、更

なる体制整備を図る。 

○ 社会福祉施設等の防災体制の整備と応援協力体制の確立については、定期的な運営指導等を通

じ、今後も現状にあわせた防災計画の見直しやＢＣＰ策定、連携体制の強化に努めるよう支援・

指導する。 

 

─  

○ 大規模災害時の感染症の発生・まん延を防止するため、予防接種の実施主体となる市町村にお

ける円滑な予防接種実施への支援、協力を行う。また、定期的に県内でのワクチンの流通量を調

査して把握するとともに、ワクチンや予防接種資材の全国的な在庫状況を把握し、安定した予防

接種が実施できるよう働きかける。 
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 β  
( )  

─ 
ₒ  x

─     

 ＤＭＡＴ訓練参加チーム数 
19チーム 
（R2- 6） 

30チーム 
（R7- 11） 

― 

─     

 
「清流の国ぎふ防災・減災センター」による避難所運営
基礎講座受講者数［累計］ 

2,750人 
（R5） 

3,950人 
（R11） 

― 

─     

 
福祉避難所に関する市町村担当者向け研修会の開催回
数［累計］ 

8回 
（R6） 

13回 
（R11） 

― 

 福祉避難所運営マニュアル策定市町村数 
32市町村 
（R6） 

42市町村 
（R11） 

― 

─     

 健康管理体制（保健活動）を整備する市町村数 
21市町村 
（R6） 

42市町村 
（R11） 

― 

 
要電源重度障がい児者の非常用電源装置等整備件数
［累計］ 

76件 
(R5) 

226件 
（R11） 

― 

┼─     

 
ＤＷＡＴ及び業務継続計画に係る各種研修会や実地訓
練の実施回数 

69回 
（R6） 

104回 
（R11） 

― 

 ※「現状値」の数値は見込み値を含む 
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  ȳɕɧȢȿȥɶɱǵ ͪɵ ὡ ᾍ  

 

─ ⌐ ↑√  

○ 中小企業等、とりわけ小規模事業者は経営資源が脆弱なため、ひとたび被災すると甚大な影響

を受ける可能性があることから、引き続き商工会等と連携した「事業継続力強化計画」やＢＣＰ

の策定支援、フォローアップに取り組む。 

○ 漁業協同組合において漁獲水産物の集出荷場における品質保持のため、冷凍、冷蔵機器の非常

用電源の確保等に取り組む。また、種苗生産施設においてもＢＣＰの策定を促進するとともに、

停電による生産への影響を避けるため、非常用電源等の確保に取り組む。また、土地改良施設が

被災して機能を果たせなくなった場合には、営農に支障を与えるため、施設管理者に被災時の対

応手順を予め備えるＢＣＰの策定を促進する。 

○ 農業者のＢＣＰ策定を促進するため、園芸産地等を対象とした施設・機械導入を支援する事業

において、ＢＣＰ作成の取組みをポイント化しており、その取組みを継続する。また、県内のす

べての卸売市場で地震、風水害、感染症を対象にしたＢＣＰを策定済みであり、一定の脆弱性は

回避しているものの、老朽化した施設の改修や災害対応設備の導入が必要な施設もあることから、

施設整備の促進を図る。 

 

─ ה  

○ 地域の復旧・復興において重要な役割を果たす建設業の事業継続力向上を図るため、県と災害

時応援協定を締結する建設業関連団体が取り組むＢＣＭ（事業継続マネジメント）を認定する制

度の普及、策定に向けた支援を実施する。 

ₒ ₓ ⱴⱠ☺ⱷfi♩  

 ・ＢＣＰ策定や維持・更新、事業継続を実現するための予算・資源の確保、対策の実施、取組を浸透

させるための教育・訓練の実施、点検、継続的な改善などを行う平常時からのマネジメント活動 

 

⅛╠─ ─  

〇 本社機能の移転については、従業員の移住や若者の県外流出防止などに加え、大都市圏に集中

する企業のリスクを分散し、国全体の強靱化を図る観点からも、引き続き取組みを推進する。 
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─ ─  

〇 大規模災害発生時に報道等で本県が被災していると繰り返し取り上げられることにより、被

災していない地域まで被災しているとの風評被害が発生する場合があることから、国内外に正

確な情報を発信するとともに、タイミングを見極めながらプロモーション支援等の適切な対応

を実施する。 

 

  

 β  
( )  

─ 
ₒ  x

─ ⌐ ↑√     

 
商工会・商工会議所等によるＢＣＰ及び事業継続力強
化計画の策定支援事業者数 

0事業者 
（R6） 

1,400事業者 
（R11） 

― 

─ ה     

 岐阜県建設業広域ＢＣＭ認定団体数 
8団体 
（R6） 

9団体 
（R11） 

― 

⅛╠─ ─     

 県外からの本社機能の移転件数 
17件 

（R5） 
29件 

（R11） 
― 

 ※「現状値」の数値は見込み値を含む 
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ɧȢɓɧȢɱɵ Ḹ ͬ  Ḩ ǵ  

 

⌂ ─  

〇 暴風・豪雪に伴う倒木による停電を未然に防ぐため、危険樹木の事前伐採について、県、市町

村及び電気事業者が連携し、孤立予想地域や重要施設への送電路を優先的に実施するなど、効率

的かつ効果的に取り組む。 

○ 市町村（避難所を含む）、医療機関や社会福祉施設等が備蓄・保有する非常用発電機の数量、規

格、燃料補給体制などについて点検を行い、適宜、電力・通信に係る重要施設リストの作成・更

新を実施する。また、電気事業者、通信事業者、災害時応援協定締結団体等と連携し、停電が長

期化した際にも、代替的な電源を迅速かつ円滑に確保できるようにする。 

○ 平時から電気事業者との「顔の見える」関係を構築するとともに、大規模災害時には、後発災

害が発生する可能性なども踏まえ、県災害対策本部への情報連絡員の派遣や、被災状況及び道路

啓開に関する情報の共有、優先的な電源車の配備など、早期に電力復旧を図ることができるよう

にするための連携・協力体制を構築する。 

○ 自動車メーカー・販売店との協定を締結し、停電時における電源確保方策の一環として電気自

動車等の活用を図るとともに、情報通信事業者との連携により公共施設や避難所における携帯電

話等充電用資機材を確保する。 

○ 停電時の住民の不安や混乱を軽減するため、電気事業者、県、市町村は、相互に連携して多様

な情報伝達手段を活用してきめ細かな情報発信を行う。 

 

─ ה ─  

○ 県営水道については、大規模地震対策及び老朽化対策として、既設管路を複線化し、貯留機能

及び応急給水拠点機能を付加した大容量送水管の整備を計画的に推進する。また、流域下水道に

ついては、老朽化対策として、各施設の更新等による機能確保を計画的に推進する。 

○ 浄水場や下水処理場及びそれらの施設に接続する管路など上下水道システムの急所施設の耐

震化や、重要施設に接続する水道・下水道の管路等の一体的な耐震化を促進する。 
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─ ─  

○ 上水道施設（取水施設・浄水施設・配水場）の被害により断水が発生した場合には、近隣の市

町村と連携した給水車等による応急給水体制を確保する。また、公益社団法人日本水道協会にお

ける被災時の応急復旧、応急給水の支援体制が円滑に実施されるよう必要な調整を行う。 

○ 引き続き、岐阜県水道災害対策実施要領に基づき各市町村における応急給水用資器材及び応急

復旧用資器材の保有状況を調査するとともに、そのとりまとめ結果を各市町村と共有し、応急給

水及び応急復旧体制の確保に努める。 

○ 近年の災害における対応状況等を踏まえ、災害発生後に必要な業務を的確に行うため、水道に

係る危機管理対策マニュアル策定指針に基づき各種マニュアルをブラッシュアップする。 

 

⌐⅔↑╢ ⁸ ⁸ ⌐╟╢♁ⱨ♩ ─  

○ 災害復旧の迅速化等に向け、汚水処理に関する業務を行う関係団体との災害時応援協定に基づ

き、県、市町村及び関係団体との共同防災訓練を実施する。 

○ 近年の災害における対応状況等を踏まえ、災害発生後に必要な業務を的確に行うため、下水道

ＢＣＰ策定マニュアル等に基づき、引き続き下水道ＢＣＰのブラッシュアップを促進する。 

 

┼─  

○ 老朽化した単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換を引き続き促進する。 

ₒ ₓ  

 ・トイレ汚水だけを処理する「単独処理浄化槽」に対し、トイレ汚水と生活雑排水（台所、洗濯、風

呂等の排水）を併せて処理することが可能となる浄化槽 

 

≤⇔≡─ ◄Ⱡꜟ◑כ─  

○ 地域資源を活かした再生可能エネルギー等による「自立・分散型エネルギーシステム」の構築

と活用を進めるため、市町村とともに取り組む太陽光発電に加え、その他のエネルギーの活用と

いう観点から、地産地消型の木質バイオマス発電や熱利用施設の導入等を推進する。 

ₒ ₓ ה ◄Ⱡꜟ◑כ◦☻♥ⱶ 

 ・地域資源を活用した公共施設屋根の太陽光発電、木質をはじめとしたバイオマス発電、小水力発電、

小規模地熱発電などの比較的小規模な発電施設を地域に分散配置し、送電線と組み合わせることで

電力の地域循環を生みだす仕組み 

 ・地域に新しい産業を起こし、地域活性化につながるとともに、緊急時に大規模電源などからの供給

に困難が生じた場合でも、地域において一定のエネルギー供給の確保が可能となる 
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─  

○ 大規模災害に伴う電力の長期供給停止を発生させないため、災害を想定した訓練を引き続き実

施していくとともに、他電気事業者から受入した応援要員の早期稼働、迅速なドローンの活用に

向けた運用整備、復旧作業に注力できる支援体制の整備など、早期復旧のための体制を強化する。 

 

─  

○ 孤立地域や避難施設等において、早期に通信手段を確保・復旧するため、被災状況、避難所開

設状況、道路啓開情報、資機材の確保・運搬方法、優先的な復旧箇所、今後の復旧方針等の情報

交換を密に実施し、電気通信事業者間（固定・携帯）や行政関係機関との連携体制を強化する。 

○ 大規模災害時には情報が錯綜する可能性があるため、県が実施する防災訓練への参加に加え、

実際に災害対策本部が設置された際には、積極的に情報連絡員の派遣を行うなど、情報連携体制

の実効性の確保を図る。 

 

●☻ ─  

○ 都市ガスについては、引き続き、耐震性に優れたガス管への取替えを計画的に推進する。 

○ 災害時にガス供給を迅速に復旧するため、平時から「顔の見える」関係を構築し、被災状況、

道路啓開等に関する情報や復旧計画を共有するなど、県や市町村等関係機関との連携体制の強化

を図る。 

 

─  

○ 災害時における警察や消防等の緊急車両への優先給油の実施やサービスステーション過疎地

域での燃料供給途絶の防止等を図るため、石油関係団体等との連携体制を維持するとともに、連

携手順について、防災訓練などを通じて適宜確認する。また、災害時には、災害時応援協定も活

用し、重要施設などへの迅速な燃料供給に取り組む。 

 

  

 β  
( )  

─ 
ₒ  x

⌂ ─     

 ライフライン保全対策事業対策箇所数［累計］ 
134箇所 
（R6） 

204箇所 
（R11） 

― 

─ ה ─     

 県営水道重要給水施設基幹管路の耐震適合率 
91.1% 
（R6） 

93.0％ 
（R11） 

― 

 上水道の基幹管路の耐震適合率 
42.4% 
（R5） 

60.0％ 
（R11） 

― 
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 β  
( )  

─ 
ₒ  x

 急所施設（下水処理場）の耐震化率 
52.8 
(R5) 

算定中 ― 

┼─     

 浄化槽人口普及率 
10.4％ 
（H26） 

10.3％ 
（R7） 

算定不可 

 ※「現状値」の数値は見込み値を含む 
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  ЏҞǵ▌ӓ  

 

ₒ ₓ 

─  

〇 引き続き、災害時に陣頭指揮を執る市町村長の危機管理意識の醸成と災害対応力の強化を図り、

「自助」、「共助」の力が最大限に発揮できるようにするとともに、それらを支える「公助」の取

組みを推進する。また、県民が主体的に避難行動をとれるよう、空振りを恐れない早めの避難情

報の発令に向けて市町村を支援する。 

○ 住民への的確な避難情報の発令が行えるよう、中小河川を含めて整備した「風水害タイムライ

ン」に従い、出水期前に全市町村参加の情報伝達訓練を継続して実施する。また、ダムの緊急放

流に備え、ダム管理者、下流市町を含めた関係機関、住民参加による訓練を継続して実施する。 

○ 県と市町村間での情報伝達と共有を迅速かつ円滑に行うため、県から市町村へ派遣する「情報

連絡員」に対し、平時から、研修や訓練を通じたスキルアップを図る。また、派遣の長期化も見

据え、必要な資機材を整備するとともに、新型コロナウイルスなどの感染症まん延下においては、

健康チェックなどの派遣時におけるルールの遵守を徹底する。 

○ 災害対策全般に渡って市町村長をサポートする「災害マネジメント支援職員」の増員を図ると

ともに、「災害マネジメント支援職員」を対象に、防災に対する知識や理解を深めるための専門的

な研修を継続的に実施する。また、市町村が行う避難所運営や支援物資搬入などの支援を行う「緊

急支援隊」の業務・役割について周知・徹底を図るとともに、総合防災訓練等において市町村と

連携した実践的な訓練を実施する。 

ₒ ₓ ⱴⱠ☺ⱷfi♩  

 ・大規模災害発生時に、被災市町村の災害対策全般をサポートする職員 

 ・平成２８年の熊本地震に関する本県の検証結果を踏まえ、当該職員を派遣する仕組みを構築 

○ 国内において大規模災害が発生した際には、被災地での支援活動を通じて、本県職員の災害対

応力の向上を図るとともに、支援に従事した職員の「支援職員データベース」への追加を進め、

県内での大規模災害発生に備えた体制の強化に取り組む。 
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ₒ ₓ  ☻כⱬ♃כ♦

 ・支援ニーズに即した人材を被災市町村に即座に派遣するため、県内のどの地域に、どのような支援

経験を持った人材がいるのかを確認することができるように取りまとめたデータベース 

 ・令和６年能登半島地震での支援活動を踏まえて作成 

○ 災害時に、迅速な市町村支援を行うため、「災害マネジメント支援職員」を派遣する必要がある

と認められる場合には、被災市町村に対して、直ちに派遣の提案等を実施する。また、「災害マネ

ジメント支援職員」の派遣に向けた調整を確実に実施できるようにするため、防災訓練において、

派遣までの手順の確認を行う。 

○ 罹災証明書発行業務など、応急復旧業務に従事する職員を確保するために構築した県・市町村

相互による職員応援体制に基づき、災害対応フェーズに応じた派遣調整などについて平時から訓

練を行うとともに、災害時の市町村業務を総合的に支援する「被災者支援システム」の有効活用

を促進する。 

○ 大規模災害発生時に、国や他県に対し円滑に職員の応援要請が行えるよう、引き続き他県での

災害支援の経験や教訓を活かした受援ニーズの共有・調整を図るための仕組みについて検討する。

また、災害による被害を最小限にくい止めるため、これまでの災害事象や災害教訓を訓練シナリ

オに盛り込んだ、市町村や関係機関が参加する実践的かつ効果的な訓練を継続的に実施していく。 

 

─ ⌐ ╢ ─  

○ 大規模災害の発生に備え、県広域防災拠点の追加指定を含めて、物資輸送機能や活動拠点機能

の強化を図るとともに、災害発生時における円滑な運営が図られるよう、関係機関などと連携し

た実動訓練を継続的に実施する。 

ₒ ₓ  

 ・災害時に、広域緊急援助隊、緊急消防援助隊、自衛隊の応援部隊等の救助・消火活動等の応急活動

や支援物資の受入れ、集積及び配分等の拠点となる施設 

 ・令和６年４月１日時点で、県内の１８箇所を指定 

○ 発災時における警察・消防・自衛隊の応援部隊や支援物資等の受入拠点としての県広域防災拠

点の活用状況を踏まえ、ライフラインの早期復旧が図られるよう、引き続きライフライン事業者

の活動拠点の確保を図る。 

○ 「道の駅」が災害時に防災拠点として利用できるよう、引き続きトイレの非常用電源設備等の

整備や防災用トイレの設置を進めるとともに、災害時の応急復旧に必要な資機材を備蓄する倉庫

を整備するなど防災機能を強化する。 
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─ ─  

○ 災害時に、県民が自らの命を守るための避難場所を確保できるよう、市町村における避難場所

の追加指定及び更新について、引き続き促進を図る。また、県においては、災害への応急対応の

拠点として機能する防災拠点の追加指定及び更新について、引き続き推進する。 

 

ה ─  

○ 県境道路の整備、災害時の広域応援体制の強化や広域避難の検討、帰宅困難者対策など広域的

に取り組むべき課題について、引き続き国、隣県、県内市町村等との連携の強化を図る。 

○ 「岐阜県広域火葬計画」の実効性を高めていくため、引き続き各市町村及び関係一部事務組合

の体制整備に向けた取組みを支援する。 

ₒ ₓ  

 ・大規模災害によって、市町村が平常時に使用している火葬場の火葬能力だけでは遺体の火葬を行う

ことが不可能になった場合に、県内外の火葬場を活用して広域的な火葬を行うため、県、市町村、

火葬場設置者が行う基本事項を定めた計画 

○ 災害時には避難所の開設・運営に当たる市町村職員なども自ら被災し業務に従事できない可能

性があることから、令和６年能登半島地震の被災地に対する支援をベースに整備した「支援職員

データベース」や、関係団体との災害時応援協定、国において進める移動型車両等のデータベー

スなどを活用し、被災市町村において速やかに適切な避難所運営を図ることができるようにする。 

○ 「岐阜県災害時広域受援計画」や「岐阜県災害対応マニュアル」などの見直しを適宜実施し、

応援職員の役割や受入れオペレーション（体制、執務室、宿泊場所、女性への配慮等）の明確化

による受援体制の強化を図るとともに、各市町村の受援計画の見直しについても支援する。 

ₒ ₓ  

 ・岐阜県に大規模災害が発生した場合に想定される、県外からの応援部隊や支援物資の受け入れ体制

等について定めた計画 

○ 被災影響の少ない都道府県や市町村が被災自治体の後方支援を担うことは、迅速かつ効率的な

災害対応を行う上で非常に重要となることから、受援計画に基づく訓練を継続的に実施し、受援

又は支援体制の実効性の確保・向上を図る。また、国内で大規模災害が発生した際には、その教

訓等も踏まえ、必要に応じて、災害時応援協定の内容の拡充を図るための見直しを実施する。 

○ 物資輸送に係る実動訓練等の結果も踏まえ、必要に応じて「岐阜県災害時広域受援計画」や「岐

阜県広域物資輸送拠点物資集積・輸送マニュアル」の見直しを行うとともに、支援物資が被災者
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まで届かない「ラストワンマイル問題」の解消に向け、市町村の物資に係る受援計画等の策定・

見直しを支援する。 

 

─ ה  

〇 激甚化・頻発化する水害・土砂災害や大規模地震等により被災した施設を迅速に復旧すること

ができるようにするため、災害時応急対策用資機材備蓄拠点の増強や、道路啓開等を目的とした

道の駅等への備蓄倉庫を整備する。また、引き続き平時に資機材の確保、点検及び関係機関との

訓練を実施する。 

 

┼─ ─ ≤ ─  

○ 住民主体での避難行動を促進するため、各種防災情報や避難情報を一元的にわかりやすく提供

する「岐阜県総合防災ポータル」を多言語化させており、災害時だけでなく平時から広く活用い

ただけるよう更なる周知に取り組むとともに、発信する情報の充実や、様々な手段での情報発信

を進めていく。また、具体的な災害リスクを認知するためのハザードマップの普及促進、警戒レ

ベルなど直感的に把握可能な表現による避難情報発令、ローカル・メディアと連携したきめ細か

な情報提供、ＳＮＳを活用した情報発信など情報伝達を強化する。 

○ 気象情報・河川水位やダムの貯水位等の情報を提供する「岐阜県川の防災情報」、道路の通行規

制情報・気象予警報・水位到達情報等をメール配信する「ぎふ川と道のアラームメール」や土砂

災害警戒情報等を提供する「土砂災害警戒情報ポータル」の更なる周知を進めるとともに、適時

適切な避難行動に繋がるよう、「流域治水」の意識醸成を図る。 

○ 中小河川の危機管理型水位計や河川監視カメラを適切に維持管理するとともに、出水時に避難

判断の参考となる情報を市町村に確実に伝えるための情報伝達等に係る定期的な訓練を継続し

て実施する。また、洪水時の円滑な避難のため、各市町村において整備した洪水ハザードマップ

の周知・啓発を促進し、住民の防災意識を向上させるなど、避難体制の整備を支援する。【再掲】 

○ 水防団、消防団等との重要水防箇所の合同巡視等を活用し、氾濫発生が予想される箇所につい

て、水防管理団体（市町村等）や水防団等と連携し、出水時に異常があった場合の関係者間の連

絡体制、水防団の作業体制や工法等の確認などを行う。また、氾濫発生を確認した水防管理者（市

町村長等）から管轄土木事務所への通報・連絡を確実に実施する。 

○ 道路交通の混乱を回避することや、緊急車両等の円滑な通行を可能とするため、緊急輸送道路

の主要な交差点などにカメラを設置し、交通状況を把握する。また、発災時における通行規制情

報について、インターネット等の各メディア、道路交通情報センター、交通・道路情報板、県道

路情報提供システムを活用し、道路通行規制情報をわかりやすく提供する。 
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○ 市町村防災行政無線については、長期停電による電源喪失にも対応できるよう、燃料やバッテ

リー補給体制を再点検するとともに、更新時期等を勘案した機能強化の検討を働きかける。あわ

せて、万一停止した際の広報車による巡回広報などアナログ手法に加え、民間の衛星通信機器を

はじめとするデジタル等新技術を用いた代替手段の検討についても市町村に働きかけを行う。 

○ 多言語自動発信システムにより翻訳した市町村の災害情報を、フェイスブック等を活用して外

国人向けに発信しているが、引き続き同システムを活用して、市町村における避難情報の多言語

発信の取組みを促進する。 

○ 平時における聴覚障がい者への意思疎通支援のため、手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者通訳・

介助者を養成してきたが、これらの人材が災害時においても対応できるよう、全市町村での意思

疎通支援事業の実施や現任者のスキルアップ研修を実施するなど従事者の資質向上を促進する。 

○ 音声による１１９番通報が困難な聴覚・言語機能障がい者が円滑に消防への通報が行えるよう、

スマートフォン等から画面入力等により通報する「Ｎｅｔ１１９緊急通報システム」について周

知を図る。 

○ 外国人観光客向けＷＥＢサイト「Visit Gifu 」において防災・災害関連情報を発信するととも

に、岐阜県観光連盟と連携し、日本国内における避難情報等をプッシュ型で提供するアプリの普

及を促進する。 

 

╣ ─⌂™  

○ 被災者が、被災直後から生活再建に至るまでの各フェーズに応じた切れ目のない支援を受ける

ことができるよう、被災者に対する生活支援情報をまとめたホームページを作成し、幅広く周知

するとともに、市町村における生活支援情報の発信についても促進する。 

○ 避難者等が、一人ひとりの事情や状況に応じて適切な支援が受けられるよう、避難所という場

所に着目した支援から、避難者等一人ひとりに着目した支援への転換を図る。こうした支援は、

被災者が抱える様々な課題に対応するための専門性が求められることから、「災害ケースマネジ

メント」の考え方を取り入れ、県、市町村、関係者間での支援のあり方について議論を深め、災

害時に機能する体制を構築していく。 

ₒ ₓ  ♩ⱴⱠ☺ⱷfi☻כ◔

 ・被災者一人ひとりの被災状況や生活状況の課題等を個別の相談等により把握した上で、必要に応じ

専門的な能力をもつ関係者と連携しながら、当該課題等の解消に向けて継続的に支援することによ

り、被災者の自立・生活再建が進むようにマネジメントする取組み 
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○ 災害発生時の被害調査の迅速化と統一化を担保し、被災者支援制度の実施に必要となる罹災証

明書の交付の円滑化を図るため、県・市町村職員を対象とした住家被害調査員育成研修を引き続

き実施する。 

○ 県ホームページで公開する「災害時の被災者支援に関する各種制度」について、制度変更等の

都度、適切に更新を図るとともに、防災啓発イベントの場などを活用し、周知に向けた取組みを

推進する。また、被災者への支援を担う市町村の職員が、災害救助法や被災者生活再建支援法な

どの制度や内容について正しく理解することができるよう、市町村職員向けの研修等も実施する。 

 

◦☻♥ⱶ─  

○ 災害時の行政機関相互の通信回線を安定的に確保するため整備した、地上系・衛星系・移動系

の三層一体の防災情報通信システムを、災害時において確実に運用できるよう適正に維持管理を

図るとともに、必要な機能強化及び設備更新を推進する。 

ₒ ₓ ◦☻♥ⱶ 

 ・災害が発生し、固定電話、携帯電話、インターネットなどが使用できなくなった場合であっても、

県、市町村、さらには警察、消防、自衛隊などの防災関係機関との通信機能を確実に確保するため、

岐阜県が独自に整備したシステム 

 

─  

○ 岐阜情報スーパーハイウェイについては、幹線の切断に備えた幹線網のループ化や、架空ケー

ブル区間における耐災害性の向上を図るとともに、引き続きアクセスポイント及び中継局の耐水

性・耐火性・耐震性を維持する。 

ₒ ₓ  ▬▼►▬ⱢכⱤכ☻

 ・地域間の情報格差を是正するとともに、県民が、どこでも誰でもＩＴを利用できる環境を実現し、

産業の振興、地域の活性化、県民生活の質の向上を図るため整備された、高速・大容量の通信が可

能な県域ブロードバンドネットワーク 

 

─  

○ 被災時に備え、非常時優先業務の選定、職員の安否・参集状況の確認体制等について、引き続

き維持する。 

○ 情報システム部門の業務継続計画の実効性を高めていくため、継続的に周知、訓練、スキルア

ップを行うとともに、常に最新の状況を反映した計画となるよう点検を行う。また、災害に関す
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る情報など、高可用性を求める情報システムについては、外部データセンターやクラウドサービ

スの利用を図る。 

ₒ ₓ  

 ・情報システムが災害時においても停止することなく稼働又は早く復旧できること 

○ システムのバックアップ体制に関わる人材が被災者となる可能性や高齢化等も考慮し、システ

ム運用・保守や故障時の復旧に関する情報・技術の共有、継承、研鑽について、定期・不定期の

機会を捉え、システム構築企業等と連携して継続的に努めていく。また、バックアップに必要な

各資機材の保有については、重要度や老朽化の状況等に合わせて対象資機材、数量、保有方法等

のリスト整備を行いながら、体制維持を図る。 

 

─  

○ 家庭等における飲料水、食料、生活用品等の備蓄について、最低３日分以上、可能であれば１

週間分の備蓄が奨励されていることから、「ぼうさいキャラバン」や「県職員出前トーク」などを

通じ、自主的な備蓄の促進に向けた啓発に引き続き取り組む。また、備蓄に関する県、市町村、

県民の役割や考え方を改めて整理した上で、「岐阜県総合備蓄計画」の見直しや、市町村における

非常用物資の備蓄や民間企業等と連携した備蓄体制の強化に取り組む。 

ₒ ₓ  

 ・食料、飲料水、生活必需品及び防災資機材等の備蓄並びに調達体制等についてまとめた計画 

 

⌐⅔↑╢ ─  

○ 被災者に食料等を迅速に供給できるようにするため、引き続き災害時応援協定に基づく食料供

給体制の維持を図る。 

 

─ ⇔  

○ 国による南海トラフ地震被害想定の見直し内容を踏まえた上で、県の被害想定の見直しを含め、

現状の課題整理や今後取り組むべき防災・減災対策の検討を推進する。 

 

⌂ ─  

○ 水害・土砂災害や大規模地震等により公共施設が被災した際、復旧工法の早期立案を支援する

災害復旧支援隊（ＤＲＳ）や災害査定前着工、工場であらかじめ製造されたプレキャスト製品を



 

76 

積極的に活用するとともに、新技術を活用し災害査定の効率化を図るなど、早期復旧に向けた取

組み（岐阜モデル）を推進する。 

○ 県内の市町村や近隣県が被災した際における復旧復興支援のため、中長期派遣に係る技術職員

を確保する。 

 

⌐ ℮ ─ ⅛≈ ⌐⅔↑╢ ─  

○ 災害時には、「孤立」や「救助・救急活動の遅れ」「物資の供給途絶」など、災害に伴う事象が

複数かつ同時に発生することも想定した上で、平時から、県庁の危機管理フロアを最大限に活用

し、国、市町村、民間事業者などの様々な関係機関と連携した取組みを進める。 

○ 大規模災害時に孤立地域が発生した場合には、孤立地域に対する迅速な支援が行えるよう、「岐

阜県孤立地域対策指針」に基づき、毎年度、孤立予想地域を調査するとともに、市町村による備

蓄・資機材の充実を促進する。また、当該調査の結果を関係機関とも共有した上で、実践的な訓

練を継続して実施する。 

 

┼─ ─  

○ 大雨により土砂災害や洪水による被害が発生する中での台風の接近や、大雪が続く中での地震

の発生といった、様々な複合災害を想定した図上訓練を引き続き実施し、効率的な情報の集約・

分析や、早期復旧に向けた関係機関との優先復旧箇所の選定といった具体的な対策の立案など、

複合災害への対応力の強化を図るとともに、訓練の結果を踏まえ、各種災害ごとの対応に用いる

計画やマニュアルなどの見直しを図る。 

○ 災害対応に当たる要員、資機材等について、後発災害の発生が懸念される場合には、先発災害

に多くを動員したことで後発災害に不足が生じるなど、望ましい配分ができない可能性があるこ

とに留意するとともに、限られた要員・資機材の投入判断や支援要請の早期判断について、あら

かじめ関係する計画に定めておく。また、市町村において作成する計画についても、同様に複合

災害に係る内容が充実されるよう促していく。 

 

ꜞ☻◒─ ה  

○ 令和６年能登半島地震からの復旧・復興が進められている地域において発生した河川の氾濫等

による浸水被害や土砂災害なども踏まえ、命を最優先にした迅速な避難が行われるよう、山間部

や河川の沿岸など、地域の特性に応じて発生可能性が高い複合災害について、県民に周知・啓発

を図る。 



 

77 

○ 地震などの災害により、大雨警報・注意報の発表基準について、通常基準より引き下げた暫定

基準が設けられた際には、各市町村において、暫定基準に基づく避難指示の発令等を適切に行う

ことができるようにするとともに、県民に対し、通常基準との違いなどについて広く周知を図る。 

 

⌐⅔↑╢ ─  

○ 原子力災害発生時に、放射性物質の放出・拡散からＵＰＺ内の住民の安全を確保するため、国

が示す屋内退避の運用に係る指針等も踏まえた上で、原子力防災訓練を継続的に実施し、避難行

動の周知・啓発を図るとともに、その実効性を確保する必要がある。 

ₒ ₓ  

 ・国の原子力災害対策指針における原子力災害時に緊急防護措置を準備する区域 

○ 原子力災害と土砂崩れ等による避難経路の交通遮断の同時発生に備え、ＵＰＺ内の住民の避難

に用いるヘリコプターの離着陸場の整備を促進する。また、ヘリコプターの離着陸場の整備が完

了した際には、県防災ヘリコプターによる住民搬送などを伴う実動訓練を実施し、運用手順等を

確認する。 

 

ה ─  

○ 「石川県創造的復興プラン」に基づく石川県の復興状況について注視するとともに、市町村に

対して、国のガイドラインや手引きを適宜情報提供し、市町村が地域の特性に応じた復興まちづ

くりを計画的に進めることができるようにする。 

○ 大規模災害からの復興に際して必要となる各種手続き等について、実際の運用事例やその判断

基準を整理し、災害復旧を効率的・効果的に行うための取組み・手順等について、事前に整理・

検討する。 

 

  

 β  
( )  

─ 
ₒ  x

─     

 災害マネジメント支援職員数［単年度］ 
100人 
（R6） 

100人 
（毎年度） 

― 

─ ⌐ ╢ ─     

 物資輸送訓練実施回数［単年度］ 
1回 

（R6） 
1回 

（毎年度） 
― 

 
地域防災計画で防災拠点として位置付けられた県管理
道路上の道の駅におけるトイレの防災化の整備箇所数 

14箇所 
（R6） 

20箇所 
（R11） 

― 
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 β  
( )  

─ 
ₒ  x

 
災害時応急対策用資機材備蓄拠点（サテライト含む）の
整備箇所数 

13箇所 
（R5） 

17箇所 
（R11） 

― 

 
道の駅や除雪基地等へのバックアップ拠点の整備箇所
数 

0箇所 
（R6） 

12箇所 
（R11） 

― 

┼─ ─ ≤ ─     

 岐阜県公式ＬＩＮＥ友達登録者の数 
10,032人 

(R6) 
20,000人 
（R11） 

― 

 「ぎふ川と道のアラームメール」登録者数【再掲】 
18,507人 
（R6） 

20,500人 
（R11） 

― 

 手話通訳者統一試験合格者数［累計］ 
42人 

（R4） 
66人 

（R8） 
算定中 

 要約筆記者（手書）統一試験合格者数［累計］ 
52人 

（R4） 
60人 

（R8） 
算定中 

 要約筆記者（ＰＣ）統一試験合格者数［累計］ 
28人 

（R4） 
36人 

（R8） 
算定中 

 盲ろう者通訳・介助者養成人数［累計］ 
298人 
（R4） 

310人 
（R8） 

算定中 

╣ ─⌂™     

 住家被害調査員育成研修受講者数［累計］ 
201人 
(R6) 

1,000人 
(R11) 

― 

 
県・市町村職員を対象にした災害ケースマネジメント
に関する研修会の開催数［累計］ 

2回 
(R6) 

11回 
(R11) 

― 

─     

 災害に備えて水・食料を備蓄している人の割合 
68.8% 
(R6) 

75.0% 
(R11) 

― 

 ※「現状値」の数値は見込み値を含む 

 

ₒ ה ₓ 

─  

○ 県警察災害派遣隊について、大規模災害発生時における広域的な部隊派遣態勢を確立しておく

ため、装備品の計画的な更新や迅速な活用要領の検討、資格取得の推進、関係機関と連携した実

動訓練を実施し、部隊の対処能力の向上を図る。また、部隊の活動拠点における防寒対策、熱中

症対策を考慮した環境整備や資機材・装備についても充実を図る。 

 

─√╘─  

〇 災害用装備資機材の配備増強、更新を図るとともに、新たに配備された機器、更新された機器

について、職員の使用方法の習熟を図る。 

○ 大規模災害発生時における通信を確保するため、ＬＴＥ回線等を活用した回線の冗長化など、

総合通信指令システムの高度化を検討する。 
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○ 県警察において、捜索用資機材の整備及び操縦士の養成を行っているが、複数箇所の捜索現場

が発生しても対応することができるよう、更なる捜索用資機材の整備及び操縦士の養成を行う。 

○ 大規模災害発生時に、消防職団員による人命救助、行方不明者の捜索等の救助活動が迅速かつ

的確に行われるよう、救助用資機材の整備及び使用方法の習熟を図る。また、令和６年能登半島

地震で発生した事象を踏まえ、消防団拠点施設の耐震強化、機動性の高い小型車両、小型化・軽

量化された救助用資機材の整備や、通信体制の強化などを推進する。 

 

Ⱬꜞ◖ⱪ♃כ ─  

○ 引き続き航空自衛隊岐阜基地との応援ヘリコプターの駐機場所、航空燃料に関する調整結果に

基づく実戦的な合同想定訓練を行い、間断のない受援体制を維持する。また、現有施設の狭隘に

よる警察ヘリコプターの損傷を避けるため、警察航空隊の基盤整備も進める。 

 

─ ה  

○ 発災直後に全国から集結する応援派遣部隊や、自県の広域緊急援助隊等のマンパワーを無駄な

く、迅速に運用するため、基幹的な防災拠点としての警察署の改築整備による施設の高度化を図

る。 

○ 地域における活動拠点となる交番・駐在所の統廃合に伴う新設、移転建替等につき、引き続き

関係所属や警察署と連携を密にして、耐災害性の高い場所の選定など、警察機能の強化を図る。 

 

─Ᵽ♇◒▪♇ⱪ ─  

○ 大規模災害により、警察本部及び警察署の災害警備本部機能が使用不能に陥った場合に備え、

代替施設を確保するとともに、施設機能の向上などを図る必要がある。 

 

─ ─  

○ 停電による滅灯時でも電源供給を行い、大規模災害への備えを万全とするとともに、交通環境

の安定化を図るため、信号電源付加装置の整備を進める。 

○ 地震発生時の信号柱の倒壊による道路交通の寸断、信号機の機能不全による交通環境への影響

を回避するため、老朽化したコンクリート製の信号柱を耐震性の高い鋼管柱に更新する。 

○ 高度化光ビーコンの対応車載器搭載車の普及には時間を要することから、高度化光ビーコンで

収集できるプローブ情報だけでなく、民間プローブ情報の活用など、道路情報の収集方法につい

て、抜本的な見直しを図る。また、リアルタイムな道路情報を把握するため、交通監視カメラの

整備も推進する。 
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ₒ ₓ ⱦכ◖fi 

 ・路上に設置され、遠赤外線による交通情報の収集及び提供を行う装置を高度化したもの 

 ・車両からはプローブ情報を収集でき、光ビーコンからは渋滞情報や規制情報等の提供が可能 

ₒ ₓⱪ꜡כⱩ  

 ・走行中の多数のクルマから通信ネットワーク等を通じて得られる様々な情報（位置、速度など） 

 

─  

○ 大規模災害発生時においても、災害警備活動を実施しつつ警察機能を維持するため、非常時優

先業務と一定期間中断等が可能な業務等をあらかじめ明確にし、「岐阜県警察業務継続計画」を

見直すなど業務継続体制を強化する。 

 

⁸ ─ ה  

○ 消防団員の確保環境が一段と厳しさを増している中、消防団、市町村、企業等の意見を踏まえ

ながら、団員の処遇改善、企業等と連携した入団促進、団員がやりがいを持って活動できる環境

づくりなど、効果的な確保対策を検討するとともに、基本団員の確保に加え、大規模災害団員を

はじめとした機能別消防団員の拡充、消防職団員ＯＢや女性、学生、外国人など多様な人材の活

用などの方策を推進する。 

○ 近年、全国的に豪雨災害、土砂災害、地震災害等が頻発する中、幅広い知識、技術を習得し消

防活動を安全かつ的確に実施できるよう、消防職団員を対象に、大規模災害対応訓練、水防訓練、

ドローンを活用した教育訓練等を実施する。 

○ 県消防学校の訓練施設を各消防本部、消防団の訓練にも活用し、引き続き消防職団員の複雑化、

多様化する災害への現場対応力の向上を図る。 

○ 高齢化する水防団の団員数維持や水防技術伝承等のため、若手団員の加入促進に向けた水防活

動の広報や水防資器材の提供等の支援に取り組む。 

 

─  

〇 災害時における外国人からの１１９番通報対応や災害現場での外国人救助を円滑に行うため、

県内全消防本部において運用されている多言語同時通訳体制を引き続き維持する。 

○ 業務の効率化と迅速な災害対応が期待される消防指令業務の共同運用の実現に向けた支援を

行う。 
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─  

〇 大規模災害発生時における広域的な消防応援体制の強化を図るため、緊急消防援助隊岐阜県大

隊の増隊を図るとともに、中部ブロック訓練への参加及び岐阜県大隊の訓練を継続して実施し、

部隊の災害対応能力の維持・向上を図る。 

 

  

 β  
( )  

─ 
ₒ  x

─ ה     

 基幹防災拠点としての警察施設整備率 
60％ 

（R5） 
100％ 

（R10） 
― 

─ ─     

 可搬式発動発電機接続対応信号機の整備箇所数 
2,165箇所 

（R5） 
2,650箇所 
（R11） 

― 

 信号機電源付加装置の整備箇所数 
95箇所 
（R5） 

105箇所 
（R11） 

― 

 老朽コンクリート製信号機柱の残存数 
3,596本 
（R5） 

2,986本 
（R11） 

― 

 交通監視用カメラの整備箇所数 
40箇所 
（R5） 

73箇所 
（R11） 

― 

⁸ ─ ה     

 
消防団員に対する大規模災害対応訓練の実施人数［累
計］ 

390人 
（R6） 

1,380人 
（R7- 11） 

― 

 消防団員の条例定数を充足している市町村の数 
5市町村 
（R6） 

10市町村 
（R11） 

― 

 県内専任水防団の団員充足率［単年度］ 
97％ 

（R5） 
100％ 

（毎年度） 
― 

─     

 緊急消防援助隊岐阜県隊の登録隊数 
150隊 
(R6) 

159隊 
(R10) 

算定中 

 ※「現状値」の数値は見込み値を含む 
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ṑ  ∕ ֗Ǻ ὡ ᾍ  

 

─  

○ 県及び各市町村の「災害廃棄物処理計画」の実効性を確保するために必要となる演習及び研修

を実施し、災害廃棄物処理体制の強化を図る。 

○ 市町村等が実施するごみ焼却施設の更新、基幹改良について、耐震性の向上、浸水対策等を推

進する。また、ごみ焼却施設が被災した場合でも迅速に復旧できるようにするため、施設の補修

に必要となる資機材及び燃料を備蓄する。 

 

─  

○ アスベストや化学物質等の有害物質の飛散・流出対策については、届出や検査など現行法に基

づく対応に留まっていることから、大規模災害発生時に迅速な対応をするための課題を整理・検

討する。 

 

─ ה ⌐⅔↑╢ ה ─  

○ 災害時及び平常時における県内の大気汚染状況を把握できるよう、測定機器の適切な維持管理

及び更新等を行い、大気汚染常時監視体制を整備する。 

○ 水素ステーションなどでのガス検知・火災検知・換気設備など必要となる安全設備の整備を周

知するとともに、災害による施設の被災等の際には、国、県、市町村消防が迅速に情報を共有で

きる体制を引き続き維持する。 

 

⌐ ⇔√↔╖ ─  

○ 河積を阻害している流木・河道内樹木の撤去等、災害の発生防止を図るとともに、災害発生時

には、流出したごみを適正に撤去・処分するなどにより河川環境の保全を図る。 
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⸗♬♃ꜞfi◓ ─  

○ 福井県内の原子力発電所における原子力災害が発生した際に、本県における放射線の影響を適

切に把握できるようにするため、引き続き県内に１２基あるモニタリングポストを適切に管理す

るとともに、国や関係機関と連携し、空間放射線量の適切なモニタリング体制を維持する。 

 

  

  
 

( )  
─ 

ₒ  x

─     

 
災害廃棄物処理図上演習への市町村担当者の参加者数
［累計］ 

153人 
（R5） 

290人 
（R11） 

― 

⸗♬♃ꜞfi◓ ─     

 緊急時モニタリング訓練の実施回数［単年度］ 
1回 

（R6） 
1回 

（毎年度） 
― 
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10 ɨȷȭȱɝɣɉȯɶȵɥɱ ɵ˲  

ҞɵВҞǵ Ẏӓ  

 

─  

○ 「内陸直下地震に係る震度分布解析・被害想定調査」の結果や、令和６年能登半島地震での事

例等も踏まえ、地震への事前の備え等について、学校や職場、地域の自治組織等での研修や訓練

等を通じて、さらなる周知を図るとともに、直感的に理解しやすい県民向け防災啓発資料の作成

に取り組む必要がある。また、市町村における地震ハザードマップの作成とその周知についても、

引き続き支援する必要がある。 

○ 「自らの命は自らが守る」という自助の意識を醸成するため、幼稚園や小中学校などにおいて、

毎年、地域の災害リスクや災害時にとるべき避難行動の理解促進等を図る防災教育や、地域の特

性に応じて、年間３回の異なる危険を想定した命を守る訓練を実施する。 

○ 学校における防災や・減災に係るリーダーとなる人材の育成により、各学校の実情に応じた実

効性のある防災教育を推進するため、各学校の防災担当者を対象とした学校安全講習会における

危機管理についての講習や教員を対象とした研修講座を通じて、防災に関する外部機関との連携

の拡充を図る。 

○ 現代的な諸課題を踏まえた教科横断的な学びとして、「体系的・系統的な防災教育」の指導計画

の作成と実践、「生きる力を育む学校での安全教育」の着実な実施と防災教育の推進を図るとと

もに、災害時における地域との連携を含めた災害から命を守る取組みについて考え、実践する「高

校生防災アクション」の推進を図る。 

○ 小学校の「総合学習の時間」を活用した防災に関する学習や、水辺でのイベントを通じた防災

啓発などの防災教育を進め、水害･防災への意識を深めていく。【再掲】 

○ 県内には石積砂防堰堤など数多くの伝統的砂防施設が残っており、先人たちが古くから土

砂災害と闘ってきた歴史について、小学校の「総合学習の時間」などを活用し、次世代へ語り

つなぎ、土砂災害・防災への意識を深めていく。【再掲】 

 

 

 

        



 

85 

⅛╠ ╩ ╢ ─  

〇 県民総ぐるみで「自助」と「共助」の力を最大限に発揮できるようにするためには、適宜、ア

ンケート調査等の実施により、県民の防災意識・知識の理解度も確認しながら、様々な取組みを

推進することが重要となる。このため、「災害から命を守る岐阜県民運動」を子どもから高齢者ま

で全ての世代を対象に幅広く展開するとともに、県や市町村、消防、警察、自衛隊、医療、福祉

などの防災に関わる全ての関係機関が連携し、令和６年能登半島地震での支援経験等も活かした

実効性のある啓発運動となるよう、関係者一丸となって取り組む。 

ₒ ₓ ⅛╠ ╩ ╢  

 ・県民総ぐるみで「自助」、「共助」の力を最大限に発揮できるようにすることを目的に実施する県民

運動 

○ 「自分の命は自分で守る」の自助・共助の意識を高め、災害への備えを負担感なく県民が行え

るよう、日常的に使用しているモノや行動を災害時にもそのまま役立てる「フェーズフリー」の

考え方を取り入れ、広く県民に普及・啓発を図る。 

ₒ ₓⱨ▼כ☼ⱨꜞכ 

 ・“いつも”と“もしも”の垣根をなくし、日頃、日常的に使用しているモノや行動を災害時にもその

まま役立てる考え方 

 

≢─ ─  

〇 風水害に備え、住民一人ひとりが自らの災害リスクを我が事として捉え、予め避難のタイミン

グと手順を定める「災害・避難カード」を作成する取組みを推進し、住民主体での適時・適切な

避難行動につなげる。また、デジタル版「災害・避難カード」についても広く県民に普及してい

く。 

○ 市町村が行う想定最大規模の降雨に基づく浸水想定区域に対応したハザードマップの改定に

ついて、引き続き支援する。 

○ 令和５年２月に追加公表された浸水想定区域図に基づき、中小河川における水害に対応するた

め、市町村での洪水ハザードマップ作成を引き続き支援する。 

○ 市町村が作成した土砂災害ハザードマップへの避難場所や避難経路等の記載について、引き続

き支援する。 

○ 「南海トラフ地震臨時情報」について、県民への周知を図り、その認知度を高めるとともに、

同情報が発表された際に適切な防災対応がとれるよう普及啓発を行う。あわせて、臨時情報（巨

大地震警戒）の発表に備え、「南海トラフ地震臨時情報発表時の防災対応指針」の随時の見直しも
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含め、地震による災害リスクが高い土砂災害特別警戒区域など、事前に避難が必要な地域に居住

する住民等を対象に、とるべき行動の理解促進を図る。 

○ 気象庁により予測精度の向上が進められている線状降水帯などの防災気象情報を県民が正し

く理解し、主体的な避難行動に対する意識の醸成・向上を図ることができるようにするため、研

修や講習会を実施する。また、「気象防災アドバイザー」を活用し、平時においては、市町村職員

向けの研修を実施するとともに、災害時においては、市町村に気象情報の解説や今後の気象見通

しについて助言を行うなど、市町村の防災力の向上を図る。このほか、災害対応の実施に当たっ

ては、気象庁のＪＥＴＴ（気象庁防災対応支援チーム）やリエゾンとの連携を推進していく。 

ₒ ₓ  

 ・次々と発生する発達した雨雲（積乱雲）が列をなした、組織化した積乱雲群によって、数時間にわ

たってほぼ同じ場所を通過または停滞することで作り出される、線状に伸びる長さ50～300km程度、

幅20～50km程度の強い降水を伴う雨域 

ₒ ₓ ▪♪Ᵽ▬◙כ 

 ・自治体の防災の現場で即戦力になる者として、国土交通大臣が委嘱する防災の知見を兼ね備えた気

象の専門家 

 

─  

○ 一人暮らしの高齢者や障がい者などの避難行動要支援者の逃げ遅れを防ぐため、要支援者名簿

を警察や消防機関等へ事前に提供する取組みに加え、自治会や社会福祉協議会、ケアマネジャー

等と連携した取組み等の優良事例の共有などにより、個別避難計画の策定が進むよう市町村を支

援する。また、策定した個別避難計画に基づき、避難行動要支援者が円滑に避難することができ

るよう、地域ぐるみでの防災訓練の実施を促進する。 

ₒ ₓ  

 ・避難行動要支援者一人ひとりの状況に合わせ、災害時の「避難支援者」、「避難先」、「避難経路」、「避

難に当たっての配慮事項」等を記載した個別の避難行動計画 

 

─ ה  

○ 「清流の国ぎふ防災・減災センター」や市町村において地域で活躍できる防災人材の育成を推

進するとともに、育成した人材が地域防災力の要となるよう、自主防災組織等と連携を深める機

会の創出を促進するなど、防災人材がそれぞれの地域で活躍できる体制の構築を強化・推進する。 

○ 外国人防災リーダーの育成に加え、育成したリーダーを防災講座等に講師として派遣するなど、

地域の外国人に対する防災啓発の強化に取り組む。 
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○ 市町村と地域住民とが密接に連携した訓練を実施できるよう、より具体的な運営手順や方法を

学ことができる研修を実施するなど、避難所運営を指導する人材を育成する講座の充実を図る。 

○ 全ての公立学校の安全管理責任者を対象とした学校安全講習会や管理職や学校安全担当者を

対象とした総合教育センターにおける教員研修を通して、校内の危険箇所等の確認の視点や方法

について、更なる普及・啓発を図る。 

○ 高齢化や過疎化が進む地域では、災害時に地域で支え合う「共助」の機能が希薄となることか

ら、防災士や消防団員など、地域において防災リーダーとなり得る人材の確保・育成を図るとと

もに、育成した防災リーダーによる防災教育や防災訓練の実施を推進する。 

 

◖Ⱶꜙ♬♥▫ ─ ™  

〇 災害時に「共助」の力を発揮するためには、平時からのコミュニティの活力維持が重要となる

ことから、地域の課題解決に取り組む地域活動団体等に対して、その活動に関する指導・助言を

行うアドバイザーを派遣するなど、地域活動団体等による取組みを支援する。 

○ 地域のコミュニティとして様々な活動と防災活動を組み合わせること等により、災害による被

害を予防し、軽減するための自主防災組織の育成・活動を促進する。 

 

─ ™ ה  

○ 地域の復旧の中心となる建設業を担う人材の育成・確保を図るため、「ぎふ建設人材育成・確保

連携協議会」による産学官一体の取組み、職場環境の改善や人材育成に積極的な企業を「ぎふ建

設人材育成リーディング企業」として認定する制度、「建設ＩＣＴ人材育成センター」による技術

力・生産性向上を目的とした研修などを推進する必要がある。また、建築分野においては、「岐阜

県建築担い手育成協議会」による産学官が連携した取組みや、「ぎふ建築担い手育成支援センタ

ー」による技術力・生産性向上を目的とした研修などを推進する必要がある。 

ₒ ₓ ☿fi♃כ 

 ・地域のインフラ整備やその維持管理、また災害発生時など緊急時において県民の安全安心を担って

いる建設業の人材確保と育成に、産学官が一体となって対応するために設立した機関 

ₒ ₓ⅞┤ ™ ☿fi♃כ 

 ・地域経済の発展を支えるとともに、災害発生時の建築物の復旧には不可欠となる建築業の人材を、

建築業界や教育機関と連携して確保・育成するために設立した機関 
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( )  
─ 

ₒ  x

─     

 災害への備えを１つでも行っている人の割合［単年度］ 
91.5％ 
（R6） 

91.5％ 
（毎年度） 

― 

 
ハザードマップにより地域の危険性を把握している人
の割合［単年度］ 

75.0％ 
（R6） 

75.0 ％ 
（毎年度） 

― 

 
災害の種類に応じた避難場所・避難経路を把握してい
る人の割合 

75.0％ 
（R6） 

100％ 
（R11） 

― 

 「広域防災センター」年間利用者数［単年度］ 
4,350人 
（R5） 

7,000人 
（毎年度） 

― 

 
異なる危険を想定した命を守る年間３回の訓練実施率
（小学校） 

94.9％ 
（R5） 

100％ 
（R11） 

― 

 
異なる危険を想定した命を守る年間３回の訓練実施率
（中学校） 

97.7％ 
（R5） 

100％ 
（R11） 

― 

 
異なる危険を想定した命を守る年間３回の訓練実施率
（高校） 

92.2 
（R5） 

100％ 
（R11） 

― 

 
総合学習等を活用した児童に対する河川防災・水難事
故防止等の啓発活動実施率【再掲】 

0％ 
（R5） 

100％ 
（R11） 

― 

 高校生防災アクションプラン実施校数 
47校 

（R5） 
84校 

（R11） 
― 

≢─ ─     

 災害・避難カード作成事業実施市町村数 
36市町村 
（R5） 

42市町村 
（R11） 

― 

 南海トラフ地震臨時情報の認知度［単年度］ 
31.5％ 
（R5） 

75.0％ 
（毎年度） 

― 

 気象防災に関する研修等の実施回数［単年度］ 
2回 

（R5） 
3回 

（毎年度） 
― 

─     

 
「事前に避難行動要支援者名簿情報の提供について同
意を得た方を対象とした個別避難計画」の策定市町村
数 

20市町村 
（R5） 

42市町村 
（R11） 

― 

 
洪水浸水想定区域内や土砂災害警戒区域内の要配慮者
利用施設等における避難確保計画の作成に向けた講習
会への参加施設数［累計］【再掲】 

1,040施設 
（R5） 

2,600施設 
（R11） 

― 

─ ה     

 
「清流の国ぎふ 防災・減災センター」による清流の国
ぎふ防災リーダー育成講座受講者数［累計］ 

1,430人 
（R5） 

2,130人 
（R11） 

― 

 
「清流の国ぎふ 防災・減災センター」による避難所運
営指導者養成講座養成者数［累計］ 

3,601人 
（R5） 

4,200人 
(R11) 

― 

 
「清流の国ぎふ防災・減災センター」による避難所運営
基礎講座受講者数［累計］【再掲】 

2,750人 
（R5） 

3,950人 
（R11） 

― 

 防災士の育成数［累計］ 
9,237人 
（R5） 

12,500人 
（R11） 

― 

 外国人防災リーダーの確保数［累計］ 
15人 

（R5） 
35人 

（R11） 
― 



 

89 

  
 

( )  
─ 

ₒ  x

◖Ⱶꜙ♬♥▫ ─ ™     

 地域の課題解決応援事業参加者数［累計］ 
1,178人 
（R5） 

5,890人 
（R11） 

― 

─ ™ ה     

 ぎふ建設人材育成リーディング企業認定数［累計］ 
338社 
（R5） 

430社 
（R11） 

― 

 ぎふ建設人材育成・確保連携協議会正会員数［累計］ 
195社 
（R5） 

230社 
（R11） 

― 

 
建設ＩＣＴ人材育成センターが主催する研修の受講者
数［累計］ 

5,794人 
（R5） 

11,800人 
（R11） 

― 
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11 Ὅ   ɨȻɶȷș ǒǞǦᾍꜘҘ▌ӓ  

 

⌐ ╢ ─ ─  

○ 生活必需物資や医療救護、緊急救援など、災害時応援協定を各分野で締結しており、引き続き

新たな協定締結先の検討を進める。また、災害時において、各協定締結団体が迅速に活動できる

よう、平時から「顔の見える」関係を構築し、実践的な共同訓練を行う。 

 

⌐ ╢ ─  

〇 自衛隊、警察、消防等の関係機関及び民間事業者等が相互に連携する訓練を引き続き実施し、

関係機関との連携体制を強化する。 

○ 災害時には、安否不明者者捜索・救助活動の効率化・円滑化等を目的とする氏名公表について、

「災害時における安否不明者・死者の氏名等公表に係る手順書」に基づき迅速に対応を行う。 

○ まちぐるみでの消火器等を用いた初期消火の訓練、シミュレーションやＤＩＧを用いた防災訓

練など、地域における防災教育を通じ、県民の意識向上を図るとともに、消防設備の充実を図る

ため、市町村に対し、国の補助金の活用を促していく。また、大規模火災発生時等の消防水利を

確保するため、関係機関と連携し、ミキサー車からの給水訓練及びその水を水利とした放水訓練

を引き続き実施する。【再掲】 

 

Ⱳꜝfi♥▫▪─ ה ─  

○ 大規模災害発生時に、市町村ボランティアセンターの円滑な運営を支援する「岐阜県災害ボラ

ンティア連絡調整会議」を速やかに設置し、ボランティアを円滑に受入できるよう、平時から市

町村及び市町村社会福祉協議会を含めた関係機関との意見交換や研修・訓練などを通じて、「顔

の見える」関係づくりを進め、多様な主体との連携・協働を図る。 

ₒ ₓ Ⱳꜝfi♥▫▪  

 ・大規模災害発生時に、速やかに災害ボランティア受入に係る総合調整、県内外への様々な情報発信

などの支援を行うための組織 

○ 大規模災害時における迅速かつ継続的な支援に備えるため、災害ボランティアセンターの運営

を支援する人材を養成していく。 
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○ 倒木処理など専門技術を要するニーズに対応するため、技術ボランティアが円滑に活動できる

よう連携体制を維持する。 

 

  

  
 

( )  
─ 

ₒ  x

⌐ ╢ ─ ─     

 物資輸送訓練実施回数［単年度］【再掲】 
1回 

（R6） 
1回 

（毎年度） 
― 

⌐ ╢ ─     

 関係機関参加の総合防災訓練の実施回数［単年度］ 
1回 

（R6） 
1回 

（毎年度） 
― 

Ⱳꜝfi♥▫▪─ ה ─    

 
災害ボランティア運営支援者向け研修会の参加者数
［累計］ 

312人 
（R5） 

1,500人 
（R7- 11） 

― 
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12 ɟɱɄɈɱȷɵ ӓᾍ   ̝Ȣɱɓɧǵ ᾎᴁӓ  

 

─ ⌂  

○ 高度経済成長期以降に整備した橋梁、トンネル、モルタル吹付法面などの道路施設の高齢化が

進行していることから、「岐阜県道路施設維持管理指針」に基づき、引き続き計画的な点検、補修

等を実施する。 

○ 洪水時に県民の生命はもとより財産や暮らしを水害から守るため、河道の流下能力が確実に確

保されるよう、航空レーザによる効率的かつ高精度な測量を行い、計画的な維持管理を実施する。

また、適宜、「岐阜県河川インフラ長寿命化計画」の見直しを行い、老朽化が著しい大規模構造物

の更新や予防保全型の維持管理を効率的かつ効果的に推進する。 

○ 高齢化が進む膨大な砂防施設の機能を維持し、災害発生時に効果を最大限発現するため、「岐

阜県砂防関係施設長寿命化計画」に基づき、点検の確実な実施と点検結果を踏まえた初期段階で

の適切な補修・改築により予防保全的な維持管理を推進する。 

○ 膨大な治山施設の機能を維持し、災害発生時に効果を最大限発現するため、「岐阜県治山施設

長寿命化計画」に基づき、点検の確実な実施と点検結果の評価に基づく初期段階で適切な補修・

改築・機能強化の実施により予防保全的な維持管理を推進する。 

 

─  

○ 不特定多数の方が集まる文化施設や県立学校など多くの県有施設が老朽化し、更新時期を迎え

ることから、「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づき、必要性、有効性、効率性の観点か

ら、統廃合等も含めた今後の施設のあり方について検討を行う「総点検」を実施するとともに、

引き続き「岐阜県県有建物長寿命化計画」に基づき、計画的な維持保全に取り組む。 

○ 県営住宅については、耐用年限の２分の１を経過している住宅が８割を超えており、今後、更

新時期を迎える建築物も見込まれることから、「岐阜県公営住宅等長寿命化計画」に基づき、計画

的な維持管理・更新を行う。 
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ⱷfi♥♫fi☻⌐ ∆╢ ─  

○ 県、岐阜大学、産業界が連携し、点検や補修に関する高度な技術を有する「社会基盤メンテナ

ンスエキスパート（ＭＥ）」を養成し、道路や小規模橋梁の点検・修繕に活用するとともに、地域

の道路を見守る「社会基盤メンテナンスサポーター（ＭＳ) 」を小中学校関係者や高校生などに拡

大し、効率的かつ効果的な維持管理を推進する。 

 

⌐ ∆╢  

○ 社会資本の高齢化や災害の頻発化が進む中、多くの市町村は、技術職員の不足などの課題を抱

えていることから、土木事務所における社会資本メンテナンス相談窓口などを活用し、引き続き

市町村に対する維持管理や災害復旧の技術的な支援を推進する。 

 

  

 β  
( )  

─ 
ₒ  x

─ ⌂     

 
二巡目の定期点検( Ｒ１～Ｒ５) で早期に措置を講ずべ
き状態とされた道路施設の対策を実施した割合 

27％ 
（R6） 

100％ 
（R11） 

― 

 
「岐阜県河川インフラ長寿命化計画」の健全度評価結
果を踏まえた対応済（「措置段階」以外）の割合［単年
度］ 

100％ 
（R5） 

100％ 
（毎年度） 

― 

 
「岐阜県砂防施設長寿命化計画」に基づく補修・改築の
完了率 

52％ 
（R5） 

81％ 
（R11） 

― 

ⱷfi♥♫fi☻⌐ ∆╢ ─     

 社会基盤メンテナンスエキスパートの養成人数［累計］ 
640人 
（R5） 

800人 
（R11） 

― 

 ※「現状値」の数値は見込み値を含む 
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13 ɅȶȽɩ  

            ɅȶȽɩ ǲȏȒ▌ ӓ ǵ ↓ӓ  

 

─  

○ 「岐阜県砂防関係施設長寿命化計画」に基づき、目視確認が困難な砂防施設の調査や被災状況

の把握等においてもドローンを活用し、調査の効率化と安全性の向上を図る。 

○ 多数の孤立地域が同時発生した際には、ヘリコプター等による空からの迅速な状況把握や物資

輸送が有効であることから、ヘリコプターやドローンで撮影した映像を迅速に災害対策本部で共

有できる体制の構築を図るとともに、ヘリコプター離発着可能候補地の把握に向けた取組みを推

進する。 

○ 被災地域に支援を行う上で通信の確保は不可欠であることから、引き続き固定電話、携帯電話

共に使用できない場合の衛星携帯電話等の通信手段や、非常用電源の確保を促進する。また、民

間の衛星通信機器をはじめとするデジタル等新技術を用いた通信手段の確保を検討する。 

○ 災害時には、ＳＮＳ上に被災者を装う悪質な投稿や、実在しない住所からの救助要請などの虚

偽・デマ情報が流れる可能性があることを踏まえ、ＳＮＳ上に流通する様々な情報をＡＩなども

活用して迅速に把握し、虚偽・デマ情報への注意喚起や正確な情報の発信を実施する。また、災

害時の情報収集の方法や虚偽・デマ情報の危険性を平時から幅広く啓発する。 

○ ドローンや情報連絡員用タブレットなど、新たに導入した資機材の活用方法の確認を含め、訓

練や研修を実施し、職員による操作手順等の習熟を図ることで、被災状況を早期に把握できる体

制を確保する。 

○ 国の「総合防災情報システム（ＳＯＢＯ－ＷＥＢ）」と県の「被害情報集約システム」とのデー

タ連携に向け、必要な改修などの機能強化に取り組むとともに、国・県・市町村が災害時に情報

を迅速に共有し、被災状況や応急対応の把握・認識統一を図れるよう、様々な防災関係システム

の標準化・統一化を国に働きかけていく。 

ₒ ₓ ◦☻♥ⱶ  

 ・災害対応機関間で災害情報を地理空間情報として共有するシステム。災害情報を俯瞰的に捉え、被

害の全体像の把握を支援することを目的とし、2024年４月から内閣府において運用を開始。 
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○ 被災者の生活再建に必要な罹災証明書の迅速かつ効率的な発行も含め、被災者のニーズに応じ

たきめ細やかな支援を実施できるよう、マイナンバーカードを使用したシステムや専用アプリの

活用による避難者の把握・管理などのデジタル技術を活用した取組みについて、国の動向も踏ま

えつつ、導入に向けた調査・研究を推進する。 

○ 指定避難所以外への避難者の人数や必要物資等の把握が可能となる「分散避難システム」を活

用し、指定避難所以外への避難者に対しても、迅速な支援を行うことができる体制を構築すると

ともに、地域における防災訓練や研修の場などを通じ、県民に対して「分散避難システム」を広

く周知し、災害時における活用を促していく。これに加え、国が構築している「クラウド型被災

者支援システム」など、被災者支援に資するシステムの調査・研究を推進する。 

ₒ ₓ ◦☻♥ⱶ 

 ・災害時に、市町村が開設した避難所以外への避難者の人数や必要物資の種類・数量等を把握するた

め、岐阜県が整備したシステム 

ₒ ₓ◒ꜝ►♪ ◦☻♥ⱶ 

 ・マイナンバーカードを活用して、避難所運営や罹災証明書の発行などの被災者支援を行うことが可

能となる内閣府が構築するシステム 

○ ドローンやレーザ技術などの遠隔点検技術や記録のデジタル化を推進し、道路・河川・砂防施

設の点検を安全かつ効率的に実施する。 

○ 風水害に備え、住民一人ひとりが自らの災害リスクを我が事として捉え、予め避難のタイミン

グと手順を定める「災害・避難カード」を作成する取組みを推進し、住民主体での適時・適切な

避難行動につなげる。また、デジタル版「災害・避難カード」についても広く県民に普及してい

く。【再掲】 

○ 要配慮者を含む避難者が、安心して避難生活を送ることができるようにするため、「避難所に

おける良好な生活環境の確保に向けた取組指針」や「スフィア基準」の考え方に加え、大規模災

害時の教訓等も踏まえ、「岐阜県避難所運営ガイドライン」を適宜改定する。また、避難所での生

活が長期化することを見据え、トイレトラック、キッチンカーといった移動型車両や、循環式シ

ャワールームなどの機器の活用に向けた取組みを進めるとともに、被災者の生活支援・再建を担

うＮＰＯなどの多様な民間団体と連携した取組みを強化する。加えて、各市町村において、「岐阜

県避難所運営ガイドライン」の内容を踏まえた「避難所運営マニュアル」の策定・見直しが適切

に進むよう、引き続き支援を行う。【再掲】 

○ 住民主体での避難行動を促進するため、各種防災情報や避難情報を一元的にわかりやすく提供

する「岐阜県総合防災ポータル」を多言語化させており、災害時だけでなく平時から広く活用い

ただけるよう更なる周知に取り組むとともに、発信する情報の充実や、様々な手段での情報発信



 

96 

を進めていく。また、具体的な災害リスクを認知するためのハザードマップの普及促進、警戒レ

ベルなど直感的に把握可能な表現による避難情報発令、ローカル・メディアと連携したきめ細か

な情報提供、ＳＮＳを活用した情報発信など情報伝達を強化する。【再掲】 

○ 市町村防災行政無線については、長期停電による電源喪失にも対応できるよう、燃料やバッテ

リー補給体制を再点検するとともに、更新時期等を勘案した機能強化の検討を働きかける。あわ

せて、万一停止した際の広報車による巡回広報などアナログ手法に加え、民間の衛星通信機器を

はじめとするデジタル等新技術を用いた代替手段の検討についても市町村に働きかけを行う。

【再掲】 

 

ה ─♃כ♦ ה ─  

○ 地震発生時に県内の震度情報を、気象庁を通じて県民に伝達するため整備した「震度情報ネッ

トワークシステム」について、今後高い確率で発生すると言われる南海トラフ地震などの大地震

発生時に備え、安全性、信頼性、即時性を備えたシステムとして適切に維持管理を行い、観測・

情報伝達体制を確保する。 

○ 県のオープンデータを扱うポータルサイトにおいて、防災に係るオープンデータの提供を進め

ているが、民間でのデータ利活用を促進するため、市町村と連携したデータの広域化とともに、

より使いやすいデータの提供を進める。 

○ 航空レーザ測量データを基に作成した点群（ＤＥＭ）データや微地形図等について、利用希望

者が容易にデータ取得をできる環境を整備するとともに、適切なデータ管理ができる体制を構築

する。 

○ これまで、岐阜県広域防災センター内に、ＶＲゴーグルにより災害の仮想体験ができるコーナ

ーを設けるなど、展示内容のリニューアルを行ってきたが、引き続き、デジタル等新技術も活用

しながら、展示内容の充実化を図ることで、県民、学校、自治会、自主防災組織等に対する防災

教育や情報発信の拠点としての機能を高めていく。 

ₒ ₓ ☿fi♃כ 

 ・県民の防災知識の普及向上や、災害時に必要となる防災用資機材の備蓄等を目的とする施設 

 

  

 β  
( )  

─ 
ₒ  x

─     

 県職員のドローン操作研修受講者数［累計］ 
137人 
（R6） 

630人 
（R11） 

― 
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 β  
( )  

─ 
ₒ  x

 ドローンを活用した情報収集訓練の実施回数［累計］ 
0回 
(R6) 

5回 
(R11) 

― 

 分散避難システムを活用した訓練実施回数［累計］ 
0回 
(R6) 

5回 
(R11) 

― 

 デジタル版「災害・避難カード」作成事業実施市町村数 
20市町村 
（R5） 

42市町村 
（R8） 

― 

 岐阜県公式ＬＩＮＥ友達登録者の数【再掲】 
10,032人 

(R6) 
20,000人 
（R11） 

― 

 ※「現状値」の数値は見込み値を含む 
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₈ ⅝≡│⌂╠⌂™ ─ ₉↔≤─  

 

№╠╝╢ ⌐ ⇔⁸ ╩ ← 

1- 1)  ⌐╟╢ ה ─ ה ╛ ─ ⌐ ℮  

   ⌂ ─  

ה ─ ה ─  

○ 地震による死傷者や道路閉塞の発生を防ぐためには、住宅・建築物の被害を減らすことが重

要である。住宅・建築物の耐震化を推進するため、耐震診断、耐震改修工事等に対する、国、

県及び市町村による支援を行うとともに、部分的な耐震補強（耐震シェルターなど）に対する

支援策を検討するほか、戸別訪問、建築物耐震改修説明会、リフォーム事業者に対する講習会

など、普及啓発を実施する必要がある。また、耐震診断義務化対象建築物のうち、耐震性が不

十分な建築物の耐震化の促進を図る必要がある。さらに、倒壊の危険がある民間ブロック塀の

除去や、既存天井（吊り天井）の耐震改修が進むよう支援する必要がある。 

○ 住宅・建築物の耐震化については、老朽化したマンションの再生･除却の促進についても重

要となることから、マンションの建替え等の円滑化に関する法律の改正内容等も踏まえ、必要

に応じて、管理組合への助言等を行う必要がある。 

○ 地震発生時には、火災の発見・通報・初期段階での消火の遅れや、災害の同時発生による消

防力の不足などが生じる恐れがあることから、住宅用火災警報器や住宅用消火器などの普及を

推進する必要がある。また、近年の大規模地震においては、電気に起因する火災が多く発生し

ていることから、電気火災防止に効果的な感震ブレーカーの普及も推進する必要がある。 

○ まちぐるみでの消火器等を用いた初期消火の訓練、シミュレーションやＤＩＧを用いた防災

訓練など、地域における防災教育を通じ、県民の意識向上を図るとともに、消防設備の充実を

図るため、市町村に対し、国の補助金の活用を促していく必要がある。また、大規模火災発生

時等の消防水利を確保するため、排水ポンプ車やミキサー車を活用した給水が可能となるよ

う、関係機関と連携しミキサー車からの給水訓練及びその水を水利とした放水訓練を実施して

いるが、大規模火災時に連携した消火活動が展開できるよう、引き続き訓練を実施する必要が

ある。 

○ 既存不適格建築物等の安全性向上のため、当該建築物における適切な退避・避難行動の方法

に加え、避難経路等の確保を目的とした改修の必要性について周知する必要がある。 

○ 地震や洪水による機能不全を防ぐため、防災拠点等建築物の建築主や設計者、管理者など関

係者に広く「防災拠点等となる建築物に係る機能継続ガイドライン」及び「建築物における電

気設備の浸水対策ガイドライン」を周知する必要がある。 

○ 南海トラフ地震は、震源域が広範囲にわたる海溝型地震であり、地震が発生した場所から数

百キロメートル離れた場所でも揺れ続ける「長周期地震動」の発生も予測されていることから、

「長周期地震動」の認知度の向上に向けた取組みとともに、家具や什器などの転倒等防止対策

の啓発を推進する必要がある。 

 

─  

○ 不特定多数の方が集まる文化施設や県立学校など多くの県有施設が老朽化し、更新時期を迎

えることから、「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づき、必要性、有効性、効率性の観
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点から、統廃合等も含めた今後の施設のあり方について検討を行う「総点検」を実施するとと

もに、引き続き「岐阜県県有建物長寿命化計画」に基づき、計画的な維持保全に取り組む必要

がある。 

○ 県営住宅については、耐用年限の２分の１を経過している住宅が８割を超えており、今後、

更新時期を迎える建築物も見込まれることから、「岐阜県公営住宅等長寿命化計画」に基づき、

計画的な維持管理・更新を行う必要がある。 

 

⅝ ─  

○ 大規模災害発生時の空き家の倒壊による道路の閉塞などを防止するため、市町村等と連携し

て空き家の活用や除却を進めるとともに、空き家所有者への意識啓発や市町村に対する優良事

例の情報提供等、総合的な空き家対策を推進する必要がある。 

 

─  

○ 盛土等に伴う災害から人命を守るため、盛土規制法に基づき既存盛土等調査を実施する必要

がある。また、盛土規制法の施行前に抽出された大規模盛土造成地について、市町村と連携し

て変動予測調査等を実施する必要がある。 

 

─  

○ 大規模火災のリスクが高く、地震時等に危険な密集市街地については、都市の防災機能の向

上を図るため、市町と連携して市街地再開発事業など密集市街地の面的整備を促進する必要が

ある。 

 

─ ⌂  

○ 令和６年能登半島地震では、道路啓開に時間を要し、安否確認や救急活動などに支障が生じ

たことから、早期の応急復旧に向け、災害時応急対策用資機材備蓄拠点の増強や、道の駅等へ

の備蓄倉庫を整備する必要がある。また、関係機関と連携した訓練を継続的に実施し、発災時

に道路啓開計画に基づく対応を確実かつ迅速に実施する体制を確保する必要がある。 

○ 災害により道路が通行不能となった際には、建設関連団体との災害応援協定や、道路管理者

である県でも倒壊した電柱を撤去できる旨を定めた電線管理者との協定を活用し、関係機関と

連携して迅速な啓開作業を実施する必要がある。 

 

─ ⇔  

○ 本県には１００を超える活断層が密集しており、県内のどの地域においても震度６強以上の

内陸直下地震が発生する可能性があることから、主要な活断層による地震の被害想定調査に基

づき防災・減災対策に取り組んでいる。国による南海トラフ地震被害想定の見直し内容を踏ま

えた上で、県の被害想定の見直しを含め、現状の課題整理や今後取り組むべき防災・減災対策

の検討を推進する必要がある。 
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1- 2)  ⌐╟╢ ╛ ─ ⅛≈ ⌐╦√╢ ─ √╘ ─  

   ⌐╟╢╙─╛⁸ ▬fiⱨꜝ─ ה ⌐╟╢ ה ⌐ ∆╢ ⌂  

   ─ ⌐ ℮╙─╩ ╗  

⌂ ─  

○ 近年の気候変動による降雨の激甚化・頻発化傾向に伴い、平成３０年７月豪雨、令和２年７

月豪雨、令和３年８月の大雨、令和６年台風第１０号のように治水安全度が低い県管理中小河

川における水害が頻発している。このため、河川改修やダムの建設などの対策をより一層加速

するとともに、流域のあらゆる関係者が協働して水災害対策を行う「流域治水」を推進する必

要がある。 

○ 水害の発生頻度を低下させ、生命はもとより財産や暮らしを守り、社会経済活動を安心して

営めるようにするため、新丸山ダムや長良川遊水地等の直轄事業を促進するほか、「岐阜県新

五流域総合治水対策プラン」に基づき、河川改修や内ケ谷ダムの整備等を推進し、ハード対策

を迅速に進める必要がある。加えて、河川管理施設等のハード施設では防ぎきれない水害に対

しては、要配慮者利用施設に義務付けられた避難確保計画の作成や避難訓練の実施に係る支援

など、命を守るための避難行動につながるソフト対策を推進する必要がある。 

○ 令和６年７月の東北地方の大雨では、ポンプ設備が故障した排水機場の代替として、排水ポ

ンプ車が活用されたことから、県が保有する排水ポンプ車の操作技術及び実施体制を確保する

ための定期的な訓練を継続し、浸水被害を防止・軽減する体制を確保する必要がある。 

○ 中小河川の危機管理型水位計や河川監視カメラを適切に維持管理するとともに、出水時に避

難判断の参考となる情報を市町村に確実に伝えるための情報伝達等に係る定期的な訓練を継

続して実施する必要がある。また、洪水時の円滑な避難のため、各市町村において整備した洪

水ハザードマップの周知・啓発を促進し、住民の防災意識を向上させるなど、避難体制の整備

を支援する必要がある。 

○ 平成３０年７月豪雨などの災害を受けて実施した「重要インフラの緊急点検」結果等を踏ま

え、洪水時の流下阻害となる箇所の河道の掘削や樹木伐採、ダムの堆積土砂の浚せつ等を進め、

流下能力の向上を図る必要がある。 

○ ダムの緊急放流に関する事前通知について、実績降雨に基づき予測システムの検証を行い、

予測精度の向上を図るとともに、必要に応じてシステムを改修し、早期の事前通知を検討する

必要がある。 

○ 令和６年７月の東北地方の大雨では、多くのダムで事前放流を実施し、洪水調節の能力を一

時的に増強したことから、県内ダムの事前放流に係る情報伝達などの定期的な訓練を継続し、

台風などの大雨による洪水に備える態勢の確保を図る必要がある。 

○ 小学校の「総合学習の時間」を活用した防災に関する学習や、水辺でのイベントを通じた防

災啓発などの防災教育を進め、水害･防災への意識を深めていく必要がある。 

○ 高齢化や過疎化が進む地域を中心に、「自助」、「共助」の意識の醸成を図り、要配慮者への避

難支援等、地域の防災力の向上に取り組むほか、地域の住民が互いに支え合って避難行動をと

ることができるよう、住民による地区防災計画の作成など、住民の自発的な防災活動に対して、

積極的に支援する必要がある。 
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○ 気候変動適応法において、各市町村は自然的社会的状況に応じた気候変動適応計画の策定に

努めるよう規定されていることから、市町村における気候変動適応計画の策定について、引き

続き助言等を実施する必要がある。 

○ 岐阜県気候変動適応センターにおいて、防災分野を含めた気候変動の影響及び適応に係る共

同研究や情報収集等に引き続き取り組むとともに、その成果については、県及び市町村の地域

気候変動適応計画や地域防災計画等にも必要に応じ位置付けた上で、気候変動への適応と防

災・減災対策を包括的に実施していく必要がある。 

 

─  

○ 防災機能強化の観点から、災害リスクの低い地域に医療・福祉施設、商業施設や住居等がま

とまって立地し、住民が公共交通によりこれらの施設にアクセスできるまちづくりを進めるた

め、市町村の立地適正化計画の策定及び防災指針の作成を促進する必要がある。 

 

√╘ ─ ─  

○ 農業用ため池の多くは、近代的な技術基準に基づき設置されておらず、地震又は豪雨による

決壊の危険性があることから、決壊した場合の影響度を踏まえ、地震・豪雨耐性評価を実施し、

必要な防災工事を計画的に実施する必要がある。また、市町村に対し、ハザードマップの周知

を促すなど、引き続きハード・ソフトを組み合わせた取組みを継続する必要がある。 

○ 地震、豪雨が発生した際の農業用ため池等における緊急点検要領について周知徹底を図ると

ともに、ため池保全管理研修や災害復旧技術研修を実施し、ため池の管理・復旧に係る技術力

向上を図る必要がある。 

 

─  

○ 県内では、全国トップクラスの排水機場や樋門等の河川管理施設を管理していることから、

大規模な地震等による河川構造物の機能不全に伴う二次災害の発生に備えるため、施設の耐震

化を推進するとともに、地震被害発生の際には、緊急点検や応急対策を速やかに行うための盛

土拠点の整備を図る必要がある。 

 

─  

○ 近年の気候変動による降雨の激甚化・頻発化傾向に伴う大水害や治水安全度が低い県管理河

川の水害の頻発化に備え、洪水時に県民の生命はもとより財産や暮らしを水害から守るため、

河道の流下能力が確実に確保されるよう、航空レーザによる効率的かつ高精度な測量を行い、

計画的な維持管理を実施する必要がある。また、適宜、「岐阜県河川インフラ長寿命化計画」の

見直しを行い、老朽化が著しい大規模構造物の更新や予防保全型の維持管理を効率的かつ効果

的に推進する必要がある。 

 

─  

○ 農業用排水機場の多くが、周辺農地の宅地化などによる流出量の増加、地盤沈下のほか、「想

定外の常態化」ともいうべき豪雨の頻発化などによる排水機の能力不足が懸念されており、施
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設の老朽化や地震、集中豪雨等に起因する災害を未然に防止するため、長期的な施設機能の確

保に向けた機能保全対策を実施する必要がある。 

○ 地震が発生した際の農業用排水機場における緊急点検要領について周知徹底を図る必要が

ある。 

 

1- 3)  ⌂ ⁸ ה ⁸ ♄ⱶ─ ⌂≥ ╛  

   ─ ╩ ╗ ⌐╟╢ ─ ╛ ⌂ ─  

⌂ ─  

○ 県内で発生した過去の大災害等を教訓に木曽川水系、庄内川水系及び神通川水系の上流域で

実施している直轄砂防事業を促進するとともに、「八山系砂防総合整備計画」に基づき、土砂災

害により人命等に危害が及ぶおそれがある箇所においてハード対策を推進する必要がある。ま

た、令和６年能登半島地震により崩壊した土砂が、令和６年９月の能登半島での豪雨により下

流へ流出し大きな被害をもたらしたことから、土砂や流木等を確実に補足できるよう砂防堰堤

裏の土砂撤去を計画的に実施する必要がある。 

○ これまでの要配慮者利用施設や避難所への土砂災害対策に加え、重要な防災拠点となる市町

村役場等への対策にも取り組むほか、緊急輸送道路や孤立が予想される地域等を保全する施設

整備を推進する必要がある。また、土砂と洪水が重なり被害が拡大する恐れのある流域を調査・

把握する必要がある。 

○ 土砂災害の恐れのある区域を明らかにし、警戒避難体制の整備を図るため、今後も土砂災害

警戒区域等を指定するとともに、既指定区域の定期調査や地形の改変等があった区域の随時調

査を実施する必要がある。また、ポータルサイトや周知看板により土砂災害警戒区域の指定状

況を周知することに加え、これまでに蓄積した災害等の情報を活用してより精度の高い土砂災

害警戒情報を提供していく必要がある。さらに、市町村の防災訓練やハザードマップ作成の支

援をするとともに、平成２９年の土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関す

る法律( 以下「土砂災害防止法」という。) の改正により要配慮者利用施設に義務付けられた「避

難確保計画」の作成及び避難訓練の実施を支援する必要がある。 

○ 土砂災害特別警戒区域など、がけ地の崩壊などの恐れのある区域内の住民に対し、市町村と

協働して、「がけ地近接等危険住宅移転事業」の周知を行うとともに、市町村に対しては、この

制度が災害による被害を未然に防止する有効な手法の一つであることを改めて説明し、活用を

促す必要がある。 

○ 地震発生後、ドローンを活用し天然ダム等を早期に発見するとともに、土砂災害の恐れがあ

る場合には、土石流センサーを活用した監視・計測による緊急避難体制を確保する必要がある。

また、大規模土砂災害に備えて、日頃より市町村や関係機関と連携した防災訓練を実施する必

要がある。 

○ 県内には石積砂防堰堤など数多くの伝統的砂防施設が残っており、先人たちが古くから土砂

災害と闘ってきた歴史について、小学校の「総合学習の時間」などを活用し、次世代へ語りつ

なぎ、土砂災害・防災への意識を深めていく必要がある。 

 

─  
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○ 高齢化が進む膨大な砂防施設の機能を維持し、災害発生時に効果を最大限発現するため、「岐

阜県砂防関係施設長寿命化計画」に基づき、点検の確実な実施と点検結果を踏まえた初期段階

での適切な補修・改築により予防保全的な維持管理を推進する必要がある。 

 

♄ⱶ ─ ה  

○ 林野庁が山地災害の激甚化や流木災害等を踏まえて改定した「山地災害危険地区調査要領」

に基づき、令和６年度から７年度にかけて実施する山地災害危険地区の再評価結果を踏まえ、

山地災害発生の危険度が高く、かつ、人家等の保全対象への影響が大きい地区を抽出し、治山

対策を推進する必要がある。また、流域内の森林整備と合わせた面的な山地防災力の向上を図

る必要がある。 

 

─  

○ 膨大な治山施設の機能を維持し、災害発生時に効果を最大限発現するため、「岐阜県治山施

設長寿命化計画」に基づき、点検の確実な実施と点検結果の評価に基づく初期段階で適切な補

修・改築・機能強化の実施により予防保全的な維持管理を推進する必要がある。 

 

─  

○ 登山届の提出の更なる促進を図るため、登山届の作成・提出がスマートフォンから可能とな

る登山アプリ等を用いたオンラインによる登山届の提出について、ホームページ、雑誌、ポス

ター、チラシなどの様々な広報媒体を用いて周知する必要がある。 

○ 関係機関と連携を図りながら、情報伝達訓練や実動訓練の検証結果を踏まえた、より実践的

な訓練を継続的に実施していく必要がある。また、退避壕などの防災設備の設置を検討する自

治体に対して支援を行い、実効性のある対策を推進する必要がある。 

○ 国が中心となって策定している「火山噴火緊急減災対策砂防計画」に基づき、火山噴火に伴

い発生する土砂災害に対応するため、緊急ハード対策に向けた大型土のうなどの資機材等を整

備する必要がある。また、対策工事の従事者の安全確保や周辺住民の避難対策の支援を目的と

した情報提供等を実施していく必要がある。 

○ 火山噴火災害の影響は、火山を取り巻く複数の自治体に及ぶことから、各自治体が参加する

火山防災協議会において、火山防災避難計画に基づく実動訓練、図上訓練、情報伝達訓練を連

携して実施することで、当該避難計画の見直しを行い、実効性のある計画としてその充実を図

る必要がある。また、令和６年の活動火山対策特別措置法の改正により、各市町村長は、避難

確保計画の作成等に援助を行うに際し必要と認めるときは、火山防災協議会に対して意見を求

めることができる旨規定されたことから、関係市町村において整合性のとれた避難確保計画の

作成等を行うため、市町村長から計画策定等に当たって火山防災協議会に意見が求められた際

には、助言指導を行う必要がある。 

 

─ ₒ ₓ 

○ 防災機能強化の観点から、災害リスクの低い地域に医療・福祉施設、商業施設や住居等がま

とまって立地し、住民が公共交通によりこれらの施設にアクセスできるまちづくりを進めるた

め、市町村の立地適正化計画の策定及び防災指針の作成を促進する必要がある。【再掲】 
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1- 4)  ─ ⌐╟╢ ⌐ ℮ ─  

─  

○ 県では亜炭鉱廃坑対策を実施してきたが、南海トラフ地震の発生が懸念される中、依然とし

て広範に亜炭鉱廃坑が存在し予防事業を推進する必要があることから、対策を要する地域が存

在する市町の意向を踏まえながら、今後の対策を進める必要がある。 

 

1- 5) ⌐ ⌂ ⅜ ⌐ ┘ ⌐ ↕╣⌂™↓≤╛ ─ ⁸ 

   ⌂ ─ ⌐╟╢ ─  

─  

○ 「岐阜県砂防関係施設長寿命化計画」に基づき、目視確認が困難な砂防施設の調査や被災状

況の把握等においてもドローンを活用し、調査の効率化と安全性の向上を図る必要がある。 

○ 令和６年能登半島地震では、土砂崩れ等による道路の寸断により、多数の孤立地域が同時発

生したことから、ヘリコプター等による空からの迅速な状況把握や物資輸送が有効であった。

このため、ヘリコプターやドローンで撮影した映像を迅速に災害対策本部で共有できる体制の

構築を図るとともに、ヘリコプター離発着可能候補地の把握に向けた取組みを推進する必要が

ある。 

○ 被災地域に支援を行う上で通信の確保は不可欠であることから、引き続き固定電話、携帯電

話共に使用できない場合の衛星携帯電話等の通信手段や、非常用電源の確保を促進する必要が

ある。また、令和６年能登半島地震でも活用された民間の衛星通信機器をはじめとするデジタ

ル等新技術を用いた通信手段の確保を検討する必要がある。 

○ 令和６年能登半島地震の発生直後には、ＳＮＳ上に被災者を装う悪質な投稿や、実在しない

住所からの救助要請などの虚偽・デマ情報が相次いだことから、災害時には、ＳＮＳ上に流通

する様々な情報をＡＩなども活用して迅速に把握し、虚偽・デマ情報への注意喚起や正確な情

報の発信を実施する必要がある。また、災害時の情報収集の方法や虚偽・デマ情報の危険性を

平時から幅広く啓発する必要がある。 

 

┼─ ─ ≤ ─  

○ 住民主体での避難行動を促進するため、各種防災情報や避難情報を一元的にわかりやすく提

供する「岐阜県総合防災ポータル」を多言語化させており、災害時だけでなく平時から広く活

用いただけるよう更なる周知に取り組むとともに、発信する情報の充実や、様々な手段での情

報発信を進めていく必要がある。また、具体的な災害リスクを認知するためのハザードマップ

の普及促進、警戒レベルなど直感的に把握可能な表現による避難情報発令、ローカル・メディ

アと連携したきめ細かな情報提供、ＳＮＳを活用した情報発信など情報伝達を強化する必要が

ある。 

○ 気象情報・河川水位やダムの貯水位等の情報を提供する「岐阜県川の防災情報」、道路の通行

規制情報・気象予警報・水位到達情報等をメール配信する「ぎふ川と道のアラームメール」や

土砂災害警戒情報等を提供する「土砂災害警戒情報ポータル」の更なる周知を進めるとともに、

適時適切な避難行動に繋がるよう、「流域治水」の意識醸成を図る必要がある。 
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○ 中小河川の危機管理型水位計や河川監視カメラを適切に維持管理するとともに、出水時に避

難判断の参考となる情報を市町村に確実に伝えるための情報伝達等に係る定期的な訓練を継

続して実施する必要がある。また、洪水時の円滑な避難のため、各市町村において整備した洪

水ハザードマップの周知・啓発を促進し、住民の防災意識を向上させるなど、避難体制の整備

を支援する必要がある。【再掲】 

○ 水防団、消防団等との重要水防箇所の合同巡視等を活用し、氾濫発生が予想される箇所につ

いて、水防管理団体（市町村等）や水防団等と連携し、出水時に異常があった場合の関係者間

の連絡体制、水防団の作業体制や工法等の確認などを行う必要がある。また、氾濫発生を確認

した水防管理者（市町村長等）から管轄土木事務所への通報・連絡を確実に実施する必要があ

る。 

○ 道路交通の混乱を回避することや、緊急車両等の円滑な通行を可能とするため、緊急輸送道

路の主要な交差点などにカメラを設置し、交通状況を把握する必要がある。また、発災時にお

ける通行規制情報について、インターネット等の各メディア、道路交通情報センター、交通・

道路情報板、県道路情報提供システムを活用し、道路通行規制情報をわかりやすく提供する必

要がある。 

○ 市町村防災行政無線については、長期停電による電源喪失にも対応できるよう、燃料やバッ

テリー補給体制を再点検するとともに、更新時期等を勘案した機能強化の検討を働きかける必

要がある。あわせて、万一停止した際の広報車による巡回広報などアナログ手法に加え、令和

６年能登半島地震でも活用された民間の衛星通信機器をはじめとするデジタル等新技術を用

いた代替手段の検討についても市町村に働きかけを行う必要がある。 

○ 多言語自動発信システムにより翻訳した市町村の災害情報を、フェイスブック等を活用して

外国人向けに発信しているが、引き続き同システムを活用して、市町村における避難情報の多

言語発信の取組みを促進する必要がある。 

○ 平時における聴覚障がい者への意思疎通支援のため、手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者通

訳・介助者を養成してきたが、これらの人材が災害時においても対応できるよう、全市町村で

の意思疎通支援事業の実施や現任者のスキルアップ研修を実施するなど従事者の資質向上を

促進する必要がある。 

○ 音声による１１９番通報が困難な聴覚・言語機能障がい者が円滑に消防への通報が行えるよ

う、スマートフォン等から画面入力等により通報する「Ｎｅｔ１１９緊急通報システム」につ

いて周知を図る必要がある。 

○ 外国人観光客向けＷＥＢサイト「Visit Gifu 」において防災・災害関連情報を発信するとと

もに、岐阜県観光連盟と連携し、日本国内における避難情報等をプッシュ型で提供するアプリ

の普及を促進する。 

 

≢─ ─  

○ 風水害に備え、住民一人ひとりが自らの災害リスクを我が事として捉え、予め避難のタイミ

ングと手順を定める「災害・避難カード」を作成する取組みを推進し、住民主体での適時・適

切な避難行動につなげる必要がある。また、デジタル版「災害・避難カード」についても広く

県民に普及していく必要がある。 
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○ 現在、洪水浸水想定区域を有する県内全市町において洪水ハザードマップが作成・公表され

ているが、令和３年の水防法改正により、想定最大規模の降雨に基づく浸水想定区域に対応し

たハザードマップの改定が必要となっていることから、引き続き改定を支援する必要がある。 

○ 令和５年２月に追加公表された浸水想定区域図に基づき、中小河川における水害に対応する

ため、市町村での洪水ハザードマップ作成を引き続き支援する必要がある。 

○ 現在、土砂災害警戒区域を有する県内全市町村において土砂災害ハザードマップが作成・公

表されているが、平成２７年の土砂災害防止法改正により避難場所や避難経路等の記載が明確

化されたことから、引き続き見直しを支援する必要がある。 

○ 令和５年度の県政モニターアンケート調査結果によると、「南海トラフ地震臨時情報を知っ

ていた」と回答された割合が約３割と低く、県民への周知を図り認知度を高めるとともに、同

情報が発表された際に適切な防災対応がとれるよう普及啓発を行う必要がある。あわせて、臨

時情報（巨大地震警戒）の発表に備え、「南海トラフ地震臨時情報発表時の防災対応指針」の随

時の見直しも含め、地震による災害リスクが高い土砂災害特別警戒区域など、事前に避難が必

要な地域に居住する住民等を対象に、とるべき行動の理解促進を図る必要がある。 

○ 気象庁により予測精度の向上が進められている線状降水帯などの防災気象情報を県民が正

しく理解し、主体的な避難行動に対する意識の醸成・向上を図ることができるようにするため、

研修や講習会を実施する必要がある。また、県民による主体的な避難行動を促すためには、市

町村における適時・適切な避難情報の発令が求められるため、「気象防災アドバイザー」を活用

し、平時においては、市町村職員向けの研修を実施するとともに、災害時においては、市町村

に気象情報の解説や今後の気象見通しについて助言を行うなど、市町村の防災力の向上を図る

必要がある。このほか、災害対応の実施に当たっては、気象庁のＪＥＴＴ（気象庁防災対応支

援チーム）やリエゾンとの連携を推進していく必要がある。 

 

ה ─♃כ♦ ה ─  

○ 地震発生時に県内の震度情報を、気象庁を通じて県民に伝達するため整備した「震度情報ネ

ットワークシステム」について、今後高い確率で発生すると言われる南海トラフ地震などの大

地震発生時に備え、安全性、信頼性、即時性を備えたシステムとして適切に維持管理を行い、

観測・情報伝達体制を確保する必要がある。 

○ 県のオープンデータを扱うポータルサイトにおいて、防災に係るオープンデータの提供を進

めているが、民間でのデータ利活用を促進するため、市町村と連携したデータの広域化ととも

に、より使いやすいデータの提供を進める必要がある。 

○ 航空レーザ測量データを基に作成した点群（ＤＥＭ）データや微地形図等は、事前防災の観

点からの危険個所等の把握、災害発生時においては災害箇所周辺の地形把握、その後の救助や

復旧の計画等にも有効活用できるデータである。一方で、データ数・容量ともに膨大であり、

抽出箇所の特定や複製に時間を要するといった問題がある。様々な場面で有用なデータである

ことは明らかであり、効率的な利用を目的として、利用希望者が容易にデータ取得をできる環

境を整備するとともに、適切なデータ管理ができる体制を構築する必要がある。 

○ これまで、岐阜県広域防災センター内に、ＶＲゴーグルにより災害の仮想体験ができるコー

ナーを設けるなど、展示内容のリニューアルを行ってきたが、引き続き、デジタル等新技術も
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活用しながら、展示内容の充実化を図ることで、県民、学校、自治会、自主防災組織等に対す

る防災教育や情報発信の拠点としての機能を高めていく必要がある。 

 

─  

○ 「内陸直下地震に係る震度分布解析・被害想定調査」の結果や、令和６年能登半島地震での

事例等も踏まえ、地震への事前の備え等について、学校や職場、地域の自治組織等での研修や

訓練等を通じて、さらなる周知を図るとともに、直感的に理解しやすい県民向け防災啓発資料

の作成に取り組む必要がある。また、市町村における地震ハザードマップの作成とその周知に

ついても、引き続き支援する必要がある。 

○ 「自らの命は自らが守る」という自助の意識を醸成するため、幼稚園や小中学校などにおい

て、毎年、地域の災害リスクや災害時にとるべき避難行動の理解促進等を図る防災教育や、地

域の特性に応じた、年３回の異なる危険を想定した命を守る訓練を実施する必要がある。 

○ 学校における防災・減災に係るリーダーとなる人材の育成により、各学校の実情に応じた実

効性のある防災教育を推進するため、各学校の防災担当者を対象とした学校安全講習会におけ

る危機管理についての講習や、教員を対象とした研修講座を通じて、防災に関する外部機関と

の連携の拡充を図る必要がある。 

○ 現代的な諸課題を踏まえた教科横断的な学びとして、「体系的・系統的な防災教育」の指導計

画の作成と実践、「生きる力を育む学校での安全教育」の着実な実施と防災教育の推進を図る

とともに、災害時における地域との連携を含めた災害から命を守る取組みについて考え、実践

する「高校生防災アクション」の推進を図る必要がある。 

○ 小学校の「総合学習の時間」を活用した防災に関する学習や、水辺でのイベントを通じた防

災啓発などの防災教育を進め、水害･防災への意識を深めていく必要がある。【再掲】 

○ 県内には石積砂防堰堤など数多くの伝統的砂防施設が残っており、先人たちが古くから土砂

災害と闘ってきた歴史について、小学校の「総合学習の時間」などを活用し、次世代へ語りつ

なぎ、土砂災害・防災への意識を深めていく必要がある。【再掲】 

 

─  

○ 一人暮らしの高齢者や障がい者などの避難行動要支援者の逃げ遅れを防ぐため、要支援者名

簿を警察や消防機関等へ事前に提供する取組みに加え、自治会や社会福祉協議会、ケアマネジ

ャー等と連携した取組み等の優良事例の共有などにより、個別避難計画の策定が進むよう市町

村を支援する必要がある。また、策定した個別避難計画に基づき、避難行動要支援者が円滑に

避難することができるよう、地域ぐるみでの防災訓練の実施を促進する必要がある。 

 

─ ה  

○ 「清流の国ぎふ防災・減災センター」や市町村において地域で活躍できる防災人材の育成を

推進するとともに、育成した人材が地域防災力の要となるよう、自主防災組織等と連携を深め

る機会の創出を促進するなど、防災人材がそれぞれの地域で活躍できる体制の構築を強化・推

進する必要がある。 

○ 外国人防災リーダーの育成に加え、育成したリーダーを防災講座等に講師として派遣するな

ど、地域の外国人に対する防災啓発の強化に取り組む必要がある。 
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○ 市町村と地域住民とが密接に連携した訓練を実施できるよう、能登半島地震で生じた事態も

含め、より具体的な運営手順や方法を学ことができる研修を実施するなど、避難所運営を指導

する人材を育成する講座の充実を図る必要がある。 

○ 全ての公立学校の安全管理責任者を対象とした学校安全講習会や管理職や学校安全担当者

を対象とした総合教育センターにおける教員研修を通して、校内の危険箇所等の確認の視点や

方法について、更なる普及・啓発を図る必要がある。 

○ 高齢化や過疎化が進む地域では、災害時に地域で支え合う「共助」の機能が希薄となること

から、防災士や消防団員など、地域において防災リーダーとなり得る人材の確保・育成を図る

とともに、育成した防災リーダーによる防災教育や防災訓練の実施を推進する必要がある。 

 

◦☻♥ⱶ─  

○ 災害時の行政機関相互の通信回線を安定的に確保するため整備した、地上系・衛星系・移動

系の三層一体の防災情報通信システムを、災害時において確実に運用できるよう適正に維持管

理を図るとともに、必要な機能強化及び設備更新を推進する必要がある。 

 

1- 6)  ╛ ⌐ ℮ ⁸ ⌂≥ ⌐╟╢ ─ ─  

⌐⅔↑╢  

○ 大雪等の際、早期に通行の確保を図るため、引き続き除雪作業に使用する除雪機や除雪基地

の増強、カメラ等の観測機器の整備や積雪・凍結センサー等による路面状況等の監視体制の強

化を図る必要がある。また、関係機関と連携し、予防的通行止めを確実に実施し、車両の滞留

防止を図るとともに、車両の滞留が発生した際には、市町村、警察など関係機関と連携し、早

期解消を図る必要がある。 

○ 大雪等による大規模な車両滞留の発生や長時間の通行止めによる死傷者の発生を防ぐため、

「岐阜県雪害タイムライン」に基づき、不要不急の外出抑制など行動変容を促すための県民へ

の呼びかけ、各種防災情報や避難情報を一元的に分かりやすく提供する「岐阜県総合防災ポー

タル」やＳＮＳの効果的な活用、災害時応援協定の締結事業者との連携対応といった取組みを

進めていく必要がある。また、ＡＩ等の活用により、車両のスタック情報を迅速に収集すると

ともに、車両滞留の兆候が見られた際には、関係機関と速やかに情報を共有し、応急対応を行

う必要がある。 

 

─  

○ 暴風雪や豪雪等に対し、交通機関の運行中止の的確な判断と、早い段階からの利用者への情

報提供により、鉄道の車内などに多数の旅客が取り残される事態を回避するため、国土交通省

が取りまとめた「鉄道の計画運休のあり方」を踏まえつつ、県内事業者及び沿線市町村との情

報共有や連絡体制の確認を引き続き行う必要がある。 

○ 地域交通事業者が被災し、地域交通網の確保等への影響が想定されるため、情報共有をより

密に行い、関係事業者間の協力・連携強化を図る必要がある。 
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ה ⁸ ⅜ ⌐ ╦╣╢≤≤╙⌐⁸ ─ ה

╩ ⌐ ∆╢↓≤⌐╟╡⁸ ╩ ← 

2- 1) ≢─ ה ⁸ ⁸ ⁸ ⌐ ╦╢ כ◑ꜟⱠ◄ה ─  

─ ⌐ ╢ ─  

○ 大規模災害の発生に備え、県広域防災拠点の追加指定を含めて、物資輸送機能や活動拠点機

能の強化を図るとともに、災害発生時における円滑な運営が図られるよう、関係機関などと連

携した実動訓練を継続的に実施する必要がある。 

○ 発災時における警察・消防・自衛隊の応援部隊や支援物資等の受入拠点としての県広域防災

拠点の活用状況を踏まえ、ライフラインの早期復旧が図られるよう、引き続きライフライン事

業者の活動拠点の確保を図る必要がある。 

○ 令和６年能登半島地震でも、様々な形で「道の駅」が活用されたことから、「道の駅」が災害

時に防災拠点として利用できるよう、引き続きトイレの非常用電源設備等の整備や防災用トイ

レの設置を進めるとともに、災害時の応急復旧に必要な資機材を備蓄する倉庫を整備するなど

防災機能を強化する必要がある。 

 

⌐ ╢ ─ ─  

○ 生活必需物資や医療救護、緊急救援など、災害時応援協定を各分野で締結しており、引き続

き新たな協定締結先の検討を進める必要がある。また、災害時において、各協定締結団体が迅

速に活動できるよう、平時から「顔の見える」関係を構築し、実践的な共同訓練を行う必要が

ある。 

 

─ ה ─  

○ 県営水道については、大規模地震対策及び老朽化対策として、既設管路を複線化し、貯留機

能及び応急給水拠点機能を付加した大容量送水管の整備を計画的に推進する必要がある。ま

た、流域下水道については、老朽化対策として、各施設の更新等による機能確保を計画的に推

進する必要がある。 

○ 浄水場や下水処理場及びそれらの施設に接続する管路など上下水道システムの急所施設の

耐震化や、避難所などの重要施設に接続する水道・下水道の管路等の一体的な耐震化を促進す

る必要がある。 

 

─ ─  

○ 上水道施設（取水施設・浄水施設・配水場）の被害により断水が発生した場合には、近隣の

市町村と連携した給水車等による応急給水体制を確保する必要がある。また、公益社団法人日

本水道協会における被災時の応急復旧、応急給水の支援体制が円滑に実施されるよう必要な調

整を行う必要がある。 

○ 引き続き、岐阜県水道災害対策実施要領に基づき各市町村における応急給水用資器材及び応

急復旧用資器材の保有状況を調査するとともに、そのとりまとめ結果を各市町村と共有し、応

急給水及び応急復旧体制の確保に努める必要がある。 
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○ 近年の災害における対応状況等を踏まえ、災害発生後に必要な業務を的確に行うため、水道

に係る危機管理対策マニュアル策定指針に基づき各種マニュアルをブラッシュアップする必

要がある。 

 

─  

○ 家庭等における飲料水、食料、生活用品等の備蓄について、最低３日分以上、可能であれば

１週間分の備蓄が奨励されていることから、「ぼうさいキャラバン」や「県職員出前トーク」な

どを通じ、自主的な備蓄の促進に向けた啓発に引き続き取り組む必要がある。また、備蓄に関

する県、市町村、県民の役割や考え方を改めて整理した上で、「岐阜県総合備蓄計画」の見直し

や、市町村における非常用物資の備蓄や民間企業等と連携した備蓄体制の強化に取り組む必要

がある。 

 

2- 2) ⌐╟╢ ⅛≈ ⌐╦√╢ ─  

─ ⌐ ⅎ√ Ⱡ♇♩꞉כ◒ ─  

○ 令和６年能登半島地震では、各地で道路が寸断したことにより、孤立が長期化しており、孤

立予想集落が多く存在する本県でも、長期間にわたり孤立状態が続くことが懸念される。この

ため、孤立地域対策として、道路整備、橋梁耐震・段差対策及び斜面対策等を実施するととも

に、道路沿いの民有地樹木の伐採を引き続き推進する必要がある。 

○ 令和６年能登半島地震では、道路啓開に時間を要し、安否確認や救急活動などに支障が生じ

たことから、早期の応急復旧に向け、災害時応急対策用資機材備蓄拠点の増強や、道の駅等へ

の備蓄倉庫を整備する必要がある。また、関係機関と連携した訓練を継続的に実施し、発災時

に道路啓開計画に基づく対応を確実かつ迅速に実施する体制を確保する必要がある。【再掲】 

○ 災害により道路が通行不能となった際には、建設関連団体との災害時応援協定や、道路管理

者である県でも倒壊した電柱を撤去できる旨を定めた電線管理者との協定を活用し、関係機関

と連携して迅速な啓開作業を実施する必要がある。【再掲】 

 

─ ₒ ₓ 

○ 家庭等における飲料水、食料、生活用品等の備蓄について、最低３日分以上、可能であれば

１週間分の備蓄が奨励されていることから、「ぼうさいキャラバン」や「県職員出前トーク」な

どを通じ、自主的な備蓄の促進に向けた啓発に引き続き取り組む必要がある。また、備蓄に関

する県、市町村、県民の役割や考え方を改めて整理した上で、「岐阜県総合備蓄計画」の見直し

や、市町村における非常用物資の備蓄や民間企業等と連携した備蓄体制の強化に取り組む必要

がある。【再掲】 

 

2- 3)  ⁸ ⁸ ─ ╛ ─♩כꜟ ⌐╟╢ ─ ╣ ┘  

   ⌂  

─  

○ 県警察災害派遣隊について、大規模災害発生時における広域的な部隊派遣態勢を確立してお

くため、装備品の計画的な更新や迅速な活用要領の検討、資格取得の推進、関係機関と連携し
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た実動訓練を実施し、部隊の対処能力の向上を図る必要がある。また、部隊の活動拠点におけ

る防寒対策、熱中症対策を考慮した環境整備や資機材・装備についても充実を図る必要がある。 

 

─√╘─  

○ 災害用装備資機材の配備増強、更新を図るとともに、新たに配備された機器、更新された機

器について、職員の使用方法の習熟を図る必要がある。 

○ 大規模災害発生時における通信を確保するため、ＬＴＥ回線等を活用した回線の冗長化な

ど、総合通信指令システムの高度化を検討する必要がある。 

○ 県警察において、捜索用資機材の整備及び操縦士の養成を行っているが、複数箇所の捜索現

場が発生しても対応することができるよう、更なる捜索用資機材の整備及び操縦士の養成を行

う必要がある。 

○ 大規模災害発生時に、消防職団員による人命救助、行方不明者の捜索等の救助活動が迅速か

つ的確に行われるよう、救助用資機材の整備及び使用方法の習熟を図る必要がある。また、令

和６年能登半島地震で発生した事象を踏まえ、消防団拠点施設の耐震強化、機動性の高い小型

車両、小型化・軽量化された救助用資機材の整備や、通信体制の強化などを推進する必要があ

る。 

 

Ⱬꜞ◖ⱪ♃כ ─  

○ 県警察は、大規模災害発生時に備え、航空自衛隊岐阜基地との応援ヘリコプターの駐機場所、

航空燃料に関する調整結果に基づく実戦的な合同想定訓練の実施など、受入体制の整備を整え

てきた。引き続き合同想定訓練を行い、間断のない受援体制を維持する必要がある。また、現

有施設の狭隘による警察ヘリコプターの損傷を避けるため、警察航空隊の基盤整備も進める必

要がある。 

 

─ ה  

○ 発災直後に全国から集結する応援派遣部隊や、自県の広域緊急援助隊等のマンパワーを無駄

なく、迅速に運用するため、基幹的な防災拠点としての警察署の改築整備による施設の高度化

を図り、災害時においても警察機能が遺憾なく発揮できるようにする必要がある。 

○ 地域における活動拠点となる交番・駐在所の統廃合に伴う新設、移転建替等につき、引き続

き関係所属や警察署と連携を密にして、耐災害性の高い場所の選定など、警察機能の強化を図

る必要がある。 

 

─  

○ 大規模災害発生時においても、災害警備活動を実施しつつ警察機能を維持するため、非常時

優先業務と一定期間中断等が可能な業務等をあらかじめ明確にし、「岐阜県警察業務継続計画」

を見直すなど業務継続体制を強化する必要がある。 

 

─  
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○ 災害時における外国人からの１１９番通報対応や災害現場での外国人救助を円滑に行うた

め、県内全消防本部において運用されている多言語同時通訳体制を引き続き維持する必要があ

る。 

○ 業務の効率化と迅速な災害対応が期待される消防指令業務の共同運用の実現に向け支援を

行う必要がある。 

 

─  

○ 大規模災害発生時における広域的な消防応援体制の強化を図るため、緊急消防援助隊岐阜県

大隊の増隊を図るとともに、中部ブロック訓練への参加及び岐阜県大隊の訓練を継続して実施

し、部隊の災害対応能力の維持・向上を図る必要がある。 

 

⌐ ╢ ─  

○ 自衛隊、警察、消防等の関係機関及び民間事業者等が相互に連携する訓練を引き続き実施し、

関係機関との連携体制を強化する必要がある。 

○ 災害時には、安否不明者者捜索・救助活動の効率化・円滑化等を目的とする氏名公表につい

て、「災害時における安否不明者・死者の氏名等公表に係る手順書」に基づき迅速に対応を行う

必要がある。 

○ まちぐるみでの消火器等を用いた初期消火の訓練、シミュレーションやＤＩＧを用いた防災

訓練など、地域における防災教育を通じ、県民の意識向上を図るとともに、消防設備の充実を

図るため、市町村に対し、国の補助金の活用を促していく必要がある。また、大規模火災発生

時等の消防水利を確保するため、排水ポンプ車やミキサー車を活用した給水が可能となるよ

う、関係機関と連携しミキサー車からの給水訓練及びその水を水利とした放水訓練を実施して

いるが、大規模火災時に連携した消火活動が展開できるよう、引き続き訓練を実施する必要が

ある。【再掲】 

 

⁸ ─ ה  

○ 消防団員の確保環境が一段と厳しさを増している中、消防団、市町村、企業等の意見を踏ま

えながら、団員の処遇改善、企業等と連携した入団促進、団員がやりがいを持って活動できる

環境づくりなど、効果的な確保対策を検討するとともに、基本団員の確保に加え、大規模災害

団員をはじめとした機能別消防団員の拡充、消防職団員ＯＢや女性、学生、外国人など多様な

人材の活用などの方策を推進する必要がある。 

○ 近年、全国的に豪雨災害、土砂災害、地震災害等が頻発する中、幅広い知識、技術を習得し

消防活動を安全かつ的確に実施できるよう、消防職団員を対象に、大規模災害対応訓練、水防

訓練、ドローンを活用した教育訓練等を実施する必要がある。 

○ 県消防学校の訓練施設を各消防本部、消防団の訓練にも活用し、引き続き消防職団員の複雑

化、多様化する災害への現場対応力の向上を図る必要がある。 

○ 高齢化する水防団の団員数維持や水防技術伝承等のため、若手団員の加入促進に向けた水防

活動の広報や水防資器材の提供等の支援に取り組む必要がある。 
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2- 4) ה  ┘ ─ ה ⁸ ─♩כꜟ ⁸◄Ⱡꜟ◑כ ─  

   ⌐╟╢ ─  

─  

○ 二次医療圏内の災害拠点病院の複数化は達成したものの、他にも災害拠点病院の候補となる

病院が存在することから、その指定について検討を進める必要がある。 

○ 研修・訓練等により、各災害拠点病院の災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の機能維持・向上

を図る必要がある。 

○ 災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）の活動に必要な知識や技術を有する人材の育成、資機

材の整備を通じて、被災時に円滑に活動できる体制の構築を進めるとともに、本県が被災した

場合における受援体制の方針等を含むマニュアルなどを整備する必要がある。 

○ 大規模災害時に、保健医療福祉活動の総合調整が困難である場合には、災害時健康危機管理

支援チーム（ＤＨＥＡＴ）を他都道府県に要請することとなるため、厚生労働省への応援要請

手順を確認するとともに、保健医療福祉調整本部のマネジメントが円滑に進むよう統括ＤＨＥ

ＡＴをサポートする構成員の確保及び人材育成を推進するなど、平時から受援体制を整備する

必要がある。 

○ 県内２箇所に整備した航空搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ）の運用訓練等を実施するなど、

航空搬送に係る体制の強化を図る必要がある。 

○ 市町村において、災害のフェーズに応じた保健活動が実践できるよう、各市町村の保健活動

マニュアル策定を支援する必要がある。また、「岐阜県災害時保健活動マニュアル」内に、受援

体制やメンタルケアを含めた健康管理に関する規定について定めるとともに、市町村における

規定の整備について助言・支援することで、関係機関と連携した健康管理体制を整備する必要

がある。 

○ 病院におけるＢＣＰ策定を進めるため、厚生労働省によるＢＣＰ策定研修への参加を促進す

るともに、定期的に策定状況の調査を行う必要がある。 

○ 災害医療コーディネーターの養成のため、厚生労働省による災害医療コーディネーター研修

への参加を促進する必要がある。 

○ 災害時やイベント時の事故等への備えにおいて、課題を踏まえながら医療コンテナの効果的

な活用方法を検討する必要がある。 

○ 県内医療機関等に勤務する看護職員を災害支援ナースとして派遣する体制を整備する必要

がある。 

 

─ ─  

○ 県内の災害拠点病院については、全て耐震化されているため、その状況を維持していく必要

がある。 

○ 病院や社会福祉施設は、災害時に必要な施設であることから、助成制度の周知を図り、引き

続き更なる耐震化、防火体制の強化を推進する必要がある。 

○ 災害拠点病院等の非常用通信手段を確保するため、補助制度の周知を図るとともに、その活

用を促進する必要がある。また、災害時に被害状況や医療活動の状況を適切に把握するために

は、安定的な通信の確保が求められることから、令和６年能登半島地震でも活用された民間の
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衛星通信機器をはじめとするデジタル等新技術を用いた通信手段の確保についても検討する

必要がある。 

 

⌐⅔↑╢◄Ⱡꜟ◑הכ ─  

○ 災害時にエネルギー供給が長期途絶することを回避するため、災害拠点病院以外の医療施設

が行う非常用自家発電設備や給水設備等の整備に対する支援を推進する必要がある。 

○ 社会福祉施設等に対し、各種助成制度の周知を図り、防災体制の強化や非常用自家発電設備

等の整備を促進するとともに、最低３日間分の食料、飲料水、その他生活必需品の備蓄を行う

よう、引き続き指導する必要がある。 

 

─  

○ 災害時において救急医療が実施できる体制を確保するため、平時から他県との連携を図る必

要がある。 

○ ドクターヘリの出動件数が増加する中、重複要請時などの未出動案件の減、活動範囲の拡大

のため、基地病院に戻ることなく給油可能となる県北部への給油拠点を維持する必要がある。 

 

ה ─ ה  

○ 岐阜大学医学部における地域枠の設定や、大学と病院、医師会が連携した医師育成・確保コ

ンソーシアムによる医師確保策、看護・介護職員の処遇改善、介護福祉士を志す学生への修学

資金貸付けなど、関係者と連携して医療・介護人材の育成・確保を進めており、一定の成果を

上げてきている。高齢化が進展する中、引き続き計画的な育成・確保策に平時から取り組むと

ともに、災害に備えた訓練の実施や広域支援体制の整備等により、医療・介護人材の災害対応

力の強化を図り、災害時に医療や介護の絶対的不足による被害の拡大を生じないようにしてい

く必要がある。 

 

┼─  

○ 災害時の福祉・介護分野における人材派遣等、広域的な緊急支援について、県内の福祉団体、

有識者、行政関係者からなる「岐阜県災害福祉広域支援ネットワーク協議会」において引き続

き検討し、岐阜県災害派遣福祉チーム「岐阜ＤＷＡＴ」派遣体制の強化や研修、訓練の充実等、

更なる体制整備を図る必要がある。 

○ 社会福祉施設等の防災体制の整備と応援協力体制の確立については、定期的な運営指導等を

通じ、今後も現状にあわせた防災計画の見直しやＢＣＰ策定、連携体制の強化に努めるよう支

援・指導する必要がある。 

 

2- 5)  ⌐╦√╢ ⌂ ⁸ ⌂ ⌐╟╢ ─ ─ ה  

   ─ ⌐╟╢ ─  

─  

○ 要配慮者を含む避難者が、安心して避難生活を送ることができるようにするため、「避難所

における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」や「スフィア基準」の考え方に加え、大規

模災害時の教訓等も踏まえ、「岐阜県避難所運営ガイドライン」を適宜改定する必要がある。ま
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た、避難所での生活が長期化することを見据え、トイレトラック、キッチンカーといった移動

型車両や、循環式シャワールームなどの機器の活用に向けた取組みを進めるとともに、被災者

の生活支援・再建を担うＮＰＯなどの多様な民間団体と連携した取組みを強化する必要があ

る。加えて、各市町村において、「岐阜県避難所運営ガイドライン」の内容を踏まえた「避難所

運営マニュアル」の策定・見直しが適切に進むよう、引き続き支援を行う必要がある。 

○ 避難所における防犯体制の確保や、感染症の発生・蔓延を防ぐための衛生・防疫体制の整備

が図られるよう引き続き市町村への支援を行う必要がある。 

○ 避難所の開設・運営が円滑に行われるよう、市町村などが開催する避難所運営に関する研修

等へ「清流の国ぎふ防災・減災センター」から講師を派遣するなど、避難所の開設及び運営を

担うことができる地域人材の育成を図るとともに、育成した人材が地域で活躍できる体制を構

築し、「共助」の取組みを強化・推進する必要がある。 

○ 女性が防災の意思決定過程に主体的に参画し、女性と男性が災害から受ける影響の違いなど

に十分配慮された災害対応が行われるよう、県防災会議の委員における女性の占める割合の向

上を図るとともに、市町村防災会議における委員への女性の登用を促進する必要がある。また、

防災施策に係る男女共同参画の視点を持った県・市町村職員の養成を進めるため、避難所運営

支援をはじめとした災害対応等に当たっては、女性職員の参画も図る必要がある。 

○ 環境の整ったホテル・旅館を活用した２次避難について、令和６年能登半島地震での事例も

踏まえながら検討を進める必要がある。また、市町村と宿泊施設との災害時応援協定の締結を

促進するため、引き続き市町村の取組みを支援する必要がある。 

 

─ ─  

○ 避難所での災害関連死の発生を最大限防止することを念頭に置き、災害特性に応じた資機材

の配置状況の点検、耐震対策、非常用電源設備や備蓄倉庫の整備など防災機能の強化を促進す

る必要がある。また、可能な限り良好な生活環境を確保する観点から、バリアフリー化、暑さ・

寒さ対策、プライバシー配慮対策をはじめ、乳幼児のいる世帯や女性、障がい者、高齢者等の

多様な利用者に配慮した環境改善や、避難生活の長期化に即した食事の提供体制の整備、新型

コロナウイルスなど感染症まん延下の避難を想定した避難所の収容力の確保などを引き続き

促進する必要がある。その上で、災害時には、業界団体と締結した災害時応援協定により、可

動式空調機器や非常用発電機などの資機材や専門技術者を機動的に確保するなどの役割を担

う必要がある。 

○ 浸水想定区域内にある県立学校については、受変電設備のかさ上げや、災害対策の窓口とな

る事務室及び個人情報の保管場所となる職員室の２階への配置など、各種浸水対策を推進する

必要がある。また、市町村に対し、国からの通知や国庫補助制度の周知を図ることで、市町村

立小・中学校等施設における受変電設備のかさ上げ等の浸水対策を促進する必要がある。 

○ 災害時に避難所となる学校では、多くの避難者が避難生活を送ることとなるため、浸水被害

により良好な生活環境の確保・維持に支障を来すことがないよう、浸水対策に必要となる設備

や備品の整備について支援する必要がある。 

○ 避難所に指定されている県立学校の体育館の館内トイレ及び附属する屋外トイレの洋式化、

バリアフリートイレの整備、体育館等への空調設置を推進し、避難生活の環境改善に資する防

災機能を強化する必要がある。また、市町村に対し、国からの通知や国庫補助制度の周知を図
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ることで、市町村立小・中学校等施設における非構造部材の耐震化、バリアフリー化、空調設

置等を促進する必要がある。 

○ 自然災害発生時の避難所は、武力攻撃等事態等における避難施設や指定暑熱避難施設（クー

リングシェルター）としての活用も想定されていることから、その整備・機能強化に際しては、

自然災害以外の有事の際の活用についても、可能な限り配慮する必要がある。 

○ 夏季における災害発生時には、平時とは異なる生活環境、作業内容、水・食料の摂取、体調

等の状況により、熱中症の危険性が高まることに加え、停電等により冷房設備が十分に稼働し

ない可能性も考えられる。このため、平時から、災害時における熱中症の危険性や避難生活・

片付け作業時の注意点に関する普及啓発を進めるとともに、非常用電源や冷却器具等の熱中症

対策に資する設備・備品の確保を図る必要がある。また、災害時には、冷房設備の整った場所

への避難の推奨も含め、避難生活における熱中症対策に取り組む必要がある。 

 

─  

○ 全市町村において福祉避難所が指定されているが、地域における指定箇所、福祉避難所運営

マニュアル等の策定や訓練の実施状況については各市町村で差が生じているため、市町村担当

者向けの研修会開催などを通じて、福祉避難所の充実・強化に向け市町村への支援を行う必要

がある。 

 

─  

○ 発災初動における保健所と市町村の役割分担や連携体制について、具体的な対応の共有・イ

メージ化など、引き続き市町村の活動体制を把握し、平時から関係機関等と連携した健康管理

体制を構築する必要がある。また、発災時に連携を要する応援派遣者や関係機関の役割につい

ての理解を深め、受援体制を整備する必要がある。 

 

┼─  

○ 被災住宅からの土砂撤去や屋根等の応急修理について、災害ボランティア等との連携を強化

するとともに、被害の状況に応じて、災害救助法、被災者生活再建支援法、県の被災者生活・

住宅再建支援制度を速やかに適用することで、被災者の生活再建を支援する必要がある。また、

市町村における罹災証明書発行業務が迅速に行われるよう、被害認定調査について、県・市町

村相互による職員応援体制に基づく支援を行う必要がある。 

○ 被災住宅から撤去された土砂を含んだ災害廃棄物や市街地から撤去された土砂等について、

国の助成制度の活用による円滑な運搬、分別処理体制が確保できるよう市町村を支援する必要

がある。 

 

─ ⅛≈ ⌂  

○ 建設型応急仮設住宅については、引き続き市町村と連携し、建設可能用地の確保及び用地ご

との災害リスク等の情報充実に努めるとともに、災害時応援協定締結団体による供給能力等の

把握に努める必要がある。また、賃貸型応急仮設住宅については、災害時に円滑に提供できる

ようにするため、市町村や協定締結団体への災害救助法に基づく供与制度の周知など連携強化

を図る必要がある。 
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2- 6)  ╩ ⅎ╢ ─ ╛ ─ ⁸  

─  

〇 関係自治体や経済団体などの多様な主体と連携しながら、平時から企業の従業員等に対し、

大規模災害時には「むやみに移動を開始しない」ことについて周知するとともに、ＢＣＰ策定

支援等を通じて、企業等に対し、帰宅困難になった場合に従業員等を一定期間事業所等内に留

めておくことの必要性や、物資の備蓄等について周知する必要がある。また、帰宅困難者が、

「水道水の提供」や「トイレの使用」などを受けることができるよう、県内のコンビニエンス

ストア等と締結した災害時応援協定に基づく帰宅困難者支援を引き続き推進する必要がある。 

○ 帰宅困難者対策の実効性を確保するためには、多様な主体との連携が不可欠であることか

ら、県、警察、消防、関係自治体、交通事業者、経済団体などによる意見交換会を継続して実

施する必要がある。 

 

─ ₒ ₓ 

○ 家庭等における飲料水、食料、生活用品等の備蓄について、最低３日分以上、可能であれば

１週間分の備蓄が奨励されていることから、「ぼうさいキャラバン」や「県職員出前トーク」な

どを通じ、自主的な備蓄の促進に向けた啓発に引き続き取り組む必要がある。また、備蓄に関

する県、市町村、県民の役割や考え方を改めて整理した上で、「岐阜県総合備蓄計画」の見直し

や、市町村における非常用物資の備蓄や民間企業等と連携した備蓄体制の強化に取り組む必要

がある。【再掲】 

 

2- 7)  ⌂ ≤ ≤─  

─  

〇 大規模災害時の感染症の発生・まん延を防止するため、予防接種の実施主体となる市町村に

おける円滑な予防接種実施への支援、協力を行う必要がある。また、定期的に県内でのワクチ

ンの流通量を調査して把握するとともに、ワクチンや予防接種資材の全国的な在庫状況を把握

し、安定した予防接種が実施できるよう働きかける必要がある。 

 

─ ₒ ₓ 

○ 要配慮者を含む避難者が、安心して避難生活を送ることができるようにするため、「避難所

における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」や「スフィア基準」の考え方に加え、大規

模災害時の教訓等も踏まえ、「岐阜県避難所運営ガイドライン」を適宜改定する必要がある。ま

た、避難所での生活が長期化することを見据え、トイレトラック、キッチンカーといった移動

型車両や、循環式シャワールームなどの機器の活用に向けた取組みを進めるとともに、被災者

の生活支援・再建を担うＮＰＯなどの多様な民間団体と連携した取組みを強化する必要があ

る。加えて、各市町村において、「岐阜県避難所運営ガイドライン」の内容を踏まえた「避難所

運営マニュアル」の策定・見直しが適切に進むよう、引き続き支援を行う必要がある。【再掲】 

○ 避難所における防犯体制の確保や、感染症の発生・蔓延を防ぐための衛生・防疫体制の整備

が図られるよう引き続き市町村への支援を行う必要がある。【再掲】 
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○ 避難所の開設・運営が円滑に行われるよう、市町村などが開催する避難所運営に関する研修

等へ「清流の国ぎふ防災・減災センター」から講師を派遣するなど、避難所の開設及び運営を

担うことができる地域人材の育成を図るとともに、育成した人材が地域で活躍できる体制を構

築し、「共助」の取組みを強化・推進する必要がある。【再掲】 

○ 環境の整ったホテル・旅館を活用した２次避難について、令和６年能登半島地震での事例も

踏まえながら検討を進める必要がある。また、市町村と宿泊施設との災害時応援協定の締結を

促進するため、引き続き市町村の取組みを支援する必要がある。【再掲】 

 

⌂ ╩ ∆╢ 

3- 1)  ┘ ─ ─ ⁸ ─ ⌐╟╢ ─ ⌂  

─  

○ 引き続き、災害時に陣頭指揮を執る市町村長の危機管理意識の醸成と災害対応力の強化を図

り、「自助」、「共助」の力が最大限に発揮できるようにするとともに、それらを支える「公助」

の取組みを推進する必要がある。また、県民が主体的に避難行動をとれるよう、空振りを恐れ

ない早めの避難情報の発令に向けて市町村を支援する必要がある。 

○ 住民への的確な避難情報の発令が行えるよう、中小河川を含めて整備した「風水害タイムラ

イン」に従い、出水期前に全市町村参加の情報伝達訓練を継続して実施する必要がある。また、

ダムの緊急放流に備え、ダム管理者、下流市町を含めた関係機関、住民参加による訓練を継続

して実施する必要がある。 

○ 令和６年能登半島地震では、被害の甚大さもあり、発災当初において、十分な情報収集や共

有、被害の全体像の迅速な把握に至らなかった事例が見られたことから、県と市町村間での情

報伝達と共有を迅速かつ円滑に行うため、県から市町村へ派遣する「情報連絡員」に対し、平

時から、研修や訓練を通じたスキルアップを図る必要がある。また、派遣の長期化も見据え、

必要な資機材を整備するとともに、新型コロナウイルスなどの感染症まん延下においては、健

康チェックなどの派遣時におけるルールの遵守を徹底する必要がある。 

○ 大規模災害時には、被害を最小限にくい止めるため、その被害の全体像を迅速に把握した上

で先を見越した応急対策を展開することが求められる。そのため、災害対策全般に渡って市町

村長をサポートする「災害マネジメント支援職員」の増員を図るとともに、「災害マネジメント

支援職員」を対象に、防災に対する知識や理解を深めるための専門的な研修を継続的に実施す

る必要がある。また、市町村が行う避難所運営や支援物資搬入などの支援を行う「緊急支援隊」

の業務・役割について周知・徹底を図るとともに、総合防災訓練等において市町村と連携した

実践的な訓練を実施する必要がある。 

○ 国内において大規模災害が発生した際には、その被災地での支援活動を通じて、本県職員の

災害対応力の向上を図るとともに、支援活動に従事した職員の「支援職員データベース」への

追加を進め、県内での大規模災害発生に備えた体制の強化に取り組む必要がある。 

○ 災害時に、迅速な市町村支援を行うため、「災害マネジメント支援職員」を派遣する必要があ

ると認められる場合には、被災市町村に対して、直ちに派遣の提案等を実施する必要がある。

また、「災害マネジメント支援職員」の派遣に向けた調整を確実に実施できるようにするため、

防災訓練において派遣までの手順の確認を行う必要がある。 
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○ 罹災証明書発行業務など、応急復旧業務に従事する職員を確保するために構築した県・市町

村相互による職員応援体制に基づき、災害対応フェーズに応じた派遣調整などについて平時か

ら訓練を行うとともに、災害時の市町村業務を総合的に支援する「被災者支援システム」の有

効活用を促進する必要がある。 

○ 大規模災害発生時に、国や他県に対し円滑に職員の応援要請が行えるよう、引き続き他県で

の災害支援の経験や教訓を活かした受援ニーズの共有・調整を図るための仕組みについて検討

する必要がある。また、災害による被害を最小限にくい止めるため、令和６年能登半島地震を

はじめとするこれまでの災害事象や災害教訓を訓練シナリオに盛り込んだ、市町村や関係機関

が参加する実践的かつ効果的な訓練を継続的に実施していく必要がある。 

 

─  

○ ドローンや情報連絡員用タブレットなど、新たに導入した資機材の活用方法の確認を含め、

訓練や研修を実施し、職員による操作手順等の習熟を図ることで、被災状況を早期に把握でき

る体制を確保する必要がある。 

○ 令和６年４月に運用を開始した国の「総合防災情報システム（ＳＯＢＯ－ＷＥＢ）」と県の

「被害情報集約システム」とのデータ連携に向け、必要な改修などの機能強化に取り組むとと

もに、国・県・市町村が災害時に情報を迅速に共有し、被災状況や応急対応の把握・認識統一

を図れるよう、様々な防災関係システムの標準化・統一化を国に働きかけていく必要がある。 

○ 被災者の生活再建に必要な罹災証明書の迅速かつ効率的な発行も含め、被災者のニーズに応

じたきめ細やかな支援を実施できるよう、マイナンバーカードを使用したシステムや専用アプ

リの活用による避難者の把握・管理などのデジタル技術を活用した取組みについて、導入に向

けた調査・研究を推進する必要がある。 

○ 令和６年能登半島地震では、指定避難所以外への避難者の状況や必要な物資等のニーズの把

握が難航したことから、指定避難所以外への避難者の人数や必要物資等の把握が可能となる

「分散避難システム」を活用し、指定避難所以外への避難者に対しても、迅速な支援を行うこ

とができる体制を構築するとともに、地域における防災訓練や研修の場などを通じ、県民に対

して「分散避難システム」を広く周知し、災害時における活用を促していく必要がある。これ

に加え、国が構築している「クラウド型被災者支援システム」など、被災者支援に資するシス

テムの調査・研究を推進する必要がある。 

○ ドローンやレーザ技術などの遠隔点検技術や記録のデジタル化を推進し、全国トップクラス

の数を有する道路・河川・砂防施設の点検を安全かつ効率的に実施する必要がある。 

○ 風水害に備え、住民一人ひとりが自らの災害リスクを我が事として捉え、予め避難のタイミ

ングと手順を定める「災害・避難カード」を作成する取組みを推進し、住民主体での適時・適

切な避難行動につなげる必要がある。また、デジタル版「災害・避難カード」についても広く

県民に普及していく必要がある。【再掲】 

○ 要配慮者を含む避難者が、安心して避難生活を送ることができるようにするため、「避難所

における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」や「スフィア基準」の考え方に加え、大規

模災害時の教訓等も踏まえ、「岐阜県避難所運営ガイドライン」を適宜改定する必要がある。ま

た、避難所での生活が長期化することを見据え、トイレトラック、キッチンカーといった移動

型車両や、循環式シャワールームなどの機器の活用に向けた取組みを進めるとともに、被災者
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の生活支援・再建を担うＮＰＯなどの多様な民間団体と連携した取組みを強化する必要があ

る。加えて、各市町村において、「岐阜県避難所運営ガイドライン」の内容を踏まえた「避難所

運営マニュアル」の策定・見直しが適切に進むよう、引き続き支援を行う必要がある。【再掲】 

○ 住民主体での避難行動を促進するため、各種防災情報や避難情報を一元的にわかりやすく提

供する「岐阜県総合防災ポータル」を多言語化させており、災害時だけでなく平時から広く活

用いただけるよう更なる周知に取り組むとともに、発信する情報の充実や、様々な手段での情

報発信を進めていく必要がある。また、具体的な災害リスクを認知するためのハザードマップ

の普及促進、警戒レベルなど直感的に把握可能な表現による避難情報発令、ローカル・メディ

アと連携したきめ細かな情報提供、ＳＮＳを活用した情報発信など情報伝達を強化する必要が

ある。【再掲】 

○ 市町村防災行政無線については、長期停電による電源喪失にも対応できるよう、燃料やバッ

テリー補給体制を再点検するとともに、更新時期等を勘案した機能強化の検討を働きかける必

要がある。あわせて、万一停止した際の広報車による巡回広報などアナログ手法に加え、令和

６年能登半島地震でも活用された民間の衛星通信機器をはじめとするデジタル等新技術を用

いた代替手段の検討についても市町村に働きかけを行う必要がある。【再掲】 

 

╣ ─⌂™  

○ 被災者が、被災直後から生活再建に至るまでの各フェーズに応じた切れ目のない支援を受け

ることができるよう、被災者に対する生活支援情報をまとめたホームページを作成し、幅広く

周知するとともに、市町村における生活支援情報の発信についても促進する必要がある。 

○ 避難者等が、一人ひとりの事情や状況に応じて適切な支援が受けられるよう、避難所という

場所に着目した支援から、避難者等一人ひとりに着目した支援への転換を図る必要がある。こ

うした支援は、被災者が抱える様々な課題に対応するための専門性が求められることから、「災

害ケースマネジメント」の考え方を取り入れ、県、市町村、関係者間での支援のあり方につい

て議論を深め、災害時に機能する体制を構築していく必要がある。 

○ 災害発生時の被害調査の迅速化と統一化を担保し、被災者支援制度の実施に必要となる罹災

証明書の交付の円滑化を図るため、県・市町村職員を対象とした住家被害調査員育成研修を引

き続き実施する必要がある。 

○ 県ホームページで公開する「災害時の被災者支援に関する各種制度」について、制度変更等

の都度、適切に更新を図るとともに、災害時に活用できる支援制度を県民自ら把握しておくこ

とが重要となるため、防災啓発イベントの場などを活用し、周知に向けた取組みを推進する必

要がある。また、被災者への支援を担う市町村の職員が、災害救助法や被災者生活再建支援法

などの制度や内容について正しく理解することができるよう、市町村職員向けの研修等も実施

する必要がある。 

 

─ ─  

○ 県内市町村では、緊急避難場所、一般避難所、福祉避難所を指定しており、県では、自衛隊・

消防など応援部隊の活動や物資支援の拠点として広域防災拠点を指定している。災害時に、県

民が自らの命を守るための避難場所を確保できるよう、市町村における避難場所の追加指定及
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び更新について、引き続き促進を図る必要がある。また、県においては、災害への応急対応の

拠点として機能する防災拠点の追加指定及び更新について、引き続き推進する必要がある。 

 

ה ─  

○ 県境道路の整備、災害時の広域応援体制の強化や広域避難の検討、帰宅困難者対策など広域

的に取り組むべき課題について、引き続き国、隣県、県内市町村等との連携の強化を図る必要

がある。 

○ 県では「岐阜県広域火葬計画」を策定し、各市町村及び関係一部事務組合（以下「市町村等」

という。）に周知するとともに、毎年度、市町村等における火葬場の能力等を把握し、その情報

を関係市町等に還元している。広域計画としての実効性を高めていくため、引き続き市町村等

の体制整備に向けた取組みを支援する必要がある。 

○ 災害時には避難所の開設・運営に当たる市町村職員なども自ら被災し業務に従事できない可

能性があることから、令和６年能登半島地震の被災地に対する支援をベースに整備した「支援

職員データベース」や、関係団体との災害時応援協定、国において進める移動型車両等のデー

タベースなどを活用し、被災市町村において速やかに適切な避難所運営を図ることができるよ

うにする必要がある。 

○ 令和６年能登半島地震では、被災地に派遣された応援職員の活動場所や業務内容があらかじ

め決められておらず、受援の遅れにつながった例もあることから、「岐阜県災害時広域受援計

画」や「岐阜県災害対応マニュアル」などの見直しを適宜実施し、応援職員の役割や受入れオ

ペレーション（体制、執務室、宿泊場所、女性への配慮等）の明確化による受援体制の強化を

図るとともに、各市町村の受援計画の見直しについても支援する必要がある。 

○ 総務省の応急対策職員派遣制度や中部９県１市、県内市町村との災害時の応援協定に基づ

き、被災影響の少ない県や市町村が被災自治体の後方支援を担うことは、迅速かつ効率的な災

害対応を行う上で非常に重要となることから、災害時の支援体制の適切な運用に向けて、受援

計画に基づく訓練を継続的に実施し、受援又は支援体制の実効性の確保・向上を図る必要があ

る。また、国内で大規模災害が発生した際には、その教訓等も踏まえ、必要に応じて、災害時

応援協定の内容の拡充を図るための見直しを実施する必要がある。 

○ 物資輸送に係る実動訓練等の結果も踏まえ、必要に応じて「岐阜県災害時広域受援計画」や

「岐阜県広域物資輸送拠点物資集積・輸送マニュアル」の見直しを行うとともに、支援物資が

被災者まで届かない「ラストワンマイル問題」の解消に向け、市町村の物資に係る受援計画等

の策定・見直しを支援する必要がある。 

 

─  

〇 被災時に備え、非常時優先業務の選定、職員の安否・参集状況の確認体制等について、引き

続き維持する必要がある。 

 

─  

○ 岐阜情報スーパーハイウェイについては、幹線の切断に備えた幹線網のループ化や、架空ケ

ーブル区間における耐災害性の向上を図るとともに、引き続きアクセスポイント及び中継局の

耐水性・耐火性・耐震性を維持する必要がある。 
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◦☻♥ⱶ ─ ─  

○ 情報システム部門の業務継続計画の実効性を高めていくため、継続的に周知、訓練、スキル

アップを行うとともに、常に最新の状況を反映した計画となるよう点検を行う必要がある。ま

た、災害に関する情報など、高可用性を求める情報システムについては、外部データセンター

やクラウドサービスの利用を図る必要がある。 

○ システムのバックアップ体制に関わる人材が被災者となる可能性や高齢化等も考慮し、シス

テム運用・保守や故障時の復旧に関する情報・技術の共有、継承、研鑽について、定期・不定

期の機会を捉え、システム構築企業等と連携して継続的に努めていく必要がある。また、バッ

クアップに必要な各資機材の保有については、重要度や老朽化の状況等に合わせて対象資機

材、数量、保有方法等のリスト整備を行いながら、体制維持を図る必要がある。 

 

3- 2)  ⌐╟╢ ─ ⌂ ⌐╟╢ ─ ⁸ ─  

─ ה ₒ ₓ 

○ 発災直後に全国から集結する応援派遣部隊や、自県の広域緊急援助隊等のマンパワーを無駄

なく、迅速に運用するため、基幹的な防災拠点としての警察署の改築整備による施設の高度化

を図り、災害時においても警察機能が遺憾なく発揮できるようにする必要がある。【再掲】 

○ 地域における活動拠点となる交番・駐在所の統廃合に伴う新設、移転建替等につき、引き続

き関係所属や警察署と連携を密にして、耐災害性の高い場所の選定など、警察機能の強化を図

る必要がある。【再掲】 

 

─Ᵽ♇◒▪♇ⱪ ─  

○ 大規模災害により、警察本部及び警察署の災害警備本部機能が使用不能に陥った場合に備

え、代替施設を確保するとともに、施設機能の向上などを図る必要がある。 

 

─ ─  

○ 停電による滅灯時でも電源供給を行い、大規模災害への備えを万全とするとともに、交通環

境の安定化を図るため、信号電源付加装置の整備を進める必要がある。 

○ 地震発生時の信号柱の倒壊による道路交通の寸断、信号機の機能不全による交通環境への影

響を回避するため、老朽化したコンクリート製の信号柱を耐震性の高い鋼管柱に更新する必要

がある。 

○ 高度化光ビーコンの対応車載器搭載車の普及には時間を要することから、高度化光ビーコン

で収集できるプローブ情報だけでなく、民間プローブ情報の活用など、道路情報の収集方法に

ついて、抜本的な見直しを図る必要がある。また、リアルタイムな道路情報を把握するため、

交通監視カメラの整備も推進する必要がある。 

 

ה ╩ ⌐ ╠∑⌂™ 

4- 1)  ◘ⱪꜝ▬♅▼כfi─ ⌐╟╢ ─ ╛ ⌂≥⌐╟╢ ┼─  

─ ⌐ ↑√  
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○ 中小企業等、とりわけ小規模事業者は経営資源が脆弱なため、ひとたび被災すると甚大な影

響を受ける可能性があることから、引き続き商工会等と連携した「事業継続力強化計画」やＢ

ＣＰの策定支援、フォローアップに取り組む必要がある。 

○ 漁業協同組合において漁獲水産物の集出荷場における品質保持のため、冷凍、冷蔵機器の非

常用電源の確保等に取り組む必要がある。また、種苗生産施設においてもＢＣＰの策定を促進

するとともに、停電による生産への影響を避けるため、非常用電源等の確保に取り組む必要が

ある。また、土地改良施設が被災して機能を果たせなくなった場合には、営農に支障を与える

ため、施設管理者に被災時の対応手順を予め備えるＢＣＰの策定を促進する必要がある。 

○ 農業者のＢＣＰ策定を促進するため、園芸産地等を対象とした施設・機械導入を支援する事

業において、ＢＣＰ作成の取組みをポイント化しており、その取組みを継続する必要がある。

また、県内のすべての卸売市場で地震、風水害、感染症を対象にしたＢＣＰを策定済みであり、

一定の脆弱性は回避しているものの、老朽化した施設の改修や災害対応設備の導入が必要な施

設もあることから、施設整備の促進を図る必要がある。 

 

⅛╠─ ─  

○ 本社機能の移転については、従業員の移住や若者の県外流出防止などに加え、大都市圏に集

中する企業のリスクを分散し、国全体の強靱化を図る観点からも、引き続き取組みを推進する

必要がある。 

 

─ ─  

○ 大規模災害発生時に報道等で本県が被災していると繰り返し取り上げられることにより、被

災していない地域まで被災しているとの風評被害が発生する場合があることから、国内外に正

確な情報を発信するとともに、タイミングを見極めながらプロモーション支援等の適切な対応

を実施する必要がある。 

 

4- 2)  ●☻ ─ ⌂ ─ ⁸ ⌐ ℮ ─ ה  

─  

○ アスベストや化学物質等の有害物質の飛散・流出対策については、届出や検査など現行法に

基づく対応に留まっていることから、大規模災害発生時に迅速な対応をするための課題を整

理・検討する必要がある。 

 

─ ה ⌐⅔↑╢ ה ─  

○ 災害時等において、有害物質の流出等による大気汚染状況の悪化等、通常と異なる状況の発

生を把握するためには、平常時の状況を把握する必要がある。このため、災害時及び平常時に

おける県内の大気汚染状況を把握できるよう、測定機器の適切な維持管理及び更新等を行い、

大気汚染常時監視体制を整備する必要がある。 

○ 水素ステーションなどでのガス検知・火災検知・換気設備など必要となる安全設備の整備を

周知するとともに、災害による施設の被災等の際には、国、県、市町村消防が迅速に情報を共

有できる体制を引き続き維持する必要がある。 
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4- 3) ╛ ─ ─ ⁸ ─ ⌐ ℮⁸ ה ┼─ ⌂ 

    

⌐⅔↑╢ ─  

○ 県では、民間企業やＪＡ全農岐阜との災害時応援協定に基づき、災害時に必要となる食料等

の生活必需物資の調達や、米の備蓄・供給に係る体制を構築しており、引き続き、被災者に食

料等を迅速に供給できるようにするため、協定に基づく食料供給体制の維持を図る必要があ

る。 

 

─  

○ 安定した食料供給に向け、引き続き基幹的農業水利施設の長期的な施設機能の確保に向けた

保全対策を推進する必要がある。 

 

4- 4) ⌐╟╢ ─ ─ ⌐ ℮⁸ ┼─ ⌂  

─  

○ 気候変動の影響もあり、異常渇水等の発生頻度が高まる可能性があることから、木曽川水系

連絡導水路など水資源関連施設の整備・機能強化、ダム群連携等の既存ストックを活用した水

資源の有効利用を推進する必要がある。 

○ 「渇水対応タイムライン」を活用して、渇水時の情報共有を引き続き緊密に行うことにより、

渇水による被害の軽減を図る必要がある。 

 

─  

○ 災害時や異常渇水時において必要な用水を確保するため、雨水・地下水等の有効利用を推進

する必要がある。 

 

4- ה (5 ╛ ─ ⌐ ℮ ─ ה ─  

ה ─ ⌂  

○ 農村地域において、農地が有する保水効果など国土保全機能を維持するため、集落や組織が

協力して行う農地や農業水利施設等を保全管理する取組みに対して、引き続き支援する必要が

ある。 

○ 耕作放棄地の新たな発生を防止する地域共同活動が、過疎化や高齢化により困難となるた

め、地域共同活動を引き続き支援する必要がある。 

○ 災害時においても地域防災力を発揮できるよう、相互扶助など集落機能を維持するため、日

常的に地域ぐるみで農地や農村環境などの保全に取り組む農村の共同活動に対して支援する

必要がある。 

○ 各市町村の地域防災計画において、大規模災害の発生時に病害虫防除が遅滞なく実施できる

よう農薬等資材の準備等が位置付けられていることから、引き続きその体制を維持する必要が

ある。 
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⌐ ™ ≠ↄ╡  

○ 県土の８割を森林が占めており、豪雨による山地災害等を防止するため、森林の公益的機能

の持続的な発揮に向け、引き続き人工林の針広混交林へ誘導するための間伐等の森林整備を計

画的に推進する必要がある。また、重要インフラ施設周辺の森林等のうち特に緊要度の高い区

域については、森林の整備と治山事業等の土木的手法を適切に組み合わせて、防災・減災対策

につなげる取組みを推進する必要がある。 

○ 適切な経営管理が行われていない森林について、森林環境譲与税の導入とあわせて施行され

た森林経営管理制度を活用し、市町村主体の森林整備を促進する必要がある。また、令和５年

度に策定した市町村が主体となった間伐実施計画の実行に向けた指導や支援を行っていく必

要がある。 

○ ＣＬＴ（直交集成板）等の木製品、新工法及び新規用途の開発・普及によって、県産材需要

を拡大し、県内の森林整備の促進を図る必要がある。 

○ 適切な森林整備を継続的に実施するため、引き続き「森のジョブステーションぎふ」を核と

して、林業の担い手確保・育成・定着を図るとともに、森林技術者の育成に必要な指導体制の

強化を図る必要がある。 

○ 適正な鳥獣保護管理を推進するため、調査の実施により生息数や分布状況を把握するととも

に、ニホンジカ等野生鳥獣による食害等の森林被害を軽減させるための防除対策を推進する必

要がある。 

○ 自然災害への暴露の回避及び脆弱性の低減の両面から、治山対策におけるEco- DRRの取組み

を更に進めていくため、荒廃地の生態系に配慮した植生回復や樹林化を推進し、従前の環境回

復を積極的に取り組む必要がある。 

○ 山地災害防止等の森林の公益的機能の低下を防ぐため、治山対策を推進する流域内におい

て、地域住民、森林所有者及び地域外関係者等が一体となり、森林の保全管理の取組みや、境

界・権利者の明確化を通じた施業の集約化が図れるよう、制度や技術の活用に係る研修会や、

所有権整理に関する法的な検討会により、流域内の森林整備を推進する必要がある。また、リ

モートセンシング技術等を活用した森林境界明確化の手法の普及を図る必要がある。 

○ 被災経験豊富な熟練職員の退職、被災経験がない若手職員の増加、慢性的な職員不足により、

技術力向上のための研修の企画及び研修への参加が困難な状況が続くことで、年々職員の災害

対応スキルが低下していることから、災害時にも必要となる森林・林業に係る専門的技術の継

承に向けた取組みを推進する必要がある。また、災害時に迅速に被災状況を調査するため、林

道災害研修の実施や倒木処理、折損木処理等の技術の取得、手引きの作成等の取組みを推進す

る必要がある。 

 

ⱦ☻⁸כ◘ ה ꜝ▬ⱨꜝ▬fi⁸ Ⱡ♇♩꞉כ◒ ─ ╩

⌐ ╘╢≤≤╙⌐⁸ ⌐ ↕∑╢ 

5- 1)  ꜝ▬ⱨꜝ▬fi ⁸●☻⁸ ⁸ ─ ה ⌐╦√╢  

⌂ ─  
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〇 暴風・豪雪に伴う倒木による停電を未然に防ぐため、危険樹木の事前伐採について、県、市

町村及び電気事業者が連携し、孤立予想地域や重要施設への送電路を優先的に実施するなど、

効率的かつ効果的に取り組む必要がある。 

○ 市町村（避難所を含む）、医療機関や社会福祉施設等が備蓄・保有する非常用発電機の数量、

規格、燃料補給体制などについて点検を行い、適宜、電力・通信に係る重要施設リストの作成・

更新を実施する必要がある。また、電気事業者、通信事業者、災害時応援協定締結団体等と連

携し、停電が長期化した際にも、代替的な電源を迅速かつ円滑に確保できるようにする必要が

ある。 

○ 平時から電気事業者との「顔の見える」関係を構築するとともに、大規模災害時には、後発

災害が発生する可能性なども踏まえ、県災害対策本部への情報連絡員の派遣や、被災状況及び

道路啓開に関する情報の共有、優先的な電源車の配備など、早期に電力復旧を図ることができ

るようにするための連携・協力体制を構築する必要がある。 

○ 自動車メーカー・販売店との協定を締結し、停電時における電源確保方策の一環として電気

自動車等の活用を図るとともに、情報通信事業者との連携により公共施設や避難所における携

帯電話等充電用資機材を確保する必要がある。 

○ 停電時の住民の不安や混乱を軽減するため、電気事業者、県、市町村は、相互に連携して多

様な情報伝達手段を活用してきめ細かな情報発信を行う必要がある。 

 

─ ה ─ ₒ ₓ 

○ 県営水道については、大規模地震対策及び老朽化対策として、既設管路を複線化し、貯留機

能及び応急給水拠点機能を付加した大容量送水管の整備を計画的に推進する必要がある。ま

た、流域下水道については、老朽化対策として、各施設の更新等による機能確保を計画的に推

進する必要がある。【再掲】 

○ 浄水場や下水処理場及びそれらの施設に接続する管路など上下水道システムの急所施設の

耐震化や、避難所などの重要施設に接続する水道・下水道の管路等の一体的な耐震化を促進す

る必要がある。【再掲】 

 

─ ─ ₒ ₓ 

○ 上水道施設（取水施設・浄水施設・配水場）の被害により断水が発生した場合には、近隣の

市町村と連携した給水車等による応急給水体制を確保する必要がある。また、公益社団法人日

本水道協会における被災時の応急復旧、応急給水の支援体制が円滑に実施されるよう必要な調

整を行う必要がある。【再掲】 

○ 引き続き、岐阜県水道災害対策実施要領に基づき各市町村における応急給水用資器材及び応

急復旧用資器材の保有状況を調査するとともに、そのとりまとめ結果を各市町村と共有し、応

急給水及び応急復旧体制の確保に努める必要がある。【再掲】 

○ 近年の災害における対応状況等を踏まえ、災害発生後に必要な業務を的確に行うため、水道

に係る危機管理対策マニュアル策定指針に基づき各種マニュアルをブラッシュアップする必

要がある。【再掲】 

 

⌐⅔↑╢ ⁸ ⁸ ⌐╟╢♁ⱨ♩ ─  
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○ 災害復旧の迅速化等に向け、汚水処理に関する業務を行う関係団体との災害時応援協定に基

づき、県、市町村及び関係団体との共同防災訓練を実施する必要がある。 

○ 近年の災害における対応状況等を踏まえ、災害発生後に必要な業務を的確に行うため、下水

道ＢＣＰ策定マニュアル等に基づき、引き続き下水道ＢＣＰのブラッシュアップを促進する必

要がある。 

 

┼─  

○ 老朽化した単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換を引き続き促進する必要がある。 

 

─  

○ 農業集落排水施設については、汚水処理施設の機能確保のため、計画に基づき施設の機能保

全対策を実施しており、引き続き計画的に推進する必要がある。 

 

≤⇔≡─ ◄Ⱡꜟ◑כ─  

○ 地域資源を活かした再生可能エネルギー等による「自立・分散型エネルギーシステム」の構

築と活用を進めるため、市町村とともに取り組む太陽光発電に加え、その他のエネルギーの活

用という観点から、地産地消型の木質バイオマス発電や熱利用施設の導入等を推進する必要が

ある。 

 

─  

○ 災害時における警察や消防等の緊急車両への優先給油の実施やサービスステーション過疎

地域での燃料供給途絶の防止等を図るため、石油関係団体等との連携体制を維持するととも

に、連携手順について、防災訓練などを通じて適宜確認する。また、災害時には、災害時応援

協定も活用し、重要施設などへの迅速な燃料供給に取り組む必要がある。 

 

─  

○ 県と運輸事業者団体との間で緊急・救援輸送に関する災害時応援協定を締結しており、大規

模災害時には、協定に基づく広域的な緊急輸送等の役割が期待されている。このため、大規模

災害時においては、運輸事業者による緊急・救援輸送や早急な運行再開が図られるよう取組み

を進める必要がある。また、物流分野では、人材不足が顕著化するなど、事業者を取り巻く環

境も変化していることから、平時から様々な面において支援を図る必要がある。 

 

─ ⌂ ₒ ₓ 

○ 令和６年能登半島地震では、道路啓開に時間を要し、安否確認や救急活動などに支障が生じ

たことから、早期の応急復旧に向け、災害時応急対策用資機材備蓄拠点の増強や、道の駅等へ

の備蓄倉庫を整備する必要がある。また、関係機関と連携した訓練を継続的に実施し、発災時

に道路啓開計画に基づく対応を確実かつ迅速に実施する体制を確保する必要がある。【再掲】 

○ 災害により道路が通行不能となった際には、建設関連団体との災害時応援協定や、道路管理

者である県でも倒壊した電柱を撤去できる旨を定めた電線管理者との協定を活用し、関係機関

と連携して迅速な啓開作業を実施する必要がある。【再掲】 
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─  

○ 令和６年能登半島地震では、多数の電柱が倒壊し道路を閉塞したことから、緊急輸送道路や

避難路を確保するため、駅前や市街地の幹線道路で無電柱化を計画的に進めるとともに、緊急

輸送道路における新設電柱の占用を制限していく必要がある。 

 

─  

○ 大規模災害に伴う電力の長期供給停止を発生させないため、災害を想定した訓練を引き続き

実施していくとともに、他電気事業者から受入した応援要員の早期稼働、迅速なドローンの活

用に向けた運用整備、復旧作業に注力できる支援体制の整備など、早期復旧のための体制を強

化する必要がある。 

 

─  

○ 孤立地域や避難施設等において、早期に通信手段を確保・復旧するため、被災状況、避難所

開設状況、道路啓開情報、資機材の確保・運搬方法、優先的な復旧箇所、今後の復旧方針等の

情報交換を密に実施し、電気通信事業者間（固定・携帯）や行政関係機関との連携体制を強化

する必要がある。 

○ 大規模災害時には情報が錯綜する可能性があるため、県が実施する防災訓練への参加に加

え、実際に災害対策本部が設置された際には、積極的に情報連絡員の派遣を行うなど、情報連

携体制の実効性の確保を図る必要がある。 

 

●☻ ─  

○ 都市ガスについては、耐震性に優れたガス管への取替えを進めており、各家庭には震度５相

当以上の地震で自動的にガスを遮断するガスメーターが設置されている。また、地震による被

害が生じた場合は、被害地域を限定して供給停止する安全確保の仕組みを整備しているが、引

き続き耐震性に優れたガス管への取替えを計画的に推進する必要がある。 

○ 災害時にガス供給を迅速に復旧するため、平時から「顔の見える」関係を構築し、被災状況、

道路啓開等に関する情報や復旧計画を共有するなど、県や市町村等関係機関との連携体制の強

化を図る必要がある。 

 

5- 2) ה  ⅜ ∆╢ ⁸ Ⱡ♇♩꞉כ◒─ ⌐╦√╢ ⌐╟╢ 

ה    ┼─ ⌂  

─ Ⱡ♇♩꞉כ◒─  

○ 令和６年能登半島地震では、東海北陸自動車道が被災地への緊急物資の輸送や災害派遣等の

復旧活動を支える役割を担ったことから、東海環状自動車道、東海北陸自動車道及び中部縦貫

自動車道といった災害直後から有効に機能する緊急輸送道路の整備を進め、広域的な代替ルー

トとしての機能を確保する必要がある。 

○ 令和６年能登半島地震では、地理的制約から道路ネットワークが限られていたため、被災者

の安否確認や支援物資を届けるのが困難な状況であったことから、日本の真ん中に位置し、７

県と接する交通の結節点であるという本県の特性に鑑み、災害時、他県からの支援の受け入れ
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や他県への支援を中継するため、引き続き県境道路の整備により道路ネットワークの強化を図

る必要がある。 

○ 令和６年能登半島地震では、橋梁と道路の接続部での段差や斜面・盛土構造物の崩落により、

多数の道路が寸断したことから、医療施設や広域防災拠点、県庁、市町村役場等の防災拠点へ

の通行が確保できるよう、緊急輸送道路の整備、橋梁耐震・段差対策、斜面対策及び盛土対策

等の整備を進めていく必要がある。 

○ 災害時に車道部の通行が困難になった場合においても、避難所等への通行を確保することが

できるよう、歩道整備、自転車通行空間の整備及び防護柵設置といった交通安全対策を含め、

道路ネットワークを着実に整備する必要がある。 

○ 豪雨時における道路の機能維持を図るため、冠水の恐れがあるアンダーパスにおいて、冠水

時には表示板・回転灯・遮断施設により確実に車両の侵入防止を実施するとともに、排水設備

の補修や排水能力向上のための排水ポンプ増強を進めていく必要がある。また、河川からの溢

水による道路冠水等の情報をリアルタイムに把握し、速やかに規制等の対応を行うため、道路

監視カメラ等を整備する必要がある。 

○ 災害時の電力供給の制約により、道路照明を消灯することのないよう、消費電力を削減でき

る道路照明のＬＥＤ化を推進する必要がある。 

 

ꜞ♬▪ ─  

○ 大規模災害により交通の大動脈が分断する事態に備え、広域的な代替輸送ルート確保の観点

から、リニア中央新幹線の整備を促進するため、工事が円滑に進むように関係機関等と調整を

図る必要がある。 

 

─ ה ─  

○ 第三セクター鉄道等の県内地方鉄道について、老朽化した鉄道施設の長寿命化に資する補

強・改修を実施し、予防保全による防災・減災対策の強化を図るとともに、安全性向上に向け

た設備投資の実施など、安全・安定輸送の確保に向けた取組みを推進する必要がある。 

 

─ ₒ ₓ 

○ 暴風雪や豪雪等に対し、交通機関の運行中止の的確な判断と、早い段階からの利用者への情

報提供により、鉄道の車内などに多数の旅客が取り残される事態を回避するため、国土交通省

が取りまとめた「鉄道の計画運休のあり方」を踏まえつつ、県内事業者及び沿線市町村との情

報共有や連絡体制の確認を引き続き行う必要がある。【再掲】 

○ 地域交通事業者が被災し、地域交通網の確保等への影響が想定されるため、情報共有をより

密に行い、関係事業者間の協力・連携強化を図る必要がある。【再掲】 

 

─ ₒ ₓ 

○ 令和６年能登半島地震では、多数の電柱が倒壊し道路を閉塞したことから、緊急輸送道路や

避難路を確保するため、駅前や市街地の幹線道路で無電柱化を計画的に進めるとともに、緊急

輸送道路における新設電柱の占用を制限していく必要がある。【再掲】 

 



 

134 

─  

○ 高度経済成長期以降に整備した橋梁、トンネル、モルタル吹付法面などの道路施設の高齢化

が進行していることから、「岐阜県道路施設維持管理指針」に基づき、引き続き計画的な点検、

補修等を実施する必要がある。 

 

ⱷfi♥♫fi☻⌐ ∆╢ ─  

○ 県、岐阜大学、産業界が連携し、点検や補修に関する高度な技術を有する「社会基盤メンテ

ナンスエキスパート（ＭＥ）」を養成し、道路や小規模橋梁の点検・修繕に活用するとともに、

地域の道路を見守る「社会基盤メンテナンスサポーター（ＭＳ) 」を小中学校関係者や高校生な

どに拡大し、効率的かつ効果的な維持管理を推進する必要がある。 

 

⌐ ∆╢  

○ 社会資本の高齢化や災害の頻発化が進む中、多くの市町村は、技術職員の不足などの課題を

抱えていることから、土木事務所における社会資本メンテナンス相談窓口などを活用し、引き

続き市町村に対する維持管理や災害復旧の技術的な支援を推進する必要がある。 

 

─  

○ 地域交通ネットワークの強化及び孤立地域の発生防止のため、計画的に農道の整備や農道橋

の耐震対策を実施しており、避難路や代替輸送路機能を確保するため、引き続き整備を推進す

る必要がある。 

○ 地域交通ネットワークの補完や災害に強い森林づくりのため、市町村と連携して計画的に林

道整備を推進する必要がある。 

 

ה ⅜ ⅛≈ ╟╡ ⌂ ≢ ≢⅝╢ ╩ ∆╢ 

6- 1) ─ ─ ⌐╟╢ ה ─ ⌂ ╣ 

─  

○ 災害廃棄物の迅速な処理を行うためには、災害発生直後の速やかな仮置場の設営及び管理、

県内市町村等との連絡調整、国や近隣県との広域的な連携・応援体制などを内容に含む、県及

び各市町村の「災害廃棄物処理計画」の実効性を確保することが重要となる。このため、災害

を想定した演習及び研修を実施し、災害廃棄物処理体制の強化を図る必要がある。 

○ 市町村等が実施するごみ焼却施設の更新、基幹改良について、耐震性の向上、浸水対策等を

推進する必要がある。また、ごみ焼却施設が被災した場合でも迅速に復旧できるようにするた

め、施設の補修に必要となる資機材及び燃料を備蓄する必要がある。 

 

─ ₒ ₓ 

○ アスベストや化学物質等の有害物質の飛散・流出対策については、届出や検査など現行法に

基づく対応に留まっていることから、大規模災害発生時に迅速な対応をするための課題を整

理・検討する必要がある。【再掲】 
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⌐ ⇔√↔╖ ─  

○ 河積を阻害している流木・河道内樹木の撤去等、災害の発生防止を図るとともに、災害発生

時には、流出したごみを適正に撤去・処分するなどにより河川環境の保全を図る必要がある。 

 

6- 2) ה  ╩ ⅎ╢ ⁸  ▫♥⁸Ⱳꜝfiכ♃כⱠ▫♦כ◖⁸

   ▪⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⌐ ⇔√ ─ ⌐╟╢ ─ ⌂ 

   ╣ 

Ⱳꜝfi♥▫▪─ ה ─  

○ 大規模災害発生時に、市町村ボランティアセンターの円滑な運営を支援する「岐阜県災害ボ

ランティア連絡調整会議」を速やかに設置し、ボランティアを円滑に受入できるよう、平時か

ら市町村及び市町村社会福祉協議会を含めた関係機関との意見交換や研修・訓練などを通じ

て、「顔の見える」関係づくりを進め、多様な主体との連携・協働を図る必要がある。 

○ 大規模災害時における迅速かつ継続的な支援に備えるため、災害ボランティアセンターの運

営を支援する人材を養成していく必要がある。 

○ 倒木処理など専門技術を要するニーズに対応するため、技術ボランティアが円滑に活動でき

るよう連携体制を維持する必要がある。 

 

─ ה ₒ ₓ 

○ 「清流の国ぎふ防災・減災センター」や市町村において地域で活躍できる防災人材の育成を

推進するとともに、育成した人材が地域防災力の要となるよう、自主防災組織等と連携を深め

る機会の創出を促進するなど、防災人材がそれぞれの地域で活躍できる体制の構築を強化・推

進する必要がある。【再掲】 

○ 外国人防災リーダーの育成に加え、育成したリーダーを防災講座等に講師として派遣するな

ど、地域の外国人に対する防災啓発の強化に取り組む必要がある。【再掲】 

○ 市町村と地域住民とが密接に連携した訓練を実施できるよう、能登半島地震で生じた事態も

含め、より具体的な運営手順や方法を学ことができる研修を実施するなど、避難所運営を指導

する人材を育成する講座の充実を図る必要がある。【再掲】 

○ 全ての公立学校の安全管理責任者を対象とした学校安全講習会や管理職や学校安全担当者

を対象とした総合教育センターにおける教員研修を通して、校内の危険箇所等の確認の視点や

方法について、更なる普及・啓発を図る必要がある。【再掲】 

○ 高齢化や過疎化が進む地域では、災害時に地域で支え合う「共助」の機能が希薄となること

から、防災士や消防団員など、地域において防災リーダーとなり得る人材の確保・育成を図る

とともに、育成した防災リーダーによる防災教育や防災訓練の実施を推進する必要がある。【再

掲】 

 

⁸ ─ ה ₒ ₓ 

○ 消防団員の確保環境が一段と厳しさを増している中、消防団、市町村、企業等の意見を踏ま

えながら、団員の処遇改善、企業等と連携した入団促進、団員がやりがいを持って活動できる

環境づくりなど、効果的な確保対策を検討するとともに、基本団員の確保に加え、大規模災害
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団員をはじめとした機能別消防団員の拡充、消防職団員ＯＢや女性、学生、外国人など多様な

人材の活用などの方策を推進する必要がある。【再掲】 

○ 近年、全国的に豪雨災害、土砂災害、地震災害等が頻発する中、幅広い知識、技術を習得し

消防活動を安全かつ的確に実施できるよう、消防職団員を対象に、大規模災害対応訓練、水防

訓練、ドローンを活用した教育訓練等を実施する必要がある。【再掲】 

○ 県消防学校の訓練施設を各消防本部、消防団の訓練にも活用し、引き続き消防職団員の複雑

化、多様化する災害への現場対応力の向上を図る必要がある。【再掲】 

○ 高齢化する水防団の団員数維持や水防技術伝承等のため、若手団員の加入促進に向けた水防

活動の広報や水防資器材の提供等の支援に取り組む必要がある。【再掲】 

 

◖Ⱶꜙ♬♥▫ ─ ™  

○ 災害時に「共助」の力を発揮するためには、平時からのコミュニティの活力維持が重要とな

ることから、地域の課題解決に取り組む地域活動団体等に対して、その活動に関する指導・助

言を行うアドバイザーを派遣するなど、地域活動団体等による取組みを支援する必要がある。 

○ 地域のコミュニティとして様々な活動と防災活動を組み合わせること等により、災害による

被害を予防し、軽減するための自主防災組織の育成・活動を促進する必要がある。 

 

─ ™ ה  

○ 地域の復旧の中心となる建設業を担う人材の育成・確保を図るため、「ぎふ建設人材育成・確

保連携協議会」による産学官一体の取組み、職場環境の改善や人材育成に積極的な企業を「ぎ

ふ建設人材育成リーディング企業」として認定する制度、「建設ＩＣＴ人材育成センター」によ

る技術力・生産性向上を目的とした研修などを推進する必要がある。また、建築分野において

は、「岐阜県建築担い手育成協議会」による産学官が連携した取組みや、「ぎふ建築担い手育成

支援センター」による技術力・生産性向上を目的とした研修などを推進する必要がある。 

 

─ ה  

○ 地域の復旧・復興において重要な役割を果たす建設業の事業継続力向上を図るため、県と災

害時応援協定を締結する建設業関連団体が取り組むＢＣＭ（事業継続マネジメント）を認定す

る制度の普及、策定に向けた支援を実施する必要がある。 

 

6- 3)  ─ ╛ ⌐╟╢ ─ ⌂ ╣ 

─ ה  

○ 激甚化・頻発化する水害・土砂災害や大規模地震等により被災した施設を迅速に復旧するこ

とができるようにするため、災害時応急対策用資機材備蓄拠点の増強や、道路啓開等を目的と

した道の駅等への備蓄倉庫を整備する必要がある。また、引き続き平時に資機材の確保、点検

及び関係機関との訓練を実施する必要がある。 

 

⌂ ─  
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○ 水害・土砂災害や大規模地震等により公共施設が被災した際、復旧工法の早期立案を支援す

る災害復旧支援隊（ＤＲＳ）や災害査定前着工、工場であらかじめ製造されたプレキャスト製

品を積極的に活用するとともに、新技術を活用し災害査定の効率化を図るなど、早期復旧に向

けた取組み（岐阜モデル）を推進する必要がある。 

○ 県内の市町村や近隣県が被災した際における復旧復興支援のため、中長期派遣に係る技術職

員を確保する必要がある。 

 

ה ─  

○ 地盤沈下の状況を把握し、その未然防止を図るため、「濃尾平野地盤沈下防止等対策要綱」に

基づき地盤沈下状況の調査・観測を引き続き実施する必要がある。 

○ 令和６年能登半島地震では、広範囲において液状化が発生し、道路や建造物に多数の被害が

生じている。また、本県においても、明治２４年の濃尾地震において、液状化による被害が確

認されていることから、液状化が発生する危険性がある地域や液状化対策工法などについて、

防災イベント等の機会を通じて、広く県民に啓発する必要がある。 

 

─ ₒ ₓ 

○ 県内では、全国トップクラスの排水機場や樋門等の河川管理施設を管理していることから、

大規模な地震等による河川構造物の機能不全に伴う二次災害の発生に備えるため、施設の耐震

化を推進するとともに、地震被害発生の際には、緊急点検や応急対策を速やかに行うための盛

土拠点の整備を図る必要がある。【再掲】 

 

6- 4)  ⌂ ╛ ─ ⁸ ◖Ⱶꜙ♬♥▫─ ⁸ ─ ™ ─  

   ⌐╟╢ ה ─ ─ ה  

─ ─  

○ 地域の文化財を適切に保存し後世へ継承するため、防災・防犯対策の徹底、大規模災害に備

えた老朽化対策や、防災設備・耐震調査・耐震補強等への支援を推進する必要がある。また、

文化財に係る資料等の後世への継承や一元管理を図るため、資料・写真などをデジタルデータ

として収集し、アーカイブ化する取組みについても、継続して実施する必要がある。 

○ 生活・民俗文化を継承するためには、地域コミュニティの維持・活性化が重要となることか

ら、地域の活性化に向けた効果的な取組みを推進する必要がある。 

○ 被災地における地場産業の早期復興を支援するための取組みを検討する必要がある。 

 

─  

○ 本県の豊かで美しい自然環境の持つ多面的機能が持続的に発揮されるよう、災害に強い森林

づくりや自然公園等の保全を推進する必要がある。 

○ 各地域で優れた森林景観の形成を図るため、観光道路等から眺望でき、景観として価値が高

く、観光客を呼び込み地域活性化等に資することができる森林について、公的関与の高い管理・

整備を推進する必要がある。 
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○ 農村地域において、農地が有する保水効果など国土保全機能を維持するため、集落や組織が

協力して行う農地や農業水利施設等を保全管理する取組みに対して、引き続き支援する。【再

掲】 

 

6- 5)  ─ ⁸ ה ה ─ ⅜ ╕∏ ⅜ ⌐ ╣╢  

─  

○ 土地の所有者や境界等を明確にすることで、災害復旧の迅速化や境界トラブルの未然防止を

図るため、計画的な地籍調査の実施を促進する必要がある。 

 

─ ⅛≈ ⌂ ₒ ₓ 

○ 建設型応急仮設住宅については、引き続き市町村と連携し、建設可能用地の確保及び用地ご

との災害リスク等の情報充実に努めるとともに、災害時応援協定締結団体による供給能力等の

把握に努める必要がある。また、賃貸型応急仮設住宅については、災害時に円滑に提供できる

ようにするため、市町村や協定締結団体への災害救助法に基づく供与制度の周知など連携強化

を図る必要がある。【再掲】 

 

6- 6)  ─ ─╟╡ ™ ⌐ ↑√ ⱦ☺ꜛfi╛ ─ ⌐╟╡⁸ 

   ⅜ ⌐ ╣ ⅜ ∆╢  

ה ─  

○ 被災後には早期の復興まちづくりが求められるが、これまでの大規模災害時には、基礎デー

タの不足や喪失、復興まちづくりを担う人材の不足などにより、復興に影響が生じることが予

測されることから、防災・減災対策と並行して、事前に被災後の復興まちづくりを準備する復

興事前準備の取組みを進めておくことが重要となる。このため、市町村に対して、国のガイド

ラインや手引きを適宜情報提供し、市町村が地域の特性に応じた復興まちづくりを計画的に進

めることができるようにする必要がある。また、令和６年能登半島地震を受けてまとめられた

「石川県創造的復興プラン」に基づく石川県の復興状況についても注視し、本県における事前

復興の推進に資する必要がある。 

○ 大規模災害からの復興に際して必要となる各種手続き等について、実際の運用事例やその判

断基準を整理し、災害復旧を効率的・効果的に行うための取組み・手順等について、事前に整

理検討する必要がある。 

 

─ ⁸ ה ─ ╣⁸ ─ ─ ⅜ ⅛≈

⌐ ⇔√ ╛ ⅜ ⇔√ ≢╙ ╩ ⌐ ⅎ╢ 

7- 1)  ─ ⁸ ה ─ ╣⁸ ─ ─ ─ ⅛≈ ─ ⌐ 

   ╟╡⁸ ⅜ ⌐ ╡⁸ →╢ ⅜ →⌂™  

⅛╠ ╩ ╢ ─  

○ 県民総ぐるみで「自助」と「共助」の力を最大限に発揮できるようにするためには、適宜、

アンケート調査等の実施により、県民の防災意識・知識の理解度も確認しながら、「過去の災害

を知る防災教育の実施」「ハザードマップの周知」「地域の防災訓練への参加促進」などといっ
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た様々な取組みを推進することが重要となる。このため、「災害から命を守る岐阜県民運動」を

子どもから高齢者まで全ての世代を対象に幅広く展開するとともに、県や市町村、消防、警察、

自衛隊、医療、福祉などの防災に関わる全ての関係機関が連携し、令和６年能登半島地震での

支援経験等も活かした実効性のある啓発運動となるよう、関係者一丸となって取り組む必要が

ある。 

○ 「自分の命は自分で守る」の自助・共助の意識を高め、災害への備えを負担感なく県民が行

えるよう、日常的に使用しているモノや行動を災害時にもそのまま役立てる「フェーズフリー」

の考え方を取り入れ、広く県民に普及・啓発を図る必要がある。 

 

⌐ ℮ ─ ⅛≈ ⌐⅔↑╢ ─  

○ 令和５年１月に開庁した新県庁舎には、「災害対策の拠点」として、災害対応に従事する様々

な職員や関係機関等が円滑に活動できるようワンフロアの専用スペース「危機管理フロア」を

設けており、被害情報の共有や収集等に用いるための大型映像モニターや防災情報通信システ

ム等を整備している。引き続き「孤立」や「救助・救急活動の遅れ」「物資の供給途絶」など、

災害に伴う事象の複数かつ同時発生も想定した上で、この危機管理フロアを最大限に活用し、

国、市町村、民間事業などの関係機関と連携した取組みを進める必要がある。 

○ 令和６年能登半島地震では、多くの地域が長期間にわたり孤立した。本県においてもおよそ

６００地域を超える孤立予想地域が存在することから、地震や風水害などの大規模災害時に

は、多数の孤立地域が発生することを想定しておく必要がある。このため、大規模災害時に孤

立地域が発生した場合には、孤立地域に対する迅速な支援が行えるよう、「岐阜県孤立地域対

策指針」に基づき、毎年度、孤立予想地域を調査するとともに、市町村による備蓄・資機材の

充実を促進する必要がある。また、当該調査の結果を関係機関とも共有した上で、実践的な訓

練を継続して実施する必要がある。 

 

ה ─ ₒ ₓ 

○ 県境道路の整備、災害時の広域応援体制の強化や広域避難の検討、帰宅困難者対策など広域

的に取り組むべき課題について、引き続き国、隣県、県内市町村等との連携の強化を図る必要

がある。【再掲】 

○ 県では「岐阜県広域火葬計画」を策定し、各市町村及び関係一部事務組合（以下「市町村等」

という。）に周知するとともに、毎年度、市町村等における火葬場の能力等を把握し、その情報

を関係市町等に還元している。広域計画としての実効性を高めていくため、引き続き市町村等

の体制整備に向けた取組みを支援する必要がある。【再掲】 

○ 災害時には避難所の開設・運営に当たる市町村職員なども自ら被災し業務に従事できない可

能性があることから、令和６年能登半島地震の被災地に対する支援をベースに整備した「支援

職員データベース」や、関係団体との災害時応援協定、国において進める移動型車両等のデー

タベースなどを活用し、被災市町村において速やかに適切な避難所運営を図ることができるよ

うにする必要がある。【再掲】 

○ 令和６年能登半島地震では、被災地に派遣された応援職員の活動場所や業務内容があらかじ

め決められておらず、受援の遅れにつながった例もあることから、「岐阜県災害時広域受援計

画」や「岐阜県災害対応マニュアル」などの見直しを適宜実施し、応援職員の役割や受入れオ
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ペレーション（体制、執務室、宿泊場所、女性への配慮等）の明確化による受援体制の強化を

図るとともに、各市町村の受援計画の見直しについても支援する必要がある。【再掲】 

○ 総務省の応急対策職員派遣制度や中部９県１市、県内市町村との災害時の応援協定に基づ

き、被災影響の少ない県や市町村が被災自治体の後方支援を担うことは、迅速かつ効率的な災

害対応を行う上で非常に重要となることから、災害時の支援体制の適切な運用に向けて、受援

計画に基づく訓練を継続的に実施し、受援又は支援体制の実効性の確保・向上を図る必要があ

る。また、国内で大規模災害が発生した際には、その教訓等も踏まえ、必要に応じて、災害時

応援協定の内容の拡充を図るための見直しを実施する必要がある。【再掲】 

○ 物資輸送に係る実動訓練等の結果も踏まえ、必要に応じて「岐阜県災害時広域受援計画」や

「岐阜県広域物資輸送拠点物資集積・輸送マニュアル」の見直しを行うとともに、支援物資が

被災者まで届かない「ラストワンマイル問題」の解消に向け、市町村の物資に係る受援計画等

の策定・見直しを支援する必要がある。【再掲】 

 

7- 2)  ─ ╛ ─ ≤™∫√ ⌐╟╡⁸ ─ → ╣╛  

   ─ ⁸ ∆╢ ╛ ─ ⁸ ≤⌂╢▬fiⱨꜝ ─ ⌂ ╣⌂≥ 

   ─ ⅜ ה ∆╢  

┼─ ─  

○ 大雨により土砂災害や洪水による被害が発生する中での台風の接近や、大雪が続く中での地

震の発生といった、様々な複合災害を想定した図上訓練を引き続き実施し、効率的な情報の集

約・分析や、早期復旧に向けた関係機関との優先復旧箇所の選定といった具体的な対策の立案

など、複合災害への対応力の強化を図るとともに、訓練の結果を踏まえ、各種災害ごとの対応

に用いる計画やマニュアルなどの見直しを図る必要がある。 

○ 災害対応に当たる要員、資機材等について、後発災害の発生が懸念される場合には、先発災

害に多くを動員し後発災害に不足が生じるなど、望ましい配分ができない可能性があることに

留意するとともに、限られた要員・資機材の投入判断や支援要請の早期判断について、あらか

じめ関係する計画に定めておく必要がある。また、市町村において作成する計画についても、

同様に複合災害に係る内容が充実されるよう促していく必要がある。 

 

ꜞ☻◒─ ה  

○ 令和６年能登半島地震からの復旧・復興が進められている地域において発生した河川の氾濫

等による浸水被害や土砂災害なども踏まえ、命を最優先にした迅速な避難が行われるよう、山

間部や河川の沿岸など、地域の特性に応じて発生可能性が高い複合災害について、県民に周知・

啓発を図る必要がある。 

○ 地震などの災害により、大雨警報・注意報の発表基準について、通常基準より引き下げた暫

定基準が設けられた際には、各市町村において、暫定基準に基づく避難指示の発令等を適切に

行うことができるようにするとともに、県民に対し、通常基準との違いなどについて広く周知

を図る必要がある。 

 

─ ₒ ₓ 
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○ 県内では、全国トップクラスの排水機場や樋門等の河川管理施設を管理していることから、

大規模な地震等による河川構造物の機能不全に伴う二次災害の発生に備えるため、施設の耐震

化を推進するとともに、地震被害発生の際には、緊急点検や応急対策を速やかに行うための盛

土拠点の整備を図る必要がある。【再掲】 

 

⌂ ─ ₒ ₓ 

○ 県内で発生した過去の大災害等を教訓に木曽川水系、庄内川水系及び神通川水系の上流域で

実施している直轄砂防事業を促進するとともに、「八山系砂防総合整備計画」に基づき、土砂災

害により人命等に危害が及ぶおそれがある箇所においてハード対策を推進する必要がある。ま

た、令和６年能登半島地震により崩壊した土砂が、令和６年９月の能登半島での豪雨により下

流へ流出し大きな被害をもたらしたことから、土砂や流木等を確実に補足できるよう砂防堰堤

裏の土砂撤去を計画的に実施する必要がある。【再掲】 

 

─ ⅛≈ ⌂ ₒ ₓ 

○ 建設型応急仮設住宅については、引き続き市町村と連携し、建設可能用地の確保及び用地ご

との災害リスク等の情報充実に努めるとともに、災害時応援協定締結団体による供給能力等の

把握に努める必要がある。また、賃貸型応急仮設住宅については、災害時に円滑に提供できる

ようにするため、市町村や協定締結団体への災害救助法に基づく供与制度の周知など連携強化

を図る必要がある。【再掲】 

 

─ ה ₒ ₓ 

○ 激甚化・頻発化する水害・土砂災害や大規模地震等により被災した施設を迅速に復旧するこ

とができるようにするため、災害時応急対策用資機材備蓄拠点の増強や、道路啓開等を目的と

した道の駅等への備蓄倉庫を整備する必要がある。また、引き続き平時に資機材の確保、点検

及び関係機関との訓練を実施する必要がある。【再掲】 

 

⌂ ─ ₒ ₓ 

○ 平時から電気事業者との「顔の見える」関係を構築するとともに、大規模災害時には、後発

災害が発生する可能性なども踏まえ、県災害対策本部への情報連絡員の派遣や、被災状況及び

道路啓開に関する情報の共有、優先的な電源車の配備など、早期に電力復旧を図ることができ

るようにするための連携・協力体制を構築する必要がある。【再掲】 

 

─ ₒ ₓ 

○ 孤立地域や避難施設等において、早期に通信手段を確保・復旧するため、被災状況、避難所

開設状況、道路啓開情報、資機材の確保・運搬方法、優先的な復旧箇所、今後の復旧方針等の

情報交換を密に実施し、電気通信事業者間（固定・携帯）や行政関係機関との連携体制を強化

する必要がある。【再掲】 

 

⌂ ─ ₒ ₓ 
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○ 水害・土砂災害や大規模地震等により公共施設が被災した際、復旧工法の早期立案を支援す

る災害復旧支援隊（ＤＲＳ）や災害査定前着工、工場であらかじめ製造されたプレキャスト製

品を積極的に活用するとともに、新技術を活用し災害査定の効率化を図るなど、早期復旧に向

けた取組み（岐阜モデル）を推進する必要がある。【再掲】 

 

⌐⅔↑╢ ─  

○ 原子力災害発生時に、放射性物質の放出・拡散からＵＰＺ内の住民の安全を確保するため、

避難行動の周知・啓発を図るとともに、その実効性を確保する必要がある。 

○ 原子力災害と土砂崩れ等による避難経路の交通遮断の同時発生に備え、ＵＰＺ内の住民の避

難に用いるヘリコプターの離着陸場の整備を促進する必要がある。また、ヘリコプターの離着

陸場の整備が完了した際には、県防災ヘリコプターによる住民搬送などを伴う実動訓練を実施

し、運用手順等を確認する必要がある。 

 

⸗♬♃ꜞfi◓ ─  

○ 福井県内の原子力発電所における原子力災害が発生した際に、本県における放射線の影響を

適切に把握できるようにするため、引き続き県内に１２基あるモニタリングポストを適切に管

理し、空間放射線量の適切なモニタリング体制を維持する必要がある。 
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↔≤─  

˧ ɵ  

ה  Ⱡ♇♩꞉כ◒─  

─ Ⱡ♇♩꞉כ◒─  

○ 令和６年能登半島地震では、東海北陸自動車道が被災地への緊急物資の輸送や災害派遣等の

復旧活動を支える役割を担ったことから、東海環状自動車道、東海北陸自動車道及び中部縦貫

自動車道といった災害直後から有効に機能する緊急輸送道路の整備を進め、広域的な代替ルー

トとしての機能を確保する必要がある。 

○ 令和６年能登半島地震では、地理的制約から道路ネットワークが限られていたため、被災者

の安否確認や支援物資を届けるのが困難な状況であったことから、日本の真ん中に位置し、７

県と接する交通の結節点であるという本県の特性に鑑み、災害時、他県からの支援の受け入れ

や他県への支援を中継するため、引き続き県境道路の整備により道路ネットワークの強化を図

る必要がある。 

○ 令和６年能登半島地震では、橋梁と道路の接続部での段差や斜面・盛土構造物の崩落により、

多数の道路が寸断したことから、医療施設や広域防災拠点、県庁、市町村役場等の防災拠点へ

の通行が確保できるよう、緊急輸送道路の整備、橋梁耐震・段差対策、斜面対策及び盛土対策

等の整備を進めていく必要がある。 

○ 災害時に車道部の通行が困難になった場合においても、避難所等への通行を確保することが

できるよう、歩道整備、自転車通行空間の整備及び防護柵設置といった交通安全対策を含め、

道路ネットワークを着実に整備する必要がある。 

○ 豪雨時における道路の機能維持を図るため、冠水の恐れがあるアンダーパスにおいて、冠水

時には表示板・回転灯・遮断施設により確実に車両の侵入防止を実施するとともに、排水設備

の補修や排水能力向上のための排水ポンプ増強を進めていく必要がある。また、河川からの溢

水による道路冠水等の情報をリアルタイムに把握し、速やかに規制等の対応を行うため、道路

監視カメラ等を整備する必要がある。 

○ 災害時の電力供給の制約により、道路照明を消灯することのないよう、消費電力を削減でき

る道路照明のＬＥＤ化を推進する必要がある。 

 

─ ⌐ ⅎ√ Ⱡ♇♩꞉כ◒ ─  

○ 令和６年能登半島地震では、各地で道路が寸断したことにより、孤立が長期化しており、孤

立予想集落が多く存在する本県でも、長期間にわたり孤立状態が続くことが懸念される。この

ため、孤立地域対策として、道路整備、橋梁耐震・段差対策及び斜面対策等を実施するととも

に、道路沿いの民有地樹木の伐採を引き続き推進する必要がある。 

○ 令和６年能登半島地震では、道路啓開に時間を要し、安否確認や救急活動などに支障が生じ

たことから、早期の応急復旧に向け、災害時応急対策用資機材備蓄拠点の増強や、道の駅等へ

の備蓄倉庫を整備する必要がある。また、関係機関と連携した訓練を継続的に実施し、発災時

に道路啓開計画に基づく対応を確実かつ迅速に実施する体制を確保する必要がある。 
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○ 災害により道路が通行不能となった際には、建設関連団体との災害時応援協定や、道路管理

者である県でも倒壊した電柱を撤去できる旨を定めた電線管理者との協定を活用し、関係機関

と連携して迅速な啓開作業を実施する必要がある。【再掲】 

 

⌐⅔↑╢  

○ 大雪等の際、早期に通行の確保を図るため、引き続き除雪作業に使用する除雪機や除雪基地

の増強、カメラ等の観測機器の整備や積雪・凍結センサー等による路面状況等の監視体制の強

化を図る必要がある。また、関係機関と連携し、予防的通行止めを確実に実施し、車両の滞留

防止を図るとともに、車両の滞留が発生した際には、市町村、警察など関係機関と連携し、早

期解消を図る必要がある。 

○ 大雪等による大規模な車両滞留の発生や長時間の通行止めによる死傷者の発生を防ぐため、

「岐阜県雪害タイムライン」に基づき、不要不急の外出抑制など行動変容を促すための県民へ

の呼びかけ、各種防災情報や避難情報を一元的に分かりやすく提供する「岐阜県総合防災ポー

タル」やＳＮＳの効果的な活用、災害時応援協定の締結事業者との連携対応といった取組みを

進めていく必要がある。また、ＡＩ等の活用により、車両のスタック情報を迅速に収集すると

ともに、車両滞留の兆候が見られた際には、関係機関と速やかに情報を共有し、応急対応を行

う必要がある。 

 

─ ⌂  

○ 令和６年能登半島地震では、道路啓開に時間を要し、安否確認や救急活動などに支障が生じ

たことから、早期の応急復旧に向け、災害時応急対策用資機材備蓄拠点の増強や、道の駅等へ

の備蓄倉庫を整備する必要がある。また、関係機関と連携した訓練を継続的に実施し、発災時

に道路啓開計画に基づく対応を確実かつ迅速に実施する体制を確保する必要がある。【再掲】 

○ 災害により道路が通行不能となった際には、建設関連団体との災害応援協定や、道路管理者

である県でも倒壊した電柱を撤去できる旨を定めた電線管理者との協定を活用し、関係機関と

連携して迅速な啓開作業を実施する必要がある。 

 

─  

○ 令和６年能登半島地震では、多数の電柱が倒壊し道路を閉塞したことから、緊急輸送道路や

避難路を確保するため、駅前や市街地の幹線道路で無電柱化を計画的に進めるとともに、緊急

輸送道路における新設電柱の占用を制限していく必要がある。 

 

ꜞ♬▪ ─  

○ 大規模災害により交通の大動脈が分断する事態に備え、広域的な代替輸送ルート確保の観点

から、リニア中央新幹線の整備を促進するため、工事が円滑に進むように関係機関等と調整を

図る必要がある。 

 

─ ה ─  
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○ 第三セクター鉄道等の県内地方鉄道について、老朽化した鉄道施設の長寿命化に資する補

強・改修を実施し、予防保全による防災・減災対策の強化を図るとともに、安全性向上に向け

た設備投資の実施など、安全・安定輸送の確保に向けた取組みを推進する必要がある。 

 

─  

○ 県と運輸事業者団体との間で緊急・救援輸送に関する災害時応援協定を締結しており、大規

模災害時には、協定に基づく広域的な緊急輸送等の役割が期待されている。このため、大規模

災害時においては、運輸事業者による緊急・救援輸送や早急な運行再開が図られるよう取組み

を進める必要がある。また、物流分野では、人材不足が顕著化するなど、事業者を取り巻く環

境も変化していることから、平時から様々な面において支援を図る必要がある。 

 

─  

○ 暴風雪や豪雪等に対し、交通機関の運行中止の的確な判断と、早い段階からの利用者への情

報提供により、鉄道の車内などに多数の旅客が取り残される事態を回避するため、国土交通省

が取りまとめた「鉄道の計画運休のあり方」を踏まえつつ、県内事業者及び沿線市町村との情

報共有や連絡体制の確認を引き続き行う必要がある。 

○ 地域交通事業者が被災し、地域交通網の確保等への影響が想定されるため、情報共有をより

密に行い、関係事業者間の協力・連携強化を図る必要がある。 

ᶮᶽͪЋ 

 ⁸ ⁸ ⁸  

⌂ ─  

○ 近年の気候変動による降雨の激甚化・頻発化傾向に伴い、平成３０年７月豪雨、令和２年７

月豪雨、令和３年８月の大雨、令和６年台風第１０号のように治水安全度が低い県管理中小河

川における水害が頻発している。このため、河川改修やダムの建設などの対策をより一層加速

するとともに、流域のあらゆる関係者が協働して水災害対策を行う「流域治水」を推進する必

要がある。 

○ 水害の発生頻度を低下させ、生命はもとより財産や暮らしを守り、社会経済活動を安心して

営めるようにするため、新丸山ダムや長良川遊水地等の直轄事業を促進するほか、「岐阜県新

五流域総合治水対策プラン」に基づき、河川改修や内ケ谷ダムの整備等を推進し、ハード対策

を迅速に進める必要がある。加えて、河川管理施設等のハード施設では防ぎきれない水害に対

しては、要配慮者利用施設に義務付けられた避難確保計画の作成や避難訓練の実施に係る支援

など、命を守るための避難行動につながるソフト対策を推進する必要がある。 

○ 令和６年７月の東北地方の大雨では、ポンプ設備が故障した排水機場の代替として、排水ポ

ンプ車が活用されたことから、県が保有する排水ポンプ車の操作技術及び実施体制を確保する

ための定期的な訓練を継続し、浸水被害を防止・軽減する体制を確保する必要がある。 

○ 中小河川の危機管理型水位計や河川監視カメラを適切に維持管理するとともに、出水時に避

難判断の参考となる情報を市町村に確実に伝えるための情報伝達等に係る定期的な訓練を継

続して実施する必要がある。また、洪水時の円滑な避難のため、各市町村において整備した洪
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水ハザードマップの周知・啓発を促進し、住民の防災意識を向上させるなど、避難体制の整備

を支援する必要がある。 

○ 平成３０年７月豪雨などの災害を受けて実施した「重要インフラの緊急点検」結果等を踏ま

え、洪水時の流下阻害となる箇所の河道の掘削や樹木伐採、ダムの堆積土砂の浚せつ等を進め、

流下能力の向上を図る必要がある。 

○ ダムの緊急放流に関する事前通知について、実績降雨に基づき予測システムの検証を行い、

予測精度の向上を図るとともに、必要に応じてシステムを改修し、早期の事前通知を検討する

必要がある。 

○ 令和６年７月の東北地方の大雨では、多くのダムで事前放流を実施し、洪水調節の能力を一

時的に増強したことから、県内ダムの事前放流に係る情報伝達などの定期的な訓練を継続し、

台風などの大雨による洪水に備える態勢の確保を図る必要がある。 

○ 小学校の「総合学習の時間」を活用した防災に関する学習や、水辺でのイベントを通じた防

災啓発などの防災教育を進め、水害･防災への意識を深めていく必要がある。 

○ 高齢化や過疎化が進む地域を中心に、「自助」、「共助」の意識の醸成を図り、要配慮者への避

難支援等、地域の防災力の向上に取り組むほか、地域の住民が互いに支え合って避難行動をと

ることができるよう、住民による地区防災計画の作成など、住民の自発的な防災活動に対して、

積極的に支援する必要がある。 

○ 気候変動適応法において、各市町村は自然的社会的状況に応じた気候変動適応計画の策定に

努めるよう規定されていることから、市町村における気候変動適応計画の策定について、引き

続き助言等を実施する必要がある。 

○ 岐阜県気候変動適応センターにおいて、防災分野を含めた気候変動の影響及び適応に係る共

同研究や情報収集等に引き続き取り組むとともに、その成果については、県及び市町村の地域

気候変動適応計画や地域防災計画等にも必要に応じ位置付けた上で、気候変動への適応と防

災・減災対策を包括的に実施していく必要がある。 

 

─  

○ 県内では、全国トップクラスの排水機場や樋門等の河川管理施設を管理していることから、

大規模な地震等による河川構造物の機能不全に伴う二次災害の発生に備えるため、施設の耐震

化を推進するとともに、地震被害発生の際には、緊急点検や応急対策を速やかに行うための盛

土拠点の整備を図る必要がある。 

 

⌂ ─  

○ 県内で発生した過去の大災害等を教訓に木曽川水系、庄内川水系及び神通川水系の上流域で

実施している直轄砂防事業を促進するとともに、「八山系砂防総合整備計画」に基づき、土砂災

害により人命等に危害が及ぶおそれがある箇所においてハード対策を推進する必要がある。ま

た、令和６年能登半島地震により崩壊した土砂が、令和６年９月の能登半島での豪雨により下

流へ流出し大きな被害をもたらしたことから、土砂や流木等を確実に補足できるよう砂防堰堤

裏の土砂撤去を計画的に実施する必要がある。 

○ これまでの要配慮者利用施設や避難所への土砂災害対策に加え、重要な防災拠点となる市町

村役場等への対策にも取り組むほか、緊急輸送道路や孤立が予想される地域等を保全する施設
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整備を推進する必要がある。また、土砂と洪水が重なり被害が拡大する恐れのある流域を調査・

把握する必要がある。 

○ 土砂災害の恐れのある区域を明らかにし、警戒避難体制の整備を図るため、今後も土砂災害

警戒区域等を指定するとともに、既指定区域の定期調査や地形の改変等があった区域の随時調

査を実施する必要がある。また、ポータルサイトや周知看板により土砂災害警戒区域の指定状

況を周知することに加え、これまでに蓄積した災害等の情報を活用してより精度の高い土砂災

害警戒情報を提供していく必要がある。さらに、市町村の防災訓練やハザードマップ作成の支

援をするとともに、平成２９年の土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関す

る法律( 以下「土砂災害防止法」という。) の改正により要配慮者利用施設に義務付けられた「避

難確保計画」の作成及び避難訓練の実施を支援する必要がある。 

○ 土砂災害特別警戒区域など、がけ地の崩壊などの恐れのある区域内の住民に対し、市町村と

協働して、「がけ地近接等危険住宅移転事業」の周知を行うとともに、市町村に対しては、この

制度が災害による被害を未然に防止する有効な手法の一つであることを改めて説明し、活用を

促す必要がある。 

○ 地震発生後、ドローンを活用し天然ダム等を早期に発見するとともに、土砂災害の恐れがあ

る場合には、土石流センサーを活用した監視・計測による緊急避難体制を確保する必要がある。

また、大規模土砂災害に備えて、日頃より市町村や関係機関と連携した防災訓練を実施する必

要がある。 

○ 県内には石積砂防堰堤など数多くの伝統的砂防施設が残っており、先人たちが古くから土砂

災害と闘ってきた歴史について、小学校の「総合学習の時間」などを活用し、次世代へ語りつ

なぎ、土砂災害・防災への意識を深めていく必要がある。 

 

♄ⱶ ─ ה  

○ 林野庁が山地災害の激甚化や流木災害等を踏まえて改定した「山地災害危険地区調査要領」

に基づき、令和６年度から７年度にかけて実施する山地災害危険地区の再評価結果を踏まえ、

山地災害発生の危険度が高く、かつ、人家等の保全対象への影響が大きい地区を抽出し、治山

対策を推進する必要がある。また、流域内の森林整備と合わせた面的な山地防災力の向上を図

る必要がある。 

 

─  

○ 登山届の提出の更なる促進を図るため、登山届の作成・提出がスマートフォンから可能とな

る登山アプリ等を用いたオンラインによる登山届の提出について、ホームページ、雑誌、ポス

ター、チラシなどの様々な広報媒体を用いて周知する必要がある。 

○ 関係機関と連携を図りながら、情報伝達訓練や実動訓練の検証結果を踏まえた、より実践的

な訓練を継続的に実施していく必要がある。また、退避壕などの防災設備の設置を検討する自

治体に対して支援を行い、実効性のある対策を推進する必要がある。 

○ 国が中心となって策定している「火山噴火緊急減災対策砂防計画」に基づき、火山噴火に伴

い発生する土砂災害に対応するため、緊急ハード対策に向けた大型土のうなどの資機材等を整

備する必要がある。また、対策工事の従事者の安全確保や周辺住民の避難対策の支援を目的と

した情報提供等を実施していく必要がある。 
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○ 火山噴火災害の影響は、火山を取り巻く複数の自治体に及ぶことから、各自治体が参加する

火山防災協議会において、火山防災避難計画に基づく実動訓練、図上訓練、情報伝達訓練を連

携して実施することで、当該避難計画の見直しを行い、実効性のある計画としてその充実を図

る必要がある。また、令和６年の活動火山対策特別措置法の改正により、各市町村長は、避難

確保計画の作成等に援助を行うに際し必要と認めるときは、火山防災協議会に対して意見を求

めることができる旨規定されたことから、関係市町村において整合性のとれた避難確保計画の

作成等を行うため、市町村長から計画策定等に当たって火山防災協議会に意見が求められた際

には、助言指導を行う必要がある。 

 

─  

○ 県では亜炭鉱廃坑対策を実施してきたが、南海トラフ地震の発生が懸念される中、依然とし

て広範に亜炭鉱廃坑が存在し予防事業を推進する必要があることから、対策を要する地域が存

在する市町の意向を踏まえながら、今後の対策を進める必要がある。 

 

ה ─  

○ 地盤沈下の状況を把握し、その未然防止を図るため、「濃尾平野地盤沈下防止等対策要綱」に

基づき地盤沈下状況の調査・観測を引き続き実施する必要がある。 

○ 令和６年能登半島地震では、広範囲において液状化が発生し、道路や建造物に多数の被害が

生じている。また、本県においても、明治２４年の濃尾地震において、液状化による被害が確

認されていることから、液状化が発生する危険性がある地域や液状化対策工法などについて、

防災イベント等の機会を通じて、広く県民に啓発する必要がある。 

 

 ⌐ ™ ה ≠ↄ╡  

─  

○ 農業用排水機場の多くが、周辺農地の宅地化などによる流出量の増加、地盤沈下のほか、「想

定外の常態化」ともいうべき豪雨の頻発化などによる排水機の能力不足が懸念されており、施

設の老朽化や地震、集中豪雨等に起因する災害を未然に防止するため、長期的な施設機能の確

保に向けた機能保全対策を実施する必要がある。 

○ 地震が発生した際の農業用排水機場における緊急点検要領について周知徹底を図る必要が

ある。 

 

√╘ ─ ─  

○ 農業用ため池の多くは、近代的な技術基準に基づき設置されておらず、地震又は豪雨による

決壊の危険性があることから、決壊した場合の影響度を踏まえ、地震・豪雨耐性評価を実施し、

必要な防災工事を計画的に実施する必要がある。また、市町村に対し、ハザードマップの周知

を促すなど、引き続きハード・ソフトを組み合わせた取組みを継続する必要がある。 

○ 地震、豪雨が発生した際の農業用ため池等における緊急点検要領について周知徹底を図ると

ともに、ため池保全管理研修や災害復旧技術研修を実施し、ため池の管理・復旧に係る技術力

向上を図る必要がある。 
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─  

○ 安定した食料供給に向け、引き続き基幹的農業水利施設の長期的な施設機能の確保に向けた

保全対策を推進する必要がある。 

 

ה ─ ⌂  

○ 農村地域において、農地が有する保水効果など国土保全機能を維持するため、集落や組織が

協力して行う農地や農業水利施設等を保全管理する取組みに対して、引き続き支援する必要が

ある。 

○ 耕作放棄地の新たな発生を防止する地域共同活動が、過疎化や高齢化により困難となるた

め、地域共同活動を引き続き支援する必要がある。 

○ 災害時においても地域防災力を発揮できるよう、相互扶助など集落機能を維持するため、日

常的に地域ぐるみで農地や農村環境などの保全に取り組む農村の共同活動に対して支援する

必要がある。 

○ 各市町村の地域防災計画において、大規模災害の発生時に病害虫防除が遅滞なく実施できる

よう農薬等資材の準備等が位置付けられていることから、引き続きその体制を維持する必要が

ある。 

 

─  

○ 農業集落排水施設については、汚水処理施設の機能確保のため、計画に基づき施設の機能保

全対策を実施しており、引き続き計画的に推進する必要がある。 

 

─  

○ 地域交通ネットワークの強化及び孤立地域の発生防止のため、計画的に農道の整備や農道橋

の耐震対策を実施しており、避難路や代替輸送路機能を確保するため、引き続き整備を推進す

る必要がある。 

○ 地域交通ネットワークの補完や災害に強い森林づくりのため、市町村と連携して計画的に林

道整備を推進する必要がある。 

 

⌐ ™ ≠ↄ╡  

○ 県土の８割を森林が占めており、豪雨による山地災害等を防止するため、森林の公益的機能

の持続的な発揮に向け、引き続き人工林の針広混交林へ誘導するための間伐等の森林整備を計

画的に推進する必要がある。また、重要インフラ施設周辺の森林等のうち特に緊要度の高い区

域については、森林の整備と治山事業等の土木的手法を適切に組み合わせて、防災・減災対策

につなげる取組みを推進する必要がある。 

○ 適切な経営管理が行われていない森林について、森林環境譲与税の導入とあわせて施行され

た森林経営管理制度を活用し、市町村主体の森林整備を促進する必要がある。また、令和５年

度に策定した市町村が主体となった間伐実施計画の実行に向けた指導や支援を行っていく必

要がある。 

○ ＣＬＴ（直交集成板）等の木製品、新工法及び新規用途の開発・普及によって、県産材需要

を拡大し、県内の森林整備の促進を図る必要がある。 
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○ 適切な森林整備を継続的に実施するため、引き続き「森のジョブステーションぎふ」を核と

して、林業の担い手確保・育成・定着を図るとともに、森林技術者の育成に必要な指導体制の

強化を図る必要がある。 

○ 適正な鳥獣保護管理を推進するため、調査の実施により生息数や分布状況を把握するととも

に、ニホンジカ等野生鳥獣による食害等の森林被害を軽減させるための防除対策を推進する必

要がある。 

○ 自然災害への暴露の回避及び脆弱性の低減の両面から、治山対策におけるEco- DRRの取組み

を更に進めていくため、荒廃地の生態系に配慮した植生回復や樹林化を推進し、従前の環境回

復を積極的に取り組む必要がある。 

○ 山地災害防止等の森林の公益的機能の低下を防ぐため、治山対策を推進する流域内におい

て、地域住民、森林所有者及び地域外関係者等が一体となり、森林の保全管理の取組みや、境

界・権利者の明確化を通じた施業の集約化が図れるよう、制度や技術の活用に係る研修会や、

所有権整理に関する法的な検討会により、流域内の森林整備を推進する必要がある。また、リ

モートセンシング技術等を活用した森林境界明確化の手法の普及を図る必要がある。 

○ 被災経験豊富な熟練職員の退職、被災経験がない若手職員の増加、慢性的な職員不足により、

技術力向上のための研修の企画及び研修への参加が困難な状況が続くことで、年々職員の災害

対応スキルが低下していることから、災害時にも必要となる森林・林業に係る専門的技術の継

承に向けた取組みを推進する必要がある。また、災害時に迅速に被災状況を調査するため、林

道災害研修の実施や倒木処理、折損木処理等の技術の取得、手引きの作成等の取組みを推進す

る必要がある。 

⁸ɵ̮ὁ ᶽ᷂ѫ  

ה  ⌐ ™╕∟≠ↄ╡  

ה ─ ה ─  

○ 地震による死傷者や道路閉塞の発生を防ぐためには、住宅・建築物の被害を減らすことが重

要である。住宅・建築物の耐震化を推進するため、耐震診断、耐震改修工事等に対する、国、

県及び市町村による支援を行うとともに、部分的な耐震補強（耐震シェルターなど）に対する

支援策を検討するほか、戸別訪問、建築物耐震改修説明会、リフォーム事業者に対する講習会

など、普及啓発を実施する必要がある。また、耐震診断義務化対象建築物のうち、耐震性が不

十分な建築物の耐震化の促進を図る必要がある。さらに、倒壊の危険がある民間ブロック塀の

除去や、既存天井（吊り天井）の耐震改修が進むよう支援する必要がある。 

○ 住宅・建築物の耐震化については、老朽化したマンションの再生･除却の促進についても重

要となることから、マンションの建替え等の円滑化に関する法律の改正内容等も踏まえ、必要

に応じて、管理組合への助言等を行う必要がある。 

○ 地震発生時には、火災の発見・通報・初期段階での消火の遅れや、災害の同時発生による消

防力の不足などが生じる恐れがあることから、住宅用火災警報器や住宅用消火器などの普及を

推進する必要がある。また、近年の大規模地震においては、電気に起因する火災が多く発生し

ていることから、電気火災防止に効果的な感震ブレーカーの普及も推進する必要がある。 

○ まちぐるみでの消火器等を用いた初期消火の訓練、シミュレーションやＤＩＧを用いた防災

訓練など、地域における防災教育を通じ、県民の意識向上を図るとともに、消防設備の充実を
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図るため、市町村に対し、国の補助金の活用を促していく必要がある。また、大規模火災発生

時等の消防水利を確保するため、排水ポンプ車やミキサー車を活用した給水が可能となるよ

う、関係機関と連携しミキサー車からの給水訓練及びその水を水利とした放水訓練を実施して

いるが、大規模火災時に連携した消火活動が展開できるよう、引き続き訓練を実施する必要が

ある。 

○ 既存不適格建築物等の安全性向上のため、当該建築物における適切な退避・避難行動の方法

に加え、避難経路等の確保を目的とした改修の必要性について周知する必要がある。 

○ 地震や洪水による機能不全を防ぐため、防災拠点等建築物の建築主や設計者、管理者など関

係者に広く「防災拠点等となる建築物に係る機能継続ガイドライン」及び「建築物における電

気設備の浸水対策ガイドライン」を周知する必要がある。 

○ 南海トラフ地震は、震源域が広範囲にわたる海溝型地震であり、地震が発生した場所から数

百キロメートル離れた場所でも揺れ続ける「長周期地震動」の発生も予測されていることから、

「長周期地震動」の認知度の向上に向けた取組みとともに、家具や什器などの転倒等防止対策

の啓発を推進する必要がある。 

 

⅝ ─  

○ 大規模災害発生時の空き家の倒壊による道路の閉塞などを防止するため、市町村等と連携し

て空き家の活用や除却を進めるとともに、空き家所有者への意識啓発や市町村に対する優良事

例の情報提供等、総合的な空き家対策を推進する必要がある。 

 

─  

○ 盛土等に伴う災害から人命を守るため、盛土規制法に基づき既存盛土等調査を実施する必要

がある。また、盛土規制法の施行前に抽出された大規模盛土造成地について、市町村と連携し

て変動予測調査等を実施する必要がある。 

 

─  

○ 関係自治体や経済団体などの多様な主体と連携しながら、平時から企業の従業員等に対し、

大規模災害時には「むやみに移動を開始しない」ことについて周知するとともに、ＢＣＰ策定

支援等を通じて、企業等に対し、帰宅困難になった場合に従業員等を一定期間事業所等内に留

めておくことの必要性や、物資の備蓄等について周知する必要がある。また、帰宅困難者が、

「水道水の提供」や「トイレの使用」などを受けることができるよう、県内のコンビニエンス

ストア等と締結した災害時応援協定に基づく帰宅困難者支援を引き続き推進する必要がある。 

○ 帰宅困難者対策の実効性を確保するためには、多様な主体との連携が不可欠であることか

ら、県、警察、消防、関係自治体、交通事業者、経済団体などによる意見交換会を継続して実

施する必要がある。 

 

┼─  

○ 被災住宅からの土砂撤去や屋根等の応急修理について、災害ボランティア等との連携を強化

するとともに、被害の状況に応じて、災害救助法、被災者生活再建支援法、県の被災者生活・

住宅再建支援制度を速やかに適用することで、被災者の生活再建を支援する必要がある。また、
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市町村における罹災証明書発行業務が迅速に行われるよう、被害認定調査について、県・市町

村相互による職員応援体制に基づく支援を行う必要がある。 

○ 被災住宅から撤去された土砂を含んだ災害廃棄物や市街地から撤去された土砂等について、

国の助成制度の活用による円滑な運搬、分別処理体制が確保できるよう市町村を支援する必要

がある。 

 

─ ⅛≈ ⌂  

○ 建設型応急仮設住宅については、引き続き市町村と連携し、建設可能用地の確保及び用地ご

との災害リスク等の情報充実に努めるとともに、災害時応援協定締結団体による供給能力等の

把握に努める必要がある。また、賃貸型応急仮設住宅については、災害時に円滑に提供できる

ようにするため、市町村や協定締結団体への災害救助法に基づく供与制度の周知など連携強化

を図る必要がある。 

 

─  

○ 気候変動の影響もあり、異常渇水等の発生頻度が高まる可能性があることから、木曽川水系

連絡導水路など水資源関連施設の整備・機能強化、ダム群連携等の既存ストックを活用した水

資源の有効利用を推進する必要がある。 

○ 「渇水対応タイムライン」を活用して、渇水時の情報共有を引き続き緊密に行うことにより、

渇水による被害の軽減を図る必要がある。 

 

─  

○ 災害時や異常渇水時において必要な用水を確保するため、雨水・地下水等の有効利用を推進

する必要がある。 

 

─  

○ 大規模火災のリスクが高く、地震時等に危険な密集市街地については、都市の防災機能の向

上を図るため、市町と連携して市街地再開発事業など密集市街地の面的整備を促進する必要が

ある。 

 

─  

○ 防災機能強化の観点から、災害リスクの低い地域に医療・福祉施設、商業施設や住居等がま

とまって立地し、住民が公共交通によりこれらの施設にアクセスできるまちづくりを進めるた

め、市町村の立地適正化計画の策定及び防災指針の作成を促進する必要がある。 

 

─  

○ 土地の所有者や境界等を明確にすることで、災害復旧の迅速化や境界トラブルの未然防止を

図るため、計画的な地籍調査の実施を促進する必要がある。 

 

─ ─  
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○ 地域の文化財を適切に保存し後世へ継承するため、防災・防犯対策の徹底、大規模災害に備

えた老朽化対策や、防災設備・耐震調査・耐震補強等への支援を推進する必要がある。また、

文化財に係る資料等の後世への継承や一元管理を図るため、資料・写真などをデジタルデータ

として収集し、アーカイブ化する取組みについても、継続して実施する必要がある。 

○ 生活・民俗文化を継承するためには、地域コミュニティの維持・活性化が重要となることか

ら、地域の活性化に向けた効果的な取組みを推進する必要がある。 

○ 被災地における地場産業の早期復興を支援するための取組みを検討する必要がある。 

 

─  

○ 本県の豊かで美しい自然環境の持つ多面的機能が持続的に発揮されるよう、災害に強い森林

づくりや自然公園等の保全を推進する必要がある。 

○ 各地域で優れた森林景観の形成を図るため、観光道路等から眺望でき、景観として価値が高

く、観光客を呼び込み地域活性化等に資することができる森林について、公的関与の高い管理・

整備を推進する必要がある。 

○ 農村地域において、農地が有する保水効果など国土保全機能を維持するため、集落や組織が

協力して行う農地や農業水利施設等を保全管理する取組みに対して、引き続き支援する。【再

掲】 

ͪβӣ ɵ  

ה  ┘ ┼─  

─  

○ 二次医療圏内の災害拠点病院の複数化は達成したものの、他にも災害拠点病院の候補となる

病院が存在することから、その指定について検討を進める必要がある。 

○ 研修・訓練等により、各災害拠点病院の災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の機能維持・向上

を図る必要がある。 

○ 災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）の活動に必要な知識や技術を有する人材の育成、資機

材の整備を通じて、被災時に円滑に活動できる体制の構築を進めるとともに、本県が被災した

場合における受援体制の方針等を含むマニュアルなどを整備する必要がある。 

○ 大規模災害時に、保健医療福祉活動の総合調整が困難である場合には、災害時健康危機管理

支援チーム（ＤＨＥＡＴ）を他都道府県に要請することとなるため、厚生労働省への応援要請

手順を確認するとともに、保健医療福祉調整本部のマネジメントが円滑に進むよう統括ＤＨＥ

ＡＴをサポートする構成員の確保及び人材育成を推進するなど、平時から受援体制を整備する

必要がある。 

○ 県内２箇所に整備した航空搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ）の運用訓練等を実施するなど、

航空搬送に係る体制の強化を図る必要がある。 

○ 市町村において、災害のフェーズに応じた保健活動が実践できるよう、各市町村の保健活動

マニュアル策定を支援する必要がある。また、「岐阜県災害時保健活動マニュアル」内に、受援

体制やメンタルケアを含めた健康管理に関する規定について定めるとともに、市町村における

規定の整備について助言・支援することで、関係機関と連携した健康管理体制を整備する必要

がある。 
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○ 病院におけるＢＣＰ策定を進めるため、厚生労働省によるＢＣＰ策定研修への参加を促進す

るともに、定期的に策定状況の調査を行う必要がある。 

○ 災害医療コーディネーターの養成のため、厚生労働省による災害医療コーディネーター研修

への参加を促進する必要がある。 

○ 災害時やイベント時の事故等への備えにおいて、課題を踏まえながら医療コンテナの効果的

な活用方法を検討する必要がある。 

○ 県内医療機関等に勤務する看護職員を災害支援ナースとして派遣する体制を整備する必要

がある。 

 

─ ─  

○ 県内の災害拠点病院については、全て耐震化されているため、その状況を維持していく必要

がある。 

○ 病院や社会福祉施設は、災害時に必要な施設であることから、助成制度の周知を図り、引き

続き更なる耐震化、防火体制の強化を推進する必要がある。 

○ 災害拠点病院等の非常用通信手段を確保するため、補助制度の周知を図るとともに、その活

用を促進する必要がある。また、災害時に被害状況や医療活動の状況を適切に把握するために

は、安定的な通信の確保が求められることから、令和６年能登半島地震でも活用された民間の

衛星通信機器をはじめとするデジタル等新技術を用いた通信手段の確保についても検討する

必要がある。 

 

⌐⅔↑╢◄Ⱡꜟ◑הכ ─  

○ 災害時にエネルギー供給が長期途絶することを回避するため、災害拠点病院以外の医療施設

が行う非常用自家発電設備や給水設備等の整備に対する支援を推進する必要がある。 

○ 社会福祉施設等に対し、各種助成制度の周知を図り、防災体制の強化や非常用自家発電設備

等の整備を促進するとともに、最低３日間分の食料、飲料水、その他生活必需品の備蓄を行う

よう、引き続き指導する必要がある。 

 

─  

○ 災害時において救急医療が実施できる体制を確保するため、平時から他県との連携を図る必

要がある。 

○ ドクターヘリの出動件数が増加する中、重複要請時などの未出動案件の減、活動範囲の拡大

のため、基地病院に戻ることなく給油可能となる県北部への給油拠点を維持する必要がある。 

 

─  

○ 要配慮者を含む避難者が、安心して避難生活を送ることができるようにするため、「避難所

における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」や「スフィア基準」の考え方に加え、大規

模災害時の教訓等も踏まえ、「岐阜県避難所運営ガイドライン」を適宜改定する必要がある。ま

た、避難所での生活が長期化することを見据え、トイレトラック、キッチンカーといった移動

型車両や、循環式シャワールームなどの機器の活用に向けた取組みを進めるとともに、被災者

の生活支援・再建を担うＮＰＯなどの多様な民間団体と連携した取組みを強化する必要があ
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る。加えて、各市町村において、「岐阜県避難所運営ガイドライン」の内容を踏まえた「避難所

運営マニュアル」の策定・見直しが適切に進むよう、引き続き支援を行う必要がある。 

○ 避難所における防犯体制の確保や、感染症の発生・蔓延を防ぐための衛生・防疫体制の整備

が図られるよう引き続き市町村への支援を行う必要がある。 

○ 避難所の開設・運営が円滑に行われるよう、市町村などが開催する避難所運営に関する研修

等へ「清流の国ぎふ防災・減災センター」から講師を派遣するなど、避難所の開設及び運営を

担うことができる地域人材の育成を図るとともに、育成した人材が地域で活躍できる体制を構

築し、「共助」の取組みを強化・推進する必要がある。 

○ 女性が防災の意思決定過程に主体的に参画し、女性と男性が災害から受ける影響の違いなど

に十分配慮された災害対応が行われるよう、県防災会議の委員における女性の占める割合の向

上を図るとともに、市町村防災会議における委員への女性の登用を促進する必要がある。また、

防災施策に係る男女共同参画の視点を持った県・市町村職員の養成を進めるため、避難所運営

支援をはじめとした災害対応等に当たっては、女性職員の参画も図る必要がある。 

○ 環境の整ったホテル・旅館を活用した２次避難について、令和６年能登半島地震での事例も

踏まえながら検討を進める必要がある。また、市町村と宿泊施設との災害時応援協定の締結を

促進するため、引き続き市町村の取組みを支援する必要がある。 

 

─ ─  

○ 避難所での災害関連死の発生を最大限防止することを念頭に置き、災害特性に応じた資機材

の配置状況の点検、耐震対策、非常用電源設備や備蓄倉庫の整備など防災機能の強化を促進す

る必要がある。また、可能な限り良好な生活環境を確保する観点から、バリアフリー化、暑さ・

寒さ対策、プライバシー配慮対策をはじめ、乳幼児のいる世帯や女性、障がい者、高齢者等の

多様な利用者に配慮した環境改善や、避難生活の長期化に即した食事の提供体制の整備、新型

コロナウイルスなど感染症まん延下の避難を想定した避難所の収容力の確保などを引き続き

促進する必要がある。その上で、災害時には、業界団体と締結した災害時応援協定により、可

動式空調機器や非常用発電機などの資機材や専門技術者を機動的に確保するなどの役割を担

う必要がある。 

○ 浸水想定区域内にある県立学校については、受変電設備のかさ上げや、災害対策の窓口とな

る事務室及び個人情報の保管場所となる職員室の２階への配置など、各種浸水対策を推進する

必要がある。また、市町村に対し、国からの通知や国庫補助制度の周知を図ることで、市町村

立小・中学校等施設における受変電設備のかさ上げ等の浸水対策を促進する必要がある。 

○ 災害時に避難所となる学校では、多くの避難者が避難生活を送ることとなるため、浸水被害

により良好な生活環境の確保・維持に支障を来すことがないよう、浸水対策に必要となる設備

や備品の整備について支援する必要がある。 

○ 避難所に指定されている県立学校の体育館の館内トイレ及び附属する屋外トイレの洋式化、

バリアフリートイレの整備、体育館等への空調設置を推進し、避難生活の環境改善に資する防

災機能を強化する必要がある。また、市町村に対し、国からの通知や国庫補助制度の周知を図

ることで、市町村立小・中学校等施設における非構造部材の耐震化、バリアフリー化、空調設

置等を促進する必要がある。 
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○ 自然災害発生時の避難所は、武力攻撃等事態等における避難施設や指定暑熱避難施設（クー

リングシェルター）としての活用も想定されていることから、その整備・機能強化に際しては、

自然災害以外の有事の際の活用についても、可能な限り配慮する必要がある。 

○ 夏季における災害発生時には、平時とは異なる生活環境、作業内容、水・食料の摂取、体調

等の状況により、熱中症の危険性が高まることに加え、停電等により冷房設備が十分に稼働し

ない可能性も考えられる。このため、平時から、災害時における熱中症の危険性や避難生活・

片付け作業時の注意点に関する普及啓発を進めるとともに、非常用電源や冷却器具等の熱中症

対策に資する設備・備品の確保を図る必要がある。また、災害時には、冷房設備の整った場所

への避難の推奨も含め、避難生活における熱中症対策に取り組む必要がある。 

 

─  

○ 全市町村において福祉避難所が指定されているが、地域における指定箇所、福祉避難所運営

マニュアル等の策定や訓練の実施状況については各市町村で差が生じているため、市町村担当

者向けの研修会開催などを通じて、福祉避難所の充実・強化に向け市町村への支援を行う必要

がある。 

 

─  

○ 発災初動における保健所と市町村の役割分担や連携体制について、具体的な対応の共有・イ

メージ化など、引き続き市町村の活動体制を把握し、平時から関係機関等と連携した健康管理

体制を構築する必要がある。また、発災時に連携を要する応援派遣者や関係機関の役割につい

ての理解を深め、受援体制を整備する必要がある。 

 

ה ─ ה  

○ 岐阜大学医学部における地域枠の設定や、大学と病院、医師会が連携した医師育成・確保コ

ンソーシアムによる医師確保策、看護・介護職員の処遇改善、介護福祉士を志す学生への修学

資金貸付けなど、関係者と連携して医療・介護人材の育成・確保を進めており、一定の成果を

上げてきている。高齢化が進展する中、引き続き計画的な育成・確保策に平時から取り組むと

ともに、災害に備えた訓練の実施や広域支援体制の整備等により、医療・介護人材の災害対応

力の強化を図り、災害時に医療や介護の絶対的不足による被害の拡大を生じないようにしてい

く必要がある。 

 

┼─  

○ 災害時の福祉・介護分野における人材派遣等、広域的な緊急支援について、県内の福祉団体、

有識者、行政関係者からなる「岐阜県災害福祉広域支援ネットワーク協議会」において引き続

き検討し、岐阜県災害派遣福祉チーム「岐阜ＤＷＡＴ」派遣体制の強化や研修、訓練の充実等、

更なる体制整備を図る必要がある。 

○ 社会福祉施設等の防災体制の整備と応援協力体制の確立については、定期的な運営指導等を

通じ、今後も現状にあわせた防災計画の見直しやＢＣＰ策定、連携体制の強化に努めるよう支

援・指導する必要がある。 
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─  

○ 大規模災害時の感染症の発生・まん延を防止するため、予防接種の実施主体となる市町村に

おける円滑な予防接種実施への支援、協力を行う必要がある。また、定期的に県内でのワクチ

ンの流通量を調査して把握するとともに、ワクチンや予防接種資材の全国的な在庫状況を把握

し、安定した予防接種が実施できるよう働きかける必要がある。 

 

 ◘ⱪꜝ▬♅▼כfi─ ה  

─ ⌐ ↑√  

○ 中小企業等、とりわけ小規模事業者は経営資源が脆弱なため、ひとたび被災すると甚大な影

響を受ける可能性があることから、引き続き商工会等と連携した「事業継続力強化計画」やＢ

ＣＰの策定支援、フォローアップに取り組む必要がある。 

○ 漁業協同組合において漁獲水産物の集出荷場における品質保持のため、冷凍、冷蔵機器の非

常用電源の確保等に取り組む必要がある。また、種苗生産施設においてもＢＣＰの策定を促進

するとともに、停電による生産への影響を避けるため、非常用電源等の確保に取り組む必要が

ある。また、土地改良施設が被災して機能を果たせなくなった場合には、営農に支障を与える

ため、施設管理者に被災時の対応手順を予め備えるＢＣＰの策定を促進する必要がある。 

○ 農業者のＢＣＰ策定を促進するため、園芸産地等を対象とした施設・機械導入を支援する事

業において、ＢＣＰ作成の取組みをポイント化しており、その取組みを継続する必要がある。

また、県内のすべての卸売市場で地震、風水害、感染症を対象にしたＢＣＰを策定済みであり、

一定の脆弱性は回避しているものの、老朽化した施設の改修や災害対応設備の導入が必要な施

設もあることから、施設整備の促進を図る必要がある。 

 

─ ה  

○ 地域の復旧・復興において重要な役割を果たす建設業の事業継続力向上を図るため、県と災

害時応援協定を締結する建設業関連団体が取り組むＢＣＭ（事業継続マネジメント）を認定す

る制度の普及、策定に向けた支援を実施する必要がある。 

 

⅛╠─ ─  

○ 本社機能の移転については、従業員の移住や若者の県外流出防止などに加え、大都市圏に集

中する企業のリスクを分散し、国全体の強靱化を図る観点からも、引き続き取組みを推進する

必要がある。 

 

─ ─  

○ 大規模災害発生時に報道等で本県が被災していると繰り返し取り上げられることにより、被

災していない地域まで被災しているとの風評被害が発生する場合があることから、国内外に正

確な情報を発信するとともに、タイミングを見極めながらプロモーション支援等の適切な対応

を実施する必要がある。 
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ɧȢɓɧȢɱɵ Ḹ ͬ 

ꜝ▬ⱨꜝ▬fiה  ─  

⌂ ─  

○ 暴風・豪雪に伴う倒木による停電を未然に防ぐため、危険樹木の事前伐採について、県、市

町村及び電気事業者が連携し、孤立予想地域や重要施設への送電路を優先的に実施するなど、

効率的かつ効果的に取り組む必要がある。 

○ 市町村（避難所を含む）、医療機関や社会福祉施設等が備蓄・保有する非常用発電機の数量、

規格、燃料補給体制などについて点検を行い、適宜、電力・通信に係る重要施設リストの作成・

更新を実施する必要がある。また、電気事業者、通信事業者、災害時応援協定締結団体等と連

携し、停電が長期化した際にも、代替的な電源を迅速かつ円滑に確保できるようにする必要が

ある。 

○ 平時から電気事業者との「顔の見える」関係を構築するとともに、大規模災害時には、後発

災害が発生する可能性なども踏まえ、県災害対策本部への情報連絡員の派遣や、被災状況及び

道路啓開に関する情報の共有、優先的な電源車の配備など、早期に電力復旧を図ることができ

るようにするための連携・協力体制を構築する必要がある。 

○ 自動車メーカー・販売店との協定を締結し、停電時における電源確保方策の一環として電気

自動車等の活用を図るとともに、情報通信事業者との連携により公共施設や避難所における携

帯電話等充電用資機材を確保する必要がある。 

○ 停電時の住民の不安や混乱を軽減するため、電気事業者、県、市町村は、相互に連携して多

様な情報伝達手段を活用してきめ細かな情報発信を行う必要がある。 

 

─ ה ─  

○ 県営水道については、大規模地震対策及び老朽化対策として、既設管路を複線化し、貯留機

能及び応急給水拠点機能を付加した大容量送水管の整備を計画的に推進する必要がある。ま

た、流域下水道については、老朽化対策として、各施設の更新等による機能確保を計画的に推

進する必要がある。 

○ 浄水場や下水処理場及びそれらの施設に接続する管路など上下水道システムの急所施設の

耐震化や、避難所などの重要施設に接続する水道・下水道の管路等の一体的な耐震化を促進す

る必要がある。 

 

─ ─  

○ 上水道施設（取水施設・浄水施設・配水場）の被害により断水が発生した場合には、近隣の

市町村と連携した給水車等による応急給水体制を確保する必要がある。また、公益社団法人日

本水道協会における被災時の応急復旧、応急給水の支援体制が円滑に実施されるよう必要な調

整を行う必要がある。 

○ 引き続き、岐阜県水道災害対策実施要領に基づき各市町村における応急給水用資器材及び応

急復旧用資器材の保有状況を調査するとともに、そのとりまとめ結果を各市町村と共有し、応

急給水及び応急復旧体制の確保に努める必要がある。 
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○ 近年の災害における対応状況等を踏まえ、災害発生後に必要な業務を的確に行うため、水道

に係る危機管理対策マニュアル策定指針に基づき各種マニュアルをブラッシュアップする必

要がある。 

 

⌐⅔↑╢ ⁸ ⁸ ⌐╟╢♁ⱨ♩ ─  

○ 災害復旧の迅速化等に向け、汚水処理に関する業務を行う関係団体との災害時応援協定に基

づき、県、市町村及び関係団体との共同防災訓練を実施する必要がある。 

○ 近年の災害における対応状況等を踏まえ、災害発生後に必要な業務を的確に行うため、下水

道ＢＣＰ策定マニュアル等に基づき、引き続き下水道ＢＣＰのブラッシュアップを促進する必

要がある。 

 

┼─  

○ 老朽化した単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換を引き続き促進する必要がある。 

 

≤⇔≡─ ◄Ⱡꜟ◑כ─  

○ 地域資源を活かした再生可能エネルギー等による「自立・分散型エネルギーシステム」の構

築と活用を進めるため、市町村とともに取り組む太陽光発電に加え、その他のエネルギーの活

用という観点から、地産地消型の木質バイオマス発電や熱利用施設の導入等を推進する必要が

ある。 

 

─  

○ 大規模災害に伴う電力の長期供給停止を発生させないため、災害を想定した訓練を引き続き

実施していくとともに、他電気事業者から受入した応援要員の早期稼働、迅速なドローンの活

用に向けた運用整備、復旧作業に注力できる支援体制の整備など、早期復旧のための体制を強

化する必要がある。 

 

─  

○ 孤立地域や避難施設等において、早期に通信手段を確保・復旧するため、被災状況、避難所

開設状況、道路啓開情報、資機材の確保・運搬方法、優先的な復旧箇所、今後の復旧方針等の

情報交換を密に実施し、電気通信事業者間（固定・携帯）や行政関係機関との連携体制を強化

する必要がある。 

○ 大規模災害時には情報が錯綜する可能性があるため、県が実施する防災訓練への参加に加

え、実際に災害対策本部が設置された際には、積極的に情報連絡員の派遣を行うなど、情報連

携体制の実効性の確保を図る必要がある。 

 

●☻ ─  

○ 都市ガスについては、耐震性に優れたガス管への取替えを進めており、各家庭には震度５相

当以上の地震で自動的にガスを遮断するガスメーターが設置されている。また、地震による被

害が生じた場合は、被害地域を限定して供給停止する安全確保の仕組みを整備しているが、引

き続き耐震性に優れたガス管への取替えを計画的に推進する必要がある。 
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○ 災害時にガス供給を迅速に復旧するため、平時から「顔の見える」関係を構築し、被災状況、

道路啓開等に関する情報や復旧計画を共有するなど、県や市町村等関係機関との連携体制の強

化を図る必要がある。 

○ 災害時における警察や消防等の緊急車両への優先給油の実施やサービスステーション過疎

地域での燃料供給途絶の防止等を図るため、石油関係団体等との連携体制を維持するととも

に、連携手順について、防災訓練などを通じて適宜確認する。また、災害時には、災害時応援

協定も活用し、重要施設などへの迅速な燃料供給に取り組む必要がある。 

 

 ─  

ₒ ₓ 

─  

○ 引き続き、災害時に陣頭指揮を執る市町村長の危機管理意識の醸成と災害対応力の強化を図

り、「自助」、「共助」の力が最大限に発揮できるようにするとともに、それらを支える「公助」

の取組みを推進する必要がある。また、県民が主体的に避難行動をとれるよう、空振りを恐れ

ない早めの避難情報の発令に向けて市町村を支援する必要がある。 

○ 住民への的確な避難情報の発令が行えるよう、中小河川を含めて整備した「風水害タイムラ

イン」に従い、出水期前に全市町村参加の情報伝達訓練を継続して実施する必要がある。また、

ダムの緊急放流に備え、ダム管理者、下流市町を含めた関係機関、住民参加による訓練を継続

して実施する必要がある。 

○ 令和６年能登半島地震では、被害の甚大さもあり、発災当初において、十分な情報収集や共

有、被害の全体像の迅速な把握に至らなかった事例が見られたことから、県と市町村間での情

報伝達と共有を迅速かつ円滑に行うため、県から市町村へ派遣する「情報連絡員」に対し、平

時から、研修や訓練を通じたスキルアップを図る必要がある。また、派遣の長期化も見据え、

必要な資機材を整備するとともに、新型コロナウイルスなどの感染症まん延下においては、健

康チェックなどの派遣時におけるルールの遵守を徹底する必要がある。 

○ 大規模災害時には、被害を最小限にくい止めるため、その被害の全体像を迅速に把握した上

で先を見越した応急対策を展開することが求められる。そのため、災害対策全般に渡って市町

村長をサポートする「災害マネジメント支援職員」の増員を図るとともに、「災害マネジメント

支援職員」を対象に、防災に対する知識や理解を深めるための専門的な研修を継続的に実施す

る必要がある。また、市町村が行う避難所運営や支援物資搬入などの支援を行う「緊急支援隊」

の業務・役割について周知・徹底を図るとともに、総合防災訓練等において市町村と連携した

実践的な訓練を実施する必要がある。 

○ 国内において大規模災害が発生した際には、その被災地での支援活動を通じて、本県職員の

災害対応力の向上を図るとともに、支援活動に従事した職員の「支援職員データベース」への

追加を進め、県内での大規模災害発生に備えた体制の強化に取り組む必要がある。 

○ 災害時に、迅速な市町村支援を行うため、「災害マネジメント支援職員」を派遣する必要があ

ると認められる場合には、被災市町村に対して、直ちに派遣の提案等を実施する必要がある。

また、「災害マネジメント支援職員」の派遣に向けた調整を確実に実施できるようにするため、

防災訓練において派遣までの手順の確認を行う必要がある。 
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○ 罹災証明書発行業務など、応急復旧業務に従事する職員を確保するために構築した県・市町

村相互による職員応援体制に基づき、災害対応フェーズに応じた派遣調整などについて平時か

ら訓練を行うとともに、災害時の市町村業務を総合的に支援する「被災者支援システム」の有

効活用を促進する必要がある。 

○ 大規模災害発生時に、国や他県に対し円滑に職員の応援要請が行えるよう、引き続き他県で

の災害支援の経験や教訓を活かした受援ニーズの共有・調整を図るための仕組みについて検討

する必要がある。また、災害による被害を最小限にくい止めるため、令和６年能登半島地震を

はじめとするこれまでの災害事象や災害教訓を訓練シナリオに盛り込んだ、市町村や関係機関

が参加する実践的かつ効果的な訓練を継続的に実施していく必要がある。 

 

─ ⌐ ╢ ─  

○ 大規模災害の発生に備え、県広域防災拠点の追加指定を含めて、物資輸送機能や活動拠点機

能の強化を図るとともに、災害発生時における円滑な運営が図られるよう、関係機関などと連

携した実動訓練を継続的に実施する必要がある。 

○ 発災時における警察・消防・自衛隊の応援部隊や支援物資等の受入拠点としての県広域防災

拠点の活用状況を踏まえ、ライフラインの早期復旧が図られるよう、引き続きライフライン事

業者の活動拠点の確保を図る必要がある。 

○ 令和６年能登半島地震でも、様々な形で「道の駅」が活用されたことから、「道の駅」が災害

時に防災拠点として利用できるよう、引き続きトイレの非常用電源設備等の整備や防災用トイ

レの設置を進めるとともに、災害時の応急復旧に必要な資機材を備蓄する倉庫を整備するなど

防災機能を強化する必要がある。 

 

─ ─  

○ 県内市町村では、緊急避難場所、一般避難所、福祉避難所を指定しており、県では、自衛隊・

消防など応援部隊の活動や物資支援の拠点として広域防災拠点を指定している。災害時に、県

民が自らの命を守るための避難場所を確保できるよう、市町村における避難場所の追加指定及

び更新について、引き続き促進を図る必要がある。また、県においては、災害への応急対応の

拠点として機能する防災拠点の追加指定及び更新について、引き続き推進する必要がある。 

 

ה ─  

○ 県境道路の整備、災害時の広域応援体制の強化や広域避難の検討、帰宅困難者対策など広域

的に取り組むべき課題について、引き続き国、隣県、県内市町村等との連携の強化を図る必要

がある。 

○ 県では「岐阜県広域火葬計画」を策定し、各市町村及び関係一部事務組合（以下「市町村等」

という。）に周知するとともに、毎年度、市町村等における火葬場の能力等を把握し、その情報

を関係市町等に還元している。広域計画としての実効性を高めていくため、引き続き市町村等

の体制整備に向けた取組みを支援する必要がある。 

○ 災害時には避難所の開設・運営に当たる市町村職員なども自ら被災し業務に従事できない可

能性があることから、令和６年能登半島地震の被災地に対する支援をベースに整備した「支援

職員データベース」や、関係団体との災害時応援協定、国において進める移動型車両等のデー
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タベースなどを活用し、被災市町村において速やかに適切な避難所運営を図ることができるよ

うにする必要がある。 

○ 令和６年能登半島地震では、被災地に派遣された応援職員の活動場所や業務内容があらかじ

め決められておらず、受援の遅れにつながった例もあることから、「岐阜県災害時広域受援計

画」や「岐阜県災害対応マニュアル」などの見直しを適宜実施し、応援職員の役割や受入れオ

ペレーション（体制、執務室、宿泊場所、女性への配慮等）の明確化による受援体制の強化を

図るとともに、各市町村の受援計画の見直しについても支援する必要がある。 

○ 総務省の応急対策職員派遣制度や中部９県１市、県内市町村との災害時の応援協定に基づ

き、被災影響の少ない県や市町村が被災自治体の後方支援を担うことは、迅速かつ効率的な災

害対応を行う上で非常に重要となることから、災害時の支援体制の適切な運用に向けて、受援

計画に基づく訓練を継続的に実施し、受援又は支援体制の実効性の確保・向上を図る必要があ

る。また、国内で大規模災害が発生した際には、その教訓等も踏まえ、必要に応じて、災害時

応援協定の内容の拡充を図るための見直しを実施する必要がある。 

○ 物資輸送に係る実動訓練等の結果も踏まえ、必要に応じて「岐阜県災害時広域受援計画」や

「岐阜県広域物資輸送拠点物資集積・輸送マニュアル」の見直しを行うとともに、支援物資が

被災者まで届かない「ラストワンマイル問題」の解消に向け、市町村の物資に係る受援計画等

の策定・見直しを支援する必要がある。 

 

─ ה  

○ 激甚化・頻発化する水害・土砂災害や大規模地震等により被災した施設を迅速に復旧するこ

とができるようにするため、災害時応急対策用資機材備蓄拠点の増強や、道路啓開等を目的と

した道の駅等への備蓄倉庫を整備する必要がある。また、引き続き平時に資機材の確保、点検

及び関係機関との訓練を実施する必要がある。 

○ 県内の市町村や近隣県が被災した際における復旧復興支援のため、中長期派遣に係る技術職

員を確保する必要がある。 

 

┼─ ─ ≤ ─  

○ 住民主体での避難行動を促進するため、各種防災情報や避難情報を一元的にわかりやすく提

供する「岐阜県総合防災ポータル」を多言語化させており、災害時だけでなく平時から広く活

用いただけるよう更なる周知に取り組むとともに、発信する情報の充実や、様々な手段での情

報発信を進めていく必要がある。また、具体的な災害リスクを認知するためのハザードマップ

の普及促進、警戒レベルなど直感的に把握可能な表現による避難情報発令、ローカル・メディ

アと連携したきめ細かな情報提供、ＳＮＳを活用した情報発信など情報伝達を強化する必要が

ある。 

○ 気象情報・河川水位やダムの貯水位等の情報を提供する「岐阜県川の防災情報」、道路の通行

規制情報・気象予警報・水位到達情報等をメール配信する「ぎふ川と道のアラームメール」や

土砂災害警戒情報等を提供する「土砂災害警戒情報ポータル」の更なる周知を進めるとともに、

適時適切な避難行動に繋がるよう、「流域治水」の意識醸成を図る必要がある。 

○ 中小河川の危機管理型水位計や河川監視カメラを適切に維持管理するとともに、出水時に避

難判断の参考となる情報を市町村に確実に伝えるための情報伝達等に係る定期的な訓練を継
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続して実施する必要がある。また、洪水時の円滑な避難のため、各市町村において整備した洪

水ハザードマップの周知・啓発を促進し、住民の防災意識を向上させるなど、避難体制の整備

を支援する必要がある。【再掲】 

○ 水防団、消防団等との重要水防箇所の合同巡視等を活用し、氾濫発生が予想される箇所につ

いて、水防管理団体（市町村等）や水防団等と連携し、出水時に異常があった場合の関係者間

の連絡体制、水防団の作業体制や工法等の確認などを行う必要がある。また、氾濫発生を確認

した水防管理者（市町村長等）から管轄土木事務所への通報・連絡を確実に実施する必要があ

る。 

○ 道路交通の混乱を回避することや、緊急車両等の円滑な通行を可能とするため、緊急輸送道

路の主要な交差点などにカメラを設置し、交通状況を把握する必要がある。また、発災時にお

ける通行規制情報について、インターネット等の各メディア、道路交通情報センター、交通・

道路情報板、県道路情報提供システムを活用し、道路通行規制情報をわかりやすく提供する必

要がある。 

○ 市町村防災行政無線については、長期停電による電源喪失にも対応できるよう、燃料やバッ

テリー補給体制を再点検するとともに、更新時期等を勘案した機能強化の検討を働きかける必

要がある。あわせて、万一停止した際の広報車による巡回広報などアナログ手法に加え、令和

６年能登半島地震でも活用された民間の衛星通信機器をはじめとするデジタル等新技術を用

いた代替手段の検討についても市町村に働きかけを行う必要がある。 

○ 多言語自動発信システムにより翻訳した市町村の災害情報を、フェイスブック等を活用して

外国人向けに発信しているが、引き続き同システムを活用して、市町村における避難情報の多

言語発信の取組みを促進する必要がある。 

○ 平時における聴覚障がい者への意思疎通支援のため、手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者通

訳・介助者を養成してきたが、これらの人材が災害時においても対応できるよう、全市町村で

の意思疎通支援事業の実施や現任者のスキルアップ研修を実施するなど従事者の資質向上を

促進する必要がある。 

○ 音声による１１９番通報が困難な聴覚・言語機能障がい者が円滑に消防への通報が行えるよ

う、スマートフォン等から画面入力等により通報する「Ｎｅｔ１１９緊急通報システム」につ

いて周知を図る必要がある。 

○ 外国人観光客向けＷＥＢサイト「Visit Gifu 」において防災・災害関連情報を発信するとと

もに、岐阜県観光連盟と連携し、日本国内における避難情報等をプッシュ型で提供するアプリ

の普及を促進する必要がある。 

 

╣ ─⌂™  

○ 被災者が、被災直後から生活再建に至るまでの各フェーズに応じた切れ目のない支援を受け

ることができるよう、被災者に対する生活支援情報をまとめたホームページを作成し、幅広く

周知するとともに、市町村における生活支援情報の発信についても促進する必要がある。 

○ 避難者等が、一人ひとりの事情や状況に応じて適切な支援が受けられるよう、避難所という

場所に着目した支援から、避難者等一人ひとりに着目した支援への転換を図る必要がある。こ

うした支援は、被災者が抱える様々な課題に対応するための専門性が求められることから、「災
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害ケースマネジメント」の考え方を取り入れ、県、市町村、関係者間での支援のあり方につい

て議論を深め、災害時に機能する体制を構築していく必要がある。 

○ 災害発生時の被害調査の迅速化と統一化を担保し、被災者支援制度の実施に必要となる罹災

証明書の交付の円滑化を図るため、県・市町村職員を対象とした住家被害調査員育成研修を引

き続き実施する必要がある。 

○ 県ホームページで公開する「災害時の被災者支援に関する各種制度」について、制度変更等

の都度、適切に更新を図るとともに、災害時に活用できる支援制度を県民自ら把握しておくこ

とが重要となるため、防災啓発イベントの場などを活用し、周知に向けた取組みを推進する必

要がある。また、被災者への支援を担う市町村の職員が、災害救助法や被災者生活再建支援法

などの制度や内容について正しく理解することができるよう、市町村職員向けの研修等も実施

する必要がある。 

 

◦☻♥ⱶ─  

○ 災害時の行政機関相互の通信回線を安定的に確保するため整備した、地上系・衛星系・移動

系の三層一体の防災情報通信システムを、災害時において確実に運用できるよう適正に維持管

理を図るとともに、必要な機能強化及び設備更新を推進する必要がある。 

 

─  

○ 岐阜情報スーパーハイウェイについては、幹線の切断に備えた幹線網のループ化や、架空ケ

ーブル区間における耐災害性の向上を図るとともに、引き続きアクセスポイント及び中継局の

耐水性・耐火性・耐震性を維持する必要がある。 

 

─  

○ 被災時に備え、非常時優先業務の選定、職員の安否・参集状況の確認体制等について、引き

続き維持する必要がある。 

 

◦☻♥ⱶ ─ ─  

○ 情報システム部門の業務継続計画の実効性を高めていくため、継続的に周知、訓練、スキル

アップを行うとともに、常に最新の状況を反映した計画となるよう点検を行う必要がある。ま

た、災害に関する情報など、高可用性を求める情報システムについては、外部データセンター

やクラウドサービスの利用を図る必要がある。 

○ システムのバックアップ体制に関わる人材が被災者となる可能性や高齢化等も考慮し、シス

テム運用・保守や故障時の復旧に関する情報・技術の共有、継承、研鑽について、定期・不定

期の機会を捉え、システム構築企業等と連携して継続的に努めていく必要がある。また、バッ

クアップに必要な各資機材の保有については、重要度や老朽化の状況等に合わせて対象資機

材、数量、保有方法等のリスト整備を行いながら、体制維持を図る必要がある。 

 

─  

○ 家庭等における飲料水、食料、生活用品等の備蓄について、最低３日分以上、可能であれば

１週間分の備蓄が奨励されていることから、「ぼうさいキャラバン」や「県職員出前トーク」な
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どを通じ、自主的な備蓄の促進に向けた啓発に引き続き取り組む必要がある。また、備蓄に関

する県、市町村、県民の役割や考え方を改めて整理した上で、「岐阜県総合備蓄計画」の見直し

や、市町村における非常用物資の備蓄や民間企業等と連携した備蓄体制の強化に取り組む必要

がある。 

 

⌐⅔↑╢ ─  

○ 県では、民間企業やＪＡ全農岐阜との災害時応援協定に基づき、災害時に必要となる食料等

の生活必需物資の調達や、米の備蓄・供給に係る体制を構築しており、引き続き、被災者に食

料等を迅速に供給できるようにするため、協定に基づく食料供給体制の維持を図る必要があ

る。 

 

─ ⇔  

○ 本県には１００を超える活断層が密集しており、県内のどの地域においても震度６強以上の

内陸直下地震が発生する可能性があることから、主要な活断層による地震の被害想定調査に基

づき防災・減災対策に取り組んでいる。国による南海トラフ地震被害想定の見直し内容を踏ま

えた上で、県の被害想定の見直しを含め、現状の課題整理や今後取り組むべき防災・減災対策

の検討を推進する必要がある。 

 

⌂ ─  

○ 水害・土砂災害や大規模地震等により公共施設が被災した際、復旧工法の早期立案を支援す

る災害復旧支援隊（ＤＲＳ）や災害査定前着工、工場であらかじめ製造されたプレキャスト製

品を積極的に活用するとともに、新技術を活用し災害査定の効率化を図るなど、早期復旧に向

けた取組み（岐阜モデル）を推進する必要がある。 

 

⌐ ℮ ─ ⅛≈ ⌐⅔↑╢ ─  

○ 令和５年１月に開庁した新県庁舎には、「災害対策の拠点」として、災害対応に従事する様々

な職員や関係機関等が円滑に活動できるようワンフロアの専用スペース「危機管理フロア」を

設けており、被害情報の共有や収集等に用いるための大型映像モニターや防災情報通信システ

ム等を整備している。引き続き「孤立」や「救助・救急活動の遅れ」「物資の供給途絶」など、

災害に伴う事象の複数かつ同時発生も想定した上で、この危機管理フロアを最大限に活用し、

国、市町村、民間事業などの関係機関と連携した取組みを進める必要がある。 

○ 令和６年能登半島地震では、多くの地域が長期間にわたり孤立した。本県においてもおよそ

６００地域を超える孤立予想地域が存在することから、地震や風水害などの大規模災害時に

は、多数の孤立地域が発生することを想定しておく必要がある。このため、大規模災害時に孤

立地域が発生した場合には、孤立地域に対する迅速な支援が行えるよう、「岐阜県孤立地域対

策指針」に基づき、毎年度、孤立予想地域を調査するとともに、市町村による備蓄・資機材の

充実を促進する必要がある。また、当該調査の結果を関係機関とも共有した上で、実践的な訓

練を継続して実施する必要がある。 

 

┼─ ─  
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○ 大雨により土砂災害や洪水による被害が発生する中での台風の接近や、大雪が続く中での地

震の発生といった、様々な複合災害を想定した図上訓練を引き続き実施し、効率的な情報の集

約・分析や、早期復旧に向けた関係機関との優先復旧箇所の選定といった具体的な対策の立案

など、複合災害への対応力の強化を図るとともに、訓練の結果を踏まえ、各種災害ごとの対応

に用いる計画やマニュアルなどの見直しを図る必要がある。 

○ 災害対応に当たる要員、資機材等について、後発災害の発生が懸念される場合には、先発災

害に多くを動員し後発災害に不足が生じるなど、望ましい配分ができない可能性があることに

留意するとともに、限られた要員・資機材の投入判断や支援要請の早期判断について、あらか

じめ関係する計画に定めておく必要がある。また、市町村において作成する計画についても、

同様に複合災害に係る内容が充実されるよう促していく必要がある。 

 

ꜞ☻◒─ ה  

○ 令和６年能登半島地震からの復旧・復興が進められている地域において発生した河川の氾濫

等による浸水被害や土砂災害なども踏まえ、命を最優先にした迅速な避難が行われるよう、山

間部や河川の沿岸など、地域の特性に応じて発生可能性が高い複合災害について、県民に周知・

啓発を図る必要がある。 

○ 地震などの災害により、大雨警報・注意報の発表基準について、通常基準より引き下げた暫

定基準が設けられた際には、各市町村において、暫定基準に基づく避難指示の発令等を適切に

行うことができるようにするとともに、県民に対し、通常基準との違いなどについて広く周知

を図る必要がある。 

 

⌐⅔↑╢ ─  

○ 原子力災害発生時に、放射性物質の放出・拡散からＵＰＺ内の住民の安全を確保するため、

避難行動の周知・啓発を図るとともに、その実効性を確保する必要がある。 

○ 原子力災害と土砂崩れ等による避難経路の交通遮断の同時発生に備え、ＵＰＺ内の住民の避

難に用いるヘリコプターの離着陸場の整備を促進する必要がある。また、ヘリコプターの離着

陸場の整備が完了した際には、県防災ヘリコプターによる住民搬送などを伴う実動訓練を実施

し、運用手順等を確認する必要がある。 

 

ה ─  

○ 被災後には早期の復興まちづくりが求められるが、これまでの大規模災害時には、基礎デー

タの不足や喪失、復興まちづくりを担う人材の不足などにより、復興に影響が生じることが予

測されることから、防災・減災対策と並行して、事前に被災後の復興まちづくりを準備する復

興事前準備の取組みを進めておくことが重要となる。このため、市町村に対して、国のガイド

ラインや手引きを適宜情報提供し、市町村が地域の特性に応じた復興まちづくりを計画的に進

めることができるようにする必要がある。また、令和６年能登半島地震を受けてまとめられた

「石川県創造的復興プラン」に基づく石川県の復興状況についても注視し、本県における事前

復興の推進に資する必要がある。 
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○ 大規模災害からの復興に際して必要となる各種手続き等について、実際の運用事例やその判

断基準を整理し、災害復旧を効率的・効果的に行うための取組み・手順等について、事前に整

理検討する必要がある。 

 

ₒ ה ₓ 

─  

○ 県警察災害派遣隊について、大規模災害発生時における広域的な部隊派遣態勢を確立してお

くため、装備品の計画的な更新や迅速な活用要領の検討、資格取得の推進、関係機関と連携し

た実動訓練を実施し、部隊の対処能力の向上を図る必要がある。また、部隊の活動拠点におけ

る防寒対策、熱中症対策を考慮した環境整備や資機材・装備についても充実を図る必要がある。 

 

─√╘─  

○ 災害用装備資機材の配備増強、更新を図るとともに、新たに配備された機器、更新された機

器について、職員の使用方法の習熟を図る必要がある。 

○ 大規模災害発生時における通信を確保するため、ＬＴＥ回線等を活用した回線の冗長化な

ど、総合通信指令システムの高度化を検討する必要がある。 

○ 県警察において、捜索用資機材の整備及び操縦士の養成を行っているが、複数箇所の捜索現

場が発生しても対応することができるよう、更なる捜索用資機材の整備及び操縦士の養成を行

う必要がある。 

○ 大規模災害発生時に、消防職団員による人命救助、行方不明者の捜索等の救助活動が迅速か

つ的確に行われるよう、救助用資機材の整備及び使用方法の習熟を図る必要がある。また、令

和６年能登半島地震で発生した事象を踏まえ、消防団拠点施設の耐震強化、機動性の高い小型

車両、小型化・軽量化された救助用資機材の整備や、通信体制の強化などを推進する必要があ

る。 

 

Ⱬꜞ◖ⱪ♃כ ─  

○ 県警察は、大規模災害発生時に備え、航空自衛隊岐阜基地との応援ヘリコプターの駐機場所、

航空燃料に関する調整結果に基づく実戦的な合同想定訓練の実施など、受入体制の整備を整え

てきた。引き続き合同想定訓練を行い、間断のない受援体制を維持する必要がある。また、現

有施設の狭隘による警察ヘリコプターの損傷を避けるため、警察航空隊の基盤整備も進める必

要がある。 

 

─ ה  

○ 発災直後に全国から集結する応援派遣部隊や、自県の広域緊急援助隊等のマンパワーを無駄

なく、迅速に運用するため、基幹的な防災拠点としての警察署の改築整備による施設の高度化

を図り、災害時においても警察機能が遺憾なく発揮できるようにする必要がある。 

○ 地域における活動拠点となる交番・駐在所の統廃合に伴う新設、移転建替等につき、引き続

き関係所属や警察署と連携を密にして、耐災害性の高い場所の選定など、警察機能の強化を図

る必要がある。 
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─Ᵽ♇◒▪♇ⱪ ─  

○ 大規模災害により、警察本部及び警察署の災害警備本部機能が使用不能に陥った場合に備

え、代替施設を確保するとともに、施設機能の向上などを図る必要がある。 

 

─ ─  

○ 停電による滅灯時でも電源供給を行い、大規模災害への備えを万全とするとともに、交通環

境の安定化を図るため、信号電源付加装置の整備を進める必要がある。 

○ 地震発生時の信号柱の倒壊による道路交通の寸断、信号機の機能不全による交通環境への影

響を回避するため、老朽化したコンクリート製の信号柱を耐震性の高い鋼管柱に更新する必要

がある。 

○ 高度化光ビーコンの対応車載器搭載車の普及には時間を要することから、高度化光ビーコン

で収集できるプローブ情報だけでなく、民間プローブ情報の活用など、道路情報の収集方法に

ついて、抜本的な見直しを図る必要がある。また、リアルタイムな道路情報を把握するため、

交通監視カメラの整備も推進する必要がある。 

 

─  

○ 大規模災害発生時においても、災害警備活動を実施しつつ警察機能を維持するため、非常時

優先業務と一定期間中断等が可能な業務等をあらかじめ明確にし、「岐阜県警察業務継続計画」

を見直すなど業務継続体制を強化する必要がある。 

 

⁸ ─ ה  

○ 消防団員の確保環境が一段と厳しさを増している中、消防団、市町村、企業等の意見を踏ま

えながら、団員の処遇改善、企業等と連携した入団促進、団員がやりがいを持って活動できる

環境づくりなど、効果的な確保対策を検討するとともに、基本団員の確保に加え、大規模災害

団員をはじめとした機能別消防団員の拡充、消防職団員ＯＢや女性、学生、外国人など多様な

人材の活用などの方策を推進する必要がある。 

○ 近年、全国的に豪雨災害、土砂災害、地震災害等が頻発する中、幅広い知識、技術を習得し

消防活動を安全かつ的確に実施できるよう、消防職団員を対象に、大規模災害対応訓練、水防

訓練、ドローンを活用した教育訓練等を実施する必要がある。 

○ 県消防学校の訓練施設を各消防本部、消防団の訓練にも活用し、引き続き消防職団員の複雑

化、多様化する災害への現場対応力の向上を図る必要がある。 

○ 高齢化する水防団の団員数維持や水防技術伝承等のため、若手団員の加入促進に向けた水防

活動の広報や水防資器材の提供等の支援に取り組む必要がある。 

 

─  

○ 災害時における外国人からの１１９番通報対応や災害現場での外国人救助を円滑に行うた

め、県内全消防本部において運用されている多言語同時通訳体制を引き続き維持する必要があ

る。 

○ 業務の効率化と迅速な災害対応が期待される消防指令業務の共同運用の実現に向け支援を

行う必要がある。 
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─  

○ 大規模災害発生時における広域的な消防応援体制の強化を図るため、緊急消防援助隊岐阜県

大隊の増隊を図るとともに、中部ブロック訓練への参加及び岐阜県大隊の訓練を継続して実施

し、部隊の災害対応能力の維持・向上を図る必要がある。 

ṑ 

 ┘  

─  

○ 災害廃棄物の迅速な処理を行うためには、災害発生直後の速やかな仮置場の設営及び管理、

県内市町村等との連絡調整、国や近隣県との広域的な連携・応援体制などを内容に含む、県及

び各市町村の「災害廃棄物処理計画」の実効性を確保することが重要となる。このため、災害

を想定した演習及び研修を実施し、災害廃棄物処理体制の強化を図る必要がある。 

○ 市町村等が実施するごみ焼却施設の更新、基幹改良について、耐震性の向上、浸水対策等を

推進する必要がある。また、ごみ焼却施設が被災した場合でも迅速に復旧できるようにするた

め、施設の補修に必要となる資機材及び燃料を備蓄する必要がある。 

 

─  

○ アスベストや化学物質等の有害物質の飛散・流出対策については、届出や検査など現行法に

基づく対応に留まっていることから、大規模災害発生時に迅速な対応をするための課題を整

理・検討する必要がある。 

 

─ ה ⌐⅔↑╢ ה ─  

○ 災害時等において、有害物質の流出等による大気汚染状況の悪化等、通常と異なる状況の発

生を把握するためには、平常時の状況を把握する必要がある。このため、災害時及び平常時に

おける県内の大気汚染状況を把握できるよう、測定機器の適切な維持管理及び更新等を行い、

大気汚染常時監視体制を整備する必要がある。 

○ 水素ステーションなどでのガス検知・火災検知・換気設備など必要となる安全設備の整備を

周知するとともに、災害による施設の被災等の際には、国、県、市町村消防が迅速に情報を共

有できる体制を引き続き維持する必要がある。 

 

⌐ ⇔√↔╖ ─  

○ 河積を阻害している流木・河道内樹木の撤去等、災害の発生防止を図るとともに、災害発生

時には、流出したごみを適正に撤去・処分するなどにより河川環境の保全を図る必要がある。 

 

⸗♬♃ꜞfi◓ ─  

○ 福井県内の原子力発電所における原子力災害が発生した際に、本県における放射線の影響を

適切に把握できるようにするため、引き続き県内に１２基あるモニタリングポストを適切に管

理し、空間放射線量の適切なモニタリング体制を維持する必要がある。 
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10 ꜞ☻◒◖Ⱶꜙ♬◔כ◦ꜛfi ה  

10 ꜞ☻◒◖Ⱶꜙ♬◔כ◦ꜛfi ה ה  ─  

─  

○ 「内陸直下地震に係る震度分布解析・被害想定調査」の結果や、令和６年能登半島地震での

事例等も踏まえ、地震への事前の備え等について、学校や職場、地域の自治組織等での研修や

訓練等を通じて、さらなる周知を図るとともに、直感的に理解しやすい県民向け防災啓発資料

の作成に取り組む必要がある。また、市町村における地震ハザードマップの作成とその周知に

ついても、引き続き支援する必要がある。 

○ 「自らの命は自らが守る」という自助の意識を醸成するため、幼稚園や小中学校などにおい

て、毎年、地域の災害リスクや災害時にとるべき避難行動の理解促進等を図る防災教育や、地

域の特性に応じた、年３回の異なる危険を想定した命を守る訓練を実施する必要がある。 

○ 学校における防災・減災に係るリーダーとなる人材の育成により、各学校の実情に応じた実

効性のある防災教育を推進するため、各学校の防災担当者を対象とした学校安全講習会におけ

る危機管理についての講習や、教員を対象とした研修講座を通じて、防災に関する外部機関と

の連携の拡充を図る必要がある。 

○ 現代的な諸課題を踏まえた教科横断的な学びとして、「体系的・系統的な防災教育」の指導計

画の作成と実践、「生きる力を育む学校での安全教育」の着実な実施と防災教育の推進を図る

とともに、災害時における地域との連携を含めた災害から命を守る取組みについて考え、実践

する「高校生防災アクション」の推進を図る必要がある。 

○ 小学校の「総合学習の時間」を活用した防災に関する学習や、水辺でのイベントを通じた防

災啓発などの防災教育を進め、水害･防災への意識を深めていく必要がある。【再掲】 

○ 県内には石積砂防堰堤など数多くの伝統的砂防施設が残っており、先人たちが古くから土砂

災害と闘ってきた歴史について、小学校の「総合学習の時間」などを活用し、次世代へ語りつ

なぎ、土砂災害・防災への意識を深めていく必要がある。【再掲】 

 

⅛╠ ╩ ╢ ─  

○ 県民総ぐるみで「自助」と「共助」の力を最大限に発揮できるようにするためには、適宜、

アンケート調査等の実施により、県民の防災意識・知識の理解度も確認しながら、「過去の災害

を知る防災教育の実施」「ハザードマップの周知」「地域の防災訓練への参加促進」などといっ

た様々な取組みを推進することが重要となる。このため、「災害から命を守る岐阜県民運動」を

子どもから高齢者まで全ての世代を対象に幅広く展開するとともに、県や市町村、消防、警察、

自衛隊、医療、福祉などの防災に関わる全ての関係機関が連携し、令和６年能登半島地震での

支援経験等も活かした実効性のある啓発運動となるよう、関係者一丸となって取り組む必要が

ある。 

○ 「自分の命は自分で守る」の自助・共助の意識を高め、災害への備えを負担感なく県民が行

えるよう、日常的に使用しているモノや行動を災害時にもそのまま役立てる「フェーズフリー」

の考え方を取り入れ、広く県民に普及・啓発を図る必要がある。 

 

≢─ ─  
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○ 風水害に備え、住民一人ひとりが自らの災害リスクを我が事として捉え、予め避難のタイミ

ングと手順を定める「災害・避難カード」を作成する取組みを推進し、住民主体での適時・適

切な避難行動につなげる必要がある。また、デジタル版「災害・避難カード」についても広く

県民に普及していく必要がある。 

○ 現在、洪水浸水想定区域を有する県内全市町において洪水ハザードマップが作成・公表され

ているが、令和３年の水防法改正により、想定最大規模の降雨に基づく浸水想定区域に対応し

たハザードマップの改定が必要となっていることから、引き続き改定を支援する必要がある。 

○ 令和５年２月に追加公表された浸水想定区域図に基づき、中小河川における水害に対応する

ため、市町村での洪水ハザードマップ作成を引き続き支援する必要がある。 

○ 現在、土砂災害警戒区域を有する県内全市町村において土砂災害ハザードマップが作成・公

表されているが、平成２７年の土砂災害防止法改正により避難場所や避難経路等の記載が明確

化されたことから、引き続き見直しを支援する必要がある。 

○ 令和５年度の県政モニターアンケート調査結果によると、「南海トラフ地震臨時情報を知っ

ていた」と回答された割合が約３割と低く、県民への周知を図り認知度を高めるとともに、同

情報が発表された際に適切な防災対応がとれるよう普及啓発を行う必要がある。あわせて、臨

時情報（巨大地震警戒）の発表に備え、「南海トラフ地震臨時情報発表時の防災対応指針」の随

時の見直しも含め、地震による災害リスクが高い土砂災害特別警戒区域など、事前に避難が必

要な地域に居住する住民等を対象に、とるべき行動の理解促進を図る必要がある。 

○ 気象庁により予測精度の向上が進められている線状降水帯などの防災気象情報を県民が正

しく理解し、主体的な避難行動に対する意識の醸成・向上を図ることができるようにするため、

研修や講習会を実施する必要がある。また、県民による主体的な避難行動を促すためには、市

町村における適時・適切な避難情報の発令が求められるため、「気象防災アドバイザー」を活用

し、平時においては、市町村職員向けの研修を実施するとともに、災害時においては、市町村

に気象情報の解説や今後の気象見通しについて助言を行うなど、市町村の防災力の向上を図る

必要がある。このほか、災害対応の実施に当たっては、気象庁のＪＥＴＴ（気象庁防災対応支

援チーム）やリエゾンとの連携を推進していく必要がある。 

 

─  

○ 一人暮らしの高齢者や障がい者などの避難行動要支援者の逃げ遅れを防ぐため、要支援者名

簿を警察や消防機関等へ事前に提供する取組みに加え、自治会や社会福祉協議会、ケアマネジ

ャー等と連携した取組み等の優良事例の共有などにより、個別避難計画の策定が進むよう市町

村を支援する必要がある。また、策定した個別避難計画に基づき、避難行動要支援者が円滑に

避難することができるよう、地域ぐるみでの防災訓練の実施を促進する必要がある。 

 

─ ה  

○ 「清流の国ぎふ防災・減災センター」や市町村において地域で活躍できる防災人材の育成を

推進するとともに、育成した人材が地域防災力の要となるよう、自主防災組織等と連携を深め

る機会の創出を促進するなど、防災人材がそれぞれの地域で活躍できる体制の構築を強化・推

進する必要がある。 
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○ 外国人防災リーダーの育成に加え、育成したリーダーを防災講座等に講師として派遣するな

ど、地域の外国人に対する防災啓発の強化に取り組む必要がある。 

○ 市町村と地域住民とが密接に連携した訓練を実施できるよう、能登半島地震で生じた事態も

含め、より具体的な運営手順や方法を学ことができる研修を実施するなど、避難所運営を指導

する人材を育成する講座の充実を図る必要がある。 

○ 全ての公立学校の安全管理責任者を対象とした学校安全講習会や管理職や学校安全担当者

を対象とした総合教育センターにおける教員研修を通して、校内の危険箇所等の確認の視点や

方法について、更なる普及・啓発を図る必要がある。 

○ 高齢化や過疎化が進む地域では、災害時に地域で支え合う「共助」の機能が希薄となること

から、防災士や消防団員など、地域において防災リーダーとなり得る人材の確保・育成を図る

とともに、育成した防災リーダーによる防災教育や防災訓練の実施を推進する必要がある。 

 

◖Ⱶꜙ♬♥▫ ─ ™  

○ 災害時に「共助」の力を発揮するためには、平時からのコミュニティの活力維持が重要とな

ることから、地域の課題解決に取り組む地域活動団体等に対して、その活動に関する指導・助

言を行うアドバイザーを派遣するなど、地域活動団体等による取組みを支援する必要がある。 

○ 地域のコミュニティとして様々な活動と防災活動を組み合わせること等により、災害による

被害を予防し、軽減するための自主防災組織の育成・活動を促進する必要がある。 

 

─ ™ ה  

○ 地域の復旧の中心となる建設業を担う人材の育成・確保を図るため、「ぎふ建設人材育成・確

保連携協議会」による産学官一体の取組み、職場環境の改善や人材育成に積極的な企業を「ぎ

ふ建設人材育成リーディング企業」として認定する制度、「建設ＩＣＴ人材育成センター」によ

る技術力・生産性向上を目的とした研修などを推進する必要がある。また、建築分野において

は、「岐阜県建築担い手育成協議会」による産学官が連携した取組みや、「ぎふ建築担い手育成

支援センター」による技術力・生産性向上を目的とした研修などを推進する必要がある。 

11  

11 ╩☻כ♁ꜞ  ⅛⇔√  

⌐ ╢ ─ ─  

○ 生活必需物資や医療救護、緊急救援など、災害時応援協定を各分野で締結しており、引き続

き新たな協定締結先の検討を進める必要がある。また、災害時において、各協定締結団体が迅

速に活動できるよう、平時から「顔の見える」関係を構築し、実践的な共同訓練を行う必要が

ある。 

 

⌐ ╢ ─  

○ 自衛隊、警察、消防等の関係機関及び民間事業者等が相互に連携する訓練を引き続き実施し、

関係機関との連携体制を強化する必要がある。 
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○ 災害時には、安否不明者者捜索・救助活動の効率化・円滑化等を目的とする氏名公表につい

て、「災害時における安否不明者・死者の氏名等公表に係る手順書」に基づき迅速に対応を行う

必要がある。 

○ まちぐるみでの消火器等を用いた初期消火の訓練、シミュレーションやＤＩＧを用いた防災

訓練など、地域における防災教育を通じ、県民の意識向上を図るとともに、消防設備の充実を

図るため、市町村に対し、国の補助金の活用を促していく必要がある。また、大規模火災発生

時等の消防水利を確保するため、排水ポンプ車やミキサー車を活用した給水が可能となるよ

う、関係機関と連携しミキサー車からの給水訓練及びその水を水利とした放水訓練を実施して

いるが、大規模火災時に連携した消火活動が展開できるよう、引き続き訓練を実施する必要が

ある。【再掲】 

 

Ⱳꜝfi♥▫▪─ ה ─  

○ 大規模災害発生時に、市町村ボランティアセンターの円滑な運営を支援する「岐阜県災害ボ

ランティア連絡調整会議」を速やかに設置し、ボランティアを円滑に受入できるよう、平時か

ら市町村及び市町村社会福祉協議会を含めた関係機関との意見交換や研修・訓練などを通じ

て、「顔の見える」関係づくりを進め、多様な主体との連携・協働を図る必要がある。 

○ 大規模災害時における迅速かつ継続的な支援に備えるため、災害ボランティアセンターの運

営を支援する人材を養成していく必要がある。 

○ 倒木処理など専門技術を要するニーズに対応するため、技術ボランティアが円滑に活動でき

るよう連携体制を維持する必要がある。 

12 ⱷfi♥♫fi☻ה  

12 ⱷfi♥♫fi☻ה  ▬fiⱨꜝ─  

─  

○ 高度経済成長期以降に整備した橋梁、トンネル、モルタル吹付法面などの道路施設の高齢化

が進行していることから、「岐阜県道路施設維持管理指針」に基づき、引き続き計画的な点検、

補修等を実施する必要がある。 

 

─  

○ 近年の気候変動による降雨の激甚化・頻発化傾向に伴う大水害や治水安全度が低い県管理河

川の水害の頻発化に備え、洪水時に県民の生命はもとより財産や暮らしを水害から守るため、

河道の流下能力が確実に確保されるよう、航空レーザによる効率的かつ高精度な測量を行い、

計画的な維持管理を実施する必要がある。また、適宜、「岐阜県河川インフラ長寿命化計画」の

見直しを行い、老朽化が著しい大規模構造物の更新や予防保全型の維持管理を効率的かつ効果

的に推進する必要がある。 

 

─  

○ 高齢化が進む膨大な砂防施設の機能を維持し、災害発生時に効果を最大限発現するため、「岐

阜県砂防関係施設長寿命化計画」に基づき、点検の確実な実施と点検結果を踏まえた初期段階

での適切な補修・改築により予防保全的な維持管理を推進する必要がある。 
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─  

○ 膨大な治山施設の機能を維持し、災害発生時に効果を最大限発現するため、「岐阜県治山施

設長寿命化計画」に基づき、点検の確実な実施と点検結果の評価に基づく初期段階で適切な補

修・改築・機能強化の実施により予防保全的な維持管理を推進する必要がある。 

 

─  

○ 不特定多数の方が集まる文化施設や県立学校など多くの県有施設が老朽化し、更新時期を迎

えることから、「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づき、必要性、有効性、効率性の観

点から、統廃合等も含めた今後の施設のあり方について検討を行う「総点検」を実施するとと

もに、引き続き「岐阜県県有建物長寿命化計画」に基づき、計画的な維持保全に取り組む必要

がある。 

○ 県営住宅については、耐用年限の２分の１を経過している住宅が８割を超えており、今後、

更新時期を迎える建築物も見込まれることから、「岐阜県公営住宅等長寿命化計画」に基づき、

計画的な維持管理・更新を行う必要がある。 

 

ⱷfi♥♫fi☻⌐ ∆╢ ─  

○ 県、岐阜大学、産業界が連携し、点検や補修に関する高度な技術を有する「社会基盤メンテ

ナンスエキスパート（ＭＥ）」を養成し、道路や小規模橋梁の点検・修繕に活用するとともに、

地域の道路を見守る「社会基盤メンテナンスサポーター（ＭＳ) 」を小中学校関係者や高校生な

どに拡大し、効率的かつ効果的な維持管理を推進する必要がある。 

 

⌐ ∆╢  

○ 社会資本の高齢化や災害の頻発化が進む中、多くの市町村は、技術職員の不足などの課題を

抱えていることから、土木事務所における社会資本メンテナンス相談窓口などを活用し、引き

続き市町村に対する維持管理や災害復旧の技術的な支援を推進する必要がある。 

13 ♦☺♃ꜟ  

13 ♦☺♃ꜟ  ♦☺♃ꜟ ⌐╟╢ ─  

─  

○ 「岐阜県砂防関係施設長寿命化計画」に基づき、目視確認が困難な砂防施設の調査や被災状

況の把握等においてもドローンを活用し、調査の効率化と安全性の向上を図る必要がある。 

○ 令和６年能登半島地震では、土砂崩れ等による道路の寸断により、多数の孤立地域が同時発

生したことから、ヘリコプター等による空からの迅速な状況把握や物資輸送が有効であった。

このため、ヘリコプターやドローンで撮影した映像を迅速に災害対策本部で共有できる体制の

構築を図るとともに、ヘリコプター離発着可能候補地の把握に向けた取組みを推進する必要が

ある。 

○ 被災地域に支援を行う上で通信の確保は不可欠であることから、引き続き固定電話、携帯電

話共に使用できない場合の衛星携帯電話等の通信手段や、非常用電源の確保を促進する必要が

ある。また、令和６年能登半島地震でも活用された民間の衛星通信機器をはじめとするデジタ

ル等新技術を用いた通信手段の確保を検討する必要がある。 
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○ 令和６年能登半島地震の発生直後には、ＳＮＳ上に被災者を装う悪質な投稿や、実在しない

住所からの救助要請などの虚偽・デマ情報が相次いだことから、災害時には、ＳＮＳ上に流通

する様々な情報をＡＩなども活用して迅速に把握し、虚偽・デマ情報への注意喚起や正確な情

報の発信を実施する必要がある。また、災害時の情報収集の方法や虚偽・デマ情報の危険性を

平時から幅広く啓発する必要がある。 

 

─  

○ ドローンや情報連絡員用タブレットなど、新たに導入した資機材の活用方法の確認を含め、

訓練や研修を実施し、職員による操作手順等の習熟を図ることで、被災状況を早期に把握でき

る体制を確保する必要がある。 

○ 令和６年４月に運用を開始した国の「総合防災情報システム（ＳＯＢＯ－ＷＥＢ）」と県の

「被害情報集約システム」とのデータ連携に向け、必要な改修などの機能強化に取り組むとと

もに、国・県・市町村が災害時に情報を迅速に共有し、被災状況や応急対応の把握・認識統一

を図れるよう、様々な防災関係システムの標準化・統一化を国に働きかけていく必要がある。 

○ 被災者の生活再建に必要な罹災証明書の迅速かつ効率的な発行も含め、被災者のニーズに応

じたきめ細やかな支援を実施できるよう、マイナンバーカードを使用したシステムや専用アプ

リの活用による避難者の把握・管理などのデジタル技術を活用した取組みについて、導入に向

けた調査・研究を推進する必要がある。 

○ 令和６年能登半島地震では、指定避難所以外への避難者の状況や必要な物資等のニーズの把

握が難航したことから、指定避難所以外への避難者の人数や必要物資等の把握が可能となる

「分散避難システム」を活用し、指定避難所以外への避難者に対しても、迅速な支援を行うこ

とができる体制を構築するとともに、地域における防災訓練や研修の場などを通じ、県民に対

して「分散避難システム」を広く周知し、災害時における活用を促していく必要がある。これ

に加え、国が構築している「クラウド型被災者支援システム」など、被災者支援に資するシス

テムの調査・研究を推進する必要がある。 

○ ドローンやレーザ技術などの遠隔点検技術や記録のデジタル化を推進し、道路・河川・砂防

施設の点検を安全かつ効率的に実施する。 

○ 風水害に備え、住民一人ひとりが自らの災害リスクを我が事として捉え、予め避難のタイミ

ングと手順を定める「災害・避難カード」を作成する取組みを推進し、住民主体での適時・適

切な避難行動につなげる必要がある。また、デジタル版「災害・避難カード」についても広く

県民に普及していく必要がある。【再掲】 

○ 要配慮者を含む避難者が、安心して避難生活を送ることができるようにするため、「避難所

における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」や「スフィア基準」の考え方に加え、大規

模災害時の教訓等も踏まえ、「岐阜県避難所運営ガイドライン」を適宜改定する必要がある。ま

た、避難所での生活が長期化することを見据え、トイレトラック、キッチンカーといった移動

型車両や、循環式シャワールームなどの機器の活用に向けた取組みを進めるとともに、被災者

の生活支援・再建を担うＮＰＯなどの多様な民間団体と連携した取組みを強化する必要があ

る。加えて、各市町村において、「岐阜県避難所運営ガイドライン」の内容を踏まえた「避難所

運営マニュアル」の策定・見直しが適切に進むよう、引き続き支援を行う必要がある。【再掲】 
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○ 住民主体での避難行動を促進するため、各種防災情報や避難情報を一元的にわかりやすく提

供する「岐阜県総合防災ポータル」を多言語化させており、災害時だけでなく平時から広く活

用いただけるよう更なる周知に取り組むとともに、発信する情報の充実や、様々な手段での情

報発信を進めていく必要がある。また、具体的な災害リスクを認知するためのハザードマップ

の普及促進、警戒レベルなど直感的に把握可能な表現による避難情報発令、ローカル・メディ

アと連携したきめ細かな情報提供、ＳＮＳを活用した情報発信など情報伝達を強化する必要が

ある。【再掲】 

○ 地震発生時に県内の震度情報を、気象庁を通じて県民に伝達するため整備した「震度情報ネ

ットワークシステム」について、今後高い確率で発生すると言われる南海トラフ地震などの大

地震発生時に備え、安全性、信頼性、即時性を備えたシステムとして適切に維持管理を行い、

観測・情報伝達体制を確保する必要がある。【再掲】 

○ 市町村防災行政無線については、長期停電による電源喪失にも対応できるよう、燃料やバッ

テリー補給体制を再点検するとともに、更新時期等を勘案した機能強化の検討を働きかける必

要がある。あわせて、万一停止した際の広報車による巡回広報などアナログ手法に加え、令和

６年能登半島地震でも活用された民間の衛星通信機器をはじめとするデジタル等新技術を用

いた代替手段の検討についても市町村に働きかけを行う必要がある。【再掲】 

 

ה ─♃כ♦ ה ─  

○ 地震発生時に県内の震度情報を、気象庁を通じて県民に伝達するため整備した「震度情報ネ

ットワークシステム」について、今後高い確率で発生すると言われる南海トラフ地震などの大

地震発生時に備え、安全性、信頼性、即時性を備えたシステムとして適切に維持管理を行い、

観測・情報伝達体制を確保する必要がある。 

○ 県のオープンデータを扱うポータルサイトにおいて、防災に係るオープンデータの提供を進

めているが、民間でのデータ利活用を促進するため、市町村と連携したデータの広域化ととも

に、より使いやすいデータの提供を進める必要がある。 

○ 航空レーザ測量データを基に作成した点群（ＤＥＭ）データや微地形図等は、事前防災の観

点からの危険個所等の把握、災害発生時においては災害箇所周辺の地形把握、その後の救助や

復旧の計画等にも有効活用できるデータである。一方で、データ数・容量ともに膨大であり、

抽出箇所の特定や複製に時間を要するといった問題がある。様々な場面で有用なデータである

ことは明らかであり、効率的な利用を目的として、利用希望者が容易にデータ取得をできる環

境を整備するとともに、適切なデータ管理ができる体制を構築する必要がある。 

○ これまで、岐阜県広域防災センター内に、ＶＲゴーグルにより災害の仮想体験ができるコー

ナーを設けるなど、展示内容のリニューアルを行ってきたが、引き続き、デジタル等新技術も

活用しながら、展示内容の充実化を図ることで、県民、学校、自治会、自主防災組織等に対す

る防災教育や情報発信の拠点としての機能を高めていく必要がある。 
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₈ ⅝≡│⌂╠⌂™ ─ ₉↔≤─  

 

№╠╝╢ ⌐ ⇔⁸ ╩ ← 

1- 1)  ⌐╟╢ ה ─ ה ╛ ─ ⌐ ℮  

   ⌂ ─  

ה ─ ה ─  

○ 住宅・建築物の耐震化を推進するため、耐震診断、耐震改修工事等に対する、国、県及び市

町村による支援を行うとともに、部分的な耐震補強（耐震シェルターなど）に対する支援策を

検討するほか、戸別訪問、建築物耐震改修説明会、リフォーム事業者に対する講習会など、普

及啓発を実施する。また、耐震診断義務化対象建築物のうち、耐震性が不十分な建築物の耐震

化を促進する。加えて、倒壊の危険がある民間ブロック塀の除去や、既存天井（吊り天井）の

耐震改修が進むよう支援する。 

○ 住宅・建築物の耐震化については、老朽化したマンションの再生･除却の促進についても重

要となることから、マンションの建替え等の円滑化に関する法律の改正内容等も踏まえ、必要

に応じて、管理組合への助言等を行う。 

○ 地震発生時には、火災の発見・通報・初期段階での消火の遅れや、災害の同時発生による消

防力の不足などが生じる恐れがあることから、住宅用火災警報器や住宅用消火器などの普及を

推進する。また、近年の大規模地震においては、電気に起因する火災が多く発生していること

から、電気火災防止に効果的な感震ブレーカーの普及に向けた取組みも推進する。 

○ まちぐるみでの消火器等を用いた初期消火の訓練、シミュレーションやＤＩＧを用いた防災

訓練など、地域における防災教育を通じ、県民の意識向上を図るとともに、消防設備の充実を

図るため、市町村に対し、国の補助金の活用を促していく。また、大規模火災発生時等の消防

水利を確保するため、関係機関と連携し、ミキサー車からの給水訓練及びその水を水利とした

放水訓練を引き続き実施する。 

○ 既存不適格建築物等の安全性向上のため、当該建築物における適切な退避・避難行動の方法

に加え、避難経路等の確保を目的とした改修の必要性について周知する。 

○ 地震や洪水による機能不全を防ぐため、防災拠点等建築物の建築主や設計者、管理者など関

係者に広く「防災拠点等となる建築物に係る機能継続ガイドライン」及び「建築物における電

気設備の浸水対策ガイドライン」を周知する。 

○ 南海トラフ地震は、震源域が広範囲にわたる海溝型地震であり、地震が発生した場所から数

百キロメートル離れた場所でも揺れ続ける「長周期地震動」の発生も予測されていることから、

「長周期地震動」の認知度の向上に向けた取組みとともに、家具や什器などの転倒等防止対策

の啓発を推進する。 

 

─  

○ 不特定多数の方が集まる文化施設や県立学校など多くの県有施設が老朽化し、更新時期を迎

えることから、「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づき、必要性、有効性、効率性の観

点から、統廃合等も含めた今後の施設のあり方について検討を行う「総点検」を実施するとと

もに、引き続き「岐阜県県有建物長寿命化計画」に基づき、計画的な維持保全に取り組む。 
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○ 県営住宅については、耐用年限の２分の１を経過している住宅が８割を超えており、今後、

更新時期を迎える建築物も見込まれることから、「岐阜県公営住宅等長寿命化計画」に基づき、

計画的な維持管理・更新を行う。 

 

⅝ ─  

○ 大規模災害発生時の空き家の倒壊による道路の閉塞などを防止するため、市町村等と連携し

て空き家の活用や除却を進めるとともに、空き家所有者への意識啓発や市町村に対する優良事

例の情報提供等、総合的な空き家対策を推進する。 

 

─  

○ 盛土等に伴う災害から人命を守るため、盛土規制法に基づき既存盛土等調査を実施する。ま

た、盛土規制法の施行前に抽出された大規模盛土造成地について、市町村と連携して変動予測

調査等を実施する。 

 

─  

○ 大規模火災のリスクが高く、地震時等に危険な密集市街地については、都市の防災機能の向

上を図るため、市町と連携して市街地再開発事業など密集市街地の面的整備を促進する。 

 

ה ─  

○ 発災時の道路の早期の応急復旧に向け、災害時応急対策用資機材備蓄拠点の増強や、道の駅

等への備蓄倉庫を整備する。また、関係機関と連携した訓練を継続的に実施し、発災時に道路

啓開計画に基づく対応を確実かつ迅速に実施する体制を確保する。 

○ 災害により道路が通行不能となった際には、建設関連団体との災害時応援協定や、道路管理

者である県でも倒壊した電柱を撤去できる旨を定めた電線管理者との協定を活用し、関係機関

と連携して迅速な啓開作業を実施する。 

 

─ ⇔  

○ 国による南海トラフ地震被害想定の見直し内容を踏まえた上で、県の被害想定の見直しを含

め、現状の課題整理や今後取り組むべき防災・減災対策の検討を推進する。 

 

1- 2)  ⌐╟╢ ╛ ─ ⅛≈ ⌐╦√╢ ─ √╘ ─  

   ⌐╟╢╙─╛⁸ ▬fiⱨꜝ─ ה ⌐╟╢ ה ⌐ ∆╢ ⌂  

   ─ ⌐ ℮╙─╩ ╗  

⌂ ה ─  

○ 近年の気候変動による降雨の激甚化・頻発化傾向に伴い、治水安全度が低い県管理中小河川

における水害が頻発していることから、河川改修やダムの建設などの対策をより一層加速する

とともに、流域のあらゆる関係者が協働して水災害対策を行う「流域治水」を推進する。 

○ 水害の発生頻度を低下させ、生命はもとより財産や暮らしを守り、社会経済活動を安心して

営めるようにするため、新丸山ダムや長良川遊水地等の直轄事業を促進するほか、「岐阜県新

五流域総合治水対策プラン」に基づき、河川改修や内ケ谷ダムの整備等を推進し、ハード対策
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を迅速に進めていく。加えて、河川管理施設等のハード施設では防ぎきれない水害に対しては、

要配慮者利用施設に義務付けられた避難確保計画の作成や避難訓練の実施に係る支援など、命

を守るための避難行動につながるソフト対策を推進する。 

○ 県が保有する排水ポンプ車の操作技術及び実施体制を確保するための定期的な訓練を継続

し、浸水被害を防止・軽減する体制を確保する。 

○ 中小河川の危機管理型水位計や河川監視カメラを適切に維持管理するとともに、出水時に避

難判断の参考となる情報を市町村に確実に伝えるための情報伝達等に係る定期的な訓練を継

続して実施する。また、洪水時の円滑な避難のため、各市町村において整備した洪水ハザード

マップの周知・啓発を促進し、住民の防災意識を向上させるなど、避難体制の整備を支援する。 

○ 「重要インフラの緊急点検」結果等を踏まえ、洪水時の流下阻害となる箇所の河道の掘削や

樹木伐採、ダムの堆積土砂の浚せつ等を進め、流下能力の向上を図る。 

○ ダムの緊急放流に関する事前通知について、実績降雨に基づき予測システムの検証を行い、

予測精度の向上を図るとともに、必要に応じてシステムを改修し、早期の事前通知を検討する。 

○ 県内ダムの事前放流に係る情報伝達などの定期的な訓練を継続し、台風などの大雨による洪

水に備える態勢の確保を図る。 

○ 小学校の「総合学習の時間」を活用した防災に関する学習や、水辺でのイベントを通じた防

災啓発などの防災教育を進め、水害･防災への意識を深めていく。 

○ 高齢化や過疎化が進む地域を中心に、「自助」、「共助」の意識の醸成を図り、要配慮者への避

難支援等、地域の防災力の向上に取り組むほか、地域の住民が互いに支え合って避難行動をと

ることができるよう、住民による地区防災計画の作成など、住民の自発的な防災活動に対して、

積極的に支援する。 

○ 各市町村において、自然的社会的状況に応じた気候変動適応計画の策定が進むようにするた

め、引き続き助言等を実施する。 

○ 岐阜県気候変動適応センターにおいて、防災分野を含めた気候変動の影響及び適応に係る共

同研究や情報収集等に引き続き取り組むとともに、その成果については、県及び市町村の地域

気候変動適応計画や地域防災計画等にも必要に応じ位置付けた上で、気候変動に適応した防

災・減災対策を包括的に実施していく。 

○ 大規模な地震等による河川構造物の機能不全に伴う二次災害の発生に備えるため、施設の耐

震化を進めるとともに、地震被害発生の際には、緊急点検や応急対策を速やかに行うための盛

土拠点の整備を図る。 

 

─  

〇 防災機能強化の観点から、災害リスクの低い地域に医療・福祉施設、商業施設や住居等がま

とまって立地し、住民が公共交通によりこれらの施設にアクセスできるまちづくりを進めるた

め、市町村の立地適正化計画の策定及び防災指針の作成を促進する。 

 

√╘ ─ ─  

○ 農業用ため池の多くは、近代的な技術基準に基づき設置されておらず、地震又は豪雨による

決壊の危険性があることから、決壊した場合の影響度を踏まえ、地震・豪雨耐性評価を実施し、



 

180 

必要な防災工事を計画的に実施する。また、市町村に対し、ハザードマップの周知を促すなど、

引き続きハード・ソフトを組み合わせた取組みを継続する。 

○ 地震、豪雨が発生した際の農業用ため池等における緊急点検要領について周知徹底を図ると

ともに、ため池保全管理研修や災害復旧技術研修を実施し、ため池の管理・復旧に係る技術力

向上を図る。 

 

─ ⌂  

○ 洪水時に県民の生命はもとより財産や暮らしを水害から守るため、河道の流下能力が確実に

確保されるよう、航空レーザによる効率的かつ高精度な測量を行い、計画的な維持管理を実施

する。また、適宜、「岐阜県河川インフラ長寿命化計画」の見直しを行い、老朽化が著しい大規

模構造物の更新や予防保全型の維持管理を効率的かつ効果的に推進する。 

 

─  

○ 農業用排水機場の多くが、周辺農地の宅地化などによる流出量の増加、地盤沈下のほか、「想

定外の常態化」ともいうべき豪雨の頻発化などによる排水機の能力不足が懸念されており、施

設の老朽化や地震、集中豪雨等に起因する災害を未然に防止するため、長期的な施設機能の確

保に向けた機能保全対策を実施する。 

○ 地震が発生した際の農業用排水機場における緊急点検要領について周知徹底を図る。 

 

1- 3)  ⌂ ⁸ ה ⁸ ♄ⱶ─ ⌂≥ ╛  

   ─ ╩ ╗ ⌐╟╢ ─ ╛ ⌂ ─  

⌂ ה ─ ₒ ₓ 

○ 県内で発生した過去の大災害等を教訓に木曽川水系、庄内川水系及び神通川水系の上流域で

実施している直轄砂防事業を促進するとともに、「八山系砂防総合整備計画」に基づき、土砂災

害により人命等に危害が及ぶおそれがある箇所においてハード対策を推進する。また、土砂や

流木等を確実に補足できるよう砂防堰堤裏の土砂撤去を計画的に実施する。 

○ これまでの要配慮者利用施設や避難所への土砂災害対策に加え、重要な防災拠点となる市町

村役場等への対策にも取り組むほか、緊急輸送道路や孤立が予想される地域等を保全する施設

整備を推進する。また、土砂と洪水が重なり被害が拡大する恐れのある流域を調査・把握する。 

○ 土砂災害の恐れのある区域を明らかにし、警戒避難体制の整備を図るため、今後も土砂災害

警戒区域等を指定するとともに、既指定区域の定期調査や地形の改変等があった区域の随時調

査を実施する。また、ポータルサイトや周知看板により土砂災害警戒区域の指定状況を周知す

ることに加え、これまでに蓄積した災害等の情報を活用してより精度の高い土砂災害警戒情報

を提供していく。さらに、市町村の防災訓練やハザードマップ作成の支援をするとともに、平

成２９年の土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の改正により

要配慮者利用施設に義務付けられた「避難確保計画」の作成及び避難訓練の実施を支援する。 

○ 土砂災害特別警戒区域など、がけ地の崩壊などの恐れのある区域内の住民に対し、市町村と

協働して、「がけ地近接等危険住宅移転事業」の周知を行うとともに、市町村に対しては、この

制度が災害による被害を未然に防止する有効な手法の一つであることを改めて説明し、活用を

促す。 



 

181 

○ 地震発生後、ドローンを活用し天然ダム等を早期に発見するとともに、土砂災害の恐れがあ

る場合には、土石流センサーを活用した監視・計測による緊急避難体制を確保する。また、大

規模土砂災害に備えて、日頃より市町村や関係機関と連携した防災訓練を実施する。 

○ 県内には石積砂防堰堤など数多くの伝統的砂防施設が残っており、先人たちが古くから土砂

災害と闘ってきた歴史について、小学校の「総合学習の時間」などを活用し、次世代へ語りつ

なぎ、土砂災害・防災への意識を深めていく。 

 

─ ⌂ ₒ ₓ 

○ 高齢化が進む膨大な砂防施設の機能を維持し、災害発生時に効果を最大限発現するため、「岐

阜県砂防関係施設長寿命化計画」に基づき、点検の確実な実施と点検結果を踏まえた初期段階

での適切な補修・改築により予防保全的な維持管理を推進する。 

 

─  

○ 「岐阜県砂防関係施設長寿命化計画」に基づき、目視確認が困難な砂防施設の調査や被災状

況の把握等においてもドローンを活用し、調査の効率化と安全性の向上を図る。 

○ 多数の孤立地域が同時発生した際には、ヘリコプター等による空からの迅速な状況把握や物

資輸送が有効であることから、ヘリコプターやドローンで撮影した映像を迅速に災害対策本部

で共有できる体制の構築を図るとともに、ヘリコプター離発着可能候補地の把握に向けた取組

みを推進する。 

○ 被災地域に支援を行う上で通信の確保は不可欠であることから、引き続き固定電話、携帯電

話共に使用できない場合の衛星携帯電話等の通信手段や、非常用電源の確保を促進する必要が

ある。また、令和６年能登半島地震でも活用された民間の衛星通信機器をはじめとするデジタ

ル等新技術を用いた通信手段の確保を検討する必要がある。 

○ 災害時には、ＳＮＳ上に被災者を装う悪質な投稿や、実在しない住所からの救助要請などの

虚偽・デマ情報が流れる可能性があることを踏まえ、ＳＮＳ上に流通する様々な情報をＡＩな

ども活用して迅速に把握し、虚偽・デマ情報への注意喚起や正確な情報の発信を実施する。ま

た、災害時の情報収集の方法や虚偽・デマ情報の危険性を平時から幅広く啓発する。 

 

♄ⱶ ─ ה  

○ 林野庁が山地災害の激甚化や流木災害等を踏まえて改定した「山地災害危険地区調査要領」

に基づき、令和６年度から７年度にかけて実施する山地災害危険地区の再評価結果を踏まえ、

山地災害発生の危険度が高く、かつ、人家等の保全対象への影響が大きい地区を抽出し、治山

対策を進める。また、流域内の森林整備と合わせた面的な山地防災力の向上を図る。 

 

─ ⌂  

○ 膨大な治山施設の機能を維持し、災害発生時に効果を最大限発現するため、「岐阜県治山施

設長寿命化計画」に基づき、点検の確実な実施と点検結果の評価に基づく初期段階で適切な補

修・改築・機能強化の実施により予防保全的な維持管理を推進する。 

 

─  
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○ 登山届の提出の更なる促進を図るため、登山届の作成・提出がスマートフォンから可能とな

る登山アプリ等を用いたオンラインによる登山届の提出について、ホームページ、雑誌、ポス

ター、チラシなどの様々な広報媒体を用いて周知する。 

○ 関係機関と連携を図りながら、情報伝達訓練や実動訓練の検証結果を踏まえた、より実践的

な訓練を継続的に実施していく。また、退避壕などの防災設備の設置を検討する自治体に対し

て支援を行い、実効性のある対策を推進する。 

○ 国が中心となって策定している「火山噴火緊急減災対策砂防計画」に基づき、火山噴火に伴

い発生する土砂災害に対応するため、緊急ハード対策に向けた大型土のうなどの資機材等を整

備する。また、対策工事の従事者の安全確保や周辺住民の避難対策の支援を目的とした情報提

供等を実施していく。 

○ 火山噴火災害の影響は、火山を取り巻く複数の自治体に及ぶことから、各自治体が参加する

火山防災協議会において、火山防災避難計画に基づく実動訓練、図上訓練、情報伝達訓練を連

携して実施することで、当該避難計画の見直しを行い、実効性のある計画としてその充実を図

る。また、令和６年の活動火山対策特別措置法の改正により、各市町村長は、避難確保計画の

作成等に援助を行うに際し必要と認めるときは、火山防災協議会に対して意見を求めることが

できる旨規定されたことから、関係市町村において整合性のとれた避難確保計画の作成等を行

うため、市町村長から計画策定等に当たって火山防災協議会に意見が求められた際には、助言

指導を行う。 

 

─ ₒ ₓ 

〇 防災機能強化の観点から、災害リスクの低い地域に医療・福祉施設、商業施設や住居等がま

とまって立地し、住民が公共交通によりこれらの施設にアクセスできるまちづくりを進めるた

め、市町村の立地適正化計画の策定及び防災指針の作成を促進する。【再掲】 

 

1- 4)  ─ ⌐╟╢ ⌐ ℮ ─  

─  

○ 南海トラフ地震の発生が懸念される中、依然として広範に亜炭鉱廃坑が存在し予防事業を推

進する必要があることから、対策を要する地域が存在する市町の意向を踏まえながら、今後の

対策を進める。 

 

1- 5) ⌐ ⌂ ⅜ ⌐ ┘ ⌐ ↕╣⌂™↓≤╛ ─ ⁸ 

   ⌂ ─ ⌐╟╢ ─  

┼─ ─ ≤ ─  

○ 住民主体での避難行動を促進するため、各種防災情報や避難情報を一元的にわかりやすく提

供する「岐阜県総合防災ポータル」を多言語化させており、災害時だけでなく平時から広く活

用いただけるよう更なる周知に取り組むとともに、発信する情報の充実や、様々な手段での情

報発信を進めていく。また、具体的な災害リスクを認知するためのハザードマップの普及促進、

警戒レベルなど直感的に把握可能な表現による避難情報発令、ローカル・メディアと連携した

きめ細かな情報提供、ＳＮＳを活用した情報発信など情報伝達を強化する。 
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○ 気象情報・河川水位やダムの貯水位等の情報を提供する「岐阜県川の防災情報」、道路の通行

規制情報・気象予警報・水位到達情報等をメール配信する「ぎふ川と道のアラームメール」や

土砂災害警戒情報等を提供する「土砂災害警戒情報ポータル」の更なる周知を進めるとともに、

適時適切な避難行動に繋がるよう、「流域治水」の意識醸成を図る。 

○ 中小河川の危機管理型水位計や河川監視カメラを適切に維持管理するとともに、出水時に避

難判断の参考となる情報を市町村に確実に伝えるための情報伝達等に係る定期的な訓練を継

続して実施する。また、洪水時の円滑な避難のため、各市町村において整備した洪水ハザード

マップの周知・啓発を促進し、住民の防災意識を向上させるなど、避難体制の整備を支援する。

【再掲】 

○ 水防団、消防団等との重要水防箇所の合同巡視等を活用し、氾濫発生が予想される箇所につ

いて、水防管理団体（市町村等）や水防団等と連携し、出水時に異常があった場合の関係者間

の連絡体制、水防団の作業体制や工法等の確認などを行う。また、氾濫発生を確認した水防管

理者（市町村長等）から管轄土木事務所への通報・連絡を確実に実施する。 

○ 道路交通の混乱を回避することや、緊急車両等の円滑な通行を可能とするため、緊急輸送道

路の主要な交差点などにカメラを設置し、交通状況を把握する。また、発災時における通行規

制情報について、インターネット等の各メディア、道路交通情報センター、交通・道路情報板、

県道路情報提供システムを活用し、道路通行規制情報をわかりやすく提供する。 

○ 地震発生時に県内の震度情報を、気象庁を通じて県民に伝達するため整備した「震度情報ネ

ットワークシステム」について、今後高い確率で発生すると言われる南海トラフ地震などの大

地震発生時に備え、安全性、信頼性、即時性を備えたシステムとして適切に維持管理を行い、

観測・情報伝達体制を確保する。 

○ 市町村防災行政無線については、長期停電による電源喪失にも対応できるよう、燃料やバッ

テリー補給体制を再点検するとともに、更新時期等を勘案した機能強化の検討を働きかける。

あわせて、万一停止した際の広報車による巡回広報などアナログ手法に加え、民間の衛星通信

機器をはじめとするデジタル等新技術を用いた代替手段の検討についても市町村に働きかけ

を行う。 

○ 多言語自動発信システムにより翻訳した市町村の災害情報を、フェイスブック等を活用して

外国人向けに発信しているが、引き続き同システムを活用して、市町村における避難情報の多

言語発信の取組みを促進する。 

○ 平時における聴覚障がい者への意思疎通支援のため、手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者通

訳・介助者を養成してきたが、これらの人材が災害時においても対応できるよう、全市町村で

の意思疎通支援事業の実施や現任者のスキルアップ研修を実施するなど従事者の資質向上を

促進する。 

○ 音声による１１９番通報が困難な聴覚・言語機能障がい者が円滑に消防への通報が行えるよ

う、スマートフォン等から画面入力等により通報する「Ｎｅｔ１１９緊急通報システム」につ

いて周知を図る。 

○ 外国人観光客向けＷＥＢサイト「Visit Gifu 」において防災・災害関連情報を発信するとと

もに、岐阜県観光連盟と連携し、日本国内における避難情報等をプッシュ型で提供するアプリ

の普及を促進する。 
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≢─ ─  

〇 風水害に備え、住民一人ひとりが自らの災害リスクを我が事として捉え、予め避難のタイミ

ングと手順を定める「災害・避難カード」を作成する取組みを推進し、住民主体での適時・適

切な避難行動につなげる。また、デジタル版「災害・避難カード」についても広く県民に普及

していく。 

○ 市町村が行う想定最大規模の降雨に基づく浸水想定区域に対応したハザードマップの改定

について、引き続き支援する。 

○ 令和５年２月に追加公表された浸水想定区域図に基づき、中小河川における水害に対応する

ため、市町村での洪水ハザードマップ作成を引き続き支援する。 

○ 市町村が作成した土砂災害ハザードマップへの避難場所や避難経路等の記載について、引き

続き支援する。 

○ 「南海トラフ地震臨時情報」について、県民への周知を図り、その認知度を高めるとともに、

同情報が発表された際に適切な防災対応がとれるよう普及啓発を行う。あわせて、臨時情報（巨

大地震警戒）の発表に備え、「南海トラフ地震臨時情報発表時の防災対応指針」の随時の見直し

も含め、地震による災害リスクが高い土砂災害特別警戒区域など、事前に避難が必要な地域に

居住する住民等を対象に、とるべき行動の理解促進を図る。 

○ 気象庁により予測精度の向上が進められている線状降水帯などの防災気象情報を県民が正

しく理解し、主体的な避難行動に対する意識の醸成・向上を図ることができるようにするため、

研修や講習会を実施する。また、「気象防災アドバイザー」を活用し、平時においては、市町村

職員向けの研修を実施するとともに、災害時においては、市町村に気象情報の解説や今後の気

象見通しについて助言を行うなど、市町村の防災力の向上を図る。このほか、災害対応の実施

に当たっては、気象庁のＪＥＴＴ（気象庁防災対応支援チーム）やリエゾンとの連携を推進し

ていく。 

 

ה ─♃כ♦ ה ─  

○ 地震発生時に県内の震度情報を、気象庁を通じて県民に伝達するため整備した「震度情報ネ

ットワークシステム」について、今後高い確率で発生すると言われる南海トラフ地震などの大

地震発生時に備え、安全性、信頼性、即時性を備えたシステムとして適切に維持管理を行い、

観測・情報伝達体制を確保する必要がある。 

○ 県のオープンデータを扱うポータルサイトにおいて、防災に係るオープンデータの提供を進

めているが、民間でのデータ利活用を促進するため、市町村と連携したデータの広域化ととも

に、より使いやすいデータの提供を進める。 

○ 航空レーザ測量データを基に作成した点群（ＤＥＭ）データや微地形図等について、利用希

望者が容易にデータ取得をできる環境を整備するとともに、適切なデータ管理ができる体制を

構築する。 

○ これまで、岐阜県広域防災センター内に、ＶＲゴーグルにより災害の仮想体験ができるコー

ナーを設けるなど、展示内容のリニューアルを行ってきたが、引き続き、デジタル等新技術も

活用しながら、展示内容の充実化を図ることで、県民、学校、自治会、自主防災組織等に対す

る防災教育や情報発信の拠点としての機能を高めていく。 
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─  

○ 「内陸直下地震に係る震度分布解析・被害想定調査」の結果や、令和６年能登半島地震での

事例等も踏まえ、地震への事前の備え等について、学校や職場、地域の自治組織等での研修や

訓練等を通じて、さらなる周知を図るとともに、直感的に理解しやすい県民向け防災啓発資料

の作成に取り組む必要がある。また、市町村における地震ハザードマップの作成とその周知に

ついても、引き続き支援する必要がある。 

○ 「自らの命は自らが守る」という自助の意識を醸成するため、幼稚園や小中学校などにおい

て、毎年、地域の災害リスクや災害時にとるべき避難行動の理解促進等を図る防災教育や、地

域の特性に応じて、年間３回の異なる危険を想定した命を守る訓練を実施する。 

○ 学校における防災や・減災に係るリーダーとなる人材の育成により、各学校の実情に応じた

実効性のある防災教育を推進するため、各学校の防災担当者を対象とした学校安全講習会にお

ける危機管理についての講習や教員を対象とした研修講座を通じて、防災に関する外部機関と

の連携の拡充を図る。 

○ 現代的な諸課題を踏まえた教科横断的な学びとして、「体系的・系統的な防災教育」の指導計

画の作成と実践、「生きる力を育む学校での安全教育」の着実な実施と防災教育の推進を図る

とともに、災害時における地域との連携を含めた災害から命を守る取組みについて考え、実践

する「高校生防災アクション」の推進を図る。 

○ 小学校の「総合学習の時間」を活用した防災に関する学習や、水辺でのイベントを通じた防

災啓発などの防災教育を進め、水害･防災への意識を深めていく。【再掲】 

○ 県内には石積砂防堰堤など数多くの伝統的砂防施設が残っており、先人たちが古くから

土砂災害と闘ってきた歴史について、小学校の「総合学習の時間」などを活用し、次世代へ

語りつなぎ、土砂災害・防災への意識を深めていく。【再掲】 

 

─  

○ 一人暮らしの高齢者や障がい者などの避難行動要支援者の逃げ遅れを防ぐため、要支援者名

簿を警察や消防機関等へ事前に提供する取組みに加え、自治会や社会福祉協議会、ケアマネジ

ャー等と連携した取組み等の優良事例の共有などにより、個別避難計画の策定が進むよう市町

村を支援する。また、策定した個別避難計画に基づき、避難行動要支援者が円滑に避難するこ

とができるよう、地域ぐるみでの防災訓練の実施を促進する。 

 

─ ה  

○ 「清流の国ぎふ防災・減災センター」や市町村において地域で活躍できる防災人材の育成を

推進するとともに、育成した人材が地域防災力の要となるよう、自主防災組織等と連携を深め

る機会の創出を促進するなど、防災人材がそれぞれの地域で活躍できる体制の構築を強化・推

進する。 

○ 外国人防災リーダーの育成に加え、育成したリーダーを防災講座等に講師として派遣するな

ど、地域の外国人に対する防災啓発の強化に取り組む。 

○ 市町村と地域住民とが密接に連携した訓練を実施できるよう、より具体的な運営手順や方法

を学ことができる研修を実施するなど、避難所運営を指導する人材を育成する講座の充実を図

る。 



 

186 

○ 全ての公立学校の安全管理責任者を対象とした学校安全講習会や管理職や学校安全担当者

を対象とした総合教育センターにおける教員研修を通して、校内の危険箇所等の確認の視点や

方法について、更なる普及・啓発を図る。 

○ 高齢化や過疎化が進む地域では、災害時に地域で支え合う「共助」の機能が希薄となること

から、防災士や消防団員など、地域において防災リーダーとなり得る人材の確保・育成を図る

とともに、育成した防災リーダーによる防災教育や防災訓練の実施を推進する。 

 

◦☻♥ⱶ─  

○ 災害時の行政機関相互の通信回線を安定的に確保するため整備した、地上系・衛星系・移動

系の三層一体の防災情報通信システムを、災害時において確実に運用できるよう適正に維持管

理を図るとともに、必要な機能強化及び設備更新を推進する。 

 

1- 6)  ╛ ⌐ ℮ ⁸ ⌂≥ ⌐╟╢ ─ ─  

ה ─ ₒ ₓ 

○ 大雪等の際、早期に通行の確保を図るため、引き続き除雪作業に使用する除雪機や除雪基地

の増強、カメラ等の観測機器の整備や積雪・凍結センサー等による路面状況等の監視体制の強

化を図る。また、関係機関と連携し、予防的通行止めを確実に実施し、車両の滞留防止を図る

とともに、車両の滞留が発生した際には、市町村、警察など関係機関と連携し、早期解消を図

る。 

○ 大雪等による大規模な車両滞留の発生や長時間の通行止めによる死傷者の発生を防ぐため、

「岐阜県雪害タイムライン」に基づき、不要不急の外出抑制など行動変容を促すための県民へ

の呼びかけ、各種防災情報や避難情報を一元的に分かりやすく提供する「岐阜県総合防災ポー

タル」やＳＮＳの効果的な活用、災害時応援協定の締結事業者との連携対応といった取組みを

進めていく。また、ＡＩ等の活用により、車両のスタック情報を迅速に収集するとともに、車

両滞留の兆候が見られた際には、関係機関と速やかに情報を共有し、応急対応を行う。 

 

─  

○ 暴風雪や豪雪等に対し、交通機関の運行中止の的確な判断と、早い段階からの利用者への情

報提供により、鉄道の車内などに多数の旅客が取り残される事態を回避するため、国土交通省

が取りまとめた「鉄道の計画運休のあり方」を踏まえつつ、県内事業者及び沿線市町村との情

報共有や連絡体制の確認を引き続き行う。 

○ 地域交通事業者が被災し、地域交通網の確保等への影響が想定されるため、情報共有をより

密に行い、関係事業者間の協力・連携強化を図る。 

 

ה ⁸ ⅜ ⌐ ╦╣╢≤≤╙⌐⁸ ─ ה

╩ ⌐ ∆╢↓≤⌐╟╡⁸ ╩ ← 

2- 1) ≢─ ה ⁸ ⁸ ⁸ ⌐ ╦╢ כ◑ꜟⱠ◄ה ─  

─ ⌐ ╢ ─  
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○ 大規模災害の発生に備え、県広域防災拠点の追加指定を含めて、物資輸送機能や活動拠点機

能の強化を図るとともに、災害発生時における円滑な運営が図られるよう、関係機関などと連

携した実動訓練を継続的に実施する。 

○ 発災時における警察・消防・自衛隊の応援部隊や支援物資等の受入拠点としての県広域防災

拠点の活用状況を踏まえ、ライフラインの早期復旧が図られるよう、引き続きライフライン事

業者の活動拠点の確保を図る。 

○ 「道の駅」が災害時に防災拠点として利用できるよう、引き続きトイレの非常用電源設備等

の整備や防災用トイレの設置を進めるとともに、災害時の応急復旧に必要な資機材を備蓄する

倉庫を整備するなど防災機能を強化する。 

 

⌐ ╢ ─ ─  

○ 生活必需物資や医療救護、緊急救援など、災害時応援協定を各分野で締結しており、引き続

き新たな協定締結先の検討を進める。また、災害時において、各協定締結団体が迅速に活動で

きるよう、平時から「顔の見える」関係を構築し、実践的な共同訓練を行う。 

 

─ ה ─  

○ 県営水道については、大規模地震対策及び老朽化対策として、既設管路を複線化し、貯留機

能及び応急給水拠点機能を付加した大容量送水管の整備を計画的に推進する。また、流域下水

道については、老朽化対策として、各施設の更新等による機能確保を計画的に推進する。 

○ 浄水場や下水処理場及びそれらの施設に接続する管路など上下水道システムの急所施設の

耐震化や、重要施設に接続する水道・下水道の管路等の一体的な耐震化を促進する。 

 

─ ─  

○ 上水道施設（取水施設・浄水施設・配水場）の被害により断水が発生した場合には、近隣の

市町村と連携した給水車等による応急給水体制を確保する。また、公益社団法人日本水道協会

における被災時の応急復旧、応急給水の支援体制が円滑に実施されるよう必要な調整を行う。 

○ 引き続き、岐阜県水道災害対策実施要領に基づき各市町村における応急給水用資器材及び応

急復旧用資器材の保有状況を調査するとともに、そのとりまとめ結果を各市町村と共有し、応

急給水及び応急復旧体制の確保に努める。 

○ 近年の災害における対応状況等を踏まえ、災害発生後に必要な業務を的確に行うため、水道

に係る危機管理対策マニュアル策定指針に基づき各種マニュアルをブラッシュアップする。 

 

─  

○ 家庭等における飲料水、食料、生活用品等の備蓄について、最低３日分以上、可能であれば

１週間分の備蓄が奨励されていることから、「ぼうさいキャラバン」や「県職員出前トーク」な

どを通じ、自主的な備蓄の促進に向けた啓発に引き続き取り組む。また、備蓄に関する県、市

町村、県民の役割や考え方を改めて整理した上で、「岐阜県総合備蓄計画」の見直しや、市町村

における非常用物資の備蓄や民間企業等と連携した備蓄体制の強化に取り組む。 
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2- 2) ⌐╟╢ ⅛≈ ⌐╦√╢ ─  

ה ─ ₒ ₓ 

○ 孤立地域対策として、道路整備、橋梁耐震・段差対策及び斜面対策等を実施するとともに、

道路沿いの民有地樹木の伐採を引き続き推進する。 

○ 発災時の道路の早期の応急復旧に向け、災害時応急対策用資機材備蓄拠点の増強や、道の駅

等への備蓄倉庫を整備する。また、関係機関と連携した訓練を継続的に実施し、発災時に道路

啓開計画に基づく対応を確実かつ迅速に実施する体制を確保する。【再掲】 

○ 災害により道路が通行不能となった際には、建設関連団体との災害時応援協定や、道路管理

者である県でも倒壊した電柱を撤去できる旨を定めた電線管理者との協定を活用し、関係機関

と連携して迅速な啓開作業を実施する。【再掲】 

 

─ ₒ ₓ 

○ 家庭等における飲料水、食料、生活用品等の備蓄について、最低３日分以上、可能であれば

１週間分の備蓄が奨励されていることから、「ぼうさいキャラバン」や「県職員出前トーク」な

どを通じ、自主的な備蓄の促進に向けた啓発に引き続き取り組む。また、備蓄に関する県、市

町村、県民の役割や考え方を改めて整理した上で、「岐阜県総合備蓄計画」の見直しや、市町村

における非常用物資の備蓄や民間企業等と連携した備蓄体制の強化に取り組む。【再掲】 

 

2- 3)  ⁸ ⁸ ─ ╛ ─♩כꜟ ⌐╟╢ ─ ╣ ┘  

   ⌂  

─  

○ 県警察災害派遣隊について、大規模災害発生時における広域的な部隊派遣態勢を確立してお

くため、装備品の計画的な更新や迅速な活用要領の検討、資格取得の推進、関係機関と連携し

た実動訓練を実施し、部隊の対処能力の向上を図る。また、部隊の活動拠点における防寒対策、

熱中症対策を考慮した環境整備や資機材・装備についても充実を図る。 

 

─√╘─  

〇 災害用装備資機材の配備増強、更新を図るとともに、新たに配備された機器、更新された機

器について、職員の使用方法の習熟を図る。 

○ 大規模災害発生時における通信を確保するため、ＬＴＥ回線等を活用した回線の冗長化な

ど、総合通信指令システムの高度化を検討する。 

○ 県警察において、捜索用資機材の整備及び操縦士の養成を行っているが、複数箇所の捜索現

場が発生しても対応することができるよう、更なる捜索用資機材の整備及び操縦士の養成を行

う。 

○ 大規模災害発生時に、消防職団員による人命救助、行方不明者の捜索等の救助活動が迅速か

つ的確に行われるよう、救助用資機材の整備及び使用方法の習熟を図る。また、令和６年能登

半島地震で発生した事象を踏まえ、消防団拠点施設の耐震強化、機動性の高い小型車両、小型

化・軽量化された救助用資機材の整備や、通信体制の強化などを推進する。 
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Ⱬꜞ◖ⱪ♃כ ─  

○ 引き続き航空自衛隊岐阜基地との応援ヘリコプターの駐機場所、航空燃料に関する調整結果

に基づく実戦的な合同想定訓練を行い、間断のない受援体制を維持する。また、現有施設の狭

隘による警察ヘリコプターの損傷を避けるため、警察航空隊の基盤整備も進める。 

 

─ ה  

○ 発災直後に全国から集結する応援派遣部隊や、自県の広域緊急援助隊等のマンパワーを無駄

なく、迅速に運用するため、基幹的な防災拠点としての警察署の改築整備による施設の高度化

を図る。 

○ 地域における活動拠点となる交番・駐在所の統廃合に伴う新設、移転建替等につき、引き続

き関係所属や警察署と連携を密にして、耐災害性の高い場所の選定など、警察機能の強化を図

る。 

 

─  

○ 大規模災害発生時においても、災害警備活動を実施しつつ警察機能を維持するため、非常時

優先業務と一定期間中断等が可能な業務等をあらかじめ明確にし、「岐阜県警察業務継続計画」

を見直すなど業務継続体制を強化する。 

 

─  

〇 災害時における外国人からの１１９番通報対応や災害現場での外国人救助を円滑に行うた

め、県内全消防本部において運用されている多言語同時通訳体制を引き続き維持する。 

○ 業務の効率化と迅速な災害対応が期待される消防指令業務の共同運用の実現に向けた支援

を行う。 

 

─  

〇 大規模災害発生時における広域的な消防応援体制の強化を図るため、緊急消防援助隊岐阜県

大隊の増隊を図るとともに、中部ブロック訓練への参加及び岐阜県大隊の訓練を継続して実施

し、部隊の災害対応能力の維持・向上を図る。 

 

⌐ ╢ ─  

〇 自衛隊、警察、消防等の関係機関及び民間事業者等が相互に連携する訓練を引き続き実施し、

関係機関との連携体制を強化する。 

○ 災害時には、安否不明者者捜索・救助活動の効率化・円滑化等を目的とする氏名公表につい

て、「災害時における安否不明者・死者の氏名等公表に係る手順書」に基づき迅速に対応を行

う。 

○ まちぐるみでの消火器等を用いた初期消火の訓練、シミュレーションやＤＩＧを用いた防災

訓練など、地域における防災教育を通じ、県民の意識向上を図るとともに、消防設備の充実を

図るため、市町村に対し、国の補助金の活用を促していく。また、大規模火災発生時等の消防

水利を確保するため、関係機関と連携し、ミキサー車からの給水訓練及びその水を水利とした

放水訓練を引き続き実施する。【再掲】 
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⁸ ─ ה  

○ 消防団員の確保環境が一段と厳しさを増している中、消防団、市町村、企業等の意見を踏ま

えながら、団員の処遇改善、企業等と連携した入団促進、団員がやりがいを持って活動できる

環境づくりなど、効果的な確保対策を検討するとともに、基本団員の確保に加え、大規模災害

団員をはじめとした機能別消防団員の拡充、消防職団員ＯＢや女性、学生、外国人など多様な

人材の活用などの方策を推進する。 

○ 近年、全国的に豪雨災害、土砂災害、地震災害等が頻発する中、幅広い知識、技術を習得し

消防活動を安全かつ的確に実施できるよう、消防職団員を対象に、大規模災害対応訓練、水防

訓練、ドローンを活用した教育訓練等を実施する。 

○ 県消防学校の訓練施設を各消防本部、消防団の訓練にも活用し、引き続き消防職団員の複雑

化、多様化する災害への現場対応力の向上を図る。 

○ 高齢化する水防団の団員数維持や水防技術伝承等のため、若手団員の加入促進に向けた水防

活動の広報や水防資器材の提供等の支援に取り組む。 

 

2- 4) ה  ┘ ─ ה ⁸ ─♩כꜟ ⁸◄Ⱡꜟ◑כ ─  

   ⌐╟╢ ─  

─  

○ 二次医療圏内の災害拠点病院の複数化は達成したものの、他にも災害拠点病院の候補となる

病院が存在することから、その指定について検討を進める。 

○ 研修・訓練等により、各災害拠点病院の災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の機能維持・向上

を図る。 

○ 災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）の活動に必要な知識や技術を有する人材の育成、資機

材の整備を通じて、被災時に円滑に活動できる体制の構築を進めるとともに、本県が被災した

場合における受援体制の方針等を含むマニュアルなどを整備する。 

○ 大規模災害時に、保健医療福祉活動の総合調整が困難である場合には、災害時健康危機管理

支援チーム（ＤＨＥＡＴ）を他都道府県に要請することとなるため、厚生労働省への応援要請

手順を確認するとともに、保健医療福祉調整本部のマネジメントが円滑に進むよう統括ＤＨＥ

ＡＴをサポートする構成員の確保及び人材育成を推進するなど、平時から受援体制を整備す

る。 

○ 県内２箇所に整備した航空搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ）の運用訓練等を実施するなど、

航空搬送に係る体制の強化を図る。 

○ 市町村において、災害のフェーズに応じた保健活動が実践できるよう、各市町村の保健活動

マニュアル策定を支援する。また、「岐阜県災害時保健活動マニュアル」内に、受援体制やメン

タルケアを含めた健康管理に関する規定について定めるとともに、保健所を通じて、市町村に

おける同項目に関する規定の整備について助言・支援することで、関係機関と連携した健康管

理体制を整備する。 

○ 病院におけるＢＣＰ策定を進めるため、厚生労働省によるＢＣＰ策定研修への参加を促進す

るともに、定期的に策定状況の調査を行う。 

○ 災害医療コーディネーターの養成のため、厚生労働省による災害医療コーディネーター研修

への参加を促進する。 
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○ 災害時やイベント時の事故等への備えにおいて、課題を踏まえながら医療コンテナの効果的

な活用方法を検討する。 

○ 県内医療機関等に勤務する看護職員を災害支援ナースとして派遣する体制を整備する。 

 

─ ─  

○ 県内の災害拠点病院については、全て耐震化されているため、その状況を維持していく。 

○ 病院や社会福祉施設は、災害時に必要な施設であることから、助成制度の周知を図り、引き

続き更なる耐震化、防火体制の強化を推進する。 

○ 災害拠点病院等の非常用通信手段を確保するため、補助制度の周知を図るとともに、その活

用を促進する。また、災害時に被害状況や医療活動の状況を適切に把握するためには、安定的

な通信の確保が求められることから、民間の衛星通信機器をはじめとするデジタル等新技術を

用いた通信手段の確保についても検討する。 

 

⌐⅔↑╢◄Ⱡꜟ◑הכ ─  

○ 災害時にエネルギー供給が長期途絶することを回避するため、災害拠点病院以外の医療施設

が行う非常用自家発電設備や給水設備等の整備に対する支援を推進する。 

○ 社会福祉施設等に対し、各種助成制度の周知を図り、防災体制の強化や非常用自家発電設備

等の整備を促進するとともに、最低３日間分の食料、飲料水、その他生活必需品の備蓄を行う

よう、引き続き指導する。 

 

─  

○ 災害時において救急医療が実施できる体制を確保するため、平時から他県との連携を図る。 

○ ドクターヘリの出動件数が増加する中、重複要請時などの未出動案件の減、活動範囲の拡大

のため、基地病院に戻ることなく給油可能となる県北部への給油拠点を維持する。 

 

ה ─ ה  

○ 高齢化が進展する中、災害時に医療や介護の絶対的不足による被害の拡大が生じないように

するため、引き続き計画的な育成・確保策に平時から取り組むとともに、災害に備えた訓練の

実施や広域支援体制の整備等により、医療・介護人材の災害対応力の強化を図る。 

 

┼─  

○ 災害時の福祉・介護分野における人材派遣等、広域的な緊急支援について、県内の福祉団体、

有識者、行政関係者からなる「岐阜県災害福祉広域支援ネットワーク協議会」において引き続

き検討し、岐阜県災害派遣福祉チーム「岐阜ＤＷＡＴ」派遣体制の強化や研修、訓練の充実等、

更なる体制整備を図る。 

○ 社会福祉施設等の防災体制の整備と応援協力体制の確立については、定期的な運営指導等を

通じ、今後も現状にあわせた防災計画の見直しやＢＣＰ策定、連携体制の強化に努めるよう支

援・指導する。 
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2- 5)  ⌐╦√╢ ⌂ ⁸ ⌂ ⌐╟╢ ─ ─ ה  

   ─ ⌐╟╢ ─  

─  

○ 要配慮者を含む避難者が、安心して避難生活を送ることができるようにするため、「避難所

における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」や「スフィア基準」の考え方に加え、大規

模災害時の教訓等も踏まえ、「岐阜県避難所運営ガイドライン」を適宜改定する。また、避難所

での生活が長期化することを見据え、トイレトラック、キッチンカーといった移動型車両や、

循環式シャワールームなどの機器の活用に向けた取組みを進めるとともに、被災者の生活支

援・再建を担うＮＰＯなどの多様な民間団体と連携した取組みを強化する。加えて、各市町村

において、「岐阜県避難所運営ガイドライン」の内容を踏まえた「避難所運営マニュアル」の策

定・見直しが適切に進むよう、引き続き支援を行う。 

○ 避難所における防犯体制の確保や、感染症の発生・蔓延を防ぐための衛生・防疫体制の整備

が図られるよう引き続き市町村への支援を行う。 

○ 避難所の開設・運営が円滑に行われるよう、市町村などが開催する避難所運営に関する研修

等へ「清流の国ぎふ防災・減災センター」から講師を派遣するなど、避難所の開設及び運営を

担うことができる地域人材の育成を図るとともに、育成した人材が地域で活躍できる体制を構

築し、「共助」の取組みを強化・推進する。 

○ 女性が防災の意思決定過程に主体的に参画し、女性と男性が災害から受ける影響の違いなど

に十分配慮された災害対応が行われるよう、県防災会議の委員における女性の占める割合の向

上を図るとともに、市町村防災会議における委員への女性の登用を促進する。また、防災施策

に係る男女共同参画の視点を持った県・市町村職員の養成を進めるため、避難所運営支援をは

じめとした災害対応等に当たっては、女性職員の参画も図る。 

○ 環境の整ったホテル・旅館を活用した２次避難について、令和６年能登半島地震での事例も

踏まえながら検討を進める。また、市町村と宿泊施設との災害時応援協定の締結を促進するた

め、引き続き市町村の取組みを支援する。 

 

─ ─  

○ 避難所での災害関連死の発生を最大限防止することを念頭に置き、災害特性に応じた資機材

の配置状況の点検、耐震対策、非常用電源設備や備蓄倉庫の整備など防災機能の強化を促進す

る。また、可能な限り良好な生活環境を確保する観点から、バリアフリー化、暑さ・寒さ対策、

プライバシー配慮対策をはじめ、乳幼児のいる世帯や女性、障がい者、高齢者等の多様な利用

者に配慮した環境改善や、避難生活の長期化に即した食事の提供体制の整備、新型コロナウイ

ルスなど感染症まん延下の避難を想定した避難所の収容力の確保などを引き続き促進する。そ

の上で、災害時には、業界団体と締結した災害時応援協定により、可動式空調機器や非常用発

電機などの資機材や専門技術者を機動的に確保する。 

○ 浸水想定区域内にある県立学校については、受変電設備のかさ上げや、災害対策の窓口とな

る事務室及び個人情報の保管場所となる職員室の２階への配置など、各種浸水対策を推進す

る。また、市町村に対し、国からの通知や国庫補助制度の周知を図ることで、市町村立小・中

学校等施設における受変電設備のかさ上げ等の浸水対策を促進する。 
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○ 災害時に避難所となる学校では、多くの避難者が避難生活を送ることとなるため、浸水被害

により良好な生活環境の確保・維持に支障を来すことがないよう、浸水対策に必要となる設備

や備品の整備について支援する。 

○ 避難所に指定されている県立学校の体育館の館内トイレ及び附属する屋外トイレの洋式化、

バリアフリートイレの整備、体育館等への空調設置を推進し、避難生活の環境改善に資する防

災機能を強化する。また、市町村に対し、国からの通知や国庫補助制度の周知を図ることで、

市町村立小・中学校等施設における非構造部材の耐震化、バリアフリー化、空調設置等を促進

する。 

○ 自然災害発生時の避難所は、武力攻撃等事態等における避難施設や指定暑熱避難施設（クー

リングシェルター）としての活用も想定されていることから、その整備・機能強化に際しては、

自然災害以外の有事の際の活用についても、可能な限り配慮する。 

○ 平時から、災害時における熱中症の危険性や避難生活・片付け作業時の注意点に関する普及

啓発を進めるとともに、非常用電源や冷却器具等の熱中症対策に資する設備・備品の確保を図

る。また、災害時には、冷房設備の整った場所への避難の推奨も含め、避難生活における熱中

症対策に取り組む。 

 

─  

〇 全市町村において福祉避難所が指定されているが、地域における指定箇所、福祉避難所運営

マニュアル等の策定や訓練の実施状況については各市町村で差が生じているため、市町村担当

者向けの研修会開催などを通じて、福祉避難所の充実・強化に向け市町村への支援を行う。 

 

─  

〇 発災初動における保健所と市町村の役割分担や連携体制について、具体的な対応の共有・イ

メージ化など、引き続き市町村の活動体制を把握し、平時から関係機関等と連携した健康管理

体制を構築する。また、発災時に連携を要する応援派遣者や関係機関の役割についての理解を

深め、受援体制を整備する。 

 

┼─  

〇 被災住宅からの土砂撤去や屋根等の応急修理について、災害ボランティア等との連携を強化

するとともに、被害の状況に応じて、災害救助法、被災者生活再建支援法、県の被災者生活・

住宅再建支援制度を速やかに適用することで、被災者の生活再建を支援する。また、市町村に

おける罹災証明書発行業務が迅速に行われるよう、被害認定調査について、県・市町村相互に

よる職員応援体制に基づく支援を行う。 

○ 被災住宅から撤去された土砂を含んだ災害廃棄物や市街地から撤去された土砂等について、

国の助成制度の活用による円滑な運搬、分別処理体制が確保できるよう市町村を支援する。 

 

─ ⅛≈ ⌂  

〇 建設型応急仮設住宅については、引き続き市町村と連携し、建設可能用地の確保及び用地ご

との災害リスク等の情報充実に努めるとともに、災害時応援協定締結団体による供給能力等の
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把握に努める。また、賃貸型応急仮設住宅については、災害時に円滑に提供できるようにする

ため、市町村や協定締結団体への災害救助法に基づく供与制度の周知など連携強化を図る。 

 

2- 6)  ╩ ⅎ╢ ─ ╛ ─ ⁸  

─  

〇 関係自治体や経済団体などの多様な主体と連携しながら、平時から企業の従業員等に対し、

大規模災害時には「むやみに移動を開始しない」ことについて周知するとともに、ＢＣＰ策定

支援等を通じて、企業等に対し、帰宅困難になった場合に従業員等を一定期間事業所等内に留

めておくことの必要性や、物資の備蓄等について周知する。また、帰宅困難者が、「水道水の提

供」や「トイレの使用」などを受けることができるよう、県内のコンビニエンスストア等と締

結した災害時応援協定に基づく帰宅困難者支援を引き続き推進する。 

○ 帰宅困難者対策の実効性を確保するためには、多様な主体との連携が不可欠であることか

ら、県、警察、消防、関係自治体、交通事業者、経済団体などによる意見交換会を継続して実

施する。 

 

─ ₒ ₓ 

○ 家庭等における飲料水、食料、生活用品等の備蓄について、最低３日分以上、可能であれば

１週間分の備蓄が奨励されていることから、「ぼうさいキャラバン」や「県職員出前トーク」な

どを通じ、自主的な備蓄の促進に向けた啓発に引き続き取り組む。また、備蓄に関する県、市

町村、県民の役割や考え方を改めて整理した上で、「岐阜県総合備蓄計画」の見直しや、市町村

における非常用物資の備蓄や民間企業等と連携した備蓄体制の強化に取り組む。【再掲】 

 

2- 7)  ⌂ ≤ ≤─  

─  

○ 大規模災害時の感染症の発生・まん延を防止するため、予防接種の実施主体となる市町村に

おける円滑な予防接種実施への支援、協力を行う。また、定期的に県内でのワクチンの流通量

を調査して把握するとともに、ワクチンや予防接種資材の全国的な在庫状況を把握し、安定し

た予防接種が実施できるよう働きかける。 

 

─ ₒ ₓ 

○ 要配慮者を含む避難者が、安心して避難生活を送ることができるようにするため、「避難所

における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」や「スフィア基準」の考え方に加え、大規

模災害時の教訓等も踏まえ、「岐阜県避難所運営ガイドライン」を適宜改定する。また、避難所

での生活が長期化することを見据え、トイレトラック、キッチンカーといった移動型車両や、

循環式シャワールームなどの機器の活用に向けた取組みを進めるとともに、被災者の生活支

援・再建を担うＮＰＯなどの多様な民間団体と連携した取組みを強化する。加えて、各市町村

において、「岐阜県避難所運営ガイドライン」の内容を踏まえた「避難所運営マニュアル」の策

定・見直しが適切に進むよう、引き続き支援を行う。【再掲】 
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○ 避難所における防犯体制の確保や、感染症の発生・蔓延を防ぐための衛生・防疫体制の整備

が図られるよう引き続き市町村への支援を行う。【再掲】 

○ 避難所の開設・運営が円滑に行われるよう、市町村などが開催する避難所運営に関する研修

等へ「清流の国ぎふ防災・減災センター」から講師を派遣するなど、避難所の開設及び運営を

担うことができる地域人材の育成を図るとともに、育成した人材が地域で活躍できる体制を構

築し、「共助」の取組みを強化・推進する。【再掲】 

○ 環境の整ったホテル・旅館を活用した２次避難について、令和６年能登半島地震での事例も

踏まえながら検討を進める。また、市町村と宿泊施設との災害時応援協定の締結を促進するた

め、引き続き市町村の取組みを支援する。【再掲】 

 

⌂ ╩ ∆╢ 

3- 1)  ┘ ─ ─ ⁸ ─ ⌐╟╢ ─ ⌂  

─  

〇 引き続き、災害時に陣頭指揮を執る市町村長の危機管理意識の醸成と災害対応力の強化を図

り、「自助」、「共助」の力が最大限に発揮できるようにするとともに、それらを支える「公助」

の取組みを推進する。また、県民が主体的に避難行動をとれるよう、空振りを恐れない早めの

避難情報の発令に向けて市町村を支援する。 

○ 住民への的確な避難情報の発令が行えるよう、中小河川を含めて整備した「風水害タイムラ

イン」に従い、出水期前に全市町村参加の情報伝達訓練を継続して実施する。また、ダムの緊

急放流に備え、ダム管理者、下流市町を含めた関係機関、住民参加による訓練を継続して実施

する。 

○ 県と市町村間での情報伝達と共有を迅速かつ円滑に行うため、県から市町村へ派遣する「情

報連絡員」に対し、平時から、研修や訓練を通じたスキルアップを図る。また、派遣の長期化

も見据え、必要な資機材を整備するとともに、新型コロナウイルスなどの感染症まん延下にお

いては、健康チェックなどの派遣時におけるルールの遵守を徹底する。 

○ 災害対策全般に渡って市町村長をサポートする「災害マネジメント支援職員」の増員を図る

とともに、「災害マネジメント支援職員」を対象に、防災に対する知識や理解を深めるための専

門的な研修を継続的に実施する。また、市町村が行う避難所運営や支援物資搬入などの支援を

行う「緊急支援隊」の業務・役割について周知・徹底を図るとともに、総合防災訓練等におい

て市町村と連携した実践的な訓練を実施する。 

○ 国内において大規模災害が発生した際には、被災地での支援活動を通じて、本県職員の災害

対応力の向上を図るとともに、支援に従事した職員の「支援職員データベース」への追加を進

め、県内での大規模災害発生に備えた体制の強化に取り組む。 

○ 災害時に、迅速な市町村支援を行うため、「災害マネジメント支援職員」を派遣する必要があ

ると認められる場合には、被災市町村に対して、直ちに派遣の提案等を実施する。また、「災害

マネジメント支援職員」の派遣に向けた調整を確実に実施できるようにするため、防災訓練に

おいて、派遣までの手順の確認を行う。 

○ 罹災証明書発行業務など、応急復旧業務に従事する職員を確保するために構築した県・市町

村相互による職員応援体制に基づき、災害対応フェーズに応じた派遣調整などについて平時か
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ら訓練を行うとともに、災害時の市町村業務を総合的に支援する「被災者支援システム」の有

効活用を促進する。 

○ 大規模災害発生時に、国や他県に対し円滑に職員の応援要請が行えるよう、引き続き他県で

の災害支援の経験や教訓を活かした受援ニーズの共有・調整を図るための仕組みについて検討

する。また、災害による被害を最小限にくい止めるため、これまでの災害事象や災害教訓を訓

練シナリオに盛り込んだ、市町村や関係機関が参加する実践的かつ効果的な訓練を継続的に実

施していく。 

 

─ ₒ ₓ 

○ ドローンや情報連絡員用タブレットなど、新たに導入した資機材の活用方法の確認を含め、

訓練や研修を実施し、職員による操作手順等の習熟を図ることで、被災状況を早期に把握でき

る体制を確保する。 

○ 国の「総合防災情報システム（ＳＯＢＯ－ＷＥＢ）」と県の「被害情報集約システム」とのデ

ータ連携に向け、必要な改修などの機能強化に取り組むとともに、国・県・市町村が災害時に

情報を迅速に共有し、被災状況や応急対応の把握・認識統一を図れるよう、様々な防災関係シ

ステムの標準化・統一化を国に働きかけていく。 

○ 被災者の生活再建に必要な罹災証明書の迅速かつ効率的な発行も含め、被災者のニーズに応

じたきめ細やかな支援を実施できるよう、マイナンバーカードを使用したシステムや専用アプ

リの活用による避難者の把握・管理などのデジタル技術を活用した取組みについて、国の動向

も踏まえつつ、導入に向けた調査・研究を推進する。 

○ 指定避難所以外への避難者の人数や必要物資等の把握が可能となる「分散避難システム」を

活用し、指定避難所以外への避難者に対しても、迅速な支援を行うことができる体制を構築す

るとともに、地域における防災訓練や研修の場などを通じ、県民に対して「分散避難システム」

を広く周知し、災害時における活用を促していく。これに加え、国が構築している「クラウド

型被災者支援システム」など、被災者支援に資するシステムの調査・研究を推進する。 

○ ドローンやレーザ技術などの遠隔点検技術や記録のデジタル化を推進し、道路・河川・砂防

施設の点検を安全かつ効率的に実施する。 

○ 風水害に備え、住民一人ひとりが自らの災害リスクを我が事として捉え、予め避難のタイミ

ングと手順を定める「災害・避難カード」を作成する取組みを推進し、住民主体での適時・適

切な避難行動につなげる。また、デジタル版「災害・避難カード」についても広く県民に普及

していく。【再掲】 

○ 要配慮者を含む避難者が、安心して避難生活を送ることができるようにするため、「避難所

における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」や「スフィア基準」の考え方に加え、大規

模災害時の教訓等も踏まえ、「岐阜県避難所運営ガイドライン」を適宜改定する必要がある。ま

た、避難所での生活が長期化することを見据え、トイレトラック、キッチンカーといった移動

型車両や、循環式シャワールームなどの機器の活用に向けた取組みを進めるとともに、被災者

の生活支援・再建を担うＮＰＯなどの多様な民間団体と連携した取組みを強化する必要があ

る。加えて、各市町村において、「岐阜県避難所運営ガイドライン」の内容を踏まえた「避難所

運営マニュアル」の策定・見直しが適切に進むよう、引き続き支援を行う必要がある。【再掲】 
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○ 住民主体での避難行動を促進するため、各種防災情報や避難情報を一元的にわかりやすく提

供する「岐阜県総合防災ポータル」を多言語化させており、災害時だけでなく平時から広く活

用いただけるよう更なる周知に取り組むとともに、発信する情報の充実や、様々な手段での情

報発信を進めていく必要がある。また、具体的な災害リスクを認知するためのハザードマップ

の普及促進、警戒レベルなど直感的に把握可能な表現による避難情報発令、ローカル・メディ

アと連携したきめ細かな情報提供、ＳＮＳを活用した情報発信など情報伝達を強化する必要が

ある。【再掲】 

○ 市町村防災行政無線については、長期停電による電源喪失にも対応できるよう、燃料やバッ

テリー補給体制を再点検するとともに、更新時期等を勘案した機能強化の検討を働きかける必

要がある。あわせて、万一停止した際の広報車による巡回広報などアナログ手法に加え、令和

６年能登半島地震でも活用された民間の衛星通信機器をはじめとするデジタル等新技術を用

いた代替手段の検討についても市町村に働きかけを行う必要がある。【再掲】 

 

╣ ─⌂™  

○ 被災者が、被災直後から生活再建に至るまでの各フェーズに応じた切れ目のない支援を受け

ることができるよう、被災者に対する生活支援情報をまとめたホームページを作成し、幅広く

周知するとともに、市町村における生活支援情報の発信についても促進する。 

○ 避難者等が、一人ひとりの事情や状況に応じて適切な支援が受けられるよう、避難所という

場所に着目した支援から、避難者等一人ひとりに着目した支援への転換を図る。こうした支援

は、被災者が抱える様々な課題に対応するための専門性が求められることから、「災害ケース

マネジメント」の考え方を取り入れ、県、市町村、関係者間での支援のあり方について議論を

深め、災害時に機能する体制を構築していく。 

○ 災害発生時の被害調査の迅速化と統一化を担保し、被災者支援制度の実施に必要となる罹災

証明書の交付の円滑化を図るため、県・市町村職員を対象とした住家被害調査員育成研修を引

き続き実施する。 

○ 県ホームページで公開する「災害時の被災者支援に関する各種制度」について、制度変更等

の都度、適切に更新を図るとともに、防災啓発イベントの場などを活用し、周知に向けた取組

みを推進する。また、被災者への支援を担う市町村の職員が、災害救助法や被災者生活再建支

援法などの制度や内容について正しく理解することができるよう、市町村職員向けの研修等も

実施する。 

 

─ ─  

○ 災害時に、県民が自らの命を守るための避難場所を確保できるよう、市町村における避難場

所の追加指定及び更新について、引き続き促進を図る。また、県においては、災害への応急対

応の拠点として機能する防災拠点の追加指定及び更新について、引き続き推進する。 

 

ה ─  

○ 県境道路の整備、災害時の広域応援体制の強化や広域避難の検討、帰宅困難者対策など広域

的に取り組むべき課題について、引き続き国、隣県、県内市町村等との連携の強化を図る。 
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○ 「岐阜県広域火葬計画」の実効性を高めていくため、引き続き各市町村及び関係一部事務組

合の体制整備に向けた取組みを支援する。 

○ 災害時には避難所の開設・運営に当たる市町村職員なども自ら被災し業務に従事できない可

能性があることから、令和６年能登半島地震の被災地に対する支援をベースに整備した「支援

職員データベース」や、関係団体との災害時応援協定、国において進める移動型車両等のデー

タベースなどを活用し、被災市町村において速やかに適切な避難所運営を図ることができるよ

うにする。 

○ 「岐阜県災害時広域受援計画」や「岐阜県災害対応マニュアル」などの見直しを適宜実施し、

応援職員の役割や受入れオペレーション（体制、執務室、宿泊場所、女性への配慮等）の明確

化による受援体制の強化を図るとともに、各市町村の受援計画の見直しについても支援する。 

○ 被災影響の少ない都道府県や市町村が被災自治体の後方支援を担うことは、迅速かつ効率的

な災害対応を行う上で非常に重要となることから、受援計画に基づく訓練を継続的に実施し、

受援又は支援体制の実効性の確保・向上を図る。また、国内で大規模災害が発生した際には、

その教訓等も踏まえ、必要に応じて、災害時応援協定の内容の拡充を図るための見直しを実施

する。 

○ 物資輸送に係る実動訓練等の結果も踏まえ、必要に応じて「岐阜県災害時広域受援計画」や

「岐阜県広域物資輸送拠点物資集積・輸送マニュアル」の見直しを行うとともに、支援物資が

被災者まで届かない「ラストワンマイル問題」の解消に向け、市町村の物資に係る受援計画等

の策定・見直しを支援する。 

 

─  

○ 被災時に備え、非常時優先業務の選定、職員の安否・参集状況の確認体制等について、引き

続き維持する。 

○ 情報システム部門の業務継続計画の実効性を高めていくため、継続的に周知、訓練、スキル

アップを行うとともに、常に最新の状況を反映した計画となるよう点検を行う。また、災害

に関する情報など、高可用性を求める情報システムについては、外部データセンターやクラ

ウドサービスの利用を図る。 

○ システムのバックアップ体制に関わる人材が被災者となる可能性や高齢化等も考慮し、シス

テム運用・保守や故障時の復旧に関する情報・技術の共有、継承、研鑽について、定期・不定

期の機会を捉え、システム構築企業等と連携して継続的に努めていく。また、バックアップに

必要な各資機材の保有については、重要度や老朽化の状況等に合わせて対象資機材、数量、保

有方法等のリスト整備を行いながら、体制維持を図る。 

 

─  

○ 岐阜情報スーパーハイウェイについては、幹線の切断に備えた幹線網のループ化や、架空ケ

ーブル区間における耐災害性の向上を図るとともに、引き続きアクセスポイント及び中継局の

耐水性・耐火性・耐震性を維持する。 
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3- 2)  ⌐╟╢ ─ ⌂ ⌐╟╢ ─ ⁸ ─  

─ ה ₒ ₓ 

○ 発災直後に全国から集結する応援派遣部隊や、自県の広域緊急援助隊等のマンパワーを無駄

なく、迅速に運用するため、基幹的な防災拠点としての警察署の改築整備による施設の高度化

を図る。【再掲】 

○ 地域における活動拠点となる交番・駐在所の統廃合に伴う新設、移転建替等につき、引き続

き関係所属や警察署と連携を密にして、耐災害性の高い場所の選定など、警察機能の強化を図

る。【再掲】 

 

─Ᵽ♇◒▪♇ⱪ ─  

○ 大規模災害により、警察本部及び警察署の災害警備本部機能が使用不能に陥った場合に備

え、代替施設を確保するとともに、施設機能の向上などを図る必要がある。 

 

─ ─  

○ 停電による滅灯時でも電源供給を行い、大規模災害への備えを万全とするとともに、交通環

境の安定化を図るため、信号電源付加装置の整備を進める。 

○ 地震発生時の信号柱の倒壊による道路交通の寸断、信号機の機能不全による交通環境への影

響を回避するため、老朽化したコンクリート製の信号柱を耐震性の高い鋼管柱に更新する。 

○ 高度化光ビーコンの対応車載器搭載車の普及には時間を要することから、高度化光ビーコン

で収集できるプローブ情報だけでなく、民間プローブ情報の活用など、道路情報の収集方法に

ついて、抜本的な見直しを図る。また、リアルタイムな道路情報を把握するため、交通監視カ

メラの整備も推進する。 

 

ה ╩ ⌐ ╠∑⌂™ 

4- 1)  ◘ⱪꜝ▬♅▼כfi─ ⌐╟╢ ─ ╛ ⌂≥⌐╟╢ ┼─  

─ ⌐ ↑√  

○ 中小企業等、とりわけ小規模事業者は経営資源が脆弱なため、ひとたび被災すると甚大な影

響を受ける可能性があることから、引き続き商工会等と連携した「事業継続力強化計画」やＢ

ＣＰの策定支援、フォローアップに取り組む。 

○ 漁業協同組合において漁獲水産物の集出荷場における品質保持のため、冷凍、冷蔵機器の非

常用電源の確保等に取り組む。また、種苗生産施設においてもＢＣＰの策定を促進するととも

に、停電による生産への影響を避けるため、非常用電源等の確保に取り組む。また、土地改良

施設が被災して機能を果たせなくなった場合には、営農に支障を与えるため、施設管理者に被

災時の対応手順を予め備えるＢＣＰの策定を促進する。 

○ 農業者のＢＣＰ策定を促進するため、園芸産地等を対象とした施設・機械導入を支援する事

業において、ＢＣＰ作成の取組みをポイント化しており、その取組みを継続する。また、県内

のすべての卸売市場で地震、風水害、感染症を対象にしたＢＣＰを策定済みであり、一定の脆

弱性は回避しているものの、老朽化した施設の改修や災害対応設備の導入が必要な施設もある

ことから、施設整備の促進を図る。 
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⅛╠─ ─  

〇 本社機能の移転については、従業員の移住や若者の県外流出防止などに加え、大都市圏に集

中する企業のリスクを分散し、国全体の強靱化を図る観点からも、引き続き取組みを推進する。 

 

─ ─  

〇 大規模災害発生時に報道等で本県が被災していると繰り返し取り上げられることにより、

被災していない地域まで被災しているとの風評被害が発生する場合があることから、国内外

に正確な情報を発信するとともに、タイミングを見極めながらプロモーション支援等の適切

な対応を実施する。 

 

4- 2)  ●☻ ─ ⌂ ─ ⁸ ⌐ ℮ ─ ה  

─  

○ アスベストや化学物質等の有害物質の飛散・流出対策については、届出や検査など現行法に

基づく対応に留まっていることから、大規模災害発生時に迅速な対応をするための課題を整

理・検討する。 

 

─ ה ⌐⅔↑╢ ה ─  

○ 災害時及び平常時における県内の大気汚染状況を把握できるよう、測定機器の適切な維持管

理及び更新等を行い、大気汚染常時監視体制を整備する。 

○ 水素ステーションなどでのガス検知・火災検知・換気設備など必要となる安全設備の整備を

周知するとともに、災害による施設の被災等の際には、国、県、市町村消防が迅速に情報を共

有できる体制を引き続き維持する。 

 

4- 3) ╛ ─ ─ ⁸ ─ ⌐ ℮⁸ ה ┼─ ⌂ 

    

⌐⅔↑╢ ─  

○ 被災者に食料等を迅速に供給できるようにするため、引き続き災害時応援協定に基づく食料

供給体制の維持を図る。 

 

ה ─ ⌂  

○ 安定した食料供給に向け、引き続き基幹的農業水利施設の長期的な施設機能の確保に向けた

保全対策を推進する。 

 

4- 4) ⌐╟╢ ─ ─ ⌐ ℮⁸ ┼─ ⌂  

─  

○ 気候変動の影響もあり、異常渇水等の発生頻度が高まる可能性があることから、木曽川水系

連絡導水路など水資源関連施設の整備・機能強化、ダム群連携等の既存ストックを活用した水

資源の有効利用を推進する。 
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○ 「渇水対応タイムライン」を活用して、渇水時の情報共有を引き続き緊密に行うことにより、

渇水による被害の軽減を図る。 

○ 災害時や異常渇水時において必要な用水を確保するため、雨水・地下水等の有効活用を推進

する。 

 

4- ה (5 ╛ ─ ⌐ ℮ ─ ה ─  

ה ─ ⌂  

○ 農村地域において、農地が有する保水効果など国土保全機能を維持するため、集落や組織が

協力して行う農地や農業水利施設等を保全管理する取組みに対して、引き続き支援する。 

○ 耕作放棄地の新たな発生を防止する地域共同活動が、過疎化や高齢化により困難となるた

め、地域共同活動を引き続き支援する。 

○ 災害時においても地域防災力を発揮できるよう、相互扶助など集落機能を維持するため、日

常的に地域ぐるみで農地や農村環境などの保全に取り組む農村の共同活動に対して支援する。 

○ 各市町村の地域防災計画において、大規模災害の発生時に病害虫防除が遅滞なく実施できる

よう農薬等資材の準備等が位置付けられていることから、引き続きその体制を維持する。 

 

⌐ ™ ≠ↄ╡  

○ 豪雨による山地災害等を防止するため、森林の公益的機能の持続的な発揮に向け、引き続き

人工林の針広混交林へ誘導するための間伐等の森林整備を計画的に推進する。また、重要イン

フラ施設周辺の森林等のうち特に緊要度の高い区域については、森林の整備と治山事業等の土

木的手法を適切に組み合わせて、防災・減災対策につなげる取組みを推進する。 

○ 適切な経営管理が行われていない森林について、森林環境譲与税の導入とあわせて施行され

た森林経営管理制度を活用し、市町村主体の森林整備を促進する。また、令和５年度に策定し

た市町村が主体となった間伐実施計画の実行に向けた指導や支援を行っていく。 

○ ＣＬＴ（直交集成板）等の木製品、新工法及び新規用途の開発・普及によって、県産材需要

を拡大し、県内の森林整備の促進を図る。 

○ 適切な森林整備を継続的に実施するため、引き続き「森のジョブステーションぎふ」を核と

して、林業の担い手確保・育成・定着を図るとともに、森林技術者の育成に必要な指導体制の

強化を図る。 

○ 適正な鳥獣保護管理を推進するため、調査の実施により生息数や分布状況を把握するととも

に、ニホンジカ等野生鳥獣による食害等の森林被害を軽減させるための防除対策を推進する。 

○ 自然災害への暴露の回避及び脆弱性の低減の両面から、治山対策におけるEco- DRRの取組み

を更に進めていくため、荒廃地の生態系に配慮した植生回復や樹林化を推進する。 

○ 山地災害防止等の森林の公益的機能の低下を防ぐため、治山対策を推進する流域内におい

て、地域住民、森林所有者及び地域外関係者等が一体となり、森林の保全管理の取組みや、境

界・権利者の明確化を通じた施業の集約化が図れるよう、制度や技術の活用に係る研修会や、

所有権整理に関する法的な検討会により、流域内の森林整備を推進する。また、リモートセン

シング技術等を活用した森林境界明確化の手法の普及を図る。 
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○ 災害時にも必要となる森林・林業に係る専門的技術の継承に向けた取組みを推進する。また、

災害時に迅速に被災状況を調査するため、林道災害研修の実施や倒木処理、折損木処理等の技

術の取得、手引きの作成等の取組みを推進する。 

 

ⱦ☻⁸כ◘ ה ꜝ▬ⱨꜝ▬fi⁸ Ⱡ♇♩꞉כ◒ ─ ╩

⌐ ╘╢≤≤╙⌐⁸ ⌐ ↕∑╢ 

5- 1)  ꜝ▬ⱨꜝ▬fi ⁸●☻⁸ ⁸ ─ ה ⌐╦√╢  

⌂ ─  

〇 暴風・豪雪に伴う倒木による停電を未然に防ぐため、危険樹木の事前伐採について、県、市

町村及び電気事業者が連携し、孤立予想地域や重要施設への送電路を優先的に実施するなど、

効率的かつ効果的に取り組む。 

○ 市町村（避難所を含む）、医療機関や社会福祉施設等が備蓄・保有する非常用発電機の数量、

規格、燃料補給体制などについて点検を行い、適宜、電力・通信に係る重要施設リストの作成・

更新を実施する。また、電気事業者、通信事業者、災害時応援協定締結団体等と連携し、停電

が長期化した際にも、代替的な電源を迅速かつ円滑に確保できるようにする。 

○ 平時から電気事業者との「顔の見える」関係を構築するとともに、大規模災害時には、後発

災害が発生する可能性なども踏まえ、県災害対策本部への情報連絡員の派遣や、被災状況及び

道路啓開に関する情報の共有、優先的な電源車の配備など、早期に電力復旧を図ることができ

るようにするための連携・協力体制を構築する。 

○ 自動車メーカー・販売店との協定を締結し、停電時における電源確保方策の一環として電気

自動車等の活用を図るとともに、情報通信事業者との連携により公共施設や避難所における携

帯電話等充電用資機材を確保する。 

○ 停電時の住民の不安や混乱を軽減するため、電気事業者、県、市町村は、相互に連携して多

様な情報伝達手段を活用してきめ細かな情報発信を行う。 

 

─ ה ─ ₒ ₓ 

○ 県営水道については、大規模地震対策及び老朽化対策として、既設管路を複線化し、貯留機

能及び応急給水拠点機能を付加した大容量送水管の整備を計画的に推進する。また、流域下水

道については、老朽化対策として、各施設の更新等による機能確保を計画的に推進する。【再

掲】 

○ 浄水場や下水処理場及びそれらの施設に接続する管路など上下水道システムの急所施設の

耐震化や、重要施設に接続する水道・下水道の管路等の一体的な耐震化を促進する。【再掲】 

 

─ ─ ₒ ₓ 

○ 上水道施設（取水施設・浄水施設・配水場）の被害により断水が発生した場合には、近隣の

市町村と連携した給水車等による応急給水体制を確保する。また、公益社団法人日本水道協会

における被災時の応急復旧、応急給水の支援体制が円滑に実施されるよう必要な調整を行う。

【再掲】 
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○ 引き続き、岐阜県水道災害対策実施要領に基づき各市町村における応急給水用資器材及び応

急復旧用資器材の保有状況を調査するとともに、そのとりまとめ結果を各市町村と共有し、応

急給水及び応急復旧体制の確保に努める。【再掲】 

○ 近年の災害における対応状況等を踏まえ、災害発生後に必要な業務を的確に行うため、水道

に係る危機管理対策マニュアル策定指針に基づき各種マニュアルをブラッシュアップする。

【再掲】 

 

⌐⅔↑╢ ⁸ ⁸ ⌐╟╢♁ⱨ♩ ─  

○ 災害復旧の迅速化等に向け、汚水処理に関する業務を行う関係団体との災害時応援協定に基

づき、県、市町村及び関係団体との共同防災訓練を実施する。 

○ 近年の災害における対応状況等を踏まえ、災害発生後に必要な業務を的確に行うため、下水

道ＢＣＰ策定マニュアル等に基づき、引き続き下水道ＢＣＰのブラッシュアップを促進する。 

 

┼─  

○ 老朽化した単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換を引き続き促進する。 

 

─  

○ 農業集落排水施設については、汚水処理施設の機能確保のため、計画に基づき施設の機能保

全対策を実施しており、引き続き計画的に推進する。 

 

≤⇔≡─ ◄Ⱡꜟ◑כ─  

○ 地域資源を活かした再生可能エネルギー等による「自立・分散型エネルギーシステム」の構

築と活用を進めるため、市町村とともに取り組む太陽光発電に加え、その他のエネルギーの活

用という観点から、地産地消型の木質バイオマス発電や熱利用施設の導入等を推進する。 

 

─  

○ 災害時における警察や消防等の緊急車両への優先給油の実施やサービスステーション過疎

地域での燃料供給途絶の防止等を図るため、石油関係団体等との連携体制を維持するととも

に、連携手順について、防災訓練などを通じて適宜確認する。また、災害時には、災害時応援

協定も活用し、重要施設などへの迅速な燃料供給に取り組む。 

 

─  

○ 大規模災害時においては、運輸事業者による緊急・救援輸送や早急な運行再開が図られるよ

う取組みを進める。また、物流分野では、人材不足が顕著化するなど、事業者を取り巻く環境

も変化していることから、平時から様々な面において支援を図る。 

 

ה ─ ₒ ₓ 
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○ 発災時の道路の早期の応急復旧に向け、災害時応急対策用資機材備蓄拠点の増強や、道の駅

等への備蓄倉庫を整備する。また、関係機関と連携した訓練を継続的に実施し、発災時に道路

啓開計画に基づく対応を確実かつ迅速に実施する体制を確保する。【再掲】 

○ 災害により道路が通行不能となった際には、建設関連団体との災害時応援協定や、道路管理

者である県でも倒壊した電柱を撤去できる旨を定めた電線管理者との協定を活用し、関係機関

と連携して迅速な啓開作業を実施する。【再掲】 

 

─  

○ 緊急輸送道路や避難路を確保するため、駅前や市街地の幹線道路で無電柱化を計画的に進め

るとともに、緊急輸送道路における新設電柱の占用を制限していく。 

 

─  

○ 大規模災害に伴う電力の長期供給停止を発生させないため、災害を想定した訓練を引き続き

実施していくとともに、他電気事業者から受入した応援要員の早期稼働、迅速なドローンの活

用に向けた運用整備、復旧作業に注力できる支援体制の整備など、早期復旧のための体制を強

化する。 

 

─  

○ 孤立地域や避難施設等において、早期に通信手段を確保・復旧するため、被災状況、避難所

開設状況、道路啓開情報、資機材の確保・運搬方法、優先的な復旧箇所、今後の復旧方針等の

情報交換を密に実施し、電気通信事業者間（固定・携帯）や行政関係機関との連携体制を強化

する。 

○ 大規模災害時には情報が錯綜する可能性があるため、県が実施する防災訓練への参加に加

え、実際に災害対策本部が設置された際には、積極的に情報連絡員の派遣を行うなど、情報連

携体制の実効性の確保を図る。 

 

●☻ ─  

○ 都市ガスについては、引き続き、耐震性に優れたガス管への取替えを計画的に推進する。 

○ 災害時にガス供給を迅速に復旧するため、平時から「顔の見える」関係を構築し、被災状況、

道路啓開等に関する情報や復旧計画を共有するなど、県や市町村等関係機関との連携体制の強

化を図る。 

 

5- 2) ה  ⅜ ∆╢ ⁸ Ⱡ♇♩꞉כ◒─ ⌐╦√╢ ⌐╟╢ 

ה    ┼─ ⌂  

─ Ⱡ♇♩꞉כ◒─  

○ 東海環状自動車道、東海北陸自動車道及び中部縦貫自動車道といった災害直後から有効に機

能する緊急輸送道路の整備を進め、広域的な代替ルートとしての機能を確保する。 
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○ 日本の真ん中に位置し、７県と接する交通の結節点であるという本県の特性に鑑み、災害時、

他県からの支援の受け入れや他県への支援を中継するため、引き続き県境道路の整備により道

路ネットワークの強化を図る。 

○ 医療施設や広域防災拠点、県庁、市町村役場等の防災拠点への通行が確保できるよう、緊急

輸送道路の整備、橋梁耐震・段差対策、斜面対策及び盛土対策等の整備を進めていく。 

○ 災害時に車道部の通行が困難になった場合においても、避難所等への通行を確保することが

できるよう、歩道整備、自転車通行空間の整備及び防護柵設置といった交通安全対策を含め、

道路ネットワークを着実に整備する。 

○ 豪雨時における道路の機能維持を図るため、冠水の恐れがあるアンダーパスにおいて、冠水

時には表示板・回転灯・遮断施設により確実に車両の侵入防止を実施するとともに、排水設備

の補修や排水能力向上のための排水ポンプ増強を進めていく。また、河川からの溢水による道

路冠水等の情報をリアルタイムに把握し、速やかに規制等の対応を行うため、道路監視カメラ

等を整備する。 

○ 災害時の電力供給の制約により、道路照明を消灯することのないよう、消費電力を削減でき

る道路照明のＬＥＤ化を推進する。 

 

ꜞ♬▪ ─  

○ 大規模災害により交通の大動脈が分断する事態に備え、広域的な代替輸送ルート確保の観

点から、リニア中央新幹線の整備を促進するため、工事が円滑に進むように関係機関等と調

整を図る。 

 

─ ה ─  

○ 第三セクター鉄道等の県内地方鉄道について、老朽化した鉄道施設の長寿命化に資する補

強・改修を実施し、予防保全による防災・減災対策の強化を図るとともに、安全性向上に向け

た設備投資の実施など、安全・安定輸送の確保に向けた取組みを推進する。 

 

─ ₒ ₓ 

○ 暴風雪や豪雪等に対し、交通機関の運行中止の的確な判断と、早い段階からの利用者への情

報提供により、鉄道の車内などに多数の旅客が取り残される事態を回避するため、国土交通省

が取りまとめた「鉄道の計画運休のあり方」を踏まえつつ、県内事業者及び沿線市町村との情

報共有や連絡体制の確認を引き続き行う。【再掲】 

○ 地域交通事業者が被災し、地域交通網の確保等への影響が想定されるため、情報共有をより

密に行い、関係事業者間の協力・連携強化を図る。【再掲】 

 

─ ₒ ₓ 

○ 緊急輸送道路や避難路を確保するため、駅前や市街地の幹線道路で無電柱化を計画的に進め

るとともに、緊急輸送道路における新設電柱の占用を制限していく。【再掲】 

 

─ ⌂ ₒ ₓ 
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○ 高度経済成長期以降に整備した橋梁、トンネル、モルタル吹付法面などの道路施設の高齢化

が進行していることから、「岐阜県道路施設維持管理指針」に基づき、引き続き計画的な点検、

補修等を実施する。 

 

ⱷfi♥♫fi☻⌐ ∆╢ ─  

○ 県、岐阜大学、産業界が連携し、点検や補修に関する高度な技術を有する「社会基盤メンテ

ナンスエキスパート（ＭＥ）」を養成し、道路や小規模橋梁の点検・修繕に活用するとともに、

地域の道路を見守る「社会基盤メンテナンスサポーター（ＭＳ) 」を小中学校関係者や高校生な

どに拡大し、効率的かつ効果的な維持管理を推進する。 

 

⌐ ∆╢  

○ 社会資本の高齢化や災害の頻発化が進む中、多くの市町村は、技術職員の不足などの課題を

抱えていることから、土木事務所における社会資本メンテナンス相談窓口などを活用し、引き

続き市町村に対する維持管理や災害復旧の技術的な支援を推進する。 

 

─  

○ 地域交通ネットワークの強化及び孤立地域の発生防止のため、計画的に農道の整備や農道橋

の耐震対策を実施しており、避難路や代替輸送路機能を確保するため、引き続き整備を推進す

る。 

○ 地域交通ネットワークの補完や災害に強い森林づくりのため、市町村と連携して計画的に林

道整備を推進する。 

 

ה ⅜ ⅛≈ ╟╡ ⌂ ≢ ≢⅝╢ ╩ ∆╢ 

6- 1) ─ ─ ⌐╟╢ ה ─ ⌂ ╣ 

─  

○ 県及び各市町村の「災害廃棄物処理計画」の実効性を確保するために必要となる演習及び研

修を実施し、災害廃棄物処理体制の強化を図る。 

○ 市町村等が実施するごみ焼却施設の更新、基幹改良について、耐震性の向上、浸水対策等を

推進する。また、ごみ焼却施設が被災した場合でも迅速に復旧できるようにするため、施設の

補修に必要となる資機材及び燃料を備蓄する。 

 

─ ₒ ₓ 

○ アスベストや化学物質等の有害物質の飛散・流出対策については、届出や検査など現行法に

基づく対応に留まっていることから、大規模災害発生時に迅速な対応をするための課題を整

理・検討する。【再掲】 

 

⌐ ⇔√↔╖ ─  

○ 河積を阻害している流木・河道内樹木の撤去等、災害の発生防止を図るとともに、災害発生

時には、流出したごみを適正に撤去・処分するなどにより河川環境の保全を図る。 
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6- 2) ה  ╩ ⅎ╢ ⁸  ▫♥⁸Ⱳꜝfiכ♃כⱠ▫♦כ◖⁸

   ▪⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⌐ ⇔√ ─ ⌐╟╢ ─ ⌂ 

   ╣ 

Ⱳꜝfi♥▫▪─ ה ─  

○ 大規模災害発生時に、市町村ボランティアセンターの円滑な運営を支援する「岐阜県災害ボ

ランティア連絡調整会議」を速やかに設置し、ボランティアを円滑に受入できるよう、平時か

ら市町村及び市町村社会福祉協議会を含めた関係機関との意見交換や研修・訓練などを通じ

て、「顔の見える」関係づくりを進め、多様な主体との連携・協働を図る。 

○ 大規模災害時における迅速かつ継続的な支援に備えるため、災害ボランティアセンターの運

営を支援する人材を養成していく。 

○ 倒木処理など専門技術を要するニーズに対応するため、技術ボランティアが円滑に活動でき

るよう連携体制を維持する。 

 

─ ה ₒ ₓ 

○ 「清流の国ぎふ防災・減災センター」や市町村において地域で活躍できる防災人材の育成を

推進するとともに、育成した人材が地域防災力の要となるよう、自主防災組織等と連携を深め

る機会の創出を促進するなど、防災人材がそれぞれの地域で活躍できる体制の構築を強化・推

進する。【再掲】 

○ 外国人防災リーダーの育成に加え、育成したリーダーを防災講座等に講師として派遣するな

ど、地域の外国人に対する防災啓発の強化に取り組む。【再掲】 

○ 市町村と地域住民とが密接に連携した訓練を実施できるよう、より具体的な運営手順や方法

を学ことができる研修を実施するなど、避難所運営を指導する人材を育成する講座の充実を図

る。【再掲】 

○ 全ての公立学校の安全管理責任者を対象とした学校安全講習会や管理職や学校安全担当者

を対象とした総合教育センターにおける教員研修を通して、校内の危険箇所等の確認の視点や

方法について、更なる普及・啓発を図る。【再掲】 

○ 高齢化や過疎化が進む地域では、災害時に地域で支え合う「共助」の機能が希薄となること

から、防災士や消防団員など、地域において防災リーダーとなり得る人材の確保・育成を図る

とともに、育成した防災リーダーによる防災教育や防災訓練の実施を推進する。【再掲】 

 

⁸ ─ ה ₒ ₓ 

○ 消防団員の確保環境が一段と厳しさを増している中、消防団、市町村、企業等の意見を踏ま

えながら、団員の処遇改善、企業等と連携した入団促進、団員がやりがいを持って活動できる

環境づくりなど、効果的な確保対策を検討するとともに、基本団員の確保に加え、大規模災害

団員をはじめとした機能別消防団員の拡充、消防職団員ＯＢや女性、学生、外国人など多様な

人材の活用などの方策を推進する。【再掲】 

○ 近年、全国的に豪雨災害、土砂災害、地震災害等が頻発する中、幅広い知識、技術を習得し

消防活動を安全かつ的確に実施できるよう、消防職団員を対象に、大規模災害対応訓練、水防

訓練、ドローンを活用した教育訓練等を実施する。【再掲】 
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○ 県消防学校の訓練施設を各消防本部、消防団の訓練にも活用し、引き続き消防職団員の複雑

化、多様化する災害への現場対応力の向上を図る。【再掲】 

○ 高齢化する水防団の団員数維持や水防技術伝承等のため、若手団員の加入促進に向けた水防

活動の広報や水防資器材の提供等の支援に取り組む。【再掲】 

 

◖Ⱶꜙ♬♥▫ ─ ™  

〇 災害時に「共助」の力を発揮するためには、平時からのコミュニティの活力維持が重要とな

ることから、地域の課題解決に取り組む地域活動団体等に対して、その活動に関する指導・助

言を行うアドバイザーを派遣するなど、地域活動団体等による取組みを支援する。 

○ 地域のコミュニティとして様々な活動と防災活動を組み合わせること等により、災害による

被害を予防し、軽減するための自主防災組織の育成・活動を促進する。 

 

─ ™ ה  

○ 地域の復旧の中心となる建設業を担う人材の育成・確保を図るため、「ぎふ建設人材育成・確

保連携協議会」による産学官一体の取組み、職場環境の改善や人材育成に積極的な企業を「ぎ

ふ建設人材育成リーディング企業」として認定する制度、「建設ＩＣＴ人材育成センター」によ

る技術力・生産性向上を目的とした研修などを推進する必要がある。また、建築分野において

は、「岐阜県建築担い手育成協議会」による産学官が連携した取組みや、「ぎふ建築担い手育成

支援センター」による技術力・生産性向上を目的とした研修などを推進する必要がある。 

 

─ ה  

○ 地域の復旧・復興において重要な役割を果たす建設業の事業継続力向上を図るため、県と災

害時応援協定を締結する建設業関連団体が取り組むＢＣＭ（事業継続マネジメント）を認定す

る制度の普及、策定に向けた支援を実施する。 

 

6- 3)  ─ ╛ ⌐╟╢ ─ ⌂ ╣ 

─ ה  

〇 激甚化・頻発化する水害・土砂災害や大規模地震等により被災した施設を迅速に復旧するこ

とができるようにするため、災害時応急対策用資機材備蓄拠点の増強や、道路啓開等を目的と

した道の駅等への備蓄倉庫を整備する。また、引き続き平時に資機材の確保、点検及び関係機

関との訓練を実施する。 

 

⌂ ─  

○ 水害・土砂災害や大規模地震等により公共施設が被災した際、復旧工法の早期立案を支援す

る災害復旧支援隊（ＤＲＳ）や災害査定前着工、工場であらかじめ製造されたプレキャスト製

品を積極的に活用するとともに、新技術を活用し災害査定の効率化を図るなど、早期復旧に向

けた取組み（岐阜モデル）を推進する。 

○ 県内の市町村や近隣県が被災した際における復旧復興支援のため、中長期派遣に係る技術職

員を確保する。 
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ה ─  

○ 地盤沈下の状況を把握し、その未然防止を図るため、「濃尾平野地盤沈下防止等対策要綱」に

基づき地盤沈下状況の調査・観測を引き続き実施する。 

○ 液状化が発生する危険性がある地域や液状化対策工法などについて、防災イベント等の機会

を通じて、広く県民に啓発する。 

 

⌂ ה ─ ₒ ₓ 

○ 大規模な地震等による河川構造物の機能不全に伴う二次災害の発生に備えるため、施設の耐

震化を進めるとともに、地震被害発生の際には、緊急点検や応急対策を速やかに行うための盛

土拠点の整備を図る。【再掲】 

 

6- 4)  ⌂ ╛ ─ ⁸ ◖Ⱶꜙ♬♥▫─ ⁸ ─ ™ ─  

   ⌐╟╢ ה ─ ─ ה  

─ ─  

〇 地域の文化財を適切に保存し後世へ継承するため、防災・防犯対策の徹底、大規模災害に備

えた老朽化対策や、防災設備・耐震調査・耐震補強等への支援を推進する。また、文化財に係

る資料等の後世への継承や一元管理を図るため、資料・写真などをデジタルデータとして収集

し、アーカイブ化する取組みについても、継続して実施する。 

○ 生活・民俗文化を継承するためには、地域コミュニティの維持・活性化が重要となることか

ら、地域の活性化に向けた効果的な取組みを推進する。 

○ 被災地における地場産業の早期復興を支援するための取組みを検討する。 

 

─  

○ 本県の豊かで美しい自然環境の持つ多面的機能が持続的に発揮されるよう、災害に強い森林

づくりや自然公園等の保全を推進する。 

○ 各地域で優れた森林景観の形成を図るため、観光道路等から眺望でき、景観として価値が高

く、観光客を呼び込み地域活性化等に資することができる森林について、公的関与の高い管理・

整備を推進する。 

○ 農村地域において、農地が有する保水効果など国土保全機能を維持するため、集落や組織が

協力して行う農地や農業水利施設等を保全管理する取組みに対して、引き続き支援する。【再

掲】 

 

6- 5)  ─ ⁸ ה ה ─ ⅜ ╕∏ ⅜ ⌐ ╣╢  

─  

○ 土地の所有者や境界等を明確にすることで、災害復旧の迅速化や境界トラブルの未然防止を

図るため、計画的な地籍調査の実施を促進する。 

 

─ ⅛≈ ⌂ ₒ ₓ 
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〇 建設型応急仮設住宅については、引き続き市町村と連携し、建設可能用地の確保及び用地ご

との災害リスク等の情報充実に努めるとともに、災害時応援協定締結団体による供給能力等の

把握に努める。また、賃貸型応急仮設住宅については、災害時に円滑に提供できるようにする

ため、市町村や協定締結団体への災害救助法に基づく供与制度の周知など連携強化を図る。【再

掲】 

 

6- 6)  ─ ─╟╡ ™ ⌐ ↑√ ⱦ☺ꜛfi╛ ─ ⌐╟╡⁸ 

   ⅜ ⌐ ╣ ⅜ ∆╢  

ה ─  

○ 「石川県創造的復興プラン」に基づく石川県の復興状況について注視するとともに、市町村

に対して、国のガイドラインや手引きを適宜情報提供し、市町村が地域の特性に応じた復興ま

ちづくりを計画的に進めることができるようにする。 

○ 大規模災害からの復興に際して必要となる各種手続き等について、実際の運用事例やその判

断基準を整理し、災害復旧を効率的・効果的に行うための取組み・手順等について、事前に整

理・検討する。 

 

─ ⁸ ה ─ ╣⁸ ─ ─ ⅜ ⅛≈

⌐ ⇔√ ╛ ⅜ ⇔√ ≢╙ ╩ ⌐ ⅎ╢ 

7- 1)  ─ ⁸ ה ─ ╣⁸ ─ ─ ─ ⅛≈ ─ ⌐ 

   ╟╡⁸ ⅜ ⌐ ╡⁸ →╢ ⅜ →⌂™  

⅛╠ ╩ ╢ ─  

〇 県民総ぐるみで「自助」と「共助」の力を最大限に発揮できるようにするためには、適宜、

アンケート調査等の実施により、県民の防災意識・知識の理解度も確認しながら、様々な取組

みを推進することが重要となる。このため、「災害から命を守る岐阜県民運動」を子どもから高

齢者まで全ての世代を対象に幅広く展開するとともに、県や市町村、消防、警察、自衛隊、医

療、福祉などの防災に関わる全ての関係機関が連携し、令和６年能登半島地震での支援経験等

も活かした実効性のある啓発運動となるよう、関係者一丸となって取り組む。 

○ 「自分の命は自分で守る」の自助・共助の意識を高め、災害への備えを負担感なく県民が行

えるよう、日常的に使用しているモノや行動を災害時にもそのまま役立てる「フェーズフリー」

の考え方を取り入れ、広く県民に普及・啓発を図る。 

 

⌐ ℮ ─ ⅛≈ ⌐⅔↑╢ ─  

○ 災害時には、「孤立」や「救助・救急活動の遅れ」「物資の供給途絶」など、災害に伴う事象

が複数かつ同時に発生することも想定した上で、平時から、県庁の危機管理フロアを最大限に

活用し、国、市町村、民間事業者などの様々な関係機関と連携した取組みを進める。 

○ 大規模災害時に孤立地域が発生した場合には、孤立地域に対する迅速な支援が行えるよう、

「岐阜県孤立地域対策指針」に基づき、毎年度、孤立予想地域を調査するとともに、市町村に

よる備蓄・資機材の充実を促進する。また、当該調査の結果を関係機関とも共有した上で、実

践的な訓練を継続して実施する。 
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ה ─ ₒ ₓ 

○ 県境道路の整備、災害時の広域応援体制の強化や広域避難の検討、帰宅困難者対策など広域

的に取り組むべき課題について、引き続き国、隣県、県内市町村等との連携の強化を図る。【再

掲】 

○ 「岐阜県広域火葬計画」の実効性を高めていくため、引き続き各市町村及び関係一部事務組

合の体制整備に向けた取組みを支援する。【再掲】 

○ 災害時には避難所の開設・運営に当たる市町村職員なども自ら被災し業務に従事できない可

能性があることから、令和６年能登半島地震の被災地に対する支援をベースに整備した「支援

職員データベース」や、関係団体との災害時応援協定、国において進める移動型車両等のデー

タベースなどを活用し、被災市町村において速やかに適切な避難所運営を図ることができるよ

うにする。【再掲】 

○ 「岐阜県災害時広域受援計画」や「岐阜県災害対応マニュアル」などの見直しを適宜実施し、

応援職員の役割や受入れオペレーション（体制、執務室、宿泊場所、女性への配慮等）の明確

化による受援体制の強化を図るとともに、各市町村の受援計画の見直しについても支援する。

【再掲】 

○ 被災影響の少ない都道府県や市町村が被災自治体の後方支援を担うことは、迅速かつ効率的

な災害対応を行う上で非常に重要となることから、受援計画に基づく訓練を継続的に実施し、

受援又は支援体制の実効性の確保・向上を図る。また、国内で大規模災害が発生した際には、

その教訓等も踏まえ、必要に応じて、災害時応援協定の内容の拡充を図るための見直しを実施

する。【再掲】 

○ 物資輸送に係る実動訓練等の結果も踏まえ、必要に応じて「岐阜県災害時広域受援計画」や

「岐阜県広域物資輸送拠点物資集積・輸送マニュアル」の見直しを行うとともに、支援物資が

被災者まで届かない「ラストワンマイル問題」の解消に向け、市町村の物資に係る受援計画等

の策定・見直しを支援する。【再掲】 

 

7- 2)  ─ ╛ ─ ≤™∫√ ⌐╟╡⁸ ─ → ╣╛  

   ─ ⁸ ∆╢ ╛ ─ ⁸ ≤⌂╢▬fiⱨꜝ ─ ⌂ ╣⌂≥ 

   ─ ⅜ ה ∆╢  

┼─ ─  

○ 大雨により土砂災害や洪水による被害が発生する中での台風の接近や、大雪が続く中での地

震の発生といった、様々な複合災害を想定した図上訓練を引き続き実施し、効率的な情報の集

約・分析や、早期復旧に向けた関係機関との優先復旧箇所の選定といった具体的な対策の立案

など、複合災害への対応力の強化を図るとともに、訓練の結果を踏まえ、各種災害ごとの対応

に用いる計画やマニュアルなどの見直しを図る。 

○ 災害対応に当たる要員、資機材等について、後発災害の発生が懸念される場合には、先発災

害に多くを動員したことで後発災害に不足が生じるなど、望ましい配分ができない可能性があ

ることに留意するとともに、限られた要員・資機材の投入判断や支援要請の早期判断について、

あらかじめ関係する計画に定めておく。また、市町村において作成する計画についても、同様

に複合災害に係る内容が充実されるよう促していく。 
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ꜞ☻◒─ ה  

○ 令和６年能登半島地震からの復旧・復興が進められている地域において発生した河川の氾濫

等による浸水被害や土砂災害なども踏まえ、命を最優先にした迅速な避難が行われるよう、山

間部や河川の沿岸など、地域の特性に応じて発生可能性が高い複合災害について、県民に周知・

啓発を図る。 

○ 地震などの災害により、大雨警報・注意報の発表基準について、通常基準より引き下げた暫

定基準が設けられた際には、各市町村において、暫定基準に基づく避難指示の発令等を適切に

行うことができるようにするとともに、県民に対し、通常基準との違いなどについて広く周知

を図る。 

 

⌂ ה ─ ₒ ₓ 

○ 大規模な地震等による河川構造物の機能不全に伴う二次災害の発生に備えるため、施設の耐

震化を進めるとともに、地震被害発生の際には、緊急点検や応急対策を速やかに行うための盛

土拠点の整備を図る。【再掲】 

○ 県内で発生した過去の大災害等を教訓に木曽川水系、庄内川水系及び神通川水系の上流域で

実施している直轄砂防事業を促進するとともに、「八山系砂防総合整備計画」に基づき、土砂災

害により人命等に危害が及ぶおそれがある箇所においてハード対策を推進する。また、土砂や

流木等を確実に補足できるよう砂防堰堤裏の土砂撤去を計画的に実施する。【再掲】 

 

─ ⅛≈ ⌂ ₒ ₓ 

○ 建設型応急仮設住宅については、引き続き市町村と連携し、建設可能用地の確保及び用地ご

との災害リスク等の情報充実に努めるとともに、災害時応援協定締結団体による供給能力等の

把握に努める。また、賃貸型応急仮設住宅については、災害時に円滑に提供できるようにする

ため、市町村や協定締結団体への災害救助法に基づく供与制度の周知など連携強化を図る。【再

掲】 

 

⌂ ─ ₒ ₓ 

○ 平時から電気事業者との「顔の見える」関係を構築するとともに、大規模災害時には、後発

災害が発生する可能性なども踏まえ、県災害対策本部への情報連絡員の派遣や、被災状況及び

道路啓開に関する情報の共有、優先的な電源車の配備など、早期に電力復旧を図ることができ

るようにするための連携・協力体制を構築する。【再掲】 

 

─ ₒ ₓ 

○ 孤立地域や避難施設等において、早期に通信手段を確保・復旧するため、被災状況、避難所

開設状況、道路啓開情報、資機材の確保・運搬方法、優先的な復旧箇所、今後の復旧方針等の

情報交換を密に実施し、電気通信事業者間（固定・携帯）や行政関係機関との連携体制を強化

する。【再掲】 

 

─ ה ₒ ₓ 
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〇 激甚化・頻発化する水害・土砂災害や大規模地震等により被災した施設を迅速に復旧するこ

とができるようにするため、災害時応急対策用資機材備蓄拠点の増強や、道路啓開等を目的と

した道の駅等への備蓄倉庫を整備する。また、引き続き平時に資機材の確保、点検及び関係機

関との訓練を実施する。【再掲】 

 

⌂ ─ ₒ ₓ 

○ 水害・土砂災害や大規模地震等により公共施設が被災した際、復旧工法の早期立案を支援す

る災害復旧支援隊（ＤＲＳ）や災害査定前着工、工場であらかじめ製造されたプレキャスト製

品を積極的に活用するとともに、新技術を活用し災害査定の効率化を図るなど、早期復旧に向

けた取組み（岐阜モデル）を推進する。【再掲】 

 

⌐⅔↑╢ ─  

○ 原子力災害発生時に、放射性物質の放出・拡散からＵＰＺ内の住民の安全を確保するため、

国が示す屋内退避の運用に係る指針等も踏まえた上で、原子力防災訓練を継続的に実施し、避

難行動の周知・啓発を図るとともに、その実効性を確保する必要がある。 

○ 原子力災害と土砂崩れ等による避難経路の交通遮断の同時発生に備え、ＵＰＺ内の住民の避

難に用いるヘリコプターの離着陸場の整備を促進する。また、ヘリコプターの離着陸場の整備

が完了した際には、県防災ヘリコプターによる住民搬送などを伴う実動訓練を実施し、運用手

順等を確認する。 

 

⸗♬♃ꜞfi◓ ─  

○ 福井県内の原子力発電所における原子力災害が発生した際に、本県における放射線の影響を

適切に把握できるようにするため、引き続き県内に１２基あるモニタリングポストを適切に管

理するとともに、国や関係機関と連携し、空間放射線量の適切なモニタリング体制を維持する。 
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